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序章　問題意識と分析視点

〈１〉 「貧困大国」化への道程
──「貧困」「格差」が登場する背景

　弱肉強食の新自由主義政策の展開の中で「貧困」
と「格差」が大きな社会問題になってきた。ただし、
その前提条件はすでに 1970 年代から発生してき
た。そこで、まず貧困や格差が登場する背景につ
いて概略的にふれたい。
　1970 年代後半において、大企業を中心に男性の

「超長時間労働」の急増による「過労死」の多発が
はじまった。同時に、民間大企業の労働組合の「労
使協調」「労使一体化」を背景に、日本の大企業に
おいて「企業の経営機構における強固な職場支配」
が行われ「労働に対する資本の専制の完成」と表
現される状況が出現した。また、国鉄の分割・民

営化など公共部門での戦闘的労働組合運動への攻
撃が加えられ、1980 年代は労働組合の企業主義的・
協調主義的潮流の進行、ストライキ件数の激減と
いう運動の側の後退状況が現出した。
　他方で、この時期はバブル経済の発生とその破
綻という日本経済の特異な状況の中で、「女性差別
撤廃条約」締結、「男女雇用機会均等法」の成立

（1985 年）という画期でもあった。ただし、雇用
における男女差別は依然として厳存し、1985 年「労
働者派遣法」の成立、1987 年労働基準法の改定（労
働時間を週 40 時間、1 日８時間と逆転、「裁量労
働制」の導入など）の労働法制の規制緩和の端緒
が始まった。
　1990 年代は金融制度改革、持株会社公認など

「金融ビッグバン」と称する大変動があり、これ
が労働分野にも影響している。また、1993 年に
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―その現状・原因・対抗策

問題意識と分析視点問題意識と分析視点
小 越  洋 之 助

　この報告書のタイトル「現代日本の労働と貧困」における「現代日本」とは主として 1990 年代中葉
以降の時期を指している。また、この報告書の全体では、とくに小泉内閣から安倍内閣に至る政府・
財界主導のグローバル段階における構造改革政策＝新自由主義政策、そこでの貧困と格差の広がり、
反労働者政策を意識して展開している。本文はかなり膨大であるが、それは「労働と貧困」という問
題領域が包括的であること、また、個別の章の多くが今回は初めて労働総研の各部会の協力によって
作業 · 作成されたことからである。労働総研は「ディーセントワーク」（働きがいのある人間らしい労働）
の実現を目指している。この「貧困大国」の現状を多方面から分析し、そこからどう脱却するかの対
抗策を展望するのが、今回の研究所プロジェクトの主要な狙いである。

「貧困大国」化を進める新自由主義改革「貧困大国」化を進める新自由主義改革
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は「パイオニアショック」と言われる正規労働者
の解雇が始まった。それを契機に、民間大企業に
おいて正社員の「リストラ」＝解雇が広がる。と
くに 2000 年代以降、電機 · 情報通信産業では多く
の主要大企業が産業再編を理由とした「リストラ」
を行った。その内容は事業失敗など企業の経営責
任のツケを労働者に転嫁させる解雇の横行である。

〔経営者の過剰投資（シャープなど）、「粉飾決算」
のつけを労働者に押し付ける解雇（東芝 1 万人リ
ストラ）、日本ＩＢＭの無法な「ロックアウト解雇」
など〕このような経営者の責任にすべき人員削減
によって、働く労働者の「雇用破壊」を行い、正
社員すらも貧困に陥れる動きも進んだ。むろんこ
の状況に対して労働者・労働組合は無為ではない。
大企業・多国籍企業の横暴に抗して、雇用と地域
経済を守り、企業の社会的責任を果たすためにた
たかいの輪を広げてきた。

１） 2000年代における構造改革政策と
　  その矛盾の顕在化

　2001 年成立の小泉政権は新自由主義者竹中平蔵
氏やオリックス会長宮内義彦氏を重用し、郵政民
営化を強行した。宮内氏は従業員重視の否定、株
主資本主義の重視論者で、労働法制における労働
者保護の弱体化を図る「立役者」であり、総合規
制改革会議の場を取り仕切った。2002 年製造業に
おける労働者派遣事業の解禁を内閣に答申したの
も宮内氏である。しかし、一連の構造改革＝規制
緩和政策は 2000 年代には矛盾を深めた。その象
徴は 2008 年９月の「リーマンショック」による
多量の派遣切りとその社会問題化、運動の側から
の「派遣村」の開設など「働きすぎと貧困」や「過
労死とワーキング・プアが併存」する社会への告
発である１。労使の対抗関係が広く社会的な形で顕
在化したのである。小泉内閣の新自由主義政策の
問題点が大きく浮かび上がり、労働者・国民は政
権交代を希求した。誕生した民主党政権は当初は
期待されたものの、その後の自民党と類似の政策
変更、その実行で国民は失望した。
　その後登場した自民・公明連立の第二次安倍内
閣は、「経済財政諮問会議」のほか、「日本経済再
生本部」・「産業競争力会議」、「規制改革会議」、「国
家戦略特区諮問会議」など、さまざまに分立した「司
令塔」を構築し、その会議体の中で、労働者代表

を排除して、財界メンバーや新自由主義者たちが
「民間議員」と称して積極的に介入し、大企業、グ
ローバル企業、富裕層だけに都合のよい政策を露
骨に打ち出してきた。

２） 「アベノミクス」の破綻とその「再版」のねらい
　「アベノミクス」と称する当初の「３本の矢」な
るものは、日銀の「異次元の金融緩和」、財政難の
なかでの公共事業の大盤振る舞い、労働の規制緩
和、消費税増税、大企業の法人税減税により大企業・
多国籍企業のみが潤う反労働者的「成長戦略」で
ある。「成長戦略」には、労働者・国民の雇用や賃
金を増やす新産業の創出などは見当たらず、武器
輸出の解禁、軍事大国化を進める軍事産業・兵器
産業生産、軍事情報を捕捉する宇宙開発を公然と
推し進める。あるいは、「人口知能」・ロボットを
活用した機器の投入などの「省力化投資」の開発
により、雇用削減効果さえも生む。肝心の雇用で
は「無限定正社員」「限定正社員」とした「正社員
改革」、労働者派遣法の一層の規制緩和など労働者
保護を解体した「規制改革」により、賃金の削減
を前提として搾取を強化し、医療や保育、介護部
門には公的保障を外し営利化した「サービス産業」
などと位置づけする。さらに「国家戦略特区」「地
方創生」などにより、医療における混合診療解禁、
株式会社による農業経営、運輸における「白タク」
の容認、保育需要増大に対しての「入所不可」の
状況、保育資格の軽減や保育の民営化による安上
がりの対応、などなど、新規に企業の参入を容認
させ、「特区」における解雇の自由化などの規制緩
和を進め、それを「特区」以外に波及させようと
する意図によって資本蓄積の新天地＝「フロンティ
ア」づくりに狂奔している２。 
　このような反労働者・反国民の政策は現在では
いずれも隘路に陥っている。
　安倍首相が 2015 年９月 14 日発表した「経済政
策アベノミクス」なるものの新たな３本の矢「希
望を生み出す強い経済」（ＧＤＰ 600 兆円）「夢紡
ぐ子育て支援」（出生率 1.8）「安心つながる社会保
障」（介護離職ゼロ）という「一億総活躍社会」な
る主張は、当初の「３本の矢」の失敗を糊塗させ
る政策の側の対応であろう。ＧＤＰの増大、生産
性の向上はいうが、労働者・国民に富を分配する
姿勢はない。大企業が潤えば、労働者・国民にそ
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の一部に滴り落ちる（「トリクルダウン論」）は完
全破綻した。
　この「経済の好循環」が達成できず、消費需要
の低迷、低下という悪循環のなかで、安倍首相は、
労働者派遣法の更なる改悪を行いながら、他面で
は「ワークアンドバランス」、「最低賃金毎年３％
引き上げ」、「同一労働同一賃金」などを矢つぎば
やに主張している。「一億総活躍」の提起の背後に
は、「一億総中流」の国民の意識の経済的、社会的
基盤が大きく後退したこと、その理由には次に述
べる「労働における貧困化の可視化」が背後にある。
それゆえに、あえて労働者・国民受けをする課題
を意識的に出し、「上からの改良」・「期待」をまき
散らし、内閣支持率を維持させようとしている姿
ではなかろうか３。 

〈２〉 労働における貧困の可視化

１） 財界優位の政策と労働の貧困化
　1990 年代以降、大企業・多国籍企業は労働者の
リストラ、賃金抑制、搾取強化や下請け企業から
の収奪によって大々的に収益を増やした。
　直近では、安倍内閣は「稼ぐ力の強化」として、「規
制改革」や分配の不公正そのものである法人税減
税、消費税８％への増税という大企業・多国籍企
業の儲けだけを追求した。この内閣による消費税
増税はすでに景気を冷やし、生鮮食料品の価格上
昇などによる実質賃金の継続的低下など、労働と
生活への大きな打撃を与えている。家計の収入減、
節約の広がり、貯蓄のない世帯の増加など、家計
消費需要は低迷している。まさしく、この内閣が
行う新自由主義改革＝露骨な貧困と格差の拡大政
策が労働者・国民を痛めつけた姿がそこにある。
10％増税を 2019 年 10 月まで２年半延期したのは
以上の矛盾の現れである。
　ここで特に留意されるべきは、日本において強
固に存在するジェンダー差別により、貧困層の大
半を女性労働者で占めていることである。その劣
悪な実態が労働者全体の「雇用条件」 ４を引き下げ
る重石の役割を果たし、それが若者、高齢者など
他の労働者階層に広がって今日の貧困を生み出し
ている。それゆえ、全労働者の貧困の縮図である
女性労働者の貧困の解消が特に肝要である。
　「民」がますます細り、貧困化するなかで、社会

的強者・「富者」である大企業・多国籍企業は、膨
大な内部留保をため込んでいる。1998 年以降、「企
業配分率」（企業配分率＝営業純益÷付加価値）は
かつてなく増加した。財界・大企業は労働現場か
らの「付加価値の増加」分を労働者から取り上げ、
なおかつ人件費削減分をかすめとるという新たな
経営方式、その変貌形態である「金融を最大限活
用した経営」で多大な利益を得てきた５。「日本経
団連」はかつて礼賛し、吹聴した「日本的経営（「長
期視野に立った経営」「人間尊重経営」）などを放
棄し、「株主資本主義」、「短期的視野に立つ経営」、

「非人間的経営」に転換してきた。その経営戦略に
沿った人件費の削減や正規労働者のリストラを「黒
字経営」でも実施、グローバル経営として、国内
の正規労働者を極端に縮減し、中小企業からの収
奪、非正規雇用の拡大において内需拡大を軽視し、
労働者の一層の搾取強化を図り、労働基準を無視
して使い捨てる。
　現代の日本における「労働の貧困」はこの日本
の財界・多国籍企業の政策・行動と密接に連動し
たいわば裏面の現象である。
　大企業の内部留保は 2014 年に約 300 兆円に達
し、同時に投資有価証券は 233.4 兆円に達してい
る（2016 年版「国民春闘白書」）。みられるように、
大企業・多国籍企業は厖大な内部留保を賃金引上
げや設備投資に回さず、海外のＭ＆Ａや株式投資
など「財テク」に走り、税負担を回避して経常利
益を膨張させる「経営」に変貌している。
　安倍内閣は、生産性向上を合言葉に、正規労働
者の雇用の流動化をはかり賃金を切り下げる手法

（「生産性に見合った賃金体系」）や非正規雇用に
「新ジョブカード」を普及させようとしている。後
者（「新ジョブカード」）とは、生産性の向上に意
欲的に努力し、取り組んでいることを証明させる
国が定めたキャリアプランシート、職務経歴シー
ト、職業能力証明シートを用意し、そこに企業評
価を入れるもので、それにより「意欲と能力に応
じた処遇改善」を図るというものである６。すべて
の求職者・労働者に職業能力証明を図り、企業実習、
ＯＪＴ、実務経験、学卒者訓練、転職による労働
者採用に活用するというが、恣意的企業評価によ
る転職などの採用差別などが起こる可能性、危惧
は大きい。
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２） 所得格差の拡大と「貧困大国」への変貌
　2000 年代初頭ごろには論壇では「格差社会」論
が一世を風靡した感があった。「パラサイトシング
ル」（親に寄生して豊かな消費を謳歌する若者）と
いう用語の登場、それをめぐって論争の発生、若
者の「フリーター」という表現の定着、その類型
化、「ニート」という言葉の普及などもあった。要
するに、若者を主たる対象として、社会の階層構造、
その所得格差構造に注目が集まった。「格差」の最
低辺は「貧困」であるから、むろんこの段階でも「貧
困」が無視されていたわけではない。しかし、新
自由主義政策が展開されるにつれ、「格差」以上に

「貧困」そのものが社会問題として前面に登場する
時代に変貌していく。つまり、少数の経営者、富
裕層がますます富を独占する一方で、他方では低
賃金労働者、貧困層、子どもなどの貧困が急増し、
しかも固定化してきているのである。
　今日、若者、中年層の問題だけでも、学生の就
職難、非正規雇用の激増、「中年フリーター 273 万
人」「絶望の非正規」といわれる将来展望の全く見
えないフリーターの中高年化７、派遣労働者の人権
が無視される働かせ方、長時間労働、残業代不払い、
過重な責任による拘束による「名ばかり正社員」「正
社員のブラック化」などのように、男女を問わず「雇
用の劣化」と長時間 · 過密労働、低賃金での「働か
せ方」が蔓延している。
　「貧困」は他の諸階層にも広がっている。低年金・
無年金で働かざるえない高齢者、年金では生活で
きず、生活保護に依存する独居高齢者、「少子化対
策」「女性の活躍」「ワークアンドバランス」など

美辞麗句を並べながら、待機児童すらも一向に解
消できない政府の政策の被害者である女性労働者
など、日本はすでに明確な「貧困大国」であり、
これらの各層の問題が財界や政府の政策の犠牲者
であることが可視化してきたことである。同時に
生活に最低限必要な食料の節約、その絶対的不足
の人々、いわば「絶対的貧困」の潜在化を指摘す
る情報もある８。 
　なお、この点に関連して付記すれば、安倍政権
が現在進めているＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）
はアメリカ主導で日本の経済主権をはく奪し、日
本の労働者・国民をさらに貧困化させるものであ
り、批准阻止は決定的な運動課題である。それは
農業、医療だけではなく、労働者・労働組合の雇
用条件向上、その権利擁護にとってもマイナスの
影響をもたらすことに留意したい９。 
　ところで、貧困に陥った層の多くはこれまでは
みずからの声を発することさえできなかった。し
かし、保育園に入所を拒否され、みずからの職業
人生を台無しにされる状況に怒った一女性による
ネットでの匿名ブログ記事が発端で、全国からあっ
という間に２万 7682 人の大量署名が集約され、
政府当局にその待遇改善の要求が突きつけられ、
国会でも問題にされ、大きく取り上げられたこと、
日本の歴史上初めての「最賃裁判」に非正規雇用・
ワーキング · プアの当事者 133 人がみずから前面
に出て声を上げたこと、若者が生活できない「貧
困最賃」に抗議し、大幅な引き上げを求めて渋谷
など繁華街での街頭宣伝やデモを行い、共鳴する
人々が増大しているなど、矛盾は爆発し、反撃は
広がりつつある。

　貧困化は労働者の貧困化だけでなく、学生、高
齢者、障碍者、一般市民・住民を包含するもので
ある。例えば「学生」の通学する教育機関の学費
の高騰、奨学金の不備、またそのサラ金的ローン化、
借金づけ、「ブラックバイト」、就職難など問題に
は枚挙にいとまがない。また出産、育児など保育
環境の不備、介護施設の運営など社会的・公共的
施設、サービスの問題性、そこで働く福祉労働者
の過重労働と低賃金、近年のさまざまな犯罪の多
発も貧困化の現象である。貧困化は量的に表示で

きない質的な側面もある。
　ここでは、そのようなことを十分承知しつつ、
労働者の貧困化に係るものと思われる複数の量的
指標を挙げる。現在の日本の「貧困大国」の姿を
垣間見ることができよう。

１） 相対的貧困率の国際比較における日本の位置
　ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）は相対的貧困率 
10 の国際比較を行っている。図表１はその最近の
データ（2010 年）を掲げた。

貧困層の蓄積の数量的指標について貧困層の蓄積の数量的指標について
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　貧困率がもっとも低
い国はチェコ（5.8％）
で、次いでデンマーク
で ６ ％ で あ っ た。 以
下アイスランド、ハン
ガリー、ルクセンブル
クと続く。いわゆる先
進国では北欧諸国やオ
ランダ、フランス、ベ
ルギー、ドイツの貧困
率は総じて低い。日本
の貧困率は 2000 年代
半ばごろから一貫して
上 昇 し、 表 の よ う に
16.0％（2009 年）、下
位から 6 番目、ＯＥＣ
Ｄ平均（11.3％）をも
上回る「貧困大国」に
なっている。

２） 厚生労働省の
　  相対的貧困率
　厚生労働省は「相対
的貧困率」を発表して
いる。図表２はその３
年度ごとの推移を示し
て い る。1985 年（ 昭
和 60 年 ） は 貧 困 率
12.0％であった。1991
年（ 平 成 ３ 年 ） に は
13.5％に上昇し、1997
年（平成９年）での相

対的貧困率は 14.6％であった。それが 2012 年（平
成 24 年）には 16.1％に上昇した。「相対的貧困率」
は国民全体の所得における一定所得未満者の割合
であるから、低所得者が増えることとともに、中
央値自体が下がることでも増える。（1997 年の中
央値 259 万円から 2014 年は 221 万円への低下）。
　1997 年は日本の労働者の賃金がピークであった
年であり、その後賃金は下降し、1997 年水準を回
復できていない。（1997 年の「現金給与総額」は
37 万 1670 円、［１～５人以上の事業所、一般・パー
ト］、2014 年のそれは 31 万 3757 円、下落率は金
額にして 15.6％、５万 7913 円も下回る）11。労
働者の賃金低下とともに税・社会保険料の増加も
可処分所得の減少に影響する。現役労働者の貧困
化が大きく作用しているといえよう。
　この貧困率上昇は新自由主義・構造改革政策が
展開してきた時期と符合する。

３） 子どもの貧困率
　「子どもの貧困率」とは、子ども全体のうち、貧
困の世帯に属する子どもの割合であり、具体的に
は「国民生活基礎調査」では 18 歳未満の子どもが
いる世帯の可処分所得が貧困ラインに満たない子
どもの割合として定義される。表 2 のように「子
どもの貧困率」は 1985 年の 10.9％から 2012 年
には 16.3％に上昇している。これは約６人に１人
の子どもが貧困である、という数字である。子ど
もの貧困率の高まりは、貧困が親世代だけなく、
次世代にわたる、いわゆる「貧困の世代的連鎖」
の指標でもある。
　この点について参議院で日本共産党小池晃氏が
安倍首相に日本が「世界有数の貧困大国である」

図表２　相対的貧困率の年次別推移

図表１　相対的貧困率の国
際比較（2010年）

OECD（2014）Familydatabase"Child　
poverty"	 	

（注）ハンガリー、アイルランド、日本、
ニュージ―ランド、スイス、トルコの数
値は 2009 年、チリの数値は 2011 年。
資料 :内閣府『平成26年子ども・若者白書』
（全体版）	 	

注：1）平成６年の数値は、兵庫県を除いたものである。
2）貧困率は、ＯＥＣＤの作成基準に基づいて算
出している。
3）大人とは 18 歳以上の者、子どもとは 17 歳以
下の者をいい、現役世帯とは世帯主が 18 歳以
上 65歳未満の世帯をいう。
4）等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
5）名目値とはその年の等価可処分所得をいい、
実質値とはそれを昭和 60 年（1985 年）を基準
とした消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く
総合指数（平成 22 年基準））で調整したもので
ある。	

資料：厚生労働省「平成 25年国民生活基礎調査」概要



- 8 - 

報告書「現代日本の労働と貧困―その現状・原因・対抗策」

低い時給水準のパートタイム職が主体で、正規雇
用の道が閉ざされ、収入不足をダブルワーク、ト
リプルワークに依存し、過労で健康を害す、その
子どもも食生活の不備などで貧困に陥る、サポー
トすべき日本の社会保障・公共サービスの貧困（児
童手当、児童扶養手当、住宅、教育制度など）があり、
その背後には自立・自助をひたすら強調する新自
由主義のイデオロギーの影響もある。

５） 相対的貧困率の男女別、年齢階級別特徴
　さて、次に相対的貧困率を男女別、年齢別に区
分した場合、その特徴を見てみよう。
　図表４は内閣府作成のデータである。資料はや
や古いが現時点で取得しうるデータである。

　男女別に見ると、総じて女性の貧困率の方が各
年齢において高い。男性の貧困は若年でかなり高
いが、25 ～ 54 歳ではほぼ一定で、55 歳以降に
なると上昇し、高齢期での貧困率は高い。これに
対して女性の貧困率は 20 ～ 24 歳では男性との比
較では唯一の例外で低いが、25 ～ 54 歳では、い
ずれも男性より高く 55 歳以降さらに高まり 70 歳
以上の高齢期では 26.6％から 28.1％と著しく高く
なっている。

と質問すると、安倍首相は最初にＧＤＰ指標によ
り「日本は世界でかなり裕福な水準になっている」
と答弁した。小池氏がさらに「（平均より高い）貧
困率になっている」と重ねて質すと、「傾向として

（貧困が）進んでいるという状況はしっかり把握し
ている」と認めた（「しんぶん赤旗」2016 年１月
19 日）。
　このやり取りから判断されることは、安倍首相
の認識は「成長」に眼目があり、日本での貧困の
進行とその深刻化、「分配の不公正」には、ポーズ
としてはその姿勢を見せるものの、正面から立ち
向かう姿勢はない、と推定される。

４） 一人親世帯の貧困率
　図表３は一人親世帯
の貧困率の国際比較で
ある。この表で一目瞭
然なのは、日本での貧
困 率 は 50.8 ％、 Ｏ Ｅ
ＣＤ加盟諸国で 33 位、
つまり最下位で、他国
と対比して群を抜いて
悪いことである。総じ
て北欧諸国の一人親世
帯の貧困率は低く、英
国、フランスも相対的
に低い。一人親世帯と
いうが、通常は母子世
帯 が 圧 倒 的 で 84.7 ％

（ 厚 労 省 2011 年 デ ー
タ）と、現代の日本の
労働における貧困の極
端で最悪の事例はシン
グルマザーの貧困であ
ると断言できる。
　その原因は男性（夫）
の死亡や離婚（原因は
DV、失業、不倫、性格
不一致、ギャンブル等
かなりが男性側の要因）
により、離別して子育
てを一手に引き受けな
がら、収入を得るため
に働くものの、仕事は

図表３　一人親世帯の貧困の
国際比較（2010年） 図表４　男女別年齢別相対的貧困率（2007年）

（資料）図表１に同じ。

（備考）厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成 19年）を基に、内閣府男女共同参画局「生
活困難を抱える男女に関する検討会」阿部彩委員の特別集計より作成。

（資料）内閣府『男女共同参画白書』（概要版）平成 22年版、第 5章による
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　女性比率が高いことの含意は、雇用における女
性の非正規化の高さ、女性の正規雇用での対男性
との「非均等待遇」などである。ジェンダー差別
を反映した貧困化は日本社会ではとくに顕著であ
る、と見ることができる。

 ６） 年収200万円以下層の変化と男女別比率
　国税庁調査（「民間給与実態統計調査」：年収
200 万円以下）は働く貧困層（「ワーキング・プア」）
の指標としてよく使われるが、2006 年度から 201
４年度の間 9 年連続で 1000 万人を超えた（2014
年度は 1139 万人、前年対比約 20 万人の増加）。
　国税庁「給与階級別給与所得者数・構成比」（平
成 26 年 :2014 年）によって、男女別の内訳をみる
と、男性 301.3 万人、女性 837.8 万人となっている。
女性の 200 万円以下の労働者の比率は実に 73.6％
になる。つまり、民間企業で働く貧困者の７割強
が女性労働者なのである。
　加えれば、100 万円以下は男性 91.5 万人に対し
て、女性は 326.2 万人である。100 万円以下の総
数 417.8 万人中、78％が女性である。
　このように、低賃金層の「重石」は女性であり、
多くの女性労働者の低賃金がワーキング・プアの
ベースになっていることが確認できる。

７） 貯蓄率の動向
　図表６は二人以上世帯の家計において金融資産

（貯蓄）を保有していない世帯についての推移を示
している。とくに消費税増税、実質賃金の低下、
社会保障の改悪などによる悪環境の中で、家計は
表示のように、２人以上世帯のうち、貯蓄のない
世帯の比率は 30％程度である。つまり 10 人に３
人は貯蓄がない。労働者家計において、「節約」が
横行している中での現状である。倒産や解雇、賃
金減額などリストラの横行において、病気や障害、
急な出費、高齢期の不慮の事態などなどに対応で
きない労働者が趨勢として増加している。このこ
とも貧困化を促進している。
　同時に、この金融広報中央委員会による「単身
世帯調査」2014 年によれば、「金融資産を保有し
ていない」層が、2007 年の 29.9％から 2014 年
には 38.9％と、実に 4 割に増加している。とくに
若者、中高年層など家族を形成できない世帯が増
加しているとき、不慮の事故 · 事態の発生に対する
備えがないことは、その生活や健康に大きな打撃
を与えることになることは明白である。

８） 失業時の給付の実態
　図表６に関連して、図表７にも注目する必要が
ある。この図のように、ヨーロッパ諸国では失業
者に対する失業給付の割合が高く、給付を受けて

図表５　国税庁調査による年収 200万円以下層の変化

（資料）全労連・労働総研編『2016 年国民春闘白書』学習の友社、68頁 （注）2003 〜 2004 年の間、2006 〜 2007 年の間はデータが不連続
（資料）全労連・労働総研、前出『2016 年国民春闘白書』学習の友社 31頁

図表６　金融資産を保有していない世帯の割合
　　　　（二人以上世帯）
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いない失業者はドイツではわずかに６％、フラン
スでは 20％にすぎない。失業給付受給後も公的扶
助等で保障されるケースが多い。その間教育訓練・
再訓練等も重視されている。それに反して日本で

は失業給付を受けていない人々が実に 77％もいる。
新自由主義の政策は失業時の給付や適用を抑制さ
せ、その貧困状況を利用して、低賃金・不安定雇
用に誘導させるものであるが、この図はその点を
明瞭に示している。雇用保険の失業給付を受給で
きても、若者や非保険者期間の短いものには給付
期間が 90 日と短く、しかも企業は「会社都合」が
原因でも「本人の都合」の退職に誘導させれば、
企業の体裁は保全され、逆に失業した労働者は受
給までに 4 ケ月も待たされるなど、その不合理性
は著しい。

９） 生活保護受給世帯数・人員・保護率の推移
　貧困者の最後の拠り所は「生活保護」である。
図表８は 1951 年（昭和 26 年）から 2014 年（平
成 26 年）２月までの長期の被生活保護世帯数、被
保護人員、保護率の推移を示している。生活保護
の受給者数の増加や減少には、一般的には①人口
変動における単身高齢者世帯や離婚率の増加とい
う社会的要因②景気変動や労働市場の要因、家計
の貧困化③地域における生活保護受給者の多寡の
地域的特性④行政当局の受給抑制指導の強弱とい

図表７　失業給付を受けていない失業者の割合

図表８　被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移（1951年～ 2014年 2月）

（注）中国は 2005 年、日本は 2006 年度、アメリカ、カナダは 2008 年 12 月、イギリ
スは 2008 年第 4四半期、フランスは 2008 年 12 月、ドイツは 2008 年 10 月
参考：『学習の友』別冊 2014	「日本国憲法再確認」所収「生存権・社会保障の危機と
日本国憲法」より
資料：厚生労働省「労働市場からみた産業社会のあり方」（2010 年 5月）
（資料）全労連・労働総研	編『2016 年国民春闘白書』学習の友社、47ページ

（資料）厚生労働省「生活保護受給者の動向について」（平成 26年 10 月 20 日）

ドイツ

フランス

イギリス

カナダ

アメリカ

日本

中国
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う政策的要因、があるといわれる。現実にはこれ
らの要因が複合して作用していると想定されるが、
その中で経済変動や雇用・労働市場の変動、それ
による賃金・所得の低下、家計の貧困化という要
因が、生活保護受給者を増加させてきた主要因で
あろう。
　図にように、被保護人員数について見れば戦後
日本経済のさまざまな時期において生活保護の受
給者は変動してきたが、総じて高度成長期には減
少し、「臨調行革」が実施された 1980 年代前半に
は大きく減少している。しかし 1995 年（平成 7 年）
88 万 2229 人をボトムとして、その後急速な右肩
上昇カーブとなり続け、現在に至るもその数は増
加する一方である。1990 年代以降大企業の正規労
働者の本格的リストラが始まり、同時にさまざま
な規制緩和の嵐が吹いた。2008 年 9 月には「リー
マンショック」というアメリカ発の未曾有の金融
危機が勃発、日本では大企業による派遣切りなど

が平然と行われ、労働者・国民がこれに対して「派
遣村」で対抗し、解雇者に生活保護受給を進めた。
このような「反貧困」運動も作用し、2014 年（平
成 26 年）２月の「速報値」では被保護人員 216
万 6381 人、被保護世帯 159 万 8818 世帯、保護
率 1.7 % を記録している。日本では生活保護を受給
することが容易ではなく、当局による受給抑制策
があって、膨大な数の「漏救」者がいるとされて
いるから、この数字は現実の救済に値する被保護
人数としては少ないであろう。それにも拘わらず、
この間のウナギ上りの状況は、日本社会が「貧困
大国」に変貌してきたことの証明の一つであろう。
　以上は主として所得に留意した数字である。貧
困化は所得が大きな要素であることは確かである
が、それ以外の要素もある。雇用形態、労働時間、
働き方（働かせ方）、社会保障給付などの要素が複
合して、現代日本の労働と貧困が造りだされてい
る、と認識しておきたい。

〈１〉 雇用改革・働くルールの破壊攻撃

　第２次安倍内閣（2012 年９月３日～ 2014 年
12 月 24 日。第３次は 2015 年 10 月７日～）以降
の労働者への貧困化政策は、直接的には労働市場
の自由化、日本的雇用慣行の解体政策、および「働
き方改革」にある。その一例は派遣労働の規制緩
和である（本文第２章を参照）。
　この派遣労働の規制緩和は「「雇用改革」「働き
方改革」を標榜する「成長戦略」の一環である。
生産性向上を合言葉に、働く労働者を無権利にさ
せて、コスト削減、生産性向上にあらゆる労働者
階層を動員させる「改革」攻撃である。
　生産手段・生活手段を所有せず、労働力を商品
として資本に売らざるをえない立場の賃労働者は
労働市場や労働自体において資本との対等な関係
を構築できない。その結果、労働者はその全体と
しての働く条件を引下げ、諸権利の剥奪、非自発
的な長時間労働による「窮迫状況」に追い込まれる。
通常、労働者はこれに個別には対抗できない。
　そこで労働組合に結集し、雇用条件の改善や労
働基準による「働くルール」の設定・社会保障の

整備によって搾取や貧困化を抑制してきたこと、
すなわち階級として団結・連帯してきたこと、こ
れは周知の歴史的事実である。
　ところが、新自由主義改革はこの動きを逆転さ
せ、貧困層を大胆に増やす「改革」を行っている。
無権利な非正規雇用を増大させ、その人々の雇用・
労働条件の引き下げ、「正社員改革」だとして「雇
用破壊（リストラ）」、「多様な正社員」「限定正社員」
などによるいわゆる終身雇用の解体、労働時間な
ど労働基準の破壊、賃金の切り下げなどに腐心す
る。
　他方で、「社会保障改革」は、財政再建の名を借
りて、社会保障の市場化、営利化、「自立・自助」
や「自己責任」の強制により、医療・介護・年金、
生活保護などの給付の大幅削減、労働者・国民の
社会保険料負担や受益者負担の強化を行う。同時
に福祉分野（介護・保育など）において国民・住
民サービスの公的支援を抑制し、市場化、営利化（産
業化）させている。産業・業種、企業レベルでの
労働者の「労働の貧困」は、代替人員不足 · 長時間・
過密労働と雇用条件の悪化に象徴される。一言で
言えば「働くルールの不在」である。それは労働
者の「生活の貧困」とダイレクトに直結している。

安倍雇用改革・財界戦略に対抗する分析視点安倍雇用改革・財界戦略に対抗する分析視点
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〈２〉 「貧困社会」
──労働力再生産・その世代的再生産

自体の危機

　グローバル資本による新たな資本蓄積を擁護す
る「企業の稼ぐ力の強化」は何をもたらすか。そ
の行き着く先は現在も今後も、働く労働者がまと
もな労働と生活ができず、労働力の再生産すらで
きないという全く展望のない社会への変貌ではな
いか。
　例えば、現在の多くの労働者は、働いていても、
長時間・過密労働、「サービス残業」などの過重負
担から、余裕のある生活時間など得られない。本
人の生きた労働力の健全な回復や家族の円滑な機
能の維持、労働組合などの社会活動、地域支援活
動にも支障をきたす。特に非正規雇用が全雇用労
働者の４割に達するような状況はまともな社会と
は言えない。以下、各層の特徴を列記してみたい。
●現役労働者は雇用の不安定化や仕事の多忙、低

賃金や賃金の低下、社会関係からの疎外により、
若い労働者・「下流中年」12 に至る「結婚」、「家
族の形成」、「高齢期単身生活不安」という「新
３Ｋ」というべき困難を抱えている層が増えて
いる。

●高齢者層では政府による年金受給開始年齢の繰
り下げの予定、「マクロ経済スライド」と称する
低額国民年金にまで更なる年金引下げを実行す
る制度導入において、公的年金受給権がない、
あってもきわめて低額で、生活保護でのサポー
トの必要性、ないしその予備軍が後をたたない。
これはいわゆる「下流老人」における労働から
の引退後の公的年金のあまりの少なさと「社会
的孤立」の問題である。もはや「中流」などなく、

「年収 400 万円以下でも下流化のリスクが高い」
と指摘される状況 13 は現在の高齢者だけでなく、
その予備軍としての現役労働者の問題でもある。

●生活困難高齢者に対しては、行政はまともな雇
用がない中で、「就労促進政策」を強制している
現実、他面で「老人の暴力」の多発。この「野蛮化」
も貧困の現れである。その理由は一部高齢者の

「特権意識」、社会で疎外されているという意識、
認知症の作用さえも反映されている、といわれ
る。今後の一層の高齢化の中で、高齢期の保障

の弱体化などからこのような物心両面での高齢
者の貧困化現象が増大するおそれが大きい。

●失業者は雇用保険給付も不完全な中で、求人難
で再就職が難しく、求人を得ても、貧困な雇用
条件の機会しかないケースが支配的である。

●母子家庭は日々の困難な生活に追われ、子ども
への対応が経済的にも生活でのケアでも全くで
きず、ダブルワーク・トリプルワークで疲労困
憊している状況、あるいは風俗産業に労働と生
活の拠り所（セーフティネット）を求める 14。
それは必然的に「労働の貧困」であると同時に「貧
困の連鎖」の広がりでもある。

　以上の例は、労働力の再生産それ自体の貧困化
であり、また、次世代の労働力再生産自体の危機
＝持続不可能な社会への変貌の問題でもある。こ
のような問題が発生すること自体が、日本社会が
すでに壊れてきている証明である。さらに危惧す
べきは、多くの人々が近い将来において問題がさ
らに深刻化するという不安や懸念を抱いているこ
とである。このような日本の現実が「貧困社会」
でなくて何であろうか。
　繰り返すが、その究極の原因は大企業・多国籍
企業を中心とした資本の度を過ぎたあくなき蓄積
行動であり、同時に労働者・国民の労働と生活を
無視し、グローバル企業の利益の極大化だけを全
面的にサポートする国家・安倍内閣の軍事大国化
の「野望」と新自由主義改革、「人々の関係性」や
社会的連帯を崩壊させ、「自己責任」だけを一面的
に強調する新自由主義のイデオロギー構造にある
ことは自明であると思われる。

〈３〉 安倍雇用改革・財界戦略に対抗する
分析視点

１） 「雇用・労働時間・賃金」を一体のものとして
みる

　本報告の各章で展開するように、われわれはこ
のような状況において、現代の労働者の「労働と
貧困」に焦点を当てて、以下の視点から現状を分
析し、対抗策を提案した。
　その視点として、貧困一般ではなく、まず労働
者の貧困化を重視した。報告書のタイトル「現代
の労働と貧困」はそのことを強調している。その
さい、「雇用・労働時間・賃金」を一体として捉え
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ることを意図した。その理由は、今日の社会の貧
困化の大前提において、労働者の雇用条件の悪化
＝貧困化がある、という趣旨である。その根拠は
以下のとおりである。
　第１は、労働総研がこのテーマに先立ってすで
に行った「ブラック企業調査」において、これに
該当する企業は雇用条件・働き方の事例において

「雇用・労働時間・賃金」の悪化が一様に同時並存
していた事実である。「ブラック企業」で働く労働
者は若者が多く、正社員とともに学生の「ブラッ
クバイト」もいた。同時に中高年層も多く、その
地位はいうまでもなく「貧困」であった。そこで
の３つの問題は重層化し、各事例では、一つの個
別指標だけでは整理できないケースが多かった。

「ブラック」の指標の共通面として、雇用（募集・
雇用契約の不正、契約前解雇、不当解雇、偽装請負、
不安定雇用）、労働時間（長時間労働、労働時間の
詐称、残業割増率不払いなど労働基準法違反）、賃
金（賃金の一方的削減、残業代を基本給に組み込
む「固定残業代制」、年俸制の不当な利用など）が
見られたことである。また、これ以外の指標では、

「パワハラ · セクハラ」や労働組合敵視の事例もあっ
た 15。 
　第２は、安倍政権の雇用改革自体が新自由主義
政策による市場原理による雇用の流動化を目指し、

「雇用・労働時間・賃金」の悪化、それらを改善す
る労働組合規制の弱体化を含意していることであ
る。
　とくに大部分の失業者に雇用保険の失業給付を
適用させない政策、生活保護の受給抑制と就労促
進政策により、不安定な雇用、長時間の労働、低
賃金に誘導させる政策がある。安倍雇用改革とは、
労働市場に過剰人口のプールを政策的に造り出し、

「失業者」ないしそれに近い存在でありながら、現
象的には「就業者」であるような「中間形態」（半
失業）を積極的に活用する 16 ものである。そして
半失業者はその生活困難と不安定な立場から「窮
迫労働」を余儀なくされる。換言すれば「半失業（＝
不完全就業）は、無収入を回避するために、満足
できない当座の低賃金の仕事に就きながら収入不
足は労働時間の延長でしのぎ、生活可能な職を希
望している状態）」17 であり、このような労働者層
の存在・増大が現代日本の労働者の貧困化の重要
な淵源となっている。

　伍賀一道氏は、働く労働者の貧困をとくに「半
失業」に見て、その特徴を、①低所得、②仕事を
失う不安、②ノーと言えない働き方、③評価され
ない専門性、④つながりや居場所のない貧困、に
整理した 18。 非正規雇用の一定数、正規雇用の一
部もこのような姿であり、それは次の第３で指摘
する資本蓄積によって必然的に発生する相対的過
剰人口の現代版であり、そこでの労働者は「雇用・
労働時間・賃金」がすべてにおいて厳しい存在で
あるとも言ってよい。
　その典型は非正規雇用であるが、正規雇用にお
いても、運輸、IT の現場作業、飲食サービス業な
どでもこの「不安定」な「窮迫労働」は広がっている。
本章第６章で取り上げる介護労働もその代表例で
ある。なお、正規労働者の解雇を公然化する動き
はこの失業者・非正規雇用におけるこの「窮迫労働」
の増加が背景にある。
　第３は、資本蓄積の本質規定からによる。かつて、
Ｋ・マルクスは『資本論』において、労働者の労
働から生まれる利潤の源泉となる剰余価値が、資
本によって不払い労働として取得（搾取）される
こと、それが資本蓄積の源泉であることを指摘し
た。同時にその拡大再生産（資本の蓄積）は、資
本構成（資本の有機的構成）の高度化の中で労働
力に投下される可変資本部分の比率を相対的に減
少させる。労働力の需要は巨大化した不変資本部
分はなく、この可変資本部分からのみである。そ
して新技術を導入した資本の平均的蓄積要求を満
たさない質の労働力人口（相対的過剰人口）を創出、
累積させ、労働市場に放出する。雇用先を探して
いる相対的過剰人口は産業予備軍として完全失業
者、あるいは雇用条件の悪い半失業者の姿をとり、
仕事がなければ受救貧民にならざるをえない。産
業予備軍が多ければ多いほど、その圧力は現役労
働者にも重くのしかかり、その雇用条件の悪化を
も必然化させる。すなわち、資本による富の蓄積
は労働者階級の側における「貧困、労働苦、奴隷
状態、無知、野蛮化、および道徳的堕落の蓄積」19

であるとした。
　現在の大企業の労働現場では、正規労働者のリ
ストラ、非正規雇用の一層の増大、労働時間の延
長や労働強度の増大、賃金切下げ、残業代不払い、
労働時間延長、さらに「労働力の破壊」現象とも
いうべき精神疾患、労働災害、過労死・過労自殺
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の増加が広がっている。現代日本の労働の貧困（「労
働苦」）はこの古典的な貧困の再版である。
　第４は、グローバル資本が「雇用・労働時間・賃金」
を三位一体としてその改悪を進めていることの現
状認識による。「働き方改革」と称する中身は、こ
の労働者の雇用条件全体の「改革」＝悪化であり、
労働基準の解体であり、労働組合の弱体化である。
　現代資本主義は 19 世紀中葉のそれとは明らかに
違う。労働者・労働組合の不断の抵抗・闘争から
生み出された労働基準法、労働組合法などの社会
政策立法の成立はもとより、とくに第二次大戦後
の一般民主主義の高揚において、完全雇用や全国
民を対象とした貧困を防止する最低限の生活保障
を含む社会保障制度体系や公共サービスが発展し、
それの国家の制度としての定着、すなわち「福祉
国家」の登場など、貧困化を緩和し「人間の尊厳」
の理念や生存権・社会権が国民の権利として確立
してきた時代を経てきた。
　だが、現在進行中のグローバル化の世界では、
一国福祉国家を否定し、巨大資本が多国籍企業と
して自由自在に世界的に跋

ば っ こ

扈し、競争を繰り返す。
　労働力すらも国境を越える時代において、多国
籍企業は低価格競争・アジアなどへの進出企業に
よる現地労働者からの過剰な搾取を行い、低価格
商品の「逆輸入」により、本国の労働者にも雇用
の不安定化、労働時間の延長、賃金の低下圧力、
労働基準の解体攻撃を行う背景となっている。こ
のプロセスにおいて憲法で定められた労働基本権
や生存権を空洞化させる動きも急である。

２） 「雇用条件全体」への反動的改革攻撃　　
という視点

　安倍内閣はグローバル競争の時代における個別
多国籍企業の利益に沿って、市場を重視する古典
的資本主義の仕組みへのある種の回帰によって弱
肉強食政策を推進している。それは以下の通りで
ある。
●雇用政策における完全雇用の否定、リストラの
「常態化」、「整理解雇の四要件」の解体圧力、「解
雇の金銭解決」への誘導、産業構造の再編を意
図した露骨な労働力の流動化

●失業保障の不備、生活保護を受給させない行政
指導

●派遣労働の規制緩和の無原則的な拡大とハロー

ワーク事業から「人材ビジネス」の活用への転
換による「雇用仲介事業」の規制緩和（リスト
ラ要員の排出口としての活用と中間搾取制度・
非正規雇用の拡大、職業紹介を営利事業にする、
求職者の個人情報漏洩の危険）

●労働基準法における長時間労働規制という抜本
改革を回避、「ホワイトカラーエグゼンプショ
ン」、裁量労働制の「提案型営業職」への適用範
囲拡大による不払い残業の拡大、残業規制の撤
廃攻撃

●市場の変化への調整として、コストと見立てた
賃金の「固定費」の「変動費」化、その水準の

「下方硬直性」の柔軟化（労使交渉による賃金引
上げを解体し、賃金の絶対水準引き下げを容認）、
労使関係における「契約概念」の浸透（請負労
働化）、労働基準の解体攻撃

●グローバル化を言いながら、国際基準にも劣る
最低賃金水準、狭隘な日本においてなお膨大な
最賃の地域格差を残し、それを一向に解消しな
い制度。最賃審議会委員任命の不公正

●労働組合の弱体化や社会保障や公共サービスの
市場化＝営利化・産業化の追求

●「特区」制度を利用した資格制度の空洞化と労
働力の低廉化を招く措置（保育における資格の
不要化や取得の簡単化、運輸部門での過疎地か
らの「白タク」の導入による安全性と採算無視
の運賃の低廉化による低賃金化

　これらは、資本の蓄積にとって好都合であって
も、労働者相互に不利益になり、当該労働者や地
域を貧困にさせる制度および運営の要因であるか
ぎり、それらも貧困化の政策的・制度的指標とす
べきであろう。
　資本の本性むき出しの資本蓄積には際限がない。
日本においてもグローバル資本は国内の市場の縮
小を海外進出に向けている。同時に規制緩和で外
国資本・労働の流入を図りつつ、国内での市場の
限界、利潤の増大の限界には露骨な政策手段で強
引に新規需要の創出や利潤の増大を図る。だが、
矛盾も出ている。
　雇用不安、長時間・過重労働への圧力、人件費
切下げ政策は、長期的には労働力の磨滅や非婚化、
出産抑制による少子化＝人口減少を必然化する。
つまり肝心カナメの搾取可能な労働者人口減少を
もたらす。労働者自体が不足し、その剰余労働が
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なければ、資本蓄積は停滞・低下せざるを得ない。
そのために資本の側は労働市場における過剰人口
の圧力を利用しつつも、蓄積の結果生じた労働者
人口の絶対的不足の進行の矛盾に直面して、その
給源探しのために新たに女性、高齢者、外国人の
活用を政策的に提起している現状にある。
　だが、重要なのは「多様な正社員」、長時間労働、
過重労働、低賃金化ではなく、賃金・最賃の引き
上げや不払残業の根絶、年次有給休暇の完全所得、
週休 2 日制、非正規の正規化などの「働くルール」
の実施なのだ。 

３） 「働き方改革」に対抗する労働基準·労働時間
規制の意義

　「雇用・労働時間・賃金を一体とする」視点で捉
えるということは、労働からの資本のもぎとりに
よる剰余価値生産（労働時間の延長、労働強度の
増大、賃金の低下、要員削減、労働生産性増大に
よる）が資本蓄積のベースであること、また、現
代の新自由主義改革はときどきの政策の相対的な
重点はあれ、それらが三位一体となって展開され、
そのなかで労働者の貧困化、ひいては勤労国民の
貧困化を増大させている、という理解を容易にさ
せる。逆にいえば、これらを労働者に優位に切り
替えることに成功すれは、運動主体の側から貧困
化を抑制・規制させることになるであろう。抽象
的に言えば、雇用の安定、労働と生活を維持でき
るゆとりある労働時間と生活時間の確保、生活で
きる賃金水準の回復、さらに貧困を防止する社会
保障の充実が対案である（詳細は各章および第７
章、第８章を参照）。
　みずからの労働力を商品として売らなければ、
労働力の価格＝賃金を得なければ生活できない賃
金労働者にとって、賃金水準の絶対的低さや賃金
の継続的低下は貧困化の直接的原因となる。その
意味で現在の労使の対立点が「資本によるコスト
削減と生計費との対抗関係」にあるといえよう。
大企業・多国籍企業が主導する飽くなき人件費の
切り下げ、それに対抗する運動の側での春闘での
低賃上げ、未組織労働者の展望のない低賃金など
の処遇水準、そこでの最低生活費すら保障しない
状況、所得をサポートする国家の制度の不備、こ
れらが労働者の貧困化にダイレクトに影響してい
る。

　雇用破壊や賃金水準の解体攻撃は「労働の貧困」
の直接的要因であり、その意味で「コスト削減と
生計費対抗関係」である。そうではあるが、市場
原理の新自由主義政策、「働き方改革」との対抗に
は、過労死を防ぎ、労働者の日常的な健康を保障し、
女性の人間らしい労働、生活のゆとりや豊かさを
保障する働き方、健全な労働組合活動、労使対等
の団体交渉を保障する権利の保障など「働くルー
ル」が決定的に重要である。
　この問題は、現在直面している労働時間問題に
象徴される。政府や財界が「女性の活躍」「ワーク・
ライフ・バランス」（仕事と生活の調和）を表面で
は掲げながら、大前提としての労働時間規制に全
く手をつけていない現実、逆に「ホワイトカラー
エグゼンプション」のように、労働基準を解体す
る動きがある。労働時間規制こそ「真の対決点」21

という指摘をも銘記すべきであろう。雇用や賃金
とともに、労働時間規制は雇用条件全体のカナメ
でもある。長時間労働を起因とする精神疾患・う
つ病、労働災害や過労死・過労自殺の蔓延は「貧困、
労働苦、奴隷状態」の究極の姿を意味するもので
はないか 22。 
　労働時間規制を解体することは、労働者の生存
権、勤労の権利、労働法それ自体の破壊に至るこ
とは自明である。すなわち、資本による「働くルー
ル」の破壊か、労働者・労働組合がルールを正当
にただすか、という対抗関係も見失ってはならな
いであろう。

４） 「労働と貧困」と社会保障・社会福祉との関係
　最後に、「雇用・労働時間・賃金を一体とする」
視点の強調は社会保障（改革）の問題はこの報告
の視野に入っていない、と誤解されるかも知れな
いが、そうではない。医療や年金など社会保障の
財源は企業と被用者（労働者）の社会保険料から
の控除であるし、労働者が支払う租税も財源とな
る。
　社会保障の水準は労働者・国民の労働と生活水
準の成熟度と深い関係をもっている。「雇用・労働
時間、・賃金」という雇用条件についての労働者・
労働組合の規制の強弱も、一国の社会保障の水準
を規定している。換言すれば、防貧（社会保険など）
や救貧（公的扶助）の程度、あり方は当該国の「雇
用条件の成熟度」にあり、それが国民的最低限保
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障の水準に影響を与える。また、歴史的にみても、
賃金（労働力の価値）からの控除であった私的共
済制度などが、資本の利潤に財源の一部を組み込
む社会保険の形態に変化し、さらに公的扶助も国
家責任において、生存権・社会権の観点から「必
要に応じて」一般国民に還元される仕組みに変わっ
た。「福祉国家」と呼ばれる国では子ども手当（児
童手当）などを社会手当として財源を賃金以外の
利潤などからの控除として運営している。
　また、社会福祉は、日常生活困難な高齢者、児童、
障がい者などへの支援、医療、住宅、教育、レク
リエーションなど公共的施設・サービスをつうじ
て地域住民や国民生活をサポートするもので、所
得保障に限定されない労働力再生産費の社会化の
一形態と言えよう。
　現在の日本では制度の様々な分野で、「自立・自
助」という新自由主義のイデオロギー、それによ
る制度改変と運営が強まっているが、社会保障・
社会福祉は「人間の尊厳」を理念とし、労働者・
国民の生存権保障を目的としていることは何人も
否定はできない。
　この報告書では、第７章は社会保障の原則とそ
の変質に言及し、介護労働を典型とし、その労働
の貧困⇔雇用条件の貧困⇒生活の貧困⇔社会保障
運動との理論的位置づけを行い、第８章では生活
の貧困⇒社会保障・社会福祉の貧困⇔労働の貧困
⇔地域社会の貧困という流れにおいて、生活の貧
困、「社会苦」から脱皮する国民的最低限保障（ナ
ショナル・ミ二マム保障）のあり方、および所得

保障に限定されない地域の貧困化対策を含めた問
題提起がされている。

５） 「バッシング」を乗り越える連帯の意義
　弱肉強食を原理とする新自由主義改革は、利潤
極大化へのシステム変更による労働者の抵抗を阻
止するために、その「雇用改革」、「働き方改革」、「社
会保障改革」として、集団的労使関係排除、「契約
自由」や「個の自立」、労働者への「自己責任」論
の吹聴など、支配者が実施した政策と労働者・国
民の矛盾の顕在化の中で、それが支配層に及ばな
いように、労働者個々人に転嫁、すり替えるイデ
オロギー・「嘘」を広めてきた。
　公務員バッシング、生活保護費の「不正受給」キャ
ンペーン、「正社員が過度に守られ、非正規が犠牲
になっている」「非正規が正規にないのは本人の自
己責任」などなど労働者相互の対立や個別分断を
意図的にあおり、それによって「働くルール」や
生存権保障を前提としたナショナル・ミニマムの
解体を目指している。今後も些末な個別事例を誇
大に宣伝してあたかも全体が問題であるかのよう
に労働者・国民の意識を誘導する差別的分断政策・
イデオロギーの意図的な流布が行われよう。労働
者の一部にある「自己責任論」に乗る風潮、マス
コミによる一部の現象の意図的な誇大キャンペー
ンの中において、事実の本質を正確に認識するこ
とは、「無知」という貧困化現象を防ぐために重要
であろう 23。

　このテーマに関するわれわれの基本スタンスは
すでに公表された『〔提言〕ディーセントワークの
実現へ―暴走する新自由主義との対抗戦略』（労働
総研編、2013 年、新日本出版社）と同じである。
すなわち、対米従属・財界一辺倒の政治を正し、「小
さな政府」「規制緩和」新自由主義構造改革に反対
し、平和主義、国民主権、基本的人権の尊重を定
めた日本国憲法の遵守、ＩＬＯの「ディーセント
ワーク」（働きがいのある人間らしい仕事）の追求、
ナショナル・ミニマムの確立をめざす「人間的な
労働と生活の新たな構築」24 にある。
　この視点によって、安倍雇用改革・働き方改革

を分析し、内在的に批判し、対案、ないし対抗軸
を提起することがこの報告書の目的である。
　以上の視点をベースにして、本報告の各章では、
以下のような章別構成となっている。

◇
　第１章（日本資本主義の蓄積基盤の変容と財界
戦略・アベノミクス）では、現在進行中の労働者
の貧困化にはグローバルに拡大する資本、多国籍
企業化の進行、政府の新自由主義改革、それによ
る日本の労働市場再編成・働き方改革があること
を共通認識とし、その現局面を理論的に分析する
ことである。

本報告書の章別構成と内容の概観本報告書の章別構成と内容の概観
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　すなわち、グローバル経済の新展開と国民経済
の矛盾を常時リストラの横行、国内産業の空洞化、

「アベノミクス」の成長戦略との関係、安倍首相の
国家観との関係、経済の軍事化（軍事大国化）な
どについて展開し、製造業の再構築や「課題解決
型産業の創出」を対置している。
　第２章～第５章では、「労働と貧困」の分析にお
いて「雇用・労働時間・賃金改革を一体のもの」
とみる共通の視点に留意しつつ、個別課題として
は、雇用、労働時間、賃金、女性労働としてそれ
ぞれ独自の章としている。
　第２章（雇用と働き方の貧困化の位相）では、
安倍雇用改革・働き方の全体像を労働者の貧困と
いう視点で分析した。詳細な資料 · データを駆使し
て「働き方」の貧困の現局面（「労働力磨滅型雇用」、
非正規雇用の半失業化、その失業のリスクの併存
など）を指摘し、「限定正社員」や「多様な正社員」
の概念規定、非正規雇用の新たな変化（中年化、
高齢化など）、他方で派遣労働の反動的改革の批判、
新段階での多国籍企業本位の雇用改革、雇用の流
動化政策の批判や雇用と働き方の貧困化への対抗
策を展開している。
　第３章（働き方の貧困と労働時間・健康問題）
では、働き方の貧困の最大原因であり、労働者の

「ワークアンドライフバランス」（仕事と生活の調
和）を崩している長時間労働、精神疾患・労働災
害の具体的事例を提示して説明している。焦眉の
課題は財界による「ホワイトカラーエグゼンプショ
ン」による労働時間概念自体の解体攻撃であり、
これを日本経団連『新時代の「日本的経営」』段階
での提起を含めて検討している。関連して「健康
管理時間」なる造語を批判し、８時間労働制の確立、
残業上限規制の意義、36 協定の「特別条項」廃止
など基本の政策を提示し、過労死防止法制定後の
労働時間法制の在り方を明確にしている。
　第４章（非正規・低賃金層の増加と最低賃金制
の問題）では、非正規雇用の特徴、その貧困を雇
用形態における賃金水準および世帯の視点で分析
している。正規雇用の賃金低下と同時に非正規雇
用の賃金水準それ自体の問題、そこでの低賃金労
働者の増加を論証し、さらに世帯概念を入れた貧
困状況を分析した。なお、非正規雇用の低賃金を
改革する方法について、ここでは基本となる最低
賃金制との関係で、現行最賃制の難点（地域格差

の拡大など）や「最低賃金と生活保護との整合性」
論、現在進行している「最賃裁判」の問題点、諸
外国で広がっている全国一律最賃制の日本での必
要性と必然性などについて指摘している。
　また、事例分析では安倍雇用改革における「限
定正社員」構想において、現在進行している具体
的事例を賃金との関係を重視しつつ検討している。
　第５章（女性の貧困と政府・財界の「女性の活
用論」）は女性労働の問題の分析である。「雇用・
労働時間・賃金」における女性の貧困化は雇用形
態や家族に密接に関連し、貧困に陥る可能性の高
い非正規雇用の中心対象、最下層は女性であり、
その裏面には男性正規雇用の過重な働き方や男性
優位の社会構造がある、との視点で接近している。
共働きが片働きを大きく超えた現在の日本で、働
き方や社会構造において男女の役割分業意識など
のジェンダー差別が強固に残存し、それが男性を
も苦境に陥れているという現実がある。男性のこ
れまでの働き方、価値観はすでに払拭されるべき、
との視点で問題に接近している。つまり、女性の
貧困問題は女性に固有の問題ではなく、労働者全
体の貧困を生み出す重石の役割を果たしているも
のとして、女性の貧困の解消を革新的な雇用・働
き方改革の一環として位置づける。
　第６章（福祉・介護労働の貧困と社会保障の現
局面）では、戦後の社会保障の基本を社会保障制
度審議会の 1950 年勧告、同時にとくに 1962 年勧
告の意義、そこでの「社会的扶養原理」の意義を
強調し、再確認している。
　1980 年代初頭の「臨調行革」、それを体現した
1982 年の社会保障長期展望懇談会の「提言」、同
年の「老人保健法」、1995 年勧告、今日の安倍内
閣の社会保障改悪においての政府・財界の側の「自
助原理」の強調などに対して、この「社会的扶養
原理」は攻撃にさらされるものの、それは社会保
障の基本原理としてなお対抗策であり続けている、
と指摘している。さらに、福祉労働の貧困の現実
を象徴する介護労働を典型としてその役割、その
現場の実態を、聞き取り調査を踏まえて検討して
いる。最後に労働組合の社会保障闘争の到達点と
ともに、社会保障・福祉労働財源のあるべき方向
性（企業負担部分の増加、危機状態には国庫負担
の増加）をも指摘している。
　第７章（貧困に対抗する労働運動の課題）では、
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働く労働者の貧困化の背後には団結権の認識度、
労働組合の組織率の低下、争議件数の減少など総
じて労働組合の戦闘性、規制力の低下があること
を具体的事実で論証し、貧困を克服して労働組合
の社会的影響力を回復するための対策（①公教育
において労働者の権利の理解、働くルールの必須
課題化、②労働組合の闘争力強化、③未組織労働
者の組織化、④全国一律最賃制度や労働基準法の
抜本改正など働くルールの確立，⑤共同による「戦
争と貧困 · 格差をなくす」こと、「労働者が一番暮
らしやすい国へ」）への展望、を運動の観点で提起
している。
　第８章（生活の貧困化とナショナル・ミニマム
の課題）では、資本主義の貧困を「生活苦」「労働苦」

「社会苦」の３局面で展開する。日本では 1985 年
頃成立した「標準的生活様式」が 1998 以降崩れ

「生活苦」が顕在化したこと、同時に「労働苦」（長
労働時間労働や「奴隷状態の深化」）とともに「社
会苦」（「家族・地域の再生産困難」や「無知、野
蛮化、および道徳的堕落」の存在）を新たに位置
づける。「生活の貧困化」は現在大量化しているが、
その理由を、資本蓄積への規制の撤廃、社会保障・
社会福祉の後退、社会的規制力の弱化、生活意識
· 社会規範の変容と個人主義イデオロギーの蔓延、
の４点に整理して展開している。対抗策である「国
民生活の最低限保障（ナショナル・ミニマム）」の
課題として、①労働生活に関わる領域における公

的規制 · ルール化②社会保障・社会福祉など所得
保障と社会サービス保障③地域の人によるセーフ
ティーネットの強化（「社会苦」「孤立貧」への対応）
を挙げ、最後に④「資本蓄積に対抗する社会運動・
労働運動の再興」を強調している。
　なお、冒頭の報告書のタイトルにある「対抗策」
については、個別については各章において展開し、
全体としては最後の第７章、第８章が現時点での
運動の側からの「総体的な対抗策」を展望した箇
所となっている。

　本報告は、労働総研 2014 ～ 15 年度の労働総
研研究所プロジェクトとしてまとめたものである。
まとめるにあたっては、労働総研常任理事会や労
働総研各研究部会での議論を重ね、各章について
は、研究所プロジェクトのメンバーである執筆者
がその議論も踏まえてそれぞれの責任でまとめた
ものである。
　安倍「働き方改革」がいよいよ本格化し、貧困
と格差の拡大がさらに深刻化しようとしている。
労働総研は、「労働運動の必要に応え、その前進に
理論的実践的に役立つ研究所」として研究活動を
すすめている。労働運動の現場で本報告を大いに
活用していただくことをお願いすると同時に、本
報告にたいする率直なご意見をいただければ幸い
である。

（おごし  ようのすけ・代表理事・國學院大学名誉教授）

【注釈】 

１　森岡孝二編『貧困社会ニッポンの断層』2012 年、桜井書店、における同氏執筆「企業社会の行き着いた果てに――貧困社会ニッ
ポンの出現」（23 ～ 62 頁）を参考にして執筆者の視点で整理。

２　渡辺治・岡田知弘・後藤道夫・二宮厚美『〈大国〉の執念　安倍政権と日本の危機』2014 年、大月書店における、とくに第１章渡
辺治「安倍政権とは何か」は軍事大国化、・グローバル競争大国化を志向する新自由主義改革における政府・自民党、財界、官僚
機構において、その内在的変化＝転換を鮮明に分析している。

３　アベノミクス総体の崩壊を論じた新作として、牧野富夫編著『アベノミクス崩壊――その原因を問う』2016 年、新日本出版社、
は有益である。（執筆者は、牧野富夫、友寄英隆、萩原伸次郎、山中敏裕、建部正義、藤田宏、生熊茂美、下山房雄各氏）

４　「雇用条件」という用語は「正規・非正規という『雇用形態の内容』と『賃金や労働時間など労働条件の内容』をトータルに表している」
（労働運動総合研究所『ディーセントワークの実現へ――暴走する新自由主義との対抗戦略』2013 年、新日本出版社、24 頁

５　藤田宏『財界戦略とアベノミクス――内部留保はどう使われる』2015 年、労働総研ブックレット No.11 による。

６　藤田宏『財界の新たな労働者支配戦略―政労使による生産性向上』論の危険」『経済』N0.239、2015 年８月号、146 ～ 161 頁

７　「週刊東洋経済」2015 年 10 月 17 号（サブタイトル「絶望の非正規――第一世代は 40 代に突入した」）

８　例えば「サインなき飢餓：貧困の『実相』（上）」「東京新聞」2016 年６月 18 日付。

９　TPP は労働分野でも安価な食料品の大量流入により、日本の労働者の賃金の一層の低下が起こる可能性が高い。また、雇用の海外
流出、国内雇用の減少による「雇用の空洞化」も起こりうる。さらに、「労働法令」のうち、最低賃金、労働時間、職業上の安全・
健康については「受け入れ可能な労働条件を定めたもの」と規定し、「各国は、こうした受け入れ可能な労働条件を規律するもの
を採用し、維持する」（「連合通信」〔隔日版〕No.9051, 2016 年２月 25 日）という。ＩＬＯ条約を軽視するＴＰＰにおける「ダブ
ルスタンダート」の導入、そして労働基準改悪への動きがありうる。警戒すべきである。
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序章　問題意識と分析視点

10　いわゆる「相対的貧困率」とは等価可処分所得の中央値の２分の１未満を指標としている。これは等価可処分所得（各国の所得
の中位値：度数分布表の真ん中の値を世帯人員の平方根（√）で割る：２人世帯ならば≒ 1.414　３人世帯ならば≒ 1.732）で算
定した値）の 50％未満で出された数値である。

11　労働総研「2016 春闘提言『アベノミクス』を止め、政治・経済の転換を」による。

12　雨宮処凛、菅野稔人、赤城智弘、安倍彩、池上正樹、加藤順子『下流中年―一億総貧困化の行方』2016 年、SB 新書、におけるショッ
キングなタイトルと事例を参照。

13　藤田孝典『下流老人―一億老後崩壊の衝撃』2015 年、朝日新書、110 ～ 112 頁。

14　NHK「女性の貧困取材班」編『女性たちの貧困 ” 新たな連鎖の衝撃 ”』2014 年、幻冬舎、による。

15　労働総研クオータリー（特集「ブラック企業」調査報告）第 96 号、2014 年秋号、本の泉社。

16　伍賀一道『「非正規大国」日本の雇用と労働』2014 年、新日本出版社、242 頁

17　後藤道夫「安倍政権の社会保障改革と労働改革」前出『〈大国〉の執念、安倍政権と日本の危機』279 頁

18　伍賀一道「非正規雇用による日本の貧困と『資本論』」『経済』第 244 号、2016 年１月号 32 ～ 33 頁

19　K、マルクス『資本論』新日本新書版、第４分冊、1108 頁。なお、ここでは労働者階級の貧困化は、その経済的地位の悪化だけでなく、
精神的、文化的、社会的地位の悪化も含まれる、と理解している。新自由主義で広がる「文化的貧困」については、中西新太郎「新
自由主義と文化的貧困の広がり」『経済』第 266 号、2016 年１月号の好論文がある。

20　藤田宏氏は若者が結婚できない現状を分析しつつ、安倍「働き方改革」が働く労働者の貧困を加速させる、として「正社員改革」
や非正規雇用化政策を批判し、働くルールの確立の意義を強調する。（藤田宏「重大化する『働く貧困』とアベノミクス――『働くルー
ル』の確立で打開へ」前出、牧野編『アベノミクス崩壊』第 5 章）

21　斎藤隆夫監修、労働運動総合研究所編『労働時間の短縮で日本社会を変えよう』労働総研ブックレット No. ８、本の泉社、34 頁

22　森岡孝二氏は「貧困が人並みのあるべきものがない状態、したがって社会的剥奪や排除を意味するとすれば、働きすぎもまた貧
困の一つの表れである。働きすぎ / 働かせすぎの状態におかれた人はほとんど自由時間をもつことができず、趣味を楽しむことが
できない。また、まともに家庭生活や地域生活に参加することができず、政治や社会活動への参加もおぼつかない」と指摘している。

（森岡孝二『過労死は何を告発しているか――現代日本の企業と労働』2013 年、岩波現代文庫、28 頁）

23　この点で示唆される文献は宇都宮健児『自己責任論の嘘』2014 年、ベスト新書、関野秀明『現代の政治課題と「資本論―自己責
任論批判の経済学』2013 年、学習の友社。

24　労働運動総合研究所『提言　ディーセントワークの実現へ――暴走する新自由主義との対抗戦略』2013 年、新日本出版社。
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　日本経済はバブル崩壊後 20 年以上にわたって長
期停滞状態にあり、そのなかで海外展開などによ
り過去最高収益を上げる企業が続出している。他
方では年収 200 万円以下の非正規労働者が多数存
在し、格差と貧困にあえいでいる。
　過去最高益の企業と格差と貧困に苦しむ非正規
労働者を生み出したのは、日本資本主義の蓄積基
盤のグローバル経済化であり、それを推し進めた
財界戦略である。グローバル競争激化を理由に、
企業は海外展開を進めたり、より低賃金の労働者
への置き換えを進めたからである。
　またアベノミクス「成長戦略」は、グローバル
競争を前提にそれに打ち勝つために「企業が活動
しやすいように」する規制緩和政策を基本とする

新自由主義的戦略を中心としていた。
　このようなグローバル経済化に依存した経済は、
国民経済を安定的に成長させるものではなく、む
しろ国民経済と矛盾し、それを掘り崩しながら、
グローバル展開を遂げた企業が成長するという要
素を有している。
　また 1990 年代から顕著になった経済の金融化
とＩＣＴ化も企業行動と労働市場の変容を招来し、
格差と貧困を拡大させる基盤を創り出した。
　本論では、日本資本主義の蓄積基盤の変容と財
界戦略、アベノミクスをグローバル経済化、経済
の金融化、ＩＣＴ化の視角から検討し、国民経済
を重視した経済構造再構築の課題を分析し、提起
する。

日本資本主義の蓄積基盤の変容と日本資本主義の蓄積基盤の変容と
財界戦略・アベノミクス財界戦略・アベノミクス

藤 田 　  実

はじめにはじめに

第１章

〈１〉 国内設備投資と輸出主導型経済から
グローバル経済化主導型への転換

１） 直接投資と海外生産・海外設備投資の増大
　戦後日本資本主義の蓄積＝成長構造は、アメリ
カへの輸出が牽引し、それが国内の設備投資を刺
激し、それに応じて経済を成長させるという国内
設備投資と輸出を基軸とする構造であった。図表
１からも、時間差を持ってであるが、輸出の増大
が設備投資を増大させる相互規定的な関係を見て
取ることができる。また 1990 年代までは、民間
消費も５％程度増加しており、輸出を起点に国内
設備投資を拡大させ、それが民間消費を増加させ
たという関係にあることがわかる。
　しかし 1990 年代になると、輸出額の増加率（実

質）が対前年比で 10％以上増加することは少なく、
また 2000 年代になると輸出が増大しても設備投
資は増大しなくなっている。なぜ輸出と国内設備
投資が停滞するようになったのか。それは、1991
年のバブル崩壊後の長期停滞のなかで、グローバ
ル経済化の蓄積＝成長構造に転換したからである。
　製造業の海外生産比率（国内全法人ベース）を
みると、2000 年代初頭から増加し、2008 年のリー
マンショック後停滞したが、2011 年頃から急速
に海外展開が増大し、2013 年度には 22.9％、前
年度と比べ 2.6％ポイントの上昇と過去最高水準
になった（図表２）。海外生産比率の高まりに応じ
て、海外での設備投資比率も拡大している（図表
３）。全産業では、海外設備投資比率は 2002 年で
17.2％に過ぎなかったのに、2014 年では 63.5%
と４倍近く増加している。製造業全体では、2002

日本資本主義の蓄積基盤の変容日本資本主義の蓄積基盤の変容１１  
――グローバル経済化、産業構造の転換、経済の金融化、ＩＣＴ技術革新――グローバル経済化、産業構造の転換、経済の金融化、ＩＣＴ技術革新
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年の 46.3％が 2014 年には 111.5％まで増加し
ており、国内設備投資を上回っている。特に自動
車は 2002 年の段階で国内設備投資を上回ってお
り、リーマン ･ ショック後一時減少したが、その
後増加し、2014 年には国内設備投資の２倍以上の
211％に達している。
　しかもリーマンショック後の海外設備投資の増
加は、国内設備投資を停滞させながら、進行する
という新しい特徴を見せている（図表４）。すなわ
ち設備投資の動向を見ると、2000 年代前半までは
国内設備投資と海外設備投資はほぼ並行的に増加
しており、海外への基幹部品の輸出や資本財の輸
出増大などにより、国内設備投資も拡大させたこ
とがわかる。しかしリーマンショック後は、国内
設備投資は停滞する一方で、海外設備投資のみが
増大するようになっている。
　企業の海外展開は、直接投資の増大として現れ
るので、直接投資の実態も見てみよう。日本の
対外直接投資は 2004 年頃から急増し、リーマン
ショックで一時減少した後、2011 年から増加し
てきたが、2014 年の対外外直接投資は、前年比
11.3％減の 1197 億ドルであった（図表５）。対内
直接投資は 2007 年頃から増加したものの、近年

は円安傾向もあり、大幅に減少している。対外直
接投資の動向を残高で見ると、2005 年頃から急増
し、2011 年で 9646 億 5100 万ドルに、2014 年
末で１兆 2015 億 600 万ドルに達したのに対し、
対内直接投資残高は 2007 年からやや増加するも
のの、2011 年の 2262 億 2400 万ドルをピークに
2014 年では 1948 億 5700 万ドルに減少している。
このように日本の対内直接投資残高は対外直接投
資残高の６分の１以下に止まっている。直接投資
の面では、日本から海外への一方通行的な直接投
資となっているのである。
　対外直接投資の増加は、経常収支における貿易
収支と第一次所得収支との逆転をもたらした。図
表６からわかるように、直接投資や証券投資の収
益である所得収支は 2005 年から貿易収支と逆転
し、2011 年から貿易収支は赤字に転落する一方で、
所得収支はリーマンショック後一時落ち込むもの
の、その後は増大を続けている。
  こうして 2000 年代の日本資本主義は、輸出拡大
を起点とする国内設備投資主導で経済成長すると
いう蓄積＝成長構造から直接投資を中心とするグ
ローバル経済化の蓄積＝「成長」構造に転換した
ということができよう２。

図表２　日本製造業の海外生産比率

出	所 : 経済産業省「海外事業活動基本調査報告」

図表１　消費と設備投資と輸出の増加率推移（実質）	 	 	 	

出所：「国民経済計算」
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図表３　海外設備投資比率

図表４　設備投資増減率の推移（対前年比）

図表５　直接投資の動向

注：海外設備投資比率は（連結海外設備投資÷単体国内設備投資）× 100　出所：日本政策投資銀行「設備投資計画調査」

出所：日本政策投資銀行「設備投資計画調査（大企業）」

出所：ＪＥＴＲＯ「直接投資統計」

図表６　貿易収支と所得収支の逆転

出所：貿易収支は財務省「貿易統計」、第一次所得収支は財務省「国際収支統計」
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　しかしもちろん、それは矛盾なき発展ではない。
以下では、グローバル経済化主導型の蓄積＝「成長」
構造が国民経済に何をもたらすか、みてみよう。
 
２） 日本資本主義のグローバル経済化と　　

国民経済との矛盾の顕在化
①日本資本主義の投資立国化と成長動力の喪失

　貿易収支の赤字転落、所得収支の黒字という形
で現れた日本資本主義のグローバル経済化は何を
意味するのか。それは、日本が投資立国としてグ
ローバル経済化の新たな段階に入ったということ
である。
　輸出主導型経済の場合は、外需依存という不安
定さはあるものの、輸出が増えれば、国内生産が
増加するので、設備投資も消費も増加する。この
限りでは「安定的な」経済循環を構築することが
できる。すなわちある部門での設備投資は、設備
を供給する機械部門に需要をもたらすが、機械生
産の増大は機械製造の原材料や部品生産部門に需
要をもたらすなど、関連部門に需要を次々と波及
させ、多くの部門で需要を創出する。そして設備
投資が産業連関を通じて次々と波及していく過程
で、雇用も増大し、したがって賃金も増加する。
賃金の増加は、消費を拡大するので、消費財の需
要を増加させる。消費財の需要の増加は、消費財
の生産を拡大するので、消費財部門の設備投資を
刺激する。消費財部門で設備投資が活発になれば、
それは機械などを生産する投資財部門の生産を拡
大させる。こうして設備投資を軸に，経済活動は
累増的に活発化し、景気は拡大していく。
　しかし対外直接投資の増加による海外生産比率
と海外設備投資比率の増加は、投資需要の流出、

すなわち経済の起動因が海外に流出しているとい
うことを意味している。またグローバル企業は海
外投資によって収益を確保しても、それをグロー
バルな観点で再投資することになるので、必ずし
も国内設備投資の拡大に結びつくわけではない。
輸出増大—国内生産増大という連関がない投資立
国では、国内が必ずしも収益源ではなくなるから、
国内設備投資の増大を通じて、国民経済に還元す
るインセンティブは少なくなる。
　海外設備投資をした結果生み出された投資収益
である第一次所得収支と賃金、有形固定資産（新
投資）の推移をみると、第一次所得収支は 2000 年
代に入ってから急速に増加し、2005 年から 1996
年比で２倍以上に増加しているが、新投資（有形
固定資産）はいわゆるいざなみ景気時代でも 1.17
倍であるし、リーマンショック後は２年ほどマイ
ナスになった後、2013 年でも 104.5 といざなみ景
気時代に達していない。賃金は、1998 年からマイ
ナス基調が続き、いざなみ景気時代でも 93 前後で
しかない（図表７）。
　こうして企業は積極的な海外展開により所得収
支を増大させたが、設備投資は海外に向かうとと
もに、賃金は長く停滞している。こうして、グロー
バル経済化のもとでは国内投資も消費も増大せず、
国民経済を成長させる起動力は失われているので
ある。
②製造業の衰退と国内産業の空洞化

　直接投資の増加に示されているように、企業の
海外展開が進む一方で、製造業では国内工場の閉
鎖が相次ぎ、国内雇用は縮小しつつある。『2013
年版経済財政白書』によれば、リーマンショック後、
海外進出企業は、国内拠点を閉鎖・縮小する一方

で、海外拠点の維持、新設・
増設を優先してきたという

（図表８）。こうした傾向は、
すでに見たように、国内設
備投資を抑制する一方で、
海外設備投資を増加させて
きた動向と一致している。
　とくに製造業は海外展開
を進めてきたことで、産業
として衰退が進みつつあ
る。図表９から、製造業の
状況を見れば、従業者数は

図表７　所得収支、賃金、有形固定資産の推移（1996年 =100)　
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1995 年の 904 万人から 2014 年には 689 万人に、
出荷額も 1995 年の 292 兆円からリーマンショッ
ク前を除いてほとんど増加していない。付加価値
額は、1995 年の 109 兆円から 2014 年には 89 兆
円に減少している。労働生産性の動きを見ると、
従業者１人当たりの出荷額（B/A）は増大している
が、付加価値額（C/A）は停滞している。これは従
業者を減少させたことで従業者１人当たりの出荷
額は増大させたが、デフレ下で製品価格が低下す
る一方で、高付加価値製品を作り出せず、付加価
値額が停滞したことを示している。ここからも国
内製造業は、製品価格の引き上げもできず、製品
の高付加価値化も進まず、付加価値を圧縮してい
るという閉塞状況に陥っていることがわかる。
　産業別では、電機産業ではリーマンショック後
大規模なリストラ、工場閉鎖が相次いでいるほか、
自動車産業でも部品企業の海外展開とそこからの
逆輸入が増加しており、それに伴い国内工場は減
少傾向にある。電機産業では、1990 年の４人以
上事業所数が 36,116 から、2013 年では 15,914
までほぼ半減している。これに合わせて従業者数
も、 電 機 は 193 万 9729 人 か ら 103 万 6811 人
に減少している。自動車産業も事業所数は 11,184
から 7,612 と大きく減少しているが、従業員数は
788,783 人が 80,2791 人とむしろ増加している。
自動車産業で事業所数が大幅に減少したことから
すると、小規模事業所が倒産や廃業したことを表
している。また自動車産業の海外展開にあわせて、

部品メーカーも海外展開を進めており、海外から
部品の逆輸入も増加している３。自動産業では、開
発・部品調達も現地化しており、とくに低価格車
ではエンジンやトランスミッションといった高品
質部品も現地調達の方向にある。この結果、海外
展開しグローバルに部品を供給する体制を整えた
部品メーカーは、経営基盤を強化できても、国内
生産中心の中小部品メーカーは受注額の減少や発
注先の集約化により、淘汰されていった。
　製造業の衰退と空洞化は、それまで安定してい
た雇用を創出していた職場や生業が失われたとい
うことであり、国内企業は海外企業との競争に打
ち勝って国内で生産を続けることを理由に賃金を
低下させたり、非正規雇用に置き換えることを経
営戦略として選択することになった。
③国内経済基盤の変化と労働市場の二極化

　グローバル企業は必ずしもその存立基盤を本国
の国民経済に置いているわけではない。企業利潤
の最大化を目指して、最適地に生産拠点、営業拠
点、開発拠点を開設し、それぞれの地域に地域統
轄会社を設置するからである。実際に、多くのグ
ローバル企業で地域統轄会社を設立し、販売・マー
ケティング機能を中心に、金融・財務・為替、人事・
労務管理・人材育成、経営企画などの機能を地域
統轄会社が果たしている。製造業の場合には、地
域内の拠点をネットワークで結合し、開発から部
品生産、組立、販売など地域内で完結する生産体
制を築いている企業もある。

図表８

出所：財務省『2013 年版経済財政白書』
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　そうなるとグローバル企業における本国の位置
付けは、全世界に散開する生産・販売を管理・統
轄する拠点、研究拠点に変わる。生産工場も存在
するが、それは国内市場向けの工場やマザー工場
としての性格が強く、輸出拠点としての性格は少
なくなる４。したがって、そこで雇用される労働者
も管理労働者、構想・企画、財務、法務などの高
度専門労働者、研究・開発技術者、熟練技能者が
基幹的労働者となる。これらの労働者は、グロー
バルに展開する拠点を管理することを主な職務と
する、いわゆる「グローバル人材」である。
　グローバル企業の管理・統轄拠点化に対応して、
グローバル企業に高度な金融・サービス機能を供
給する機能も本社所在地に集積していく。そこで
必要とされる労働者も高度な金融・サービス労働
者が中心となる。
　これらの基幹的労働者の周辺には、労働集約的
なサービス労働や単純な職務を担当する単純労働
者もまた多数雇用されるようになる。管理・事務
部門では、「グローバル社員」のもとで、単純な計
算業務やデータ入力、書類作成などのサポート業
務を担当する派遣労働者が多数雇用されるように
なる５。開発・設計部門では、設計技術者やデザイ
ナーの描いた設計図をＣＡＤソフトを用いて正確
な図面に仕上げるＣＡＤオペレーターのような技
能労働者も派遣労働者として多数雇用される。生

産部門では電子部品や自動車などの組立工程には、
派遣労働者や請負労働者が多数組み込まれている。
　また競争力を失いつつある在来産業では、低賃
金労働者を雇用することで生き残りを図る場合も
ある。繊維産業や自動車部品産業などの中小下請
け企業、農林水産業では、技能実習生の名の下に
低賃金の外国人労働者を雇用している。技能実習
生の中には、賃金不払いや長時間労働が蔓延して
いる。例えば、岐阜県の縫製工場で働いている技
能実習生の場合、１日 14 時間働いてドレスを 2 着
縫うが、給料は手取り月５万円から６万円で休み
もほとんどなく、１年目は年間５日、２年目は３
日しか休めず、ミシンを踏みっぱなしだったとい
う６。
　こうしてグローバル経済化のもとでは、高度な
専門的職務を担当する専門職やグローバルに散開
する拠点を管理・統括する管理労働者という「高
度人材」と主としてサポート業務や単純な繰り返
し労働を担当する派遣労働者や外国人労働者など
の非正規労働者からなる二極的な労働市場が形成
される７。
　2000 年代以後日本で非正規労働者が急増し、
2015 年で雇用者 37.5％、1983 万人に達したのは、
直接的には派遣労働の原則自由化など労働規制の
緩和が原因であるが、より根底的にはグローバル
経済化の下での労働市場の二極化圧力が働いてい

るとみるべきではないか。

〈２〉サービス経済化と労働市場の
　　変化

　日本経済の産業基盤は高度成長期以来、
製造業であったが、製造業のグローバル展
開により、国内製造業が衰退するとともに、
サービス経済化が顕著になっていった。経
済活動別ＧＤＰによれば、製造業の産出高
は 1995 年には 109 兆 9856 億円であった
が、2014 年には 90 兆 1487 億円と約 20
兆円減少した（図表 10）。これに対して、サー
ビス業は同期間に 79 兆 3783 億円から 95
兆 3851 億円へと約 16 兆円増加し、製造業
を凌駕するようになった。サービス経済化
の進行につれて、サービス業の雇用者数も
2005 年の 1868 万人が 2015 年には 2117出所：経済産業省「工業統計表」

図表９　製造業の衰退（10人以上）
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万人と製造業の２倍に達している（図表 11）。サー
ビス業の中では、医療・福祉の雇用者が、高齢社
会を反映して 2005 年の 515 万人から 2015 年の
751 万人に増加している。
　このように産出額でも雇用者数でもサービス経
済化が進んでいるが、サービス業の生産性は低い。
2014 年の製造業が雇用者 987 万人で 90 兆 1487
億円の産出額であるから、１人当たり 9134 万円
であるのに対し、サービス業は 2117 万人で 95 兆
3851 億円であるから、１人当たり 4505 円と製造
業の約半分である。サービス業は労働集約的で自
動化が困難なうえ、小企業が多く、生産性を高め
にくい。また参入障壁が低いため、新規参入が多く、
競争が激しいため、サービス価格も上げにくくなっ

ている。そのため、サービス企業は非正規労働者
の大量雇用で人件費コストを削減し、企業収益を
維持しようとしている。産業別の非正規雇用比率
を見ると、サービス業は 45.6％と製造業の 1.5 倍
以上に上っている（図表 12）。サービス業の中で
は宿泊、飲食業や生活関連サービス業など零細性
が強い業種で高くなっている。
　このように経済のサービス化は、日本では低賃
金の非正規労働者を利用し、低価格でサービス財
を供給しようとするため、ますます生産性と収益
性が停滞し、それがまた低賃金の非正規労働者の
雇用を促進するというように下方への競争が展開
されることになっている。これは日本では、同一

（価値）労働同一賃金原則が確立していないため、

注：2002 年にサービス業の分類基準が変更されたため、それ以前とは接続していない。　出所：「労働力調査」

図表 11　産業別雇用者数

（10億円）図表 10　経済活動別ＧＤＰ（名目）

（万人）

出所：「国民経済計算」

出所：「労働力調査」

図表 12　非正規比率（2015年）
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正規労働者と非正規労働者との賃金格差が大きく、
非正規労働者を活用して価格競争に対応しようと
するインセンティブが強く働くからである。そし
てこうした非正規労働者を利用した低価格圧力が、
サービス価格を低下させ、デフレからの脱却をよ
り困難にしているのである。

〈3〉 経済の金融化と株主価値重視の
　　経営

　経済のグローバル化と並んで、2000 年代の日本
資本主義の蓄積構造の変化を象徴する事象が、経
済の金融化である。経済の金融化は 1980 年代以
降、先進各国での金融の自由化を背景に成立した
新しい現象で、一般的には金融市場と金融の肥大
化、金融活動に依存した企業の資本蓄積の増大な
ど経済活動に占める金融の役割が増大したことを
意味している。
　経済の金融化が実体経済を揺るがすことを明ら
かにしたのは、2008 年のリーマンショックである。
リーマンショックは、欧米の金融機関を破綻の危
機に追い込んだだけでなく、日本経済をはじめ、
世界経済を恐慌状態に陥らせるなど、実体経済に
大きな打撃を与えた８。　
　しかし日本では、経済の金融化が実体経済を揺
るがすほど大きな位置を占めているわけではない。
2014 年の金融・保険業のＧＤＰに占める割合は、
アメリカが 7.0% で日本は 4.4％で、アメリカの半
分ほどに過ぎない。また西洋（2012）によれば、
日本では産業レベルで見た金融資産への投資、金
融的支出や収益の規模、さらには金融上の所得分
配に趨勢的な拡大は見られず、米国のような金融
化の兆候を示してはいない。資本蓄積が金融活動
に直接依存する割合はアメリカほど大きくはない９。
　日本の実体経済に大きな影響を与えているのは、
経済の金融化そのものではなく、企業活動がファ
ンドなどの機関投資家の要求により、短期的な株
価重視の経営に転換しつつあることである。日本
企業の株式保有は、日本的経営の一つの特徴で
あった株式の相互持ち合いや金融機関による株式
保有からファンドや年金基金など機関投資家に移
り、大量の株式を保有する機関投資家の影響力が
強まった。東京証券取引所「2014 年度株式分布状
況調査の調査結果について」によれば、外国法人

等が 31.7％と過去最高となった。外国法人等の内
訳は明確ではないが、日立製作所の株主構成を調
査・分析した岡東（2012）によれば、2012 年３
月期では、カナダの年金基金が第 2 位であるほか、
50 位までのほとんどがアメリカやイギリスなど外
国の投資顧問会社（30 社）と投資信託会社（６社）
で占められている。
　年金基金やファンドなどの機関投資家は企業価
値の上昇によって株価を上昇させ、売却益の獲得
をめざしたり、より多くの配当金を獲得すること
を目的としている。そのため機関投資家は、株主
価値を最大化するような経営を求め、積極的に事
業再編やリストラを求めるようになっている。ま
た企業経営者の方も、自己の地位の保全のために
も株価を上昇させる必要があり、Ｍ＆Ａやリスト
ラ、経営合理化策など株価の上昇につながる計画
を立案し、実行するようになる。企業再編や経済
のグローバル化でＭ＆Ａが隆盛するようになった
現在では、企業経営者としての地位を維持するた
めにも、敵対的なＭ＆Ａから自社を「防衛」する
必要があるが、そのためにも株価を高める必要が
ある。
　このように企業経営の目的が株主価値の最大化
に求められるようになると、短期的に純利益を増
加させるために、労働者の賃金抑制や非正規雇用
への置き換えによる人件費コストの削減、職場に
おける労働安全の軽視、研究開発の絞り込み、環
境汚染への無配慮、あげくには情報の隠蔽や不正
会計にまで手を染めることになる。こうして日本
の企業経営は以前のように長期的な視野から一時
的に利益を犠牲にしても、成長分野に長期的な観
点から投資をしたり、長期雇用・年功賃金という
日本的経営を維持することが「時代遅れ」のよう
になり、ともかく利益を確保することが求められ
るという短期的な視野に囚われるようになったの
である。そして短期的な視野での経営によって株
価が上昇することは、機関投資家にとっても利益
となるので、株価の上昇が続く限り、経営者の行
動を支持することになる。
　日本における経済の金融化は、金融や金融産業
の肥大化として現れるよりは、外国人機関投資家
の増加という株主構成の変化を背景として、株主
価値の最大化が企業経営の目的となったことで、
労働者の生活や地域経済経済への責任を軽視する
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という企業行動の顕在化として現れたというべき
であろう。

〈4〉 ＩＣＴ革命による産業構造と
　　労働市場の変化

　格差と貧困をもたらしたのは、グローバル経済
化や株主価値重視の企業行動だけでなく、ＩＣＴ

（情報通信技術）革命が産業構造や労働市場を変化
させたことにもよる。
　ＩＣＴ技術は、「神経系」の技術であり、人間の
精神的労働を代行する。しかも 90 年代後半から
のインターネットの普及によって、コンピュータ
端末によって通信できるようになると、現場での
データ入力と事務センターでのデータの集中処理
もできるようになるので、営業店でのデータ処理
などの労働は不要になる。とくに定型的労働はコ
ンピュータによって置き換えられることになるか、
より低コストで雇用される労働者への置き換えが
進んでいった。例えば、一般事務職の仕事がコン
ピュータの中に吸収されるようになると、より低
コストでの労働への置き換えの誘引が強くなり、
パート労働者や派遣労働者への置き換えが進んで
いった。日本では事務職従事者自体は増加してい
るが、有効求人倍率は事務職常用で好景気の時の
2004 年で 0.32、パートは 2004 年で 0.65 である
のに対し、一般事務職常用は 2015 年で 0.23、一
般事務パートは 2004 年で 0.39 といずれも事務職
よりも低くなっている。もちろん一般事務職の求
人倍率の低さがすべてＩＣＴ技術による影響とは
考えられないが、池永（2009）の分析で定型的業
務の減少が見られていることを考えると、一般事
務労働での定型的業務部分は減少しており、定型
的でない業務はパートなど非正規労働者で代替し
ているのではないかと思われる 10。
　また生産のグローバル経済化とＩＣＴ技術が結
びつくと、それによって形成された世界大のネッ
トワークは、理論的には取引相手の探索、調査、
交渉、契約、稼働状況のモニタリングなどの取引
費用＝情報費用を大幅に引き下げ、市場で専門企
業を連結させるネットワーク型の生産システムを
成立させる基盤を創り出した。しかもグローバル
経済化が進んだことで、世界中から得意領域をも

つ専門企業と取引できるようになった。ここにグ
ローバル・ネットワーク型生産システムとでも形
容すべき生産システムが形成された（藤田、2016、
P26 ～ 27）。
　グローバル・ネットワーク型生産システムでは、
とくにモジュール化したエレクトロニクス製品の
場合は、工程分割が容易であるので、量産型の製品
組立やソフト開発の詳細設計工程を中心に別の企
業がその工程だけを請け負うようになった。エレ
クトロニクス製品の組立では今や鴻海精密工業の
ようなＥＭＳ（Electronics Manufacturing Service）
企業が生産を担うようになったり、半導体産業で
は設計のみを行うファブレス企業や生産だけを行
うファウンドリ企業が登場したりして、垂直統合
的に開発から量産まで一社で完結的に行う必要が
なくなる。その結果、容易に海外のＥＭＳ企業や
ファウンドリ企業に生産を委託するようになり、
国内工場での生産は減少していく。ソフト開発で
は、製品がデジタルデータであるため、容易に人
件費の安い中国やインドのソフト企業に製品開発
を委託できるようになった。
　こうなると国内で製造を続ける企業は、海外で
のＥＭＳ企業やファウンドリ企業とのコスト競争
に打ち勝つために、人件費という固定費も変動費
化し、生産コストを削減するという戦略を取り始
めた。派遣会社や請負会社に人員調整を依頼すれ
ば、必要な人員を調達でき、柔軟に労働者を配
置できるからである。さらに間接雇用にすること
で、直接雇用のような雇用責任をもたずに、正規
労働者と同じような仕事をさせでも、不満の表面
化を避けることができるからである（禿、2001、
P15）。直接雇用ではないから、別会社の労働者と
言うことで、労働組合も他社の社員ということに
なり、「同僚性」の観点から臨時工やパート労働者
との労働条件や処遇格差の是正を求めることも少
なかった。こうして請負労働者や派遣労働者など
の非正規労働者が生産現場の主力労働者になって
いった（藤田、2016、P29 ～ 30）。
　以上のように生産システムの面からも、非正規
労働者の活用が進んでいき、企業の人事戦略とし
て低賃金で不安定な労働者が生み出されたのであ
る。　
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〈１〉 グローバル活動による企業成長路
線の追求とリストラ促進＝常時リ
ストラの横行

　財界は従来のような国内経済を基盤とした企業
成長路線よりも、国内経済の基盤を掘り崩しても
グローバル展開で企業を成長させる方向を目指し
ている。日本貿易振興機構（2016）によれば、「海
外進出の拡大を図る企業（大企業）」は、円安傾向
や中国経済の減速を受けて 63.8％と 2011 年度の
78.2％よりは低下しているが、依然として高い割
合を保っている。中小企業も 50.5％と過半数以上
に達している。これに対して「国内事業の拡大を
図る」のは、大企業で 44.8％、中小企業で 53.9％
と多くはない。多くの企業が海外展開を志向して
いるのだから、異次元の金融緩和で低金利に誘導
しても，国内設備投資は停滞しているわけである。
　グローバル企業のなかには設備投資を行わない
だけでなく、グローバル展開を理由にリストラを
進める場合もある。リストラの理由は、以前は経
常赤字が何期か続くという経営不振の場合に、希
望退職者の募集を行うというのが一般的であった。
しかしリーマンショック後は、経営不振以外に、
好業績でもリストラを行う事例が出てきた。例え
ば、日立化成は 2014 年に 1000 人の希望退職募集
をおこなったが、その理由は「2015 年３月期の営
業利益率見通しは 6.9％で、経営目標の 10％は遠
い」「今後は海外で戦略投資やＭ＆Ａ（合併・買収）
に多くの資金を投じる計画で、あらかじめ国内人
員を適正化しておく必要があると判断した」（「日
経新聞」2014 年７月 25 日）というものであった。
また日本たばこは 2013 年に、国内４工場の閉鎖
と営業拠点の縮小、1600 人の人員削減を行ったが、
2011 年度の税引き前利益は 4413 億円、2012 年
度は 5095 億円、2013 年度は 6362 億円といずれ
も巨額の黒字となっている。
　またリーマンショック以前のリストラ手法は希
望退職者の募集などが中心で、工場閉鎖の場合も
遠隔地を含む配置転換で対応するなど長期勤続雇
用という規範をできるだけ守ろうという傾向は

あった。
　しかし、現在はリストラ手法も強引かつ巧妙に
なってきた。希望退職とはいうものの、執拗に「面
談」したりするなど、「強制」的な様相を呈している。
それでも希望退職に応じない労働者を、いわゆる

「追い出し部屋」なる部屋に配置転換し、仕事を与
えず、求職活動をさせることも、今や珍しくはない
11。またＰＩＰ（Performance Improvement Plan）
という、人事評価が低い社員に改善目標を設定し、
達成できなければ「自発的に」退職に追い込む労
務管理手法やＳＩＰ（Self Innovation Program）と
いう低評価の社員を「再教育」という名で降格し
て、退職に追い込む労務管理手法など、「評価」を
利用したリストラ手法も開発され、利用されるよ
うになっている。人材サービス会社はこれらの手
法を開発し、実際にリストラを請け負うようになっ
ており、「再教育」「解雇」「再就職支援」というリ
ストラをビジネスにする企業も出てきている。
　このようにリーマンショック後のリストラは、
その理由も手法もグローバル経済化や事業構造の
転換にあわせて、さまざまな手法で常時余剰人員
を創り出し、「退職」に追い込む常時リストラなど、
新たな展開を見せている。

〈２〉 賃金抑制とデフレの長期化

　財界は、賃上げ率は労働生産性の伸び率内に収
めるという旧日経連が提唱した生産性基準原理に
基づき、1974 年春闘以来、賃上げを生産性上昇率
の範囲内に抑えてきた。この考えは経済理論的に
は妥当性を持つが、それは 1973 ～ 74 年のオイル
ショック時のようにハイパーインフレ状態にある
ときの話である。
　日本経済は、バブル崩壊後、消費者物価がたび
たびマイナスになるなどデフレ状態にある（10 図）。
とくに 1999 年から 2005 年まで消費者物価は７
年間もマイナスを続けている。その間の実質労働
生産性は 1.3% から 2.2％程度増加している。2009
年度から 2012 年度までも４年間も物価はマイナ
スになっているが、2009 年度を除けば労働生産性
は１％程度のプラスである。労働生産性が上昇し

財界戦略の新展開と矛盾の拡大財界戦略の新展開と矛盾の拡大
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ているにも関わらず、賃上げは 2000 年度、2005
年度、2010 年度を除けばマイナスである。財界が
賃上げ抑制を続け、労使協調の大企業労働組合が
賃上げを獲得する闘いを本気で取り組まなかった
ことで、物価下落率をさらに下回る賃上げとなり、
デフレ状態が続いたのである。つまり賃上げ抑制
により家計所得が減少し、それが消費を抑制し、
消費の抑制が設備投資の抑制を招来するという悪
循環を招いたのである。
　また政府が財界の要請に応じて派遣法の改悪な
ど労働規制を緩和し、非正規労働者を増加させる
政策をとり、財界はそれを利用して正規雇用を賃
金の低い非正規雇用へと置き換えを進めたことで、
賃金が抑制された。
　しかも財界は不況期に賃金を引き上げなかった

だけでなく、比較的好景気であった 2002 年から
2008 年までの時期でも、総額人件費管理を理由に
賃金を引き上げなかった。その結果、1990 年代後
半から現在までの全期間を通じて賃金が抑制され
たことで、消費も投資も縮小していったのである
12。
　非正規雇用増大、賃金抑制という財界戦略は、
第２章以下で具体的に展開されるような格差と貧
困を増大させ、国内市場を縮小させたのである。
そして国内市場の縮小を理由に、すでにみたよう
に財界は海外進出を強めようとしている。国内産
業を空洞化させながら、海外進出を強める財界戦
略は、さらに内需を縮小させることでデフレを長
期化し、ひいては国民経済の基盤を危機に陥らせ
ている。

出所：生産性は日本生産性本部「労働生産性の国際比較」、実質賃金上昇率は厚労省「毎月勤労統計調査」、消費者物価上昇率は総務省「消費者物価指数」による

図表 13　生産性と賃金、物価上昇率推移
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〈１〉 規制緩和による搾取強化と
　　 企業収益の拡大

　日本のグローバル企業はグローバル経済化を理
由に、国内の工場や事業所の閉鎖、人員削減など
のリストラを進め、企業は最高収益を更新しなが
ら、労働者の賃金は上げずに内部留保を増大させ
る一方で、非正規雇用を増大させており、企業成
長が労働者の生活向上には結びつかなくなってい
る 13。
　ところが、アベノミクスの「成長政策」の柱は
規制緩和による企業成長政策である。それは公共

サービスの産業化（民営化）であり、国家戦略特
区での医療や農業分野での規制緩和であり、労働
基準の規制緩和である。公共サービスの産業化で、
民間企業が公共サービスに民間委託の名の下に参
入したり、株式会社の農業参入を実現したり、労
働基準の規制緩和で企業が自由に労働者を雇用し、
使役できるようにすることを目指している。アベ
ノミクスの成長政策は企業の参入を規制していた
領域でも、営利目的の企業が自由に活動できるよ
うにする規制緩和を進めるという意味では、新自
由主義的政策である。
　医療や福祉、保育など住民に身近な公共サービ
スで民間委託が進み、入札方式で委託企業を決め

過重労働と格差拡大をもたらすアベノミクス「成長政策」過重労働と格差拡大をもたらすアベノミクス「成長政策」
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る公共サービスの産業化では、利益を出すために
非正規労働者を多数雇用している。また経済財政
諮問会議は自治体の窓口業務についても、定型的
な業務の「大胆に適正な外部委託を拡大する」と
の方針（「経済財政運営と改革の基本方針 2015」）
を打ち出している。こうした公共サービス労働者
の民間委託化は、自治体における非正規職員の増
加とあいまって、いわゆる官製ワーキングプアを
生み出している 14。
　また労働基準の規制緩和では、裁量労働制の拡
大や高度プロフェッショナル制度の導入が企図さ
れている。労働時間の規制緩和が実現すれば、長
時間働かせても、それに比例した残業代を支払わ
なくてもすむわけだから、企業にとって悪用でき
る制度になっている。
　国際的にも長時間働かされ、過労死もなくなら
ないのに、さらに労働時間規制を骨抜きにするよ
うな労働時間の規制緩和を行えば、労働者が過重
労働を強いられるのは明らかである 15。
　政府や財界は解雇規制の緩和も目論んでいる。
安倍首相は、2013 年 3 月 25 日の参院本会議で、
解雇規制緩和にについて、「成熟産業から成長産業
へ失業なき円滑な労働移動で対応していく。この
ため雇用支援策を、雇用維持型から労働移動支援
型へシフトさせていく」と述べ、正当な理由なき
解雇を禁止した解雇規制を見直していく考えを表
明した。
　このような政府や財界が企図している労働規制
緩和が実現すると、労働者は労働時間に関係なく
長時間労働が強制されるとともに、産業構造の転
換や企業の海外展開に合わせて、容易に解雇され
るようになる 16。正規労働者は雇用不安をもちな
がら、会社の指揮命令の下に、あるいは自発的に
過重労働をせざるを得なくなる。
　企業は正規労働を縮小し、非正規労働を増加さ
せ、賃金コストを削減しようとするので、いった
ん派遣労働者になった労働者は、正規の仕事を見
つけることができず、３年ごとに派遣先（仕事先）
を替えながら、働き、生活していかざるをえなく
なる。労働者の三分の一を超えるまでになった非
正規労働者の約 76.7％は年収 200 万円未満であり、
勤労収入では生活できない金額である（第４章参
照）。
　こうして現代の日本では、正規労働者の過重労

働と非正規労働者の過少（生活できない）労働が
併存しているのであり、政府や財界は労働者の搾
取強化と低賃金化で企業収益を高めることを成長
戦略にしていると言わざるを得ない。

〈２〉 企業への国家主義的な賃金と
　　 投資促進「圧力」の破綻

　アベノミクスは、単純な新自由主義的政策では
なく、財政出動と金融の量的緩和政策を採用して
いる点では、ケインズ政策的要素を有している。
さらに企業に対して賃金と投資を促進させるよう
に「要請」している点では、国家主義的な要素も
有しており、小泉構造改革のような新自由主義的
政策一辺倒とは異なっている 17。それは政労使会
議で賃上げや設備投資を求めたりするなど、政府
主導で企業を動かそうという側面も持っているか
らである。実際に、政府は経済の好循環を図るため、
経済界代表として経団連会長や日本商工会議所会
頭など、労働界代表として連合会長をはじめ自動
車総連会長や UI ゼンセン会長が構成員となってい
る政労使会議を設け、法人税の減税と引き替えに
賃上げや設備投資を求めた 18。
　最近では、安倍首相は最低賃金の引き上げや同
一労働同一賃金、給付制奨学金の創設といった従
来の自民党政府の政策とは異なった政策を打ち出
しており、新自由主義的立場とは異質の政策の一
面を見せている。
　新自由主義的政策は、企業も労働者も自己利益
を最大にするように行動することで社会全体の厚
生を高めることができるという新古典派的経済学
に基づいて、「自由でオープンな競争」という名目
で利益追求できるようにするために、さまざまな
規制を緩和するものである。この意味からすれば、
政府が賃上げや設備投資の要請を行うのは、例え
口先だけの介入でも企業の活動への介入であり、
新自由主義的政策とは矛盾している。
　このようにアベノミクスには、企業の自由な活
動を促進すると新自由主義的政策と、国家が企業
や労働者国民の上に立ち経済活動をコントロール
するという国家主義的政策とが併存しているが、
それはおそらく安倍首相の独特の国家観にあるよ
うに思われる。
　安倍首相は著書『美しい国へ』において、「個人
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の自由を担保しているのは国家なのである。それ
らの機能が他国の支配によって停止させられれば、
天賦の権利が制限されてしまうのは自明であろう」

（63P）「市民の安全や財産、あるいは人権をいった
いだれが担保するのか。基礎的な単位が必要であ
り、その単位が国家であるのは自明だろう」（96P）
などと述べ、国家こそ個人の守り手であるという
認識を示している。ここには国家が個人の自由や
生活を破壊することがあるので、国家の行動を制
限するのが立憲国家であるという、近代民主主義
に自明な事柄がすっぽり抜けている。国家は国民
の上に超越する絶対の存在であるという、安倍首
相の独特の国家観が現れている。
　こうした国家観からすれば、経済循環を安定さ
せるためには、国家が経済政策にも積極的に介入
する必要があるということになる。ただし、それ
は戦後の国家独占資本主義のもとでの政策とは異
なっている。国家独占資本主義は、「社会主義」台
頭という危機の時代に、国内政策としては公共事
業で需要を創出すると共に、完全雇用や社会保障
政策をとることで労働者国民の生活を安定させ、
資本主義を成長させようとしたケインズ政策を採
用していた。労使関係では労使妥協とでも言うべ
き、生産性上昇への労働者の協力とそれに見合っ
た賃金上昇で、労働者国民の消費を拡充すること
で、需要を創り出すという側面を有していた。こ
れに対して、安倍首相の経済政策は、完全雇用や
社会保障の充実を政策目標にするのではなく、む
しろリストラや非正規雇用の拡大も容認すること
で労働者を自由に使役できるようにして企業の力
を強め企業収益を高めることを政策目的としてい

る。しかし財界は個別資本の利害を重視して賃上
げ抑制の方針を変えようしない。すでにみたよう
に、賃上げ抑制が続いては、消費も投資も増えな
いので、アベノミクスによる好循環は成立しない。
そこで国家が分配面から労使関係に介入して経済
の好循環を創り出そうというのが、賃上げや投資
促進の要請である。それは、ひたすら内部留保を
増やすだけで、賃金を引き上げようとしない個別
企業とその利害を代弁している財界に対して、労
働者の団結とストライキなどの団体行動で賃上げ
を獲得しようとしない労使協調的な労働組合の「弱
さ」を前にして、国家が前面に出て「労使妥協」
を図ろうとする試みであるとも言える 19。
　しかしそれは矛盾した試みでもある。非正規雇
用の規制強化、規模別・男女別・雇用形態別賃金
格差の是正などを進めない限り、労働者の賃金は
全体としては増加しないからである。企業の使用
者権限を増大させるような規制緩和を進めながら、
分配面だけ介入しようとしても効果はほとんどな
いからである。実際に、家計最終消費支出は 2 年
連続マイナスであり実質賃金指数も民間企業設備
投資も 2015 年には停滞しており、その結果実質
経済成長率も 0.5％とゼロ成長に近い水準にとど
まっている。これに対して、企業の売上高経常利
益率は回復しており、アベノミクスは企業収益は
高めたが、国民生活は改善させていない実態が明
らかになっている（図表 14）。
　こうしてアベノミクスは経済の好循環をもたら
さないだけでなく、正規労働者には賃金停滞と過
重労働をもたらす一方で、非正規労働者を増大さ
せることで格差と貧困を拡大させたのである。

図表 14　破綻したアベノミクス	 	

出所：実質経済成長率、家計最終消費支出、設備投資は「国民経済統計」、実質賃金指数は「毎月勤労統計調査」売上高利益率は「法
人企業統計」
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〈１〉 使用者権限の規制とディーセント・
ワークの実現

　グローバル経済化と経済の金融化とＩＣＴ革命
という蓄積基盤の変容、グローバル活動による企
業成長路線の追求とリストラ促進、アベノミクス
の規制緩和政策によって国内設備投資の拡大を軸
とし国内消費を拡大させるという正常な経済循環
が破壊され、国民経済の危機が深まっている。そ
のため、国民経済をどのように再構築するかが、
労働者や労働組合にとっても大きな課題となってい
る。
　国民経済の再構築を考えるとき、ディーセント・
ワークの実現によって安定した国内市場を形成す
ることは重要である 20。ディーセント・ワークは
ゆとりある労働者生活を実現させるので、内需型
生活産業を形成することにつながるであろう。ま
たディーセント・ワークで安心して子育てできる
環境を実現できれば、人口減少への歯止めとなる
ので、国内市場の縮小から安定した国内消費市場
の形成へ転換できよう。
　しかしそのためには使用者権限の規制強化が絶
対条件である。使用者権限として、企業は指揮命
令権、人事処遇権、解雇権、技術選択権を有して
いると考えられる 21。指揮命令権では、企業は仕
事の内容と業務量を決定できる。人事処遇権では、
人事考課により処遇を決定できる。解雇権では、
就業規則に違反する行為があった場合、懲戒処分
できる。技術選択権は、技術革新によって生み出
された新技術のうち、どのような技術を選択し、
組み合わせ、生産過程に導入するかを決定できる。
　このような使用者権限を背景に仕事の範囲や量、
勤務場所、賃金などの労働条件を法律を無視して、
自己の利潤追求のために行使する企業もある。労
働組合がないか労働組合の職場規制力が弱い場合
には、企業は労働者を長時間労働させたり、低賃
金に抑えたり、過重な労働を命じたりする。
　したがってディーセント・ワークの実現によっ

て安定した国内市場を形成するためには、使用者
権限を規制する法的枠組みと労働組合による職場
規制力の強化が必要である。

〈２〉 国民生活を軸とした国民経済の　
再構築

　政府と財界は、アベノミクスと日本企業のグロー
バル経済化によって国民経済の基盤を掘り崩しな
がら、経済の軍事化によって日本経済と産業を再
構築するという危険な途に踏み出そうとしている。
これに対してグローバル経済化に依拠せず、また
経済の軍事化を許さず、平和経済を維持しながら
なおかつ自立的な国民経済を構想するためには、
労働者国民の立場にたった日本経済の再構築が必
要となる。そのためにはグローバル経済化した既
存産業とは異なる産業の革新と構築は避けて通れ
ない課題である。それは多様な内容を持つが、さ
しあたり、その内容を列挙すれば、次のようになる。
　第一には、第一次産業の再構築である。すなわち、
農林水産業における食の安全、自給率の向上、農
地や林地の保全といった観点を重視した農林水産
業の再構築が必要となる。
　第二には、グローバル展開を進めたり、グロー
バルなコスト競争に巻き込まれている製造業（自
動車・電機）から、新規・先端製造業への転換＝
再構築である。
　第三には製造業と連結し、ＩＴ技術などの技術
革新と内需を基礎とする産業の再構築である。具
体的には医療、介護、健康、教育などのサービス
業とＩＴ技術、製造技術とを結合させた、課題解
決型産業の創出である。
　第四には、ローカリゼーションを基礎としたロー
カル経済とローカル企業群（中小企業群）の構築
と革新である。
　これらの産業の再構築と再創造によって、グロー
バルな経済循環に過度に依拠しない、国内の経済
循環を軸とした国民経済を構築することを目指す
べきである。

国民経済の再構築の課題と製造業国民経済の再構築の課題と製造業
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〈3〉 国民経済を重視した産業構造転換の
鍵となる製造業　

　国民経済を重視した産業構造への転換を構想す
るとき、製造業の維持・強化は重要である。バブ
ル崩壊以後、日本経済が停滞した原因の一つが、
すでにみたように製造業の停滞である。とくに従
来の日本の基軸産業であった鉄鋼業や電機産業、
自動車産業などはグローバル競争の激化で世界的
に産業再編が進んでいる。日本でも財界のグロー
バル戦略に基づく限り、2000 年代から事業統合、
不採算部門や黒字であっても非中核事業の切り離
しなどの事業再編、産業再編が進んでおり、製造
業が縮小していく事態は避けられなくなっている。
グローバル経済化を前提する限り、既存の製造業
の衰退は必然的である。
　しかし安定した雇用と生活を実現する鍵となる
産業は、製造業である。製造業は本来、多数の労
働者を雇用し、物的富を作り出す産業であり、技
術革新を推し進める産業だからである。
　製造業の再構築にあたっては、新規・先端製造
業の創出と雇用システムの再構築が必要である 22。
日本が保有している微細加工技術、炭素繊維など
の素材技術、バイオ技術、音声・画像処理技術な
どを利用して、環境分野や医療分野、非軍事的な
航空 ･ 宇宙分野などでの新しい製造業の創出が必
要である。
　そのためには、製造業大企業の海外展開にも関
わらず、未だ国内に残っている製造技術の維持と

先端化が重要である。この点では、とくにさまざ
まな技術を保有している中小企業の存続・維持が
重要となる。また 2000 年代のリストラによる人
員削減で、製造業の従業者が大きく減少するとと
もに、労働者の高年齢化と若年労働者の不足によ
り、技術継承の断絶が進んでいることを考えると、
技術の継承が重要な課題となる。
　また既存製造業を日本が抱えている課題を解決
する産業として再構築することも必要である。日
本では、現在、少子化や高齢化、介護・医療問題、
環境制約、エネルギー問題、地域の過疎化など多
くの解決を迫られている課題がある。
　こうした課題を解決する産業として 2000 年代
の何回にもわたる成長戦略のなかで想定されてき
たのが、環境、医療や福祉、教育などである。こ
れらは従来第三次産業的な性格の産業として位置
づけられてきたが、製造業が保有している技術や
ＩＣＴ技術を利用して製造業と結合することで解
決できる課題は多い。例えば、ロボット技術やセ
ンサー技術、新素材技術などを利用した介護支援
器具などは、日本が最も得意とする領域である。
　これらの課題解決型産業は、国内課題をターゲッ
トとする内需型産業としての性格を持っている。
同時にこれらの課題は世界の各地域で抱えている
ものであるので、輸出産業としても位置づけられ
る。
　こうして日本が保有している既存技術を生かし
ながら非軍事的な新規・先端産業と課題解決型産
業を中心とする製造業を再構築し、産業構造の中
心軸とすべきであろう。

おわりにおわりに
　グローバル化や産業構造の転換、ＩＣＴ技術革
新の進行による日本資本主義の蓄積基盤の変容に
対して、政府・財界はより一層のグローバル化と
規制緩和による労働者の搾取強化でグローバル競
争に打ち勝とうとしている。また日本資本主義の
行き詰まりを打開すべく、武器輸出の解禁や軍産
学共同での軍事研究の途も目指されるようになっ
ている。こうした日本資本主義の蓄積基盤の変容
は国民経済と矛盾し、国民生活を改善しないこと
が明確になった現在、日本はどのような経済シス
テムを目指すのか、重大な岐路に立っている。端

的に言うならば、グローバル経済化と経済の軍事
化を推し進める経済かグローバル経済化に過度に
依拠しない平和経済かである。
　グローバル経済化と経済の軍事化は、すでにみ
たように格差と貧困を拡大し、国民経済の基盤を
掘り崩すことになる。したがって労働者国民にとっ
てはグローバル経済化に過度に依拠しない平和経
済の確立は、生活と雇用の安定のためにも重要で
ある。そのためには平和経済を前提とする産業の
再構築は重要な課題である。
　日本資本主義のグローバル経済化と経済の軍事
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【注釈】

１　日本資本主義の蓄積基盤の変容という場合、中小企業の問題を取り上げないのは、不十分であるという批判を受けるのは承知し
ている。しかしここではグローバル経済化、産業構造の転換、経済の金融化、ＩＣＴ技術革新という日本資本主義の蓄積基盤の
変容が労働市場に与えた影響を分析するという問題視角から除外している。なお 2000 年代の日本資本主義が構造的危機に陥る中
での中小企業の状況についての分析は、藤田（2016）を参照のこと。

２　2000 年代の日本資本主義におけるグローバル経済化主導の蓄積＝成長構造を蓄積＝「成長」構造と表現するのは、グローバル経
済化主導の蓄積構造は、国民経済全体を成長させるものではなく、むしろ国民経済を掘り崩すものであることを表現するためで
ある。

３　自動車部品の輸入金額は 1990 年の 1118 億 5700 万円が 5549 億 1000 万円に約５倍に増加している。

４　工場が、マザー工場としての性格が強くなるか、量産拠点や輸出拠点としての性格を保有し続けるかは、産業ごとに異なる。例
えば自動車産業の場合は、トヨタ生産システムに代表されるように、労働の単純化と過密化、下請け企業を利用した部品単価の
削減によるコスト削減と高い生産性の実現のため、日本は重要な輸出拠点になっているが、国内工場は海外工場へのトヨタシス
テムを移植するマザー工場という役割も担っている。電機産業では、国内工場は国内市場向けとさまざまな生産システムを移植
するマザー工場としての性格が強く、輸出拠点しての性格は強くない。

５　例えばメガバンクの三菱ＵＦＪ銀行（連結）には、2007 年には正規従業員 60,085 人に対し、非正規労働者は 36,129 人（派遣労
働者 25,578 人、臨時職員 6165 人、嘱託 4386 人）と正規従業員の 60％以上の非正規従業員が雇用されている。周知のように、
このうち派遣労働者は 2012 年から直接雇用され、労働契約法の施行に伴い 2015 年 4 月から銀行本体による直接雇用社員の無期
契約化が行われ、一定の雇用の安定が図られた。

６　「外国人技能実習生の叫び」『週刊朝日』2015 年 4 月 10 日号。

７　経済のグローバル化に伴うグローバル・シティの出現とそれによる経済の二極化について、サスキア・サッセン（2006）は、ニュー
ヨーク、ロンドン、東京などを対象に詳細に分析している。

８　リーマンショックが日本経済に与えた影響については、藤田（2014）の第３章を参照のこと。

９　ただし金融事業を持つ大企業の営業利益に占める金融事業の比率は 2007 年度は約７％にとどまっていたが、15 年度では約 30％
に達している。例えば、トヨタ自動車の金融事業の営業利益は 2002 年３月期は 686 億円にすぎなかったが、2016 年３月期には
3392 億円と約 4.9 倍にまで拡大した。一方の自動車事業は、1 兆 0845 億円から 2 兆 4489 億円と約 2.2 倍に広がったが、金融事
業ほどの伸びではない。

10　池永（2009）の分析によれば、日本でも「IT 導入の活発な産業で知識集約型（非定型分析）業務の増大、定型（認識および手仕事）
業務の減少が概ね見られることが示された」（P74）

11　ただし、「追い出し部屋」という手法は、2000 年代に特有のものではない。1970 年代には日立製作所武蔵工場で組合活動家の女
性社員６人を隔離した「ガラスの檻」事件があった。しかし、いわゆる活動家ではない、一般の社員をも資本の意に沿わないと
いうことで、見せしめ的に隔離するという点では、1960 年代とは大きく異なる。なお「ガラスの檻」事件は、金子（1982）を参
照のこと

12　こうした議論は、マルクス経済学者だけでなく、マクロ経済学者（近代経済学者）の間でもほぼ共通理解である。例えば脇田（2014）
は、同様の論理で賃金抑制が日本経済の縮小を招いたことをマクロ経済学の理論的枠組みを使用しながら説得的に論証している。

13　内部留保である「利益剰余金」は、2016 年 1-3 月期の法人企業統計（金融・保険業を除く）によると、3 月末時点で前年同期比 6％
増の 366 兆円に上り、安倍政権発足時の 2012 年 12 月に比べると 34％も増加している一方で、従業員に支払った給与は政権発足
時の 2013 年 10-12 月期と比べ 3％減少している。

14　公共サービスの民間委託も含む公務および公共サービスの非正規化の実態は明らかではないが、総務省「臨時・非常勤職員に関
する調査結果について（2012 年 4 月 1 日現在）」によれば、自治体職場での非正規労働者数は 60 万 3582 人であり、自治労連に
よれば「自治体の一般行政部門では、4 割が非正規である」（2015 年 12 月の自治労連臨時・非常勤職員交流決起集会での報告）
という。公共サービスにおける非正規職員の年収は 200 万円以下という低賃金である（「非正規公務員　３人に 1 人　官製ワーキ
ングプア」「東京新聞」2013 年 9 月 11 日）。

15　日本の労働者の過重労働の実態は、本書第３章を参照のこと。

16　正社員でありながら、事業所の閉鎖などで容易に解雇できるようにしたのが、限定正社員制度であり、そうでないのが無限定正
社員となる。限定正社員制度が導入されると、無限定正社員は働かせ型も無限定かのように想定され、過重労働が強制される危
険性がある。無限定正社員の事例については、本書第 4 章補論を参照のこと。

17　アベノミクスにおける国家主義的要素の指摘は、柿崎（2015）の第１章を参照のこと。

18　2013 年 12 月 20 日の政労使会議で「経済の好循環の実現に向けた政労使の取り組みについて」と題する文書を発表し、「企業に
よる賃金引き上げの取り組みを促進するため、所得拡大促進税制を拡充するとともに、足元の企業収益を確実に賃金上昇につな
げるため、復興特別法人税の前倒し廃止とともに、経済界への要請、中小企業・小規模事業者への効果を含めて賃上げ状況をフォ
ローアップし、公表する」とした。復興特別法人税を廃止する代わりに賃金を引き上げるように、政労使が合意したのである。
この合意に基づき、トヨタが 2700 円の賃上げを行ったほか、日立製作所、東芝、パナソニック、富士通、NEC の電機大手 6 社
は 2000 円の賃上げ回答を行った。厚生労働省の「2014 年民間主要企業の春季賃上げ要求・妥結状況」によれば、民間主要企業
314 社における定昇込みの平均妥結額は、6711 円で前年に比べて 2.9％増、金額では 1233 円増加した。政労使会議の要請を受け
ての賃上げは、2015 年春闘でも見られた。厚労省の調べでは、平均妥結額は 7367 円で、前年（6,711 円）に比べ 656 円の増、賃

化に抗して、労働者が労働と生活を維持するため
にも、日本資本主義の構造転換に向けての産業政
策・地域政策、労働政策への積極的関与が必要に

なっているのではないだろうか。
（ふじた　みのる・事務局長・桜美林大学教授）
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上げ率は 2.38％となった。しかし春闘での賃上げは、大企業にとどまり、労働者の大多数を占める中小企業には波及していない。
2016 年春闘では、安倍内閣の要請にもかかわらず、新興国経済の減速を理由に連合春闘の賃上げは、2.0％（6 月３日現在）にと
どまり、前年を下回る状態になっている。

19　安倍首相が打ち出している賃上げ要請などの「労働者よりの政策」を選挙目当てにすぎないとして、アベノミクスを新自由主義
的政策という側面だけで理解するのは、政策の危険性を見誤るように思う。もちろん労働者の賃金抑制が続くなかで、格差と貧
困の拡大、将来不安の増大など新自由主義的政策の矛盾が露わになったことで、自己の政治権力を維持するために、「労働者より
の政策」を打ち出さなければならないという面が大きいのは確かである。しかし安倍首相の国家観と憲法観、憲法解釈の強引な
変更と戦争法の成立、憲法９条の改憲策動、マスコミへの圧力などの政治手法と一見労働者国民受けのする経済政策が併存して
いることは、ファシズムが労働者を取り込んでいく手法と類似している面がある。例えば、ナチス初期の経済政策は、「窮乏化す
る国民各層に対応すべく……社会主義的色彩も加味した社会政策」（井代、1979、P7）だったからである。具体的には、ナチス
の経済政策は軍需生産の拡大で雇用を創出して、失業者を減少させる一方で、住宅と道路建設、農地改良などを進めるとともに、
経営統制と労働者統制を進めるものであった。こうした政策を通じて、ナチスは労働者国民の支持を獲得していったからである。

20　ディーセント・ワークの実現のための政策課題については、労働総研（2013）を参照のこと。

21　雇用関係における企業の使用者権限についての経済学的分析については、山垣（2005）を参照した。

22　なおアメリカでも、製造業の再構築を目指すことで、経済力の回復を図る途が模索されている。オバマ政権は提言「先端製造業
における米国競争優位の確保」（2012 年７月）を発表し、製造方式を一変させる新技術の開発など製造業の再構築をめざしている。
そのためには、コミュニティや教育者、労働者や企業、連邦・州・地方政府の積極的参加が必要であると指摘している。アメリ
カの先端製造業の育成戦略が成功するかどうかは不確かであるが、従来の情報と金融を中心とする産業政策の転換を意味するだ
けに興味深い。そこには、製造業こそイノベーションを通じて経済活性化をもたらす基盤であり、安定的な雇用創出を通じて資
本主義社会を安定的に維持できる考えがあるものと思われる。
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　今日の新自由主義的資本蓄積様式（構造）と、
それを全面的に支える政策によって、雇用と働き
方・働かせ方は大きな変貌を遂げている。その詳
細は後述するが、ひとことで表せば、不安定・非
正規雇用、世帯形成が困難な低賃金階層の増加、
過労死や精神障がいのリスクに直面する長時間労
働の蔓延などである。このような特徴は、1990 年
代後半以降、とりわけ今世紀に入ってより鮮明に
なっている。
　雇用、労働時間、賃金、それに社会保障制度は、
今日の労働者状態を規定する要因であると同時に、
指標でもある。これらは別々に作用するのではな
く、相互に深く関わり、連動している。
　たとえば、次のようなケースである。本人の意
志に反して短時間就労状態にある低賃金労働者は、
生活に欠かせない最低限の所得を得るために、二
度あるいは三度働き（ダブルワーク、トリプルワー
ク）を余儀なくされている。また、正社員が二人
分の労働に匹敵するほど、長時間働くならば、正
常な働き方であれば必要となる労働者の雇用機会
を奪うことを意味する。さらに、パートやアルバ
イトのなかには、正社員とほとんど同じような働
き方をしているにもかかわらず、正社員に比べ時
間あたりの賃金は半分以下、ボーナスもないとい
うケースが珍しくない。職場における名称（呼ば
れ方）によって処遇の格差が正当化されている。
あたかも雇用による身分差別が再現したかのよう
でもある１。
　このような状況は、未婚化・少子化に拍車をかけ、
生活保護受給者予備軍の増加や貧困の世代間再生
産をもたらしている。同時に、国内消費低迷の長
期化、日本経済の困難を増幅させ、さらには社会
の閉塞感を強めている。いくつか具体例を見よう。
　雇用と働き方の貧困を象徴しているのが非正規

雇用のシングルマザーである。保育園児や小中学
生の子どもをかかえた母親が自分一人の収入で家
計をやりくりするには、ダブルワークはあたりま
え、なかにはトリプルワークをするケースもある。
睡眠時間を１日４～５時間に削って、身を粉にし
て働いて生活保護水準の収入を確保するのがやっ
とのこと、子どもたちから「塾に行きたい」とせ
がまれても到底聞き入れることはできない。何よ
りも自分が倒れたらこの子たちはどうなるのか、
その不安をたえず抱えた毎日である。
　1990 年代後半以降の就職氷河期に高校や大学を
卒業し、正社員として就職できなかった若者たち
のなかで、非正規雇用のまま中年を迎える人びと
が増えている。勤続や年齢による賃金上昇が期待
できないため、結婚し世帯形成することは難しい。
家計費を節約するため、親との同居を続けるケー
スもある。収入が不安定な細切れ雇用にあっては、
親の年金に頼らざるをえない場面もでてくる。高
齢の親と、中年の子がともに非正規で働き、親の
年金をあわせてかろうじて生計を維持するという
事態も珍しくない。この世代は、近い将来、親の
介護という問題に直面する。非正規雇用のまま、
こうした課題を担うのは蓄えがないこともあって
至難である。
　もちろん、正規雇用のポストが得られれば安泰
というわけではない。この間の非正規雇用の増加
は、正規労働者を長時間・過重労働に追い込む圧
力となるなど、彼らの働き方にも大きな影響を及
ぼしている。使用者の裁量権が拡大し、健康に深
刻なダメージを及ぼす長時間労働を、残業手当や
深夜手当なしに強いるケースが少なくない。過労
死・過労自殺、精神障がいも増加している。精神
疾患に罹患したことによる 30 代の生活保護受給者

（傷病世帯）の増加はこうした働き方・働かせ方と

雇用と働き方の貧困化の位相雇用と働き方の貧困化の位相
伍 賀  一 道
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〈１〉 過去10年間の変化

　図表１が示すように、2005 年から 15 年までの
10 年間に「役員を除く雇用者」（労働者）は 5008
万人から 5284 万人へ、276 万人増えた。労働者
の増加は続いているが、その特徴は正規雇用が減
少する一方で、非正規雇用化とその中高齢化が同
時進行していることである。
　同期間に正規雇用は 71 万人減少したのに対し

（3375 万人→ 3304 万人）、非正規雇用は 346 万
人増加した（1634 万人→ 1980 万人）。この間の
労働者の伸び（276 万人）をはるかに超える非正
規の増加である。特に男性正規労働者の減少（－
96 万人）が顕著であるのに対し、女性正規雇用は
24 万人増加している。これは 2014 年から 15 年
までの１年間の増加（＋ 23 万人）がもたらしたも

のである。この直近１年間の変化については後述
する。

１） 部門別特徴
　過去 10 年間に労働者の産業別分布も大きく変化
した。近年の産業構造の変化が雇用のありようを
変えている。最も顕著な特徴は、「医療、福祉」部
門で労働者が 228 万人増加（508 万人→ 736 万人）
したことである。同部門では正規雇用、非正規雇
用がほぼ同程度に増えている。同部門に就労する
女性は正規、非正規雇用ともに増加したが、増加
率は非正規雇用が正規雇用を上回っている。
　「医療、福祉」に次いで雇用の伸びが大きいのは

「宿泊業、飲食サービス業」であるが（252 万人
→ 303 万人、＋ 51 万人）、正規雇用は減少し（－
７万人）、雇用増はもっぱら非正規雇用の増加によ
る（＋ 57 万人）。

深い関連がある。
　本来の労働改革はこのような雇用と働き方の貧
困を除去するものでなければならない。ところが、
安倍「労働改革」（「雇用制度改革」）のもとでこれ
に逆行する事態が進行している。「岩盤規制」によっ
て日本の雇用制度や労働市場は硬直化し、企業の
成長を阻害しているとし、雇用法制の大転換（労
働者派遣制度の改変、解雇の金銭解決制度やホワ

イトカラー・エグゼンプションの導入など）を提
起している。だが、日本の雇用と働かせ方の実態
は硬直化しているどころか、1990 年代半ば以降の
相次ぐ構造改革・規制緩和政策によって使用者に
とって十分すぎるほどに弾力化している。　
　本章では、第３章以降の個別課題の分析に先立っ
て、雇用の劣化と働き方の貧困の現状について全
体的動向を特徴づけることにしたい。

（注）		2005 年〜 10 年までの「労働力調査（詳細集計）」の原表の数値は、「労働力調査（詳細集計）」2015 年平均（速報）冊子版､ 表１の数値と異なる。「労働力調査」2012 年１
月分より、算出の基礎となるベンチマーク人口が新基準（2010 年国勢調査）に切り替えられたためである。冊子版､ 表１では時系列比較のため、補正が行われている。
資料：「労働力調査（詳細集計）」2015 年平均（速報）冊子版、表１より作成。

図表１	　雇用形態別労働者の推移

いま、雇用はどのように変化しているかいま、雇用はどのように変化しているか
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　産業全体のなかで、労働者が最も多く就業してい
る部門は依然として製造業であるが、労働者数は
過去 10 年間に 25 万人減少した（970 万人→ 945
万人）。とくに正規雇用の減少が著しく（760 万人
→ 686 万人、－ 74 万人／うち男性 48 万人、女性
26 万人の減）、逆に非正規雇用は 49 万人増加（210
万人→ 259 万人）している。生産拠点の海外移転
および相次ぐリストラによって、非正規雇用によ
る正規雇用の置き換えに歯止めがかかっていない。
トータルの労働者数の減少幅は建設業についで大
きい。
　製造業の内部の変化を知るために、時期および
数値は多少ずれるが「就業構造基本調査」（2002 年、
12 年）を見よう。02 年から 12 年までに製造業労
働者は 73 万人減少した（1046 万人→ 973 万人）。
ここでも正規雇用 83 万人の減少（800 万人→ 717
万人）に対し、非正規雇用は 10 万人増加（246 万
人→ 256 万人）している。労働者の減少が著しい
のは電気機械器具製造業で 10 年間に 34 万人減っ
た（84 万人→ 50 万人／正規 28 万人、非正規５万
人の減）。これに続くのが繊維工業および窯業・土
石製品製造業で、それぞれ 19 万人（59 万人→ 39
万人）、10 万人（39 万人→ 29 万人）の減である。
他方、電機とは対照的に輸送用機械部門は５万人
増加している（103 万人→ 108 万人）。非正規雇
用の増加数（15 万人→ 19 万人）が正規の増加（88
万人→ 89 万人）を上回っている。
　過去 10 年間の労働者数の減少という面では建設
業が最も顕著で、その数 41 万人に上っている。そ
の減少分のほとんどを正規雇用が占めている（－
40 万人）。この背景には公共事業の減少がある。
ただし、安倍政権下の３年間に限れば、建設業の
労働者は 17 万人増加している（正規 13 万人、非
正規３万人）。これは、アベノミクスの「第２の矢」

（公共投資）および東京五輪関連工事、震災復興事
業などが関わっている。
　卸売業、小売業は製造業についで多くの労働者
が就労している（897 万人）。その人数は 10 年間
でほとんど変化が見られないなかで、非正規雇用
による正規雇用の代替が進んでいる（正規 42 万人
の減、非正規 41 万人の増）。

２） 男女別変化
　雇用の変化は男女によっても異なる。2005 年か

ら 15 年までの 10 年間に男性正規雇用は 96 万人
減少したのに対し、女性は 24 万人増加しており、
対照的である。ただし、2010 年から 14 年までは
女性正規雇用は男性と同じく減少を続けたが、14
年から 15 年にかけて一挙に 23 万人増加している

（図表１）。
　女性労働のこの変化は、先に触れた「医療、福祉」
部門従事者の増加と関連している。上記の 10 年間
に同部門の女性労働者は 167 万人、うち正規雇用
64 万人、非正規雇用は実に 103 万人増えた（「医
療、福祉」の女性非正規雇用比率は、05 年 36.0％
→ 10 年 40.2％→ 15 年 43.5％）。
　女性労働者の変化は短時間就労の正規雇用の増
加でもある。とりわけ、2010 年から 14 年にかけて、
女子正規労働者が減少するなかで、週 35 時間未満
の短時間正規労働者の割合が増大し、正規雇用の
２割近くに接近した。限定正社員の拡大と符合す
る面がある２。

〈２〉 安倍政権下の変化

１） 「雇用絶好調」？
　次に第２次安倍政権下（2012 年→ 15 年）の変
化を見よう（図表１）。この３年間で正規雇用（男
女計）が 36 万人減少したのに対し、非正規雇用は
167 万人増加した。男女による違いが顕著で、男
性正規雇用の減少（－ 39 万人）に対し、女性はわ
ずかであるが増加している（＋１万人）。非正規雇
用の増加は男女共通であるが、女性（＋ 98 万人）
が男性（＋ 68 万人）を上回っている。
　ただし、14 年から 15 年までの１年間に限って
言えば、男女を合わせた正規雇用の増加数（＋ 26
万人）が非正規雇用（＋ 18 万人）を上回った。正
規雇用 26 万人増のうち、女性が 23 万人を占めて
いる。「日本経済新聞」（2016 年２月 17 日付）は

「正社員８年ぶり増」という見出しを掲げて、企業
の雇用方針の転換に注目している。
　では、その実態はどうか。データをより詳細に
見ると、対前年比のみで議論することの誤りに気
づく。図表１のとおり、2005 年以降の動向につい
て言えば、正規雇用は 2007 年をピークに 14 年ま
で減少を続けている。05 年と対比すれば実に 100
万人近い減少であった。それが 14 年から 15 年に
かけて増加に転じたのであって、15 年の正規労働
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　次に、女性を見よう（図表３）。15 ～ 54 歳層に
ついては男性と同じく、非正規から正規への転職

（18 万人）が、正規から非正規への転職（14 万人）
を上回り、55 歳以上については、正規から非正規
への転職（４万人）が、非正規から正規への転職

（１万人）を上回る。だが、全年齢では男性とは逆に、
非正規から正規への転職（19 万人）が、正規から
非正規への転職（17 万人）を２万人上回っている。
女性の雇用に変化の兆しがうかがえる。
　過去１年間の女性正規雇用の増加（23 万人）に
ついて、非正規から正規への転換による増加分

（２万人）との差（21 万人）は、新規就業者（1 年
以上前に離職した者を含む）の増加分と考えられ
る。上記の「日本経済新聞」（2016 年２月 17 日
付）は、「人手不足感が強い流通やサービスなどの
業種ではパートやアルバイトの正社員化も進んで
いる」、あるいは「子育て中の女性なども働きやす
いように、職種や勤務地を絞る限定正社員の採用
も進む」としているが、14 年から 15 年までの 1
年間に、「卸売業、小売業」の女性正規雇用は５万
人減少している。増加が顕著なのはやはり「医療、
福祉」（16 万人）である。これに「教育、学習支援業」

（５万人）が続いている。

３） 焦点となる医療・福祉部門
　以上のごとく、過去 10 年および直近の雇用、特
に女性雇用の変化の鍵を握るのが医療・福祉部門
の動向である。「労働力調査」では医療・福祉部門
で生じた変化について詳細に把握できないため、

「就業構造基本調査」（2007 年、12 年）を用いて
より細かく見ることにしよう。
　図表４は、医療・福祉部門に就労する女性労働
者の産業小分類と職業分類をクロスして示してい
る。2007 年から 12 年にかけて、医師、看護師、
臨床検査技師などの保健医療従事者は正規、非正
規雇用ともに減少しているのに対し、サービス職
業従事者の増加が著しい（正規雇用 27.1 万人増、
非正規 41.9 万人増）。その大半を介護サービス従
事者が占めており３、ここでは正規雇用を非正規雇
用が上回っている。ただし、この５年間に女性正
規雇用は全体で 23 万人減少しているなかで（1053
万人→ 1030 万人）、医療・福祉部門の正規雇用サー
ビス職 27.1 万人の増加は特筆すべき変化である。
　確かに、医療・福祉部門は、他部門に比べ女性

者数は 12 年を下回ったままである。
　とはいえ、この１年間に女性を中心とする正規
雇用の増加がどのようにして生じたかを明らかに
することは必要であろう。果たしてこれは「雇用
絶好調」（「日本経済新聞」2016 年２月 22 日付）
と呼べるものであろうか。

２） 雇用形態間の移動
　そこで、2014 年から 15 年までの雇用形態間の
移動に注目しよう。男性についてはどうだったか。
図表２のとおり、15 ～ 54 歳層は、非正規から正
規への転職（13 万人）が、正規から非正規への転
職（11 万人）を上回る。55 歳以上は、逆に正規
から非正規への転職（12 万人）が、非正規から正
規への転職（2 万人）を上回っている。この結果、
全年齢では正規から非正規への転職者（24 万人）
の方が、非正規から正規への転職者（15 万人）よ
りも多い。

資料：図表２に同じ。

資料：「労働力調査（詳細集計）」2015 年平均、Ⅱ -7 表より作成。

図表２　正規・非正規雇用間の労働移動（男性）　　　　
（2014年→ 15年、１年間の転職者）

図表３　正規・非正規雇用間の労働移動（女性）　　　　
（2014年→ 15年、１年間の転職者）
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正規雇用が多い分野である。全
産業で見ると、女性の非正規雇
用比率は 57.5％であるが（「就業
構造基本調査」2012 年）、同部
門は 43.8％に留まっている。介
護職に限っても同比率は 55.3％
である。留意すべきは、介護サー
ビス職の労働条件である。「人手
が足りない」、「仕事内容のわりに
賃金が低い」、「有給休暇が取り
にくい」という不満が多く（2014
年度「介護労働実態調査」）、「働
きがいがある」と思い、仕事に
ついた労働者の少なくない人た
ちが長く続けられず職場を去っ
ている。
　この分野を公的セクターによ
る運営から営利領域に転換し、
さらに社会保障財政を切りつめ
るため介護報酬を削減するなら
ば、非正規化に拍車がかかり、
人手不足はより深刻化するだろ
う。これまで正規雇用が多数を
占めている社会福祉専門職につ
いても同様の状況に転ずるので
はないか。これらの詳細につい
ては第６章にゆずりたい。
　以上のような雇用動向の変化
を踏まえて、正規雇用、非正規
雇用、それぞれの変容の中身お
よび働き方・働かせ方の変化に
立ち入って考察をすすめよう。

図表４　医療・福祉部門の産業・職業・雇用形態別構成
（2007年→ 12年）　女性

（注 1）	保健医療従事者：	医師、看護師、その他の保健医療従事者	
（注 2）	医療・福祉部門のサービス職業従事者の多くは介護職である。2012 年調査より「介護サービス職業従事者」
の職業分類が設けられた。	 	 	 	 	 	
資料：2007 年：「就業構造基本調査」24表、2012 年：同調査 26表より作成。

正社員の縮小・分化・流動化と無限定な働かせ方正社員の縮小・分化・流動化と無限定な働かせ方

〈１〉 長期勤続労働者の減少、転職者の増加

　1990 年代半ば以降、日本型長期雇用慣行（新
規学卒者を一括採用し、定年までの雇用を前提に、
もっぱら企業内で技能や能力を養成する方式）は
大きな変貌を遂げている。大企業はこれを修正、
その適用対象を縮小するようになったが、放棄し
たわけではない。年度によって採用数に差はある

ものの、新規学卒者の一括採用はいまなお続いて
いる。
　しかし、入社後の研修のあり方や成績主義の強
化をはじめ働かせ方は様変わりしている。経営難
に陥った企業のみならず、業績の良い企業でさえ
も早い段階から正社員の選別や入れ替えを強行す
るようになった。ＩＢＭのロックアウト解雇をは
じめ、「追い出し部屋」や人材ビジネス業者を活用
したリストラ促進など、労働保護法制に反する手
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法を多用してきた。
　こうした結果、新規学卒時に入社した企業に働
き続ける「標準労働者」が全労働者に占める比率は、
大企業男性についても 30 代で急激に低下している
４。もちろん自ら転職する若者も少なからずいるが、
その一方で働き続けることが不可能な働かせ方を
強いられたため、精神疾患に罹患し早期退職に追
い込まれる労働者が若年層にも広がっている。
　労働力の入れ替えが進んだ結果、入職者に占め
る転職者の比率は中小企業のみならず大企業にお
いても増加し、新規学卒者を上回るまでになった。
厚生労働省「雇用動向調査」によれば、2013 年の
1000 人以上規模の大企業における「一般労働者」
５の入職者（120 万 7000 人）のなかで新規学卒者
は 31 万 1000 人（25.7％）だったが、転職入職者
は 73 万人（60.4％）、このうち雇用期間の定めの
ない転職入職者は 38 万 9000 人（32.2％）である。
今日では一般に考えられている以上に、転職入職
する労働者の比率が増している。中小企業労働者
はもとより、大企業労働者についても「岩盤規制」
によって労働移動が妨げられているどころか、雇
用流動化が急速に進んでいる。

〈２〉 分化する正社員、無限定な働き方・ 
働かせ方

　正社員の縮小、分化、流動化は、無限定な働き方・
働かせ方を加速し、正社員にとどまるための要件
をより厳しくしている。上述したように、一度は
正社員についたものの、あまりの過酷さ（人間関
係上の困難やパワハラなどを含む）ゆえに離職す
る人びとが後をたたない。正社員もまた働き方の
困難を抱えている。非正規労働者の雇用不安を除
去する課題と、正規雇用の働き方をまともな状態
に改革することを一体で目指さなければならない。

１） 長時間労働は改善されているか
　日本の労働者の働きすぎが問題となって 30 年が
経過したが、はたして長時間労働は改善されてい
るだろうか。2015 年時点で、男性正規雇用（2270
万人）のうち、１か月に 280 時間を超えて働いて
いる労働者は 110 万人（4.8％）に上る（「労働力
調査（基本集計）」2015 年平均）。年間労働時間に
換算すると、実に 3360 時間を上回る。厚生労働

省の過労死認定基準をはるかに超えて働く労働者
の多さに驚かされる。
　女性の中で長時間働く人びとも珍しくない。正
規雇用のうち 44 万人は１か月 241 時間以上（年
間 2892 時間以上）働いている。200 時間以上（年
間 2400 時間以上）まで広げると 155 万人になる。
　他方、非正規雇用のなかでも長時間働く労働者
が目立つようになった。男性非正規 70 万人、女性
非正規の 41 万人（うちパートおよびアルバイト
22 万人）は年間 2400 時間以上働いている。この
なかにはダブルワークやトリプルワークも含まれ
ている。これに対し、１か月 120 時間以下就労す
る短時間労働者は、男性非正規 233 万人（非正規
634 万人の 36.8％）、女性 785 万人（同 1345 万
人のうち 58.4％）である。男性はもとより、女性
についても非正規労働者の大半が短時間就労とい
うわけではない。

２） 働き方・働かせ方の無限定性をめぐって
　ところで、近年、日本の正社員の本来的特徴と
して、「働き方・働かせ方の無限定性」を指摘する
議論がある。これは、日本の大企業正社員の特徴
を「メンバーシップ型」と捉える見解と深く関わっ
ている。大企業が新規学卒者を一括採用するにあ
たって、職務を限定せずに会社の「社員」、つまり「メ
ンバー」として採用するという特徴を有し、職務
を限定して採用する欧米諸国の方式（ジョブ型採
用）と対照的であるとする６。メンバーシップ型で
あるがゆえに、長期雇用保障と引き換えに使用者
の意のままに職務や勤務地の転換を求められ、労
働時間も著しく長い無限定な働き方を余儀なくさ
れると結論づける。職種・勤務地・労働時間を限
定するにはジョブ型雇用に転換することが不可欠
という主張もある。今日の安倍「労働改革」推進
論者もこの議論を積極的に援用することで、正社
員の二分割（無限定正社員、限定正社員）の必要
性を根拠づけようとしている。
　しかし、こうした「職務の無限定」と、「労働時
間や労働密度、あるいは居住地の移動をともなう
転勤の無限定」とは次元の異なる概念であって、
両者は一体不可分の関係にはない。とりわけ後者
は職場における労働組合の規制力の度合いと深く
関わっている。働かせ方に対する組合の関与が弱
まっているもとで、グローバル競争を背景とした
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成績主義、選別主義的雇用管理の強化は、労働者
のなかに「無限定な働き方」を自ら率先して受け
入れる態度を生み出している。「無限定か、限定か」

という問題は労使関係の視点から捉えることが不
可欠である７。

〈１〉 非正規雇用４割の時代

　図表５をもとに従業員規模別の雇用形態の変化
に注目しよう。まず、労働者の分布を規模別に見
ると、従業員数 100 人未満規模の企業に労働者全
体の４割が、100 人～ 999 人規模に３割弱、1000
人以上規模および官公部門に３割強が就労してい
る。2005 年から 15 年までの 10 年間で、正規労
働者は 100 人未満規模の小零細企業および官公部
門で減少した（それぞれ 125 万人、53 万人の減）。
これに対し 1000 人以上規模の大企業の正規雇用
はこの 10 年間に 82 万人増えている８。非正規雇
用の拡大は、とくに小零細企業の正規雇用の減少
をともなって進んでいる。

　他方、非正規雇用はこの 10 年間で 347 万人増
加したが、このうち約半数は「1000 人以上規模＋
官公部門」が占めている。非正規労働者全体のな
かで、100 人未満規模の占める比率は 49.9％から
44.1％に減少する一方、「1000 人以上規模＋官公
部門」の比率は 23.5％から 28.1％に増加した。と
りわけ、1000 人以上規模における非正規雇用比率
はこの 10 年間で 8.4 ポイント上昇した（28.3％
→ 36.7％）。100 人未満規模では、以前から非正規
比率が高いことに加え、この間にさらに上昇して
いるが、増加幅では 1000 人以上規模が大きくリー
ドしている。非正規化の進行は大企業で顕著であ
るが、非正規雇用比率は依然として 100 人未満規
模の方が大企業を上回っている。
　非正規雇用の大半がパート、アルバイトであっ

非正規雇用の「社会標準化」、その貧困非正規雇用の「社会標準化」、その貧困

（注）労働者派遣事業所の派遣社員の従業員規模は 2005 年調査では派遣元の規模、15年は派遣先の規模で回答。
資料：「労働力調査（詳細集計）」2005 年：第７表、2015 年：同、第Ⅱ－ 1より作成。

図表５　従業員規模別・雇用形態別労働者の推移（2005年→ 2015年）



- 44 - 

報告書「現代日本の労働と貧困―その現状・原因・対抗策」

た 1980 年代は、その多くは小零細規模企業に集
中していた９。今日でもパート、アルバイトに限れ
ば、ほぼ半数は 100 人未満規模で働いている。一
方、派遣労働者は、労働者派遣法制定当時（1985
年）、もっぱら大企業のオフィスで活用されていた
が、いまでは小零細企業でも派遣労働者を利用す
るようになった。非正規雇用は、パート、アルバ
イト、契約社員、派遣労働者、嘱託など多様な形
態をとりつつ増加し、これらを利用する事業所の
割合は全事業所の８割に達している（厚生労働省

「就業形態の多様化に関する総合実態調査」2014
年）。今や非正規雇用の利用は言わば「社会標準」

（“ あたりまえ ” の状態）になっている。

〈２〉 中高齢化する非正規雇用

　次に、2005 年から 15 年までの年齢別の雇用形
態の変化に注目しよう（図表６、図表７）。
　まず目を引くのは、「役員を除く雇用者」（労働者）

が男女ともに、15 ～ 34 歳の若年層で大幅に減少
していることである。特に男性の減少が顕著で、
その数は 200 万人を超えている。これに対し、35
歳～ 54 歳の中年層では男性 112 万人、女性 197
万人が増加、55 歳以上層でも男性 126 万人、女性
166 万人増加している。若年労働力の減少と対照
的に労働者の中高齢化が進行している。
　15 ～ 24 歳の男性は、この 10 年間で正規雇用、
非正規雇用ともに減少したが、25 ～ 34 歳では正
規雇用が 175 万人減少したのに対し、非正規雇用
は微減にとどまっている。この年齢層全体の減少
とともに、学卒時に正規雇用につけないまま非正
規に滞留する若者が依然多いことを示している（非
正規雇用率は 12.9％から 16.6％へ、3.7 ポイント
上昇）。35 ～ 44 歳層は正規、非正規ともに増えて
いるが、非正規雇用率は 10 年間で上昇している。
　 非 正 規 雇 用 の 主 役 は 依 然 と し て 中 年 女 性 で

（2015 年、35 ～ 54 歳層 650 万人）、非正規雇用
全体（1980 万人）の３分の１を占めている。と

はいえ、近年、特に目立つ
のは高齢男性の非正規化
の進行である。2005 年か
ら 15 年 に か け て、55 ～
64 歳 お よ び 65 歳 以 上 層
で、非正規雇用比率はそれ
ぞれ 4.6 ポイント（26.9％
→ 31.5 ％）、6.1 ポ イ ン ト

（65.7％→ 71.8％）上昇し
た。この間に男性の非正規
労働者は全体で 127 万人増
加したが（507 万人→ 634
万人）、この内訳は 65 歳以
上が 81 万人を占め、55 ～
64 歳の 28 万人、35 ～ 44
歳 26 万人がこれに続いて
いる。少子高齢化を背景に
男性非正規雇用の主役は若
年層から高齢層にシフトし
つつある。
　65 歳以上の高齢者のな
かで非正規雇用が増えたの
は、「自分の都合のよい時
間に働きたいから」、「専門
的技能をいかせるから」と

資料：「労働力調査（詳細集計）」（2014 年）長期時系列表 10および同（2015 年）長期時系列表第２表より作成。　

資料：図表６に同じ。

図表６　雇用形態別・年齢別の男性労働者（2005年→ 15年）		

図表７　雇用形態別・年齢別の女性労働者（2005年→ 15年）	
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いう理由だけではない。３割近い人が「家計の補助・
学費等を得たいから」および「正規雇用の仕事が
ないから」という理由をあげている。年金だけで
は生活が成り立たない高齢者が増加していること
を反映している。この中には、冒頭で触れたように、
親子そろって非正規で働き、年金収入と合わせて
ようやく家計を維持する人たちも含まれている 10。

〈３〉 非正規雇用の所得

　日本では正規・非正規雇用間の均等待遇原則が
欠如しているため、非正規雇用の増加は低所得層
の拡大を意味する。図表８・９・10 が示すよう
に、年収 200 万円に満たない人びとが労働者全体

の３分の１あまり（女性労働者の 56.0％、男性で
は 17.1％）、非正規雇用の中では４分の３を占めて
いる。これは、就労時間あるいは就労期間が短い
という理由だけではない。時間あたり賃金が低い
ことが主たる要因である。このため長時間働いて
も 200 万円に満たない非正規労働者も少なくない。
2015 年で見ると、非正規雇用 1980 万人のうち
226 万人がフルタイムなみに月 181 時間以上働い
ているが、うち 91 万人（40.3％）は年収 200 万
円に満たない（「労働力調査（詳細集計）」2015 年
平均、第Ⅱ - ９表）。時間あたり賃金が 1000 円に
達しない労働者が短時間・非正規雇用の６割以上
11 を占める日本ではこうした状況にならざるをえ
ない。
　ただし、同じく非正規雇用のなかでも男女で違
いがあり、女性では 200 万円未満（低所得層Ⅰ）
が８割を超えているが 12、男性では 55.8％である。
200 万～ 399 万円層（低所得層Ⅱ）に該当する労
働者が男性非正規の３割を超えるのに対し、女性
は 14.0％にとどまっている。非正規雇用のなかに
も男女間の賃金格差があるうえに、男性では女性
より長時間働く人も多い。
　他方、正規労働者のなかにも低所得層が少なか
らず存在していることに留意したい。図表８が示
すように、正規雇用全体（3304 万人）の 11.0％（363
万人）が 200 万円未満のワーキングプア層（低所
得層Ⅰ）に、38.7％が 200 万～ 399 万円（低所得
層Ⅱ）に属している。このなかには年齢や勤続年
数に伴って中位層、さらには上位層に移動する者
もいるが、そうした賃金カーブを描かない女性正
規雇用の多くはこの階層に留まることになる。そ
のため、女性正規労働者の 21.5％が低所得層Ⅰに、
48.4％が低所得層Ⅱに属する。両者を合わせると
７割に上っている（図表 10）。
　非正規雇用はもとより正規雇用にも低所得層が
広がっている現状は、日本全体の実質賃金の低下・
抑制および家計消費支出の停滞に直結せざるをえ
ない。これはまた、日本経済のデフレからの脱却
を困難にしている。

資料：「労働力調査（詳細集計）」2015 年平均速報冊子版 -第 3表より作成。		

図表８　雇用形態別・仕事からの収入階層（男女計）

資料：図表８に同じ。	 	

図表９　雇用形態別・仕事からの収入階層（男性）

資料：図表８に同じ。	 	

図表 10　雇用形態別・仕事からの収入階層（女性）
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　以上のような雇用と働き方をめぐる貧困（諸困
難）をもたらした背景と要因は、序章および第１
章で明らかにされているとおり、グローバル資本
を主軸とする資本蓄積のあり方と、それを全面的
に支えてきた自公政権の新自由主義的政策にある。
女性雇用政策、労働時間、賃金、介護・福祉労働、
地域および生活の貧困化など、具体的項目にそっ
た詳細な分析は第３章以下で行われるので、ここ
では、安倍「労働改革」のうち、雇用にかかわる
点に限定して言及したい。

〈１〉 アベノミクスで雇用情勢は　　　
改善していない

１） 有効求人倍率改善の実像
　安倍政権は、アベノミクスによって雇用状況が
大幅に改善したとさかんに宣伝している。確かに、
2016 年春の高校、大学の新規学卒者の就職内定状
況は好調で、また同年４月の有効求人倍率（パー
トを含む）は 1.34 倍にまで上昇した。ただし、正
社員の有効求人倍率に限定すれば 0.85 倍と１倍を
下回ったままである。有効求人倍率の改善はもっ
ぱら介護サービス職や販売職など非正規雇用に対
する需要がリードしている。ただし、正社員につ
いても 2012 年当時の有効求人倍率が 0.48 倍だっ
たことを考えれば、改善基調にあるように見受け
られる。問題はその中身である。
　正社員の有効求人数について、2012 年（月次平
均）と 15 年（同）を比較すると、83 万 6171 人
から 100 万 1554 人に増えているのに対し、就職
件数は逆に７万 6634 件から６万 9314 件に減少傾
向にある（厚生労働省「職業安定業務統計」）。こ
の背景には、職種をめぐる求人・求職間のミスマッ
チと同時に、正社員の求人条件がかつてより厳し
くなっていることを見なければならない。求人票
に「正社員」と記載されていても、実際には「月
給 20 万円（固定残業代を含む）、定期昇給なし、ボー
ナスなし」というケースがある。また、見かけ上
は賃金総額が多いものの、長時間残業のため多額
の不払い残業が日常化している事例も少なくない。
まともな生活ができないような求人条件であれば、

いくら「正社員」募集であっても求職者が受け入
れることは容易ではない。
　今の日本の労働市場は、「売り手市場」と言われ
る新規学卒者の好調な就職状況の一方で、学卒時
に正社員につけなかった若者で非正規雇用に滞留
する層や、非正規雇用として働き続けなければな
らない高齢者が併存する状況にある 13。中年の女
性パートが非正規雇用の多数派を占めていること
には依然変わりない。

２） 非正規雇用・半失業の増加による実質賃金の
低下・抑制

　表は省略するが、近年の完全失業率は 2010 年
以降改善し、完全失業者も減少しているにもかか
わらず、実質賃金指数は低下し続けており、両者
は逆方向に動いている。他方、非正規雇用比率の
指数と実質賃金指数の推移を見ると、逆比例（反
比例）の関係にある。つまり完全失業率が改善し
ても実質賃金の上昇には結びつかず、非正規雇用
の増加が実質賃金の上昇を抑制していることを示
している。
　小泉政権以降、新自由主義的労働政策と人材ビ
ジネスの積極的活用によって、顕在的失業者を非
正規雇用に誘導することで、完全失業率を引き下
げる政策を積極的に採用してきた。しかも正規・
非正規間の均等待遇原則が欠如しているもとでは、
こうした傾向が顕著に現れるのは当然と言えよう。
完全失業率の低下や、有効求人倍率の上昇だけを
取り上げて、雇用情勢の好転を結論づけることは
できない。日本ではとりわけ非正規雇用と深く関
わる半失業問題が重要な意味を持っている 14。

３） 膨らむ半失業
　ＥＵ諸国と比較した日本の雇用と貧困問題の特
徴は、顕在的失業率（完全失業率）が低いにもか
かわらず、相対的貧困率が高いことである。この
背景には、日本では失業時の生活保障が脆弱なこ
とに加え、生活保護に対するスティグマ（恥辱意
識）が根強く、さらに近年「自立支援」を迫る政
策が力を増しているため、顕在的失業者（「完全失
業者」）にとどまる余地が限られていること、およ

安倍「労働改革」が加速する雇用と働き方の貧困と対抗軸安倍「労働改革」が加速する雇用と働き方の貧困と対抗軸
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び大企業が率先して雇用の弾力化戦略を強めると
ともに、リストラによって増加する失業者を非正
規雇用に誘導する新自由主義的雇用政策が強く働
いていることがある。つまり、顕在的失業率が相
対的に低いかわりに、非正規雇用が分厚く存在し
ており、非正規雇用比率も高い。それゆえ、非正
規雇用は失業問題と密接に関わっている。同時に、
非正規雇用の大半が低所得のため、その増加は貧
困問題と不可分の関係にある。
　非正規雇用のなかには、「雇用期間の定めのない
正社員に変わりたい」、「せめてもう少し賃金の高
い、あるいはハラスメントなどストレスの少ない
職場に変わりたい」と望み、実際に転職活動をし
ている人たちも少なくない。2015 年時点で、非正
規雇用 1980 万人のなかで転職希望者は 450 万人

（22.7％）、このうち実際に求職活動をしている人
は 168 万人である。このように、不安定かつ低賃
金の非正規職に従事しつつ、よりマシな仕事への
転換を求めている人びとは、就業者であっても同
時に失業の契機をかかえており、半失業状態にあ
ると考えてよかろう。
　半失業の労働者は就業者の中に混在しているた
め、外見からはすぐに見分けることができず、統
計を用いてその人数を把握することは容易ではな
い。さしあたり正規職への転職を希望している非
正規雇用の多くは半失業と見てよかろう。政府統
計をもとに試算すると（図表 11）、半失業は 2010
年 390 万人、14 年には 500 万人を超える。半失
業に、顕在的失業（完全失業者）および潜在的失
業（非労働力人口のうち、「適当な仕事がありそう
にない」という理由で求職活動をしていない就業
希望者）を加えると、2014 年時点で 800 万人か

ら 900 万人近くになる。労働力人口に占める割合
は 12 ～ 13％に上る。完全失業率だけで労働市場
の状況を判断することは事態を見誤ることになろ
う。
　失業時の生活保障制度や、職業訓練・能力開発
制度が整備されているならば、失業したとしても
追い立てられるように、不本意な仕事に就かざる
を得ないという状況は改善され、半失業者も縮小
するであろう。非正規雇用・半失業状態に追いや
ることで失業問題を覆い隠すのではなく、失業者
対策を講じることが肝心である。顕在的失業者と
なるよりも、どんなに劣悪な条件であっても仕事
がある方がマシという発想は、ブラック企業が栄
える基盤となる。
　ブラック企業、ブラックバイトが社会問題化し、
政府もその対策に乗り出すようになったが、問題
の根源にまで立ち入ってメスを入れなければ事態
の抜本的改善にはならない。以下で検討する雇用
流動化に重点を移した安倍政権の雇用政策は、非
正規雇用や半失業を増加させ、ブラック企業を蔓
延させるおそれをはらんでいる。

〈２〉 雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換

　第１章が明らかにしているとおり、日本の巨大
企業はグローバル資本としての性格を強めている。
国内の産業構造の変化にともなって雇用構造を資
本の思い通りに転換できるように、より一層の弾
力化を求めている。安倍「労働改革」は、こうし
たグローバル資本の求めに積極的に応えようとし
てきた。「世界で一番、企業が活動しやすい国」へ

（注）2003 年、07 年、10年、14年を表示したのは、これらの年に厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」が実施されていることによる。
資料：A、D、E、F、I は「労働力調査」（詳細集計、年平均）による。ただし、Ｂは厚生労働省の上記調査による。

図表 11　　半失業・顕在的失業・潜在的失業（試算）	 	 	
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の転換をめざすという安倍首相の政策運営の基本
原理はこのことを端的に示している。この基本原
理を労働分野で具体化することが安倍「労働改革」
の目的である。一連の政策を進める際の常套句が

「働き方の多様化の実現」である。あたかも労働
者にとって働き方の選択肢が広がるという装いを
とっているが、実際には「働かせ方の多様化、弾
力化」であって、利益を得るのはもっぱら企業（使
用者）である。以下、主要な項目を見よう。

１） 人材ビジネスを活用した雇用流動化
　安倍「労働改革」の第１の柱は、人材ビジネス
を活用した雇用流動化である。日本型長期雇用慣
行の転換、大幅な縮小をはかるため、雇用維持型
を基本とする企業支援を改め、雇用流動化推進策
への切り換えを進めている。その具体的措置が雇
用保険制度の「雇用調整助成金」にかわる「労働
移動支援助成金」の抜本的拡充である。この流動
化促進の中心的役割を担うものと位置づけられて
いるのが「人材ビジネス」である。
　すでに明らかにされているように、この施策の
内容は、人材ビジネスを活用してリストラを推進
し、労働者の追い出しと再配置をすすめる企業に
対して助成金を支給するというものである。当初、
労働移動支援助成金の支給対象は中小企業に限定、
リストラした労働者が再就職できた場合にのみ支
給していたが、この対象を大企業にまで広げ、し
かも支給時期を人材ビジネス業者に再就職支援を
委託した時点と、再就職実現時の２段階とし、リ
ストラ対象労働者の訓練のために人材ビジネスを
活用した場合の助成措置を新たに設けるように拡
大した。この結果、人材ビジネス業者は自らの利
益を求めて、ユーザー企業に対しリストラと労働
者の再配置を促進し、現職者の雇用不安を加速し
ている 15。

２） 解雇の金銭解決制度について
　規制改革会議の第３次答申（2015 年６月）を受
けて、解雇の金銭解決制度の導入に関する議論が
厚生労働省の検討会で行われている。この制度は、
裁判所が「不当解雇」と認めた場合でも、使用者
が当該労働者に一定額の金銭を支払えば解雇自体
は有効とするもので、言わば解雇権を金銭取引の
対象とすることを意味する。

　現在、裁判で不当解雇と認定されたケースでも、
被解雇者が職場復帰することはまれで、多くが金
銭支払いによって退職している実態があること、
およびこの制度導入によって企業の採用に対する
懸念が払拭され、雇用拡大が期待されることなど
が制度化の根拠とされている。だが、金銭解決制
度によって、無期労働契約の雇用保護の実質は著
しく低下し、不当解雇を誘発するリスクも大きい。
長期雇用であるがゆえに発揮される労働意欲がそ
がれることは、企業サイドに立ったとしてもマイ
ナスではなかろうか。

〈３〉 派遣労働の拡大
─新派遣法は何をもたらすか

　人材ビジネスを活用した雇用流動化の第２の柱
が派遣労働の拡大である。2015 年９月に派遣労働
者の強い反対を押し切って、安倍政権が成立を強
行した派遣法改正（新派遣法の制定）はこれまで
の派遣制度を大転換する措置である。新派遣法は、

「26 業務」および「それ以外の業務」という、従
来の派遣にかかわる業務区分を撤廃し、派遣労働
者と派遣元との労働契約が有期契約か無期契約か
の相違によって派遣の規制内容を区別する。
　無期契約の派遣労働者については同一派遣先に
期間制限なしに派遣可能であるが、有期契約の派
遣労働者の場合、従来の 26 業務でも同一派遣先の
同一組織での就労は最長３年に限られる。ただし、
同一派遣先企業であっても部署が変われば新規派
遣の扱いとなるため、実際には職場を変更するこ
とで３年を超えて就労させることも可能である。
いずれにせよ、派遣先は、少なくとも派遣労働者
を入れ替えさえすれば永続的に派遣労働のシステ
ムを使い続けることができる。これが新派遣法の
最大のポイントである。
　派遣労働のシステムでは派遣先は労働者を出し
入れ自由な状態で使用できる。新派遣法によって、
派遣先はこうしたシステムを利用できる期間制限
からも解放される。他方、派遣労働者から見れば、
３年ごとに仕事を失うリスクを負わされる。とく
に 40 代、50 代の人たちにとって、年齢差別のた
め次の派遣先をみつける可能性は限られる。幸い
別の派遣先に就けたとしても一から仕事を覚え、
職場のなかで新たに人間関係を築かなければなら
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ない。もちろん派遣契約次第で３年より以前に職
場を追われることもあるだろう。これまで 26 業務
であれば、ともかくも派遣労働者として長期就労
を期待できたが、今後は派遣元と無期の労働契約
を結んでいない限り、それすらも奪われることに
なる 16。

〈４〉 資本主導の雇用流動化策への対抗

　本章で明らかにしたように、日本型長期雇用慣
行は大幅に修正され、大企業正社員であってもか
つてのような雇用保障を期待できなくなった。非
正規雇用の多くは有期契約労働者であり、期間の
長短はあるが、契約終了や契約不更新により仕事
を失うリスクと不安を抱えている。労働者の主体
的意思によって勤務先を変わることは当然保障さ
れるべきであるが、自らの意思に反して、不当に
職場を追われるような状況（リストラ、退職強要、
不当配転など）は防止しなければならない。
　第１に、人材ビジネスを活用したリストラ促進
策や、解雇の金銭解決制度の導入など、解雇促進
政策に対する反対運動を強めなければならない。
とりわけ、電機産業の大リストラに対する闘いが
急務となっている。東芝は粉飾決算による経営危
機を理由に、2015 年末に１万 6000 人もの人員削
減方針および青梅工場の閉鎖、医療機器部門の売
却などを示している。シャープは 2012 年に続いて、
15 年夏に 3500 人の希望退職を募集した。この３
年間で国内従業員の削減は 6000 人を超えた。さ
らにホンハイ（鴻海）工業への吸収合併によって
新たなリストラも懸念されている。これまでの「合
理化」反対運動の教訓を踏まえた闘いの構築が求
められている。
　第２に、非正規労働者の多数に関わる有期雇用
のリスクを縮小する課題がある。本来、労働契約
は無期契約が原則である。有期契約を何回も繰り
返すことで、労働者をいつでも雇止め可能な状態
にとどめておくことを容認すべきではない。前述
のとおり、新派遣法によって派遣労働者は長くて
も３年ごとに職を失うことになり（派遣元との有
期労働契約の場合）、これまで以上にリスクを負わ
される。また、2012 年に成立した改正労働契約法
は有期契約労働者の保護に向け積極的措置を設け
たが、無期転換の権利が発生する通算５年に達す

る前に雇止めにする労働契約を押しつけられるな
どの問題点を抱えている。派遣法、労働契約法と
もに、労働者保護を基本にした改正が急がれる。
　第３に、労働者の主体的意思で労働移動が可能
となるよう条件を整備する課題がある。具体的に
は公的職業訓練制度の充実である。従来の日本的
雇用慣行では仕事に必要な技能はもっぱら企業内
で養成されてきたため、一部の専門職を除いて公
的職業資格は必要なく、公的職業訓練制度も十分
整備されてこなかった。OJT など企業内教育が中
心である限り、公的職業教育に対する社会的要請
も多くはなかった。今後、内需主導型への産業構
造の転換を展望する際には労働移動も不可避とな
るだろう。労働権保障の観点からも、新産業部門
で必要な技能獲得に向けた条件整備が不可欠であ
る。
　とりわけ、低技能のまま、非正規雇用に滞留す
る労働者にとって、ビジネスマナー、パソコン操作、
自動車運転免許など通常の職で求められる基本的
技能を獲得することは、よりマシな仕事につくた
めに必須の課題である。同時に、こうした職業訓
練を受講する期間の生活保障措置をあわせて講じ
なければ、その日の収入がなければ暮らしていけ
ない非正規労働者にとっては職業訓練を受けるこ
とは不可能である。
　なお、労働移動促進の手段としてジョブカード
制度の活用が推進されている。この問題点および
対応については別稿を参照されたい 17。
　第４に、失業期間中の生活保障の課題は、失業
者をブラック企業に追いやらないためにも不可欠
である。①自営業をやめた人や学卒未就業者のよ
うに雇用保険に加入できない人、失業給付が終了
しても職につけない人などで生活保護基準以下の
生活を余儀なくされている人、②失業給付の受給
者および追加就業先を探している求職者で、求職
者個人の収入が生活保護基準を下回る人を対象に、
ハローワークにおいて生活保護の生活扶助に準じ
た給付を行いつつ、就職支援を実施する「求職者
保障制度」を創設することが求められる 18。
　第５に、人間の尊厳にふさわしい働き方が可能
な雇用機会を創り出すには労働時間の抜本的短縮
が欠かせない。雇用保障は労働時間短縮と一体と
なってこそ実現できる。たとえば、2014 年の「労
働力調査」および「賃金構造基本統計調査」をも
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とに計算すると、正規労働者の全国平均の年間実
労働時間は 2242 時間、残業代を含む支払労働時間
2136 時間、その差 106 時間は不払い残業時間（サー
ビス残業）である。正規労働者総数（3278 万人）
を掛け合わせれば、年間不払残業時間の合計は 34
億 7468 万時間になる。それゆえ、この不払い残
業を解消するだけで 163 万人分の雇用を創出でき
る 19。さらに、正規労働者の年間実残業時間（274
時間）を半分に減らせば、雇用創出効果は 213 万

人に増える 20。
　人工知能（ＡＩ）、人型ロボットの職場への導入
によって、2030 年頃には相当数の職種がロボット
に置き換えられるとの予測も登場している折、い
まこそ労働時間の抜本的短縮に取り組むべきであ
る。「人手不足」現象は一夜にして「人あまりの時代」
に転換することを見ておくべきであろう。

（ごか　かずみち・常任理事・金沢大学名誉教授）

【注釈】   

１　森岡孝二『雇用身分社会』岩波新書、2015 年、参照。

２　ただし、「労働力調査」の短時間労働者のなかには育児にともなう労働時間短縮なども含まれる。

３　職業分類では、社会福祉士やケアマネジャーは専門的職業従事者に、介護福祉士やヘルパーはサービス職業従事者に区分されて
いる。

４　従業員数 1000 人以上企業・大卒男性の 35 ～ 39 歳層について、標準労働者が一般労働者（常用労働者のうち短時間労働者以外の
労働者）に占める比率は、1998 年当時は 55.7％だったが、2003 年 52.7％、08 年 47.9％、13 年 32.2％と低下している（「賃金構
造基本統計調査」より算出）。

５　「一般労働者」とは「常用労働者」（①期間を定めずに雇われている者、②１か月を超える期間を定めて雇われている者、③１か
月以内の期間を定めて雇われている者又は日々雇われている者で、前２か月にそれぞれ 18 日以上雇われた者）のうち、パートタ
イム労働者（常用労働者のうち、１日の所定労働時間がその事業所の一般の労働者より短い者、又はその事業所の一般の労働者
と１日の所定労働時間が同じでも１週の所定労働日数が少ない者）以外の者を言う。

６　濱口桂一郎『若者と労働―「入社」の仕組みから解きほぐす』中央公論社、2013 年、参照。

７　拙著『「非正規大国」日本の雇用と労働』新日本出版社、2014 年、第４章、参照。

８　ただし、この変動には、郵政民営化にともなう「官公部門から 1000 人以上規模への移動」が含まれている。「1000 人以上規模＋
官公部門」を見ると、正規雇用の増加は 29 万人である。

９　1987 年当時、パート（男女計 468 万人）の 65.9％は従業員規模 100 人未満の小企業で働いていた。100 ～ 999 人規模に 20.4％、
1000 人以上規模の大企業のパートは 10.3％にとどまる（「就業構造基本調査」1987 年）。

10　この項は、伍賀一道・脇田滋・森﨑巌編著『劣化する雇用』（旬報社、2016 年）Ⅰ章を参照した。

11　「賃金構造基本統計調査」（2015 年）によれば、正社員・正職員以外の短時間労働者のなかで、１時間当たり賃金が 1000 円未満
の階層は 62.1％を占めている。

12　このなかには税制上の理由から自ら就労時間や日数を調整する人びとも含まれている。

13　リーマンショック前の「戦後最長の好況期」（2002 年～ 07 年）と言われた時期にも今日と似た状況が見られた。ワーキングプア
や日雇い派遣（ネットカフェ難民）が社会問題化する一方で、新規学卒者に対する求人難がさかんに取りざたされていた。たとえば、
NHK クローズアップ現代は 2006 年 10 月に「過熱する新卒採用」（10 月 30 日）と「正社員に！氷河期世代の叫び」（10 月 31 日）
を二夜連続で報道した。

14　１）および２）は、伍賀・脇田・森﨑編、前掲書 Ⅰ章を参照した。

15　前掲拙著、第８章参照。なお、「朝日新聞」（2016 年２月 22 日付）が取り上げた王子製紙とテンプ HD の事例によれば、人材ビジ
ネス会社のテンプは、王子製紙に対し、退職させたい社員の退職勧奨の仕方を教えるとともに、再就職の支援を担うことで、結
果として助成金の一部をテンプが取得している。「事業効率化を考えている企業に、人材会社が人員削減の手法を提案。上司が部
下に退職を促す方法などを無料でアドバイスする。退職者の再就職支援は、同じ人材会社が引き受け、助成金が流れているという。」
同紙によれば、こうした状況を受けて、厚生労働省は労働移動支援助成金の支給方針について軌道修正を図るという。

16　新派遣法の問題点の詳細は、拙稿「派遣労働をめぐる対抗―― 国際基準と日本の位置」（『前衛』2015 年 12 月号）を参照されたい。

17　たとえば、木下秀人「勤労青少年福祉法等『改正』と新ジョブカード制度による労働市場インフラの戦略的強化」（『労働総研ニュー
ス』2015 年 6 月号）および伍賀・脇田・森﨑編、前掲書、Ⅲ章、などがある。

18　これについての詳細は、後藤道夫・布川日佐史ほか編著『失業・半失業者が暮らせる制度の構築』（大月書店、2013 年）を参照されたい。

19　「年間不払残業時間」（34 億 7468 万時間）を「残業代を含む支払労働時間」（2136 時間）で除して算出。

20　ここでの計算方式の詳細は伍賀・脇田・森﨑編、前掲書、Ⅳ章１を参照されたい。
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働き方の貧困と働き方の貧困と
労働時間・健康問題労働時間・健康問題

佐 々 木  昭 三

第３章

　今回の報告書では「労働と貧困」の展開におい
て「雇用・賃金・労働時間」を一体として捉える
問題提起がされている。労働条件の中で、労働時
間問題は最も基本的なものである。ただし日本の
現状では、これについては雇用や賃金よりも労働
者・国民の関心が遅れてきた。また、労働組合の
運動も賃金闘争のような直面する課題が優先され、
労働時間問題に対する対応も遅れがちであった。

後に述べる安倍雇用改革、「働き方改革」では労働
時間問題が焦点になりつつある。この機会に日本
の労働時間の実態、それが現在の労働者を貧困化
させていることに注目し、併せて政府・財界の提
起する「働き方改革」、ホワイトカラーエグゼンプ
ション等の問題点も指摘し、それに対する対抗軸
の政策提言を行いたい。

はじめにはじめに

長時間過密労働と労働関連疾患・健康問題の実態長時間過密労働と労働関連疾患・健康問題の実態

〈１〉 日本の長時間労働の驚くべき実態

　厚生労働省「毎月勤労統計調査」（「毎勤統計」：
事業所規模５人以上）の日本の年間総実働労働時
間は、2012 年で 1765 時間であり、アメリカの
1797 時間と並んで長時間労働の国である。ドイツ
1316 時間、フランス 1401 時間と比べて 360 ～
450 時間も長い（以上の資料は労働政策研究・研
修機構『2015 年データブック国際労働比較』によ
る）。
　これは事業所調査であり、不払い労働（サービ
ス残業）は含まれていない。総務省「労働力調査」
は世帯調査で労働者が直接調査記入するので、よ
り正確な実態を反映している。その差は、300 ～
400 時間で、両者の数値の差がサービス残業を表
示していると考えられる。これを加えれば 2000
時間を超える世界で最長の長時間労働の国である。
　2015 年の毎勤統計では、1734 時間（労働力調
査では 2044 時間）であるが、これは短時間勤務
のパート労働者を含んだものである。パート労働
者を除いた労働者では、2026 時間の長時間労働で、
これには不払い残業時間は含まれていない。この

ような長時間労働は労働者のいのちと健康を破壊
する元凶である。日本の長時間労働の要因は、所
定外労働時間・休日労働が多いこと、年次有給取
得日数、取得率の異常な低さ、少ないこと、それ
に勤務に組み込まれる所定労働時間が長いことで
ある。

〈２〉 労働者のいのちと健康の実態

　いま、日本の労働者のいのちと健康はどのよう
な実態なのか。職場では労働者の安全と健康を脅
かす危険環境のため労働災害や大事故、過労死・
過労自殺が起こっている。以下３つの事例を挙げ
てみよう。
◎事例１　

　まず、大手製造業の鉄鋼や化学などで重大災害
を見てみよう。
　2014 年１月９日 には三菱マテリアル四日市工
場で爆発事故が起き、労働者３人と下請労働者２
人が死亡、 12 人が重軽傷を負った。爆発が起きた
設備は一度もメンテナンスが行われていなく、作
業の安全確認では基準のマニュアルもつくられて
いない。
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　新日鉄住金名古屋でも、2014 年に５回の事故が
発生し、2015 年４月７日のコークス炉石炭塔の爆
発事故では 15 人が重軽傷を負った。設立から 50
年以上たつが安全設備更新は不十分で、20 年で労
働者を約 6 割も削減していることが事故の背景に
ある。そうした職場では派遣や下請労働者など非
正規雇用労働者への置き換えがすすみ、安全衛生
教育が行われず、職場の労働安全衛生管理が機能
していない。
◎事例２　

　多くの国民に衝撃を与えたバスツアー事故とし
て、2016 年１月 15 日軽井沢スキーバスの転落事
故は、乗員 · 乗客 41 人中、15 人が死亡するという
悲惨な現実となった。将来ある多くの学生も犠牲
になり、生存者も負傷した。２人の乗務員も死亡
した。規制緩和による新規参入と過当競争、法令
違反、単価切り下げ、安全対策軽視の問題がこの
背景にある。労働環境では、１人当たり走行距離
の増大、有給休暇取得の不備、賃金の削減（これ
による熟練した運転手不足）などの悪化が根本原
因である。だが、多数のマスコミ報道はこの真の
理由にまで迫らなかった。運行会社は担当した高
齢のバス運転手に深夜勤務で不慣れな運転を任せ
たが、その結果、事故が発生した。事故を起こし
た運転手に会社は健康診断さえも行っていなかっ
た。
　日本の労働者全体の定期健康診断では有所見者

（異常者）が過半数を超える実態であり、健康障害
につながる過重な業務（過重労働）による脳・心
臓疾患をはじめとする過労死は働く人の深刻な健
康問題である。ブルーカラー、ホワイトカラーを
問わず、職場の過重業務や職場ストレスによる精
神障害による過労自殺・自死も増え続けている。
職場における心の病の患者（うつ病など）や、メ
ンタルヘルス（心の健康）の不調・不全者の増大、
ハラスメント（パワハラ、セクハラ、マタハラの
人権侵害の言動）がいまや職場と社会の大きな問
題になっているのである。
◎事例３

　2008 年、「和民」で働いていた 26 歳の女性社
員が、入社わずか２カ月後、08 年６月に自殺した。
この女性は深夜勤務で、時間外労働が月 140 時間
を超え、国の過労死認定ライン（月 80 ～ 100 時
間）をはるかに超え、休日や休憩もほとんど与え

られていなかった。心身は疲弊し、適応障害を発症。
手帳には「体が辛いです」「どうか助けて下さい」
などと書き残していた。
　労働基準監督署は、彼女の死を労災と認定。遺
族が、安全配慮義務違反で損害賠償を求め裁判を
起こしたのである。ワタミは元会長渡邉美樹氏が
その「理念集」において「365 日 24 時間死ぬまで
働け」（『ブラック企業大全』2013 年、合同出版）
などと公言してはばからない企業である。研修で
は、渡邉美樹氏の理念集を丸暗記させ満点を取る
までテストが繰り返された。「死ぬまで働いた」従
業員が現実に亡くなったのである。その状況を当
時の新聞は「ワタミ和解　ブラック企業の一掃を」
と題して以下のように伝えている。「過酷な長時間
労働で従業員を使いつぶす『ブラック企業』は一
掃されるべきだ。居酒屋大手『和民』で働いてい
た女性の過労自殺をめぐる訴訟の和解をその弾み
としたい。運営会社のワタミと元社長の渡辺美樹
参院議員は業務に起因する自殺と認めて遺族に謝
罪し、１億 3365 万円の賠償金を支払い、労働時
間の把握などの再発防止策を取る、というのが和
解の内容だ。 さらに、原告以外の社員にも未払い
賃金や天引きがあったと認め、１人当たり約２万
5000 円、総額約 4500 万円を支払うことも合意し
た。遺族側の意向を全面的に受け入れ、ワタミに
実質的な懲罰を科す画期的な和解と言える。（中略）
和解条項には、タイムカードを打刻した後に働か
せることがないよう労働時間を厳格に管理したう
え、研修会なども労働時間に含めて記録するなど、
具体的な再発防止策が盛り込まれた。ワタミに限
らず、長時間労働による過労死や自殺を防止する
ための基本ルールにすべきだ（「毎日新聞」2015
年 12 月 12 日、社説）。

〈３〉 労働災害・労働関連疾病の実情

　以上は現実に起きている事例の一端にすぎない。
　「働くもののいのちと健康を守る地方センター」
の労働相談には、若い労働者や対人サービス関係
の労働者からのメンタルヘルス不調の相談が増え、
パワハラ相談と過労死相談が増え続けている。
　 厚 生 労 働 省 が 2016 年 ６ 月 24 日 に 公 表 し た
2015 年度の労災状況まとめ（図１、２）では、過
重労働と仕事のストレスなどで「心の病」を患い、
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うつ病などの精神疾患を発症した労働災害の請求
が 1515 人（前年度比 59 人増）と初めて 1500 人
を超え、過去最多となった。過労死と比べると、
比較的若い世代で多発している点で特別に深刻な
問題がある。このうち 472 人（同 25 人減）が労
災認定された。精神疾患の請求のうち、自殺（未
遂を含む）が 199 人（同 14 人減）で、過去２番
目に多い 93 人（同６人減）が認定された。請求が
多い業種は「社会保険・社会福祉・介護」が 157
人（同 17 人増）、次いで「医療業」が 96 人。人
員不足もあり、対人関係の業界でハラスメントや

過重労働が深刻化している。精神疾患での労災認
定はごく一部であり実態は深刻である。
　脳・心臓疾患の請求（過労死）は 795 人（同 32
人増）で認定は 251 人（同 26 人減）高止まりで
推移している。請求が多い業種は「道路貨物運送業」
が 133 人（同 13 人増）、次いで「総合工事業」が
48 人、「道路旅客運送業」も 30 人にのぼり、運転
労働者の業務の過重性が大きい。労災認定の月 80 
時間以上（過労死ライン）の時間外労働が約９割
である。
　東京新聞の東証一部上場 100 社を対象にした「時

間外労働・休日労働に関する協定
（いわゆる 36 協定）届」調査（2012
年）では、「過労死ライン」月 80
時間以上の残業協定をしている企
業は 70 社、月 100 時間以上が
37 社である。実に 7 割が過労死
基準以上の残業協定であった（「東
京」2012 年８月９日）。
　利益最優先の大企業に労働者の
健康を守る構えはない。それどこ
ろか、財界首脳傘下企業自体が率
先して長時間労働を行っているの
である。東証１部上場 100 社のう
ち７割の企業は、過労死につなが
る長時間労働を容認している。
　表１に見られるように、経団連
の会長・副会長企業、経済同友会
の役員企業を中心に、大企業 40
社、93 事業所の「36 協定」につ
いて、「しんぶん赤旗」取材班は、
情報公開制度にもとづく開示請求
を労働局に行い、協定を取り寄せ
て調査した結果を 2014 年に報道
した。ここで、月 80 時間を超え
る残業協定を結んでいる企業は、
40 社のうち 31 社で８割近くであ
る。さらに年間 800 時間を超える
協定を結んでいる企業が 3 割を超
えている。
　このように 36 協定での「特別
条項」を利用した大企業はあまた
ある。表 1 下段は、日本経団連
と経済同友会の役員企業、および
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大企業の３６協定の上限、およびその「特別条項」
の上限のデータである。見られるように、著名な

大企業がこの条項を利用し、年間の総実働労働時
間で 2000 時間を超える超長時間労働で労働者を

表１　日本の大企業の 36協定と「特別条項」	

（資料）昆弘見『あなたを狙う「残業代ゼロ」制度』2016 年、新日本出版社 98頁
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酷使している。この制度は日本の労働基準法の欠
陥を大企業が自由勝手に利用してきた証拠である。

〈４〉 労働者の心身の健康を守るための
基本と健康障害につながる過重労
働規制

　労働者の心身の健康を守るためには、第１に、
健康障害の要因となる過重労働をなくすことが必
須である。健康で人間らしく働き生きるためには、
心身の疲労回復・健康保持のための８時間の睡眠、
心身の健康保持のためバランスのとれた栄養確保
のため三度の決まった時間での食事、自分と家族
のために、さらに社会的活動に参加し、人間らし
く生きる自由な時間が必要である。しかし日本の
労働者は今日、このことを実現できるのであろう
か。これができずに、企業の指揮命令の下で、健
康障害につながる過重労働の働き方（働かせ方）
にさせられているのである。
　第２に、労働者の心身の健康障害となる過重労
働とは、厚労省の過重労働防止の指針でも、時間
外（月）45 時間を超える長時間労働、不規則な勤
務、拘束時間の長い勤務、交替制・深夜勤務、劣
悪な作業環境下の労働、精神的緊張を伴う業務と
している。それに過度な職場ストレス（心身の負
荷）がある。心身のいのちと健康を守る睡眠、食事、
自由な時間が確保できない過重な労働実態にある
ことが、心身の健康破壊の最大の要因である。

　第３に、職場でのメンタルヘルス不調・不全は、
職場の過重労働と人間関係の悪さによるストレス
があることも銘記すべきである。すなわち、この
間の成果主義・評価主義による労働者間の競争、
非正規雇用の拡大による労働者間の賃金・労働条
件格差拡大が職場の人間関係の悪化につながり、
労働者がバラバラにさせられ、労働者が孤立し競
争しあうなか、それが強い職場ストレスとなって
いる。これと心身の健康障害となる過重労働があ
わせて心の健康を危うくする要因である。
　この背景には、低賃金、不安定雇用、過重労働
が組み込まれた「働かせ方の仕組み」（長時間過密
労働、夜勤交代、変形・変則勤務）があり、その
ため必然的に健康障害になる過重労働をせざるを
得ない。これは労働時間・健康問題に現れた貧困
化現象である。
　８時間働いて生活できる賃金と雇用、労働条件
が必要なのだ。そのためには、安定した良質な雇
用（正規雇用、均等待遇）、8 時間働いて生活でき
る賃金（生計費原則による賃金底上げ、最低賃金・
公契約・公務員賃金の引き上げの社会的な賃上げ）、
８時間労働制（８時間働き、８時間眠り、８時間
は自由な時間）の確立が働くルールの基本として
すべての労働者のものにしていくことが、過重労
働による健康障害、過労死をなくし、労働者を

「ディーセントワーク」に導く根本的解決の道なの
である。

「職場のいのちと健康を守る」運動の意義と財界の政策「職場のいのちと健康を守る」運動の意義と財界の政策

〈１〉 職場のいのちと健康を守る
　　「労働安全衛生」の実態

　現在、日本の労働者の「労働安全衛生」はどの
ような実態であるのか。本来、「労働安全衛生」と
は、労働者が働くこと（労働）でケガや事故に遭
遇せず「安全」の確保（いのちを守る）が担保され、

「衛生」とは生命・生活を守ること、つまり心身の
健康と生活を守ることを結び付けた用語である。
　憲法にもとづく労働者保護の基本法である労働
基準法と一体の労働安全衛生法の目的は、すべて
の事業所において労働者の「安全と健康の確保」

と「快適な職場環境の促進」（労働条件改善）であり、
事業所責任者である事業者（主）には労働災害や
労働による健康障害防止措置と事業所の労働安全
衛生体制の確立を求めている。
　労働安全衛生体制とは、すべての事業所・労働
者に法基準にもとづく労働安全衛生の専門家（総
括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産
業医、安全衛生推進者など）の配置とこれらの専
門家と労働者・労働組合が参加する安全衛生委員
会設置の確立を意味する。
　この労働安全衛生体制は正規雇用労働者だけで
なく、非正規雇用労働者（派遣、有期契約、パー
ト、臨時、請負、下請けなど）、また、事業所規模
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50 人未満の中小零細企業労働者、それに個人請負・
個別契約、一人親方など個人事業主とされる実質
労働者を含むすべての労働者とすべての事業所に
確立されなければならない。
　しかし、現在の大きな問題は非正規雇用労働者、
中小零細企業労働者、偽装請負などの実質労働者
や名ばかり管理職、外国人労働者・実修生などの
労働者に対する労働安全衛生体制が全く不十分な
状況に置かれ、放置されたままであることにある。

〈２〉 『新時代の「日本的経営」』戦略と
　　 安倍「雇用改革」のねらい

　こうした事態をつくりだした根本要因には、日
経連（日本経営者連盟）が 1995 年に提言した『新
時代の「日本的経営」』にもとづく経営戦略があり、
それとこれに対応したその後の労働法制の改悪、
安倍「雇用改革」がある。
　すなわち、それは雇用に関して「雇用三分化」
を提起した。労働者を①これまでの正社員にあた
る「長期蓄積能力活用型」、②長期雇用を前提とし
ない「高度専門能力活用型」、③非正規雇用の「雇
用柔軟型」の三つのグループに分類して雇用管理
するとして、この方向で雇用改革（改悪）をすす
めてきた。
　安倍「雇用改革」ではこれを①ごく少数の「無
限定正社員」、②解雇しやすい多数の「限定正社員」、
そして③「使い捨て」の「非正規雇用」「非正規社員」
に分けて、雇用の三分化を再編成し雇用管理する
方針を明確にした。
　つまり、「新時代の日本的経営」の三グループ化
を①際限なく働く「無限定社員」、②解雇しやすく
労働条件が低い「限定正社員」、③いつまでも正社
員になれない「非正規社員」として具体化と徹底
をはかるものであり、これが「新時代の日本的経営」
の現段階の雇用改革である。
　安倍政権は、日本を「世界でいちばん企業が活
躍できる国」にするとして、多国籍化した大企業
の利益最優先の「成長戦略」をおしすすめている。
この成長戦略の柱に雇用分野の成長戦略として、
雇用政策を「行き過ぎた雇用維持型から労働移動
型に転換する」として、政府・財界が一体となり
労働者保護の労働法制度の大改悪をすすめている。
　これらは非正規雇用、解雇、労働時間管理、労

働条件切り下げなど労働者のあらゆる分野での「雇
用のルール」「働くルール」を大幅に後退させる「雇
用の規制緩和」（大改悪）である。それは非正規雇
用をいっそう増やし、長時間労働とただ働き（賃
金不払い）労働をさらに押し広げ、雇用・労働条
件の悪化と解雇の自由をすすめるものである。

〈３〉 『新時代の「日本的経営」』における
労働時間の提言

　労働時間問題がクローズアップしている背景に
は、雇用や賃金とともに、財界が全体としての労
働条件を引下げ、安倍内閣が財界本位の「働き方
改革」を実行しようとしていることであり、労働
基準法における労働時間規定の空洞化、残業代不
払いの法案を準備していることは、ここに問題の
所在がある。
　この提言は『新時代の「日本的経営」』にすでに
登場していた。
　日本経団連の報告書には労働時間に関係する提
言として、以下の主張をしていた。それは、「画一
的時間管理から多様化した時間管理への移行」と
して、第１に「働いている労働時間の長さに重き
を置くのでなく、働いた成果によって従業員の仕
事ぶりを評価し処遇するとの視点に切り替えるこ
と」、第２に「ホワイトカラーの生産性向上と労働
時間管理の方向」として、裁量労働制の適用拡大
とともに、「ホワイトカラーの一定資格以上の仕事
の仕方については、米国でみられるとおり、勤務
の形態、あるいは勤務の場所を問わず、労働時間
の量により評価するのでなく、労働の質や成果で
評価すべき」としている（同報告書 42 ～ 43 頁）。
　第１は、「労働時間から成果へ」という財界のそ
の後の労働時間管理から成果主義への力点の強調
である。
　第２は、いわゆる「ホワイトカラーエグゼンプ
ション」（エグゼンプションとは「除外」の意）で
ある。現在労働組合などが「残業代ゼロ（ただ働
き）法案」「定額働かせ放題法案」として批判して
いる「残業代ゼロ（不払い）」制度、すなわち年収
基準によって残業代を支払わない制度の導入のこ
とである。この第１と第２は両者一体のものであ
る。それは労働時間概念を消して、成果主義化を
すすめる、その制度が「ホワイトカラーエグゼン
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プション」である。さらに、裁量労働の緩和、拡
大（営業職などへ）をおしすすめて、企業が労働
時間管理の責任をなくそうとしていることである。

きるように日本社会のあり方、働き方へ変えてい
くことに繋がることなのである。
　つまり、８時間労働制の確立には、残業がなく
ても生活できる雇用の安定、賃金水準の確保、残
業規制・年休取得ができる人員増・増員が必要不
可欠となるのである。

〈２〉 心身の健康障害につながる長時間
過密労働の規制のために

１） 財界、安倍内閣の労働時間改悪提案について

「高度プロフェッショナル制度」の問題点（１）
　財界・大企業は当面する労働時間管理について、
36 協定、とくにその「特別協定」を廃止せず、（安
倍政権も廃止などは主張せず）、しかも、「ホワイ
トカラー労働者」について、年収基準で残業代を
支払わない制度を渇望してきた。2005 年６月の日
本経団連の提言では年収 400 万円を労働時間規制
の適用除外とする提言であった。もしこの要件通
りになれば、幅広いホワイトカラー労働者には残
業代を支払われなくなったであろう。
　なお、この制度は労働時間と賃金を切り離す制
度でもある。労働基準法に沿って、所定労働時間
に対応して残業手当を支給してきた体系の崩壊と
なる。だから、財界は残業代という対価を支払わず、
労働時間は際限なしに引き延ばすことを期待して
いる。「長時間過密労働」はさらにひどくなるであ
ろう。当時、労働組合などが猛反対したことはい
うまでもない。その結果、当初の案は、運動の力
でお蔵入りした。
　だが、再度登場した安倍内閣は、再びこの制度
を衣装変えして提案してきた。名称は「高度プロ
フェッショナル制度」で年収は 1075 万円以上、
働いた労働時間でなく成果で評価する制度として、
である。年収 1075 万円以上などとしているが、
このような法案が通れば年収基準はいくらでも引
下げられる。前の 400 万円が財界の狙う水準かも

〈１〉 現時点での８時間労働制の確立の
意義

　１日８時間労働制は、「８時間働き、８時間眠り、
８時間は自分と家族の人間らしい生活のために」
という国際的な労働時間基準で、ＩＬＯ第１号条
約である。
　健康で人間らしく働き生きるためには、心身の
疲労回復・健康保持のための８時間の睡眠、心身
の健康保持のためバランスのとれた栄養確保のた
め三度の決まった時間での食事、自分と家族のた
めに、社会活動に参加し、人間らしく生きる自由
な時間が必要である。
　８時間労働制の確立は、残業がなくても生活で
きる雇用の安定と賃金確保、残業規制・年休取得
ができる人員増・増員が絶対に不可欠である。
　日本政府は、この労働時間の大原則としての８
時間労働制はもとより労働時間に関するＩＬＯ条
約を全く批准していない。
　労働者の心身の健康を守るためには、健康障害
の要因となる過重労働をなくすことが基本である。
心身の健康を守り、人間らしく働き生きるために
も、いまの日本では８時間労働時間制の確立によ
る長時間の過重労働をなくすことが大原則であり、
そのためＩＬＯ１号条約をはじめ 14 の労働時間条
約の批准を政府の基本方針として掲げさせ批准し、
国内労働法を改正させていくことが絶対に必要で
ある。
　同時に、過労死、心身の健康障害を防止するた
めには、その主要な要因である長時間労働を規制
することである。それは、労働者の心身の健康を
守り、人間として自由な時間を確保し、社会活動・
地域活動を保障し、家庭と社会に責任を持つ「男
女平等の就労」と「均等待遇」の実現、労働時間
短縮で失業者を減らして雇用の拡大をすすめるこ
とである。8 時間労働制の実現は、働いて生活でき
る賃金、安定した雇用をすべての労働者に実現で

健康で働けるルールと労働時間短縮健康で働けるルールと労働時間短縮

これは低賃金で解雇しやすく、労働時間管理をな
くして際限もなく働かせる雇用・働かせ方を可能
とすることをめざすものである。
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しれない。また、この制度の本質は残業代を払わ
ない制度である。成果で評価するというのは賃金
体系の話で、この制度とは直接関係がない。この
ような法案が通れば、労働者は労働時間に無関係
に長時間働かされるのは必至である。

「高度プロフェッショナル制度」の問題点（２）
　この制度が導入されれば、労働時間管理規制が
適用されない。そうなれば、働く労働者の生命や
健康を守る防波堤が破壊され、「過労死」が横行す
る。しかもそれは企業の責任ではなく、「自己責任」
として労働者に転嫁されるのである。新自由主義
の政策はこのように、労働者の権利をはく奪し、
過重な負担を押し付け、働く労働者から絞り上げ
た利潤を資本だけが取得するという姑息で無責任
なものである。
　今回の法案では「健康管理時間」なる新しい用
語を打ち出し、いかにも労働者の健康に配慮して
いるかのような装いをこらしている。
　この「健康管理時間」とは、法案では労働者が

「事業場内にいた時間」プラス「事業場外において
労働した時間」のことであるが、それをタイムカー
ドで把握すると言っているが、「高度プロフェッ
ショナル制度」ではそもそも労働時間は適用され
ないから、会社にいた時間は「在社時間」程度の
認識になり、労働時間概念が消えるのである。
　法案はこの「健康管理時間」を把握して健康確
保措置を取る、として３案を提示している。それは、
①始業から 24 時間のうちに、省令で定める休息
時間を確保し、深夜業を省令で定める範囲とする、
②健康管理時間は１ケ月または３ケ月について、
それぞれ省令で定める時間の範囲内とする、③１
年を通じ、104 日以上、且つ、４週間を通じ４日
以上の休日を確保する、の３つの内から１つ選択
する、としている。昆弘見氏によれば、①は勤務
間の「休息時間」の上限をきめること、②は時間
の上限を定めること、であり、時間の上限を決め
ることを嫌う企業は③を選択する可能性が高い、
と評価し、③での年間 104 時間の休日とは週休２
日だけで、祭日、お盆、正月の休日も働くことで、「健
康確保措置」としてデタラメであること、また違
反企業への罰則措置も消えた、と批判している（昆
弘見『あなたを狙う「残業代ゼロ」制度』42 ～ 45 頁）。
そもそも、この「健康管理時間」なるものは、こ

れまで財界が主張してきたものである。
　日本経団連『経営労働政策委員会報告』（2015
年度版）では、「健康経営」の推進が力点の一つで
あった。ただし、それは「生産性を実現する人事
戦略」としての「健康経営」、つまり、あくまでも
生産性向上のためであり、労働者の健康への配慮
が強調されているのではない。また、その対策の
内容として「現状分析と健康経営計画の策定」「産
業保健スタッフとの連携強化」「メンタルヘルス対
策としてのストレスチェック制度」などが挙げら
れているものの、「従業員のセルフケアが最重要で
あることの意識づけ」、働き盛りの世代の生活習慣
病について「若年期から健康を維持する習慣を身
に着けること」「職場以外での事情が原因となって
いる疾病も多い」「自らの健康は自らが守るという
強い意志をもつ」ことなど、問題を労働者個人の
自己責任にさせる表現が再三出てくるのである（同
報告書 45 ～ 54 頁）。
　労働者は好きで健康障害になったのではない。
超多忙な職場で長時間「働かされて」きたからで
ある。企業・職場の労働現場の問題を個人の「節
制不足」、自己責任にすり替えられては許しがたい
ことである。そこには要員の極端な減少、その下
での長時間労働・過密労働の現実がある。この長
時間労働の解消こそが、健康に病む人々の最大の
治療法だということを知るべきである。「高度プ
ロフェッショナル制度」による労働時間規制の空
洞化は労働者の健康不安、精神障害の多発、離職、
長期休業、過労死などの貧困化現象をさらに激増
させることだろう。このような制度導入には断固
拒否し許してはならない。

２） 過労死、労働関連疾病対策について
　それでは、当面、過労死、労働関連疾病をなく
すためには何が重点なのか。それにはまず、第１
に残業代ゼロ（タダの）法案や裁量労働制の拡大
に反対しつつ、長時間労働そのものを規制・解消
させることが緊急な課題である。そのため不払い
残業の解消が急務である。日本は９割の事業所に
労働組合がなく、労働組合の多くが企業内組合で
労組の社会的影響力に限界があり、全ての労働者
に向けた対策としては、法的な規制で資本の競争
条件をしばることがどうしても必要である。その
基準はＩＬＯ（国際労働機関）条約・勧告やＥＵ（欧
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州連合）指令の基準、制度を参考にする。
　第２は、36 協定の特別条項の廃止である。労働
基準法は、第 32 条で１週 40 時間、１日８時間の
原則を定めている。しかし 36 条で労使協定（36
協定）の締結を条件に時間外労働や休日労働を認
めている。36 協定において定められる時間外労働
の上限規制は厚労省の告示の目安（年間 360 時間、
月 45 時間、週 15 時間など）で強制力がないもので、
すでに指摘したように、実際にはこれをはるかに
超える例外規定である特別協定（1000 時間超えも）
も多く存在する。
　特に、現行の労働時間規制を骨抜きにしている
36 協定の制度を抜本改正して、時間外労働は、１日、
１週間、１ヵ月、１年の単位で厳格な法的拘束力
をもつ限度時間を設定する。当面告示基準の週 15
時間、月 45 時間、年間 360 時間を法的規制とする。
　現行の 36 協定の残業野放し（大臣告示目安時間
例外規定）の「特別協定」は廃止する。
　第３は、最長労働時間規制の明確化である。心
身の健康障害につながる過重労働防止のためには
まず労働基準法の労働時間法制を改正することが
どうしても必要である。その内容は、１日（２時間）、
週（8 時間）、年間（150 時間）の時間外労働を含
めた最長労働時間を設定することである。
　第４に、第３と関連して、１日の仕事終了から
次の仕事開始までの休息時間（インターバル制度・
勤務間隔）（最低 11 時間・夜勤は 12 時間以上）
を置き、連続した労働時間を規制することである。
　第５は、法 37 条の時間外労働や休日労働に対
する賃金の割増率（時間外労働 25％、休日労働
35％）は、時間外労働を規制するには全く不十分
なことである。国際基準では時間外労働 50％、休
日労働 100％である。時間外労働や休日労働に対
する割増率を大幅に（時間外 50％、休日 100％へ）
引き上げることである。
　第６は年次有給休暇についてである。法 39 条で
は年次有給休暇を定めているが、年休日数、付与・
取得方法は国際基準から大きく立ち遅れている。
それは、日本では年次有給休暇は現在平均 18 日付
与されているが、取得は 50％にも満たない。年休
を完全取得するために、年休の計画的な取得を事
業主に義務づけ、その内２労働週（10 労働日）の
連続休暇（ＩＬＯ条約基準）をめざす。有給休暇
はＩＬＯ条約では最低３労働週で２週間以上の連

続休暇である。
　第７は深夜労働、交代制勤務についてである。
　人間は、生体（概日）リズム（昼間働き、夜眠る）
の存在である。そうであるから、心身の健康障害
の要因となる有害業務・過重労働である夜勤・深
夜労働をきびしく法的規制することが絶対に必要
である。多くの過労死事例でも夜勤交代の長時間
労働が過労死を引き起こす要因となっている。
　このため深夜労働を含む交代制勤務は社会的な
必要なものに限り、労働基準監督署の許可制とす
ること、また、公益上、生産技術上夜勤労働がや
むを得ない場合は、労働者の健康と生活を保護す
るために、労働時間や休憩・休息時間、仮眠時間、
休日・休暇、交代制シフトをＩＬＯやＥＵの国際
的な夜勤労働基準をふまえて法制度上規定するこ
と（ＩＬＯ夜業条約・看護条約・ＥＵ労働時間指
令インターバル規制：11 時間以上、夜勤：12 時
間以上）が、１日８時間労働制の確立と合わせて、
日本では労働者の「心身の健康を守る」ために絶
対に必要である。
　日本ではＩＬＯ 187 号条約（労働安全衛生の促
進的枠組み条約）は批准し、これを活用した労働
安全衛生の活動は前進している。しかし、国際労
働安全衛生基準である第 155 条約は批准していな
い。この条約は、健康とは「安全確保や就業に関
連した疾病にならないこと」だけでなく、「安全と
衛生を確保するために、身体的、精神的な健康に
影響を及ぼす就業上の要素をなくし、予防するこ
と」の重要性、そのために「十分かつ適切な監督
制度と法令違反に対する必要な制裁」を求めてい
る。この条約を批准して法整備をはかり、すべて
の労働者の安全と健康が確保される権利保障を法
制度上も確実なものとすることが必要である。

３） 過労死防止法・大綱と野党共闘の　　　
「労働時間改正」案

　2014 年６月に「過労死等防止対策促進法（略称・
過労死防止法）」が超党派の議員立法で全会一致成
立、同年 11 月から施行された。この法律の意義
は、過労死の防止を国及び自治体の責務として定
めたことである。過労死防止法は事業主（者）に
も国と地方自治体の対策に協力するよう求めてい
る。これにより過労死の総合的な調査研究と啓発
など過労死防止が国の責任で行われることになり、
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この法制定は過労死をなくし、働くもののいのち
と健康を守る上で歴史的な画期となるものである。
　2015 年７月には過労死防止法制定の中心となっ
た家族の会や弁護団、学者も委員となった「過労
死防止対策推進協議会」で論議されてきた、「過労
死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決
定された。「大綱」の副題である「過労死をゼロに
し、健康で充実して働き続けることのできる社会
へ」は家族の会の提案である。
　この大綱は法律ではないので一定の制約がある
が、過労死・過労自殺（自死）についてまとめた
基本文書の位置をもち、これまで厚労省が出して
きた過重労働による健康障害防止、労働時間管理・
短縮などの指針・通達（４・６通達）、労働安全衛

生法・労働契約法の事業主（者）の労働者の安全
と健康確保の責任も明示し、今後の国の過労死防
止政策の指針となるものである。
　しかし、過労死防止法・大綱は現行法制度を前
提としているため、過労死防止のための重要な課
題である①週労働時間が 60 時間以上（過労死ライ
ン）の労働者をゼロにする、②月 80 時間以上（過
労死ライン）の時間外労働の特別延長時間を定め
る 36 協定をなくす、③インターバル休息制度（勤
務と勤務の空け時間）の導入について数値目標（11
時間以上）でとりくむ、④すべての事業所・労働
者について労働時間を客観的方法により適正にさ
せることなどが規定できていない、これを具体化
することが今後の課題である。

　戦争法廃止・立憲主義を守る野党共闘は、2016
年４月「長時間労働規制法案」（労働基準法改正案）
を共同提出した。そこでは、「労働時間、休息時間、
休日等の規制」は、①労働時間の延長の上限規制（36
協定による労働時間の延長に上限を規定）、②イン
ターバル規制の導入（始業後 24 時間を経過するま
でに、一定時間以上の継続した休息時間・インター
バル）の付与を義務化、③週休制の確保、④事業
場外みなし労働時間の明確化、⑤裁量労働制の要
件の厳格化があり、「実効性の担保」としては、⑥
労働時間管理簿（労働者単位での日ごとの始業・
終業時刻、労働時間等を記録）、⑦公表（違反事例
の名称等を含め公表）、⑧罰則（②の罰則を規定、
⑥罰則を規定）という内容である。
　これは、過労死防止法・大綱の趣旨により実効
性を持たせるものであり、ナショナルセンターの
所属を超えたすべての労働組合の共通要求・政策
であり、長時間労働・過重労働規制の第一歩にな
るものである。
　労働安全衛生を職場に根付かせ、労働者のいの

ちと心身の健康を守るためには労働組合は決定的
な役割をもっている。労働者のいのちと健康を守
ることは労働組合の原点である。労働組合にとっ
て労働安全衛生に関わる事項は、労働基本権（団
結権・団体交渉権・団体行動権）行使による団体
交渉事項である。そのためにも労働協約闘争が重
要である。
　その上で、さらに労働者参加の安全衛生委員会
を活用して、労働者・労働組合の立場でいのちと
健康を守るための活動をすすめることで労働条件
の改善をはかることは、労働者の正当な要求と権
利である。この間、いのちと健康を守る労働組合
などの運動により、労働安全衛生に関する法制度、
労働行政は一定前進してきた。
　労働組合が、労働安全衛生の要求と課題を労働
組合活動の中心にしっかりと位置づけ、労働組合
がこれを主体的・主導的にとりくむ活動にするこ
とが必要なのである。

（ささき　しょうぞう・常任理事）

むすび むすび ――野党共闘の「長時間労働規制法案」と労働組合の役割野党共闘の「長時間労働規制法案」と労働組合の役割
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非正規・低賃金層の増加と非正規・低賃金層の増加と
最低賃金制の問題最低賃金制の問題

小 越  洋 之 助

第４章

　働く労働者が現在は生活難だと意識する場合、
長時間労働で多忙で、休暇が取れず、過労の回復
の困難や余裕時間のないこと、また、賃金が安す
ぎること、いまの賃金では生活できない、という
ことが多く回答されている１。これらは現代日本の
労働者が抱える困難であり、とりわけ恒常的低賃
金状態は低所得の主要要因であり、貧困に陥る可
能性が高い。非正規雇用の場合、これに雇用の不
安定化という要因が加わる。
　すでに指摘されているように、国税庁の統計に
よる年収 200 万円以下という「ワ－キングプア」は、
その数は 1000 万人を超え、2006 年から９年連続
で、2014 年には 1139 万人と、さらに増えている。
同時に、貯蓄のない世帯が 2014 年で 30.9％となっ
ている。
　この反面で、少数大企業、大資産家の富は増大し、
大企業の内部留保は約 300 兆円（2014 年度）に
膨れあがり、ソフトバンク、ユニクロ、楽天、な
ど IT 関連や海外展開で儲けた新興企業は続 「々億万
長者」となり、規制緩和で成りあがったオリック
ス宮内義雄会長の役員報酬は、東京商工リサーチ
調査によれば 54 億 7000 万円（うち退職慰労金
44 億 6900 万円）、宮内氏は 2015 年３月会長を辞
したが、しぶとく「シニアチェアマン」について
いる。このままいけば一方における少数の富裕層、
他方における大多数の貧困層というアメリカでい
われる「１％対 99％」の世界になりつつあるおそ
れがある。
　働く貧困層である「ワーキング・プア」は非正

規雇用が主体ではあるが、正規社員と言われてい
る層にも年収 200 万円以下、せいぜい 300 万円程
度の者がいる。女性が多いが、若者だけでなく中
年層、高年層もいる。このように現在では低賃金層、
低所得層が増大しているが、彼ら彼女らは賃金が
極端に低いため、過重労働を脱せずに、毎日の現
実の生活に追われ、生活の将来設計、将来展望を
持てない人々である。とくに若者・中年層非正規
は結婚や家族形成の見通しすらない。しかも、そ
れらの層が高齢化すれば、経済的自立の展望もみ
えず、孤独で生涯を終える「将来不安」も増して
いる。
　次代の労働力の再生産ができない層の増加は、
家族・子ども不在であり、人口減少・少子化の直
接要因であり、それ自体が日本社会の縮減、貧困
化を意味し、将来にとってプラスの面は何もない。
ところで、貧困は本人自身の貧困すなわち単身者
としての貧困とその家族・世帯の貧困が区別され
なければならない。本人の貧困と世帯の貧困が結
合するとき、サポートすべき主体は崩壊し、生存
の危機にすら陥る。
　本稿では、低賃金層の増加と貧困を問題意識と
して、第１に雇用の非正規化、雇用形態と低賃金
の関係を雇用形態の「半失業」の実数の検証など
の検討と併せて指摘する。同時に低賃金と世帯の
貧困とがどう関連しているのか、を検討する。第
２に、非正規雇用の貧困防止対策として、最低賃
金制の問題を焦点にして問題提起したい。
　

はじめにはじめに
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〈１〉 労働における貧困の象徴としての
「半失業」

　1990 年代後半から 2000 年代において労働市場
における非正規雇用化が進行した。これは労働市
場の需給関係の変化というより、この間財界や政
府が行ってきた新自由主義改革、規制緩和政策に
よって政策的に造りだした要因が大きい、と筆者
はみている。
　図表１は近年の雇用状況を雇用形態別、男女別
に示したものである。
　第１の特徴は、この統計では 2014 年で非正規
労働者（1962 万人）が全体の雇用労働者（役員を
除く）5240 万人に占める割合は 37.4％であるこ
とである。2010 年の 34％から 3.4 ポイントも増
加した。人員は約 200 万人増えた。非正規労働者
の比率は 4 割未満であるが、厚生労働省「就業形
態の多様化調査」（2014 年）では 10 月時点で非
正規比率は 40.0％となっている。また、「就業構造
基本調査」を加工した資料（図表３）では非正規
比率は 43.6％になっている。労働力構成において
非正規が 4 割、という状況は、従来の労働をめぐ
るテーマの変更を必然化させる。「日本的経営」や

「日本的雇用慣行」などのように、正規雇用を重視

する枠組みの転換や、この非正規層が抱える問題
を正面から直視すべきであるというアプローチが
必要不可欠になる。
　第２は、非正規で多数を占めるのは「パート・
アルバイト」であるが、その数は 2010 年の 1196
万人から 2014 年 1347 万人と 151 万人増えた。
2014 年で非正規全体 1962 万人に対して「パート・
アルバイト」は 1347 万人であるから、男女計では
68.65％で大きな割合を占め、実数でも増加傾向は
止まらない。また、男女別構成でみると女性の占
める比率が圧倒的で、2014 年で 1042 万人。女性
非正規の全体数（1332 万人）の実に 78.23％を占
めている。同時に留意したいのは、男性の「パート・
アルバイト」は 2010 年 259 万人から 2014 年に
304 万人と 45 万人も増えている。非正規問題のな
かで量的に最大な「パート・アルバイト」問題は
これまでも多くの議論があったが、改めてやはり
重要だという点である。
　第３は、契約社員・嘱託、派遣労働者の動向で
ある。
　契約社員・嘱託は男女計で 2010 年の 333 万人
から 2014 年の 411 万人と 78 万人も増えている。

（ここでは「契約社員」「嘱託」を同じとして数える）
男女別では男性については 2010 年の 181 万人か
ら 2014 年の 235 万人と、54 万人の増加である。

雇用形態の非正規化と低賃金層の増大雇用形態の非正規化と低賃金層の増大
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女性では 2010 年 152 万人から 2014 年 177 万人
と 25 万人増えた。契約社員は非正規ではあるが、
仕事では正規と共通性が強い。派遣労働者は 2014
年で男性 48 万人、女性 71 万人、合計 119 万人で
ある。この間の傾向は漸増であるが、統計によっ
てはより大きな数字もある。派遣は非正規でも例
外的に注目される傾向がある。それは、派遣が「間
接雇用」であり、労働者の地位・身分が特に不安
定で、しかも新自由主義の雇用政策に影響される。
日本の派遣法導入後の理念の変更や適用対象の変
動は著しい。現在（安倍内閣）の派遣労働の「常
用代替化」法案が国会通過するなかで、今後爆発
的な増加も起こりうる。

〈２〉 非正規雇用中の「半失業」層について

　伍賀一道氏は新自由主義の雇用政策における「半

失業」に着目している。それは「失業者」ないし
それに近い存在でありながら、現象的には「就業者」
であるような「中間形態」（半失業）あるいは「相
対的過剰人口中の就業者」と定義される２。
　働く労働者の貧困はとくに「半失業」として顕
在化している、と言ってよいであろう。伍賀氏は
2014 年のその数字を非正規雇用（1,962 万人×「正
社員に変わりたい」と回答した割合（26.4％）＝
518 万人と推計している（26.4％は厚労省「就業
形態の多様化に関する総合実態調査」2014 年の数
字）。
　図表２は連合非正規センター・連合総研が行っ
た非正規労働者の実態調査中、「正社員になりた
かったが職がなかった」（これを同調査では「不本
意非正規」と呼んでいる）の比率である。このデー
タを元に、図表１の 2014 年の『労働力調査』の雇
用形態別人員をかけあわせると、パート全体 293.5
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万 人（ 男 性 304 万 人 × 0.4 ＋ 女 性 1042 万 人 ×
0.165）、契約社員・嘱託 163.05 万人（男性 150
万人× 0.6 ＋女性 133 万人× 0.55）派遣 63.09 万
人（男性 48 万人× 0.578 ＋女性 71 万人× 0.498）
で、総計 519 万 6000 人である。
　偶然のことであるかも知れないが、伍賀氏の推
計とかなり近接した数字となった。
　非正規雇用において「半失業層」は 500 万人超
がいることは確実である。ただし、この数字は　
伍賀氏自らが評価するように「控えめな数字」で
ある。筆者の算出も「控えめ」の感が否めない。
とくに派遣労働者はこの「労働力調査」の数字は
控えめで、統計自体に漏れている層もいる、と思
われる（厚生労働省「労働者派遣事業報告書」（2013
年：平成 25 年度）。ではその総数約 252 万人（う
ち一般労働者派遣の登録者は 171 万 6220 人）、ま
た、「中高年派遣 34 万人の悲鳴」の実態の記事

（「AERA」2016 年 2 月 15 日号）のように、とく
に中高年層は契約社員、派遣等の雇用形態に拘わ
らず、年齢により正規への転職が事実上不可能な
層が主体である。また、近年は報道されていないが、

「ネットカフェ難民」などの実数は不明である。「日
雇い派遣」は原則禁止（2012 年派遣法の改定によ
る 60 歳未満年収 500 万円未満の禁止）となって
いるが、31 日以上の雇用契約を結べば違法でなく、
インターネットを開けば、建設などへの派遣や請
負の求人情報、「単発バイト」も横行している。
　日雇派遣が規制されても実態は何も変わってい
ないのではないか、との評価もある３。「スマホ」
による求職依頼者は近年増加しているが、統計上
の把握が困難であろう。同時に、統計上正規労働
者に括られても「ブラック企業」で働く層は就労
しても退職、転職希望と隣り合わせの労働者もい
るであろう。運輸、飲食サービスなどで年収の低
い労働者は、形は正規労働者でも、過重労働とと
もに賃金が低すぎれば転職を希望している労働者
になる。実体は「不本意非正規」とみることも不
可能ではない（「就業構造基本調査」2012 年では、

年収 150 万円未満の正規労働者は 155 万 4000 人
いた。200 万円未満に広げれば 328 万 100 人にも
なる）。
　それらを含めれば、大雑把な言い方であるが、
控え目にみても 700 万～ 800 万人は「不本意非正
規」として、新自由主義改革での「半失業」層に
括られる可能性がある。
　河添誠氏は、職場に定着している非正規労働者
は全体からみれば少数派で、「〈就労〉→〈失業〉→〈半
失業・半就労〉→〈失業〉→〈就労〉という回路
を複雑に組み合わせながら生活している。非正規
労働者の主流は安定して働き続けることが困難な

『漂流する労働者層』」とである、としている４。こ
の指摘を考慮すれば、筆者の推計も案外過大なも
のとは言えない。
　「半失業」は就業していても失業の不安を抱えつ
つ、当座の生活のために、低賃金や長時間・過重
労働を余儀なくされている人々である。安倍雇用
改革・新自由主義政策ではこれらの「窮迫労働」
を積極的に活用しているが、この半失業層は「雇用・
労働時間・賃金」という雇用条件全体での貧困の
典型例である。
　派遣や請負を行う「人材ビジネス業」は営利目
的で半失業者を増殖させ、利益をむさぼっている。
小泉内閣下で経済財政担当大臣などを歴任した竹
中平蔵氏は人材ビジネス大手「パソナ」の会長で
あり、規制改革会議を取り仕切った宮内義彦元会
長がいたオリックスの社外取締役である。竹中氏
は第２次安倍内閣の下でも、「産業競争力会議」の
委員となり、メディアにおいて「正社員は異常に
保護されている」「正社員が非正規を搾取している」
などと根拠のない発言で物議をかもしている。（「日
刊ゲンダイ」2015 年 1 月 10 日、同年１0 月 28 日）
これ一つみても、新自由主義者が雇用の不安定化
や低賃金労働などによる労働の貧困を増やす一方、
正規労働者への不当な攻撃を行っていることが分
かる。

非正規雇用の賃金水準非正規雇用の賃金水準

〈１〉 正規雇用・非正規雇用の賃金水準
　雇用の不安定化と同時に労働者が稼得する賃金
が、その水準において絶対的に低いこと、あるい
はリストラ・転職、雇用のブラック化によって賃
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金が大きく低下することは「労働による貧困」に
陥る最も大きな要因である。
　次の図表３は「就業構造基本調査」2012 年版と
1997 年版の統計を再整理、加工し、この 15 年間
の正規―非正規の雇用労働者数、その年収の変動
を見たものである。このデータには①「一般社員
又は正社員と呼ばれている者」には「雇用期間の
定めのある正規労働者」（最短「1 ケ月未満」契約
の「正社員」）を含み、雇用者総数には「役員」を
含むので、これを除外した、②年収 150 万円未満
の正規労働者は非正規労働者とみなして非正規労
働者にカウントした、③非正規の「年収 700 万円
以上層」を役員とみなして非正規労働者数から除
いた、など実態に合わせた修正を行っている。（同
表の（注）の定義を参照）以下、特徴を指摘する。
 
１） 正規・中間層の「下方分解」

　第１の特徴は、この 15 年間で正規労働者は
545.5 万人減少し、非正規労働者は逆に 754.8 万
人増加した。雇用全体における非正規労働者の比率
をみると、1997 年の 31％から 2012 年に 43.6％
に大きく変動している。非正規比率はこの 15 年間
に、実に 12.5％も上昇したことになる。
　第 2 の特徴として、正規労働者の減少（545.5
万人）をその年収別に分析すると、図表４のとお
りになる。すべての年収階層で減少しているが、
年収 400 万円以上、500 万～ 1000 万円未満の減
少が顕著である。500 万～ 699 万円未満は 98 万

4000 人の減少、700 万円～ 999 万円未満は 110
万 2000 人の減少である。「中間層」をどう定義
するかは議論があろうが、それを年収 500 万～
1000 万円未満とみれば、この間 208.5 万人が減少
した。より低くして 400 万～ 1000 万円未満とす
れば、約 285 万人となる。逆に年収 1000 万円～
1500 万円台が減少している。このデータでは「中
間層」の「二極化」ではない。上向移動などなく、
下方への増加である。「中間層の下方分解」という
表現が正確といえよう。厚生労働省は「分厚い中
間層の復活に向けた課題」という分厚い報告書を
出版したが（『平成 24 年版労働経済白書』）その掛
け声に反して、この 15 年間に正規労働者中の「中
間層」が「分厚く」減少し、下方にシフトしてい
るのである。
 
２） 非正規層の大勢は賃金が低下

　第３の特徴は、年収 300 万円未満層の非正規労
働者は 1997 年に 1434 万 9000 人、非正規全体
の 86.8％であったものが、2012 年には 2146 万
2000 人と 711 万 3000 人も増え、非正規全体の
89.1％になったことである。非正規のほとんどが
300 万円未満に括られる。また、いわゆる「ワー
キング・プア」層の指標とされる年収 200 万円
未満層を別途算出すると、2012 年では 1791 万
6000 人で非正規全体の 76.7％にもなる。より細
かく見れば、年収 100 万円未満は 913 万 2000 人、
37.9％もある。それぞれが 1997 年との比較で絶

（資料）『就業構造基本調査』1997 年、2012 年から作成。労働総研「労働者状態統計分析研究会資料」による
（注）１．「年齢、就業上の地位、雇用形態、男女、職業別有業者数」の表を利用。

２．「正規の職員・従業員」は同調査では「一般社員又は正社員と呼ばれている者」とされている。この中には「雇用期間の定めのある正規労働者」（最短「1ケ月未満」契約の「正
社員」を含む。また、雇用者総数には「役員」を含む。これを除外。

３．非正規労働者数は 1997 年データと 2012 年データは異なる。（1997 年データは「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」の 4類型。
2012 年調査は「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」に分類。両調査を統一するため、①非正規労働者については雇
用者総数から正規労働者を差し引いて算出②同時に年収 150 万円未満の正規労働者は非正規労働者とみなして非正規労働者にカウントした③非正規労働者（雇用者総
数－正規労働者）には「役員」が含まれているから、「年収 700 万円以上層」を役員とみなして非正規労働者数から除いた。

４.　2012 年調査は四捨五入して 1000 人単位にまとめたので、合計値が一致しない場合がある。
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対数が増加している。
　以上から正規雇用の減少、賃金減少とともに、
非正規を軸に低賃金の底辺層が「分厚く」堆積さ
れてきたことである。この間、一貫した「雇用の
劣化」と「賃金減少」が起こった、ということが
指摘できる。
　次の図表５は図表３のデータから非正規雇用の
みを取り出し、1997 年と比べた 2012 年の非正規
雇用の年収別人数の増減を図示したものである。
　第４の特徴は、全体の増加数（754 万 8000 人）中、
唯一減少したランクは 500 万～ 699 万円で、その
数は７万 6000 人である。ほかのランクではすべ
て増えているが、年収別人員を見ると年収 50 万円
未満（87.6 万人）、50 万～ 99 万円（105.8 万人）、
100 万～ 149 万円（197 万人）、150 ～ 199 万人

（132.6 万人）で、200 万～ 249 万円層も 134.6
万人と多い。総じて言えることは、この 15 年のス
パンにおいて非正規雇用はどの年収ランクにおい

てもその数は増加し
たことである。とく
に年収 200 万円未満
層の増加は顕著であ
り、全体の約７割に
相当する。
　このように、非正
規雇用の年収は 1997
年 対 比 で 2012 年 に
は、低賃金層がます
ます膨張していった。
この点では「日本で
は下位層の貧困化で
格差拡大」（小原美紀

「貧困の連鎖止められるか（上）若年失業者の支援
強化を」「日経」2015 年 12 月 28 日）と事実認識
において共通している。つまり、第２で指摘した「中
間層の下方分解」と合わせ、所得の下位層の膨張が、
貧困や格差の増加の原因になっているといえよう。
若年失業者だけでなく、半失業者の支援強化も重
要である。

〈２〉 世帯概念を導入した貧困化の実態

　所得による貧困は、家族単位・世帯単位での検
討も必要になる。本人が非正規雇用や貧困賃金で
あっても、親世代と同居し、家族の収入があれば、
家賃や公共料金支出などが節約され、貧困は可視
化されず隠蔽されうる。逆に、非正規労働者が世
帯構成員のサポートを得なければ、貧困は現在以
上に大量に顕在化したであろう。
　図表６は、最賃裁判の原告側意見書の作成に係
わった一人である金澤誠一氏（佛教大学教授）が、

「先進国で最低水準の最低賃金額の放置による社
会的弊害の『集団現象』の解明と告発」がどのよ
うな世帯に及んでいるかの分析を意図して、時給
1,000 円以上の最賃を目指して行った「生活実態調
査」であり、これを筆者が整理したものである。
　表では①「本人のみの世帯」（「一人暮しの単身
世帯型」）②「本人と親の世帯」（「親と同居の単身
世帯型」③「本人と子どもの世帯」（「一人親世帯型」）
の 3 類型により整理している。
　そのほか④夫婦と子どもの世帯の類型もある。
この類型は「持ち家」層が７～８割あり、「教育費」
や「ローン返済」を負担に思っているが、「生活に
全く余裕がない」「かなり苦しい」層は３割前後
と、次に表示する世帯類型とは異なっている。ま
た、この類型における非正規雇用は「短時間パート」
が圧倒的に多く、64.8％である。この類型にも貧
困要因はなくはないが、ここでは相対的に安定し
た層とみなして、以下の３類型について、その特
徴を示そう。

１） 「貧困」に影響がある世帯類型の特徴
　①「本人のみの世帯」では働く労働者の雇用形
態（正規か非正規か）で生活状況は変化する。正
規と非正規がそれぞれ半分を占め、非正規の賃金
水準は時給 1000 円未満が 3 割近く、年収 200 万
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円未満が３割に近い。ただし正規労働者が半数い
ることもあり、②③の類型よりも賃金のピークは
相対的に高く、「20 ～ 25 万円未満」24.4％で、同
時に（表示していないが）「25 ～ 30 万円未満」

（15.6％）「30 ～ 35 万円未満」も同じく 15.6％ある。
そうではあるが、正規での仕事では多忙であり「人
手が足りない」「休みがとれない」状況（したがっ
て労働時間は長いと推定）、生活の困りごととして

「日常の生活費が足りない」が３分の１を占め、「自
分の時間がとれない」も３割近くある。　
　②「本人と親の世帯」では、正規 3 割、非正規
７割の構成で、非正規比率が大きい。非正規の雇
用形態はパートタイム就労が多数で、30 歳未満が
多いが 30 歳代も 2 割にのぼる。時給水準は 20 万
円未満が 66.1％であり、未婚者が多く、結婚問題
に悩んでいる。
　③「本人と子どもの世帯」は、一人親家庭の問
題として現在の低賃金と貧困化の象徴である。正
規が少なく、圧倒的に非正規である。その賃金は
月額で 5 ～ 10 万円未満と「20 ～ 25 万円未満」
の「２つの異なる山形」を示している。ただし
200 万円未満は 35％と、①の類型より多い。
　３類型に共通した点は何であろうか。「生活での
困りごと」では一様に「老後の生活設計」を挙げ、

日常の生活費の不足、多忙、健康問題にも困惑し
ている。「仕事に対する悩みや不満」では「賃金が
安い」が第１位、「将来の展望がない」第２位であ
り、「正規労働者との格差」（2.3 ～ 5.6％）「正規労
働者で働きたい」（2.9％～ 3.4％）の比率はこの調
査では予想外に著しく少ない。分析した金澤氏は

「人手が少なく、忙しすぎて、休みもとれない。そ
の割には賃金が安く、こんな状態では、将来の展
望がもてない、ということになる」５と評価している。
　筆者の視点では、雇用の非正規化、不安定化に
おいて、長時間労働と低賃金が広がり、「雇用・労
働時間・賃金」が複合して現在の労働者の貧困化
が進行し、現在の目先の状況を処理するのに手一
杯で、ほかのことを考える余裕もない、不安だけ
が増幅している、ということではなかろうか。
 
２） 雇用形態と世帯類型による貧困の　　　

発現可能性
　以上、ここでは雇用形態の非正規化を意識した
所得に留意した数字を挙げた。
　所得面での貧困化は非正規雇用の賃金水準がま
ずベースにあり、それに世帯構成が作用する。子
どもの世話をしつつ、非正規雇用で働く「一人親
世帯」であれば、その労働と生活は「絶対的貧困」
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ともなる。非正規本人の賃金で賄う「本人のみの
世帯」でも貧困の発現度は著しく高い。この層は
若い層での食事の切りつめ、高家賃での難渋、余暇、
交際費用の乏しさなどが指摘され、高齢化すれば

「独居高齢者」として孤独と生活の貧困の典型とな
る。
　また、非正規雇用の本人が親と同居する「本人
と親の世帯」では、親の収入次第では、貧困は当
面潜在化する。しかし親世代も裕福な人ばかりで
ない。とくに年金生活者になると、親世代自体の
年金額が削減され、その中で容赦なく徴収される
税・社会保険料による可処分所得の低下がある。
医療、介護の該当者、あるいはその死亡となれば、
世帯および本人の貧困化はもろに顕在化、可視化
される。
　③類型の母子家庭・父子家庭の貧困化は近年メ
ディアでも放映され、ハッキリと可視化した。そ
こでの「子どもの貧困」も問題視され、いわゆる

「貧困の連鎖」が社会問題となっている。この類型
での貧困は国際的にみればどうみても異常である。
その主たる形態での母子家庭の貧困は、その有力
な理由として正規就労が閉ざされ、パート就労に
依存せざるをえず、日本の劣悪な最賃制の現状、
児童手当、児童扶養手当などの社会保障給付の貧
弱さ、がある。子どもを抱えているから働くイン
センティブは強いが、時給が低すぎること、１ヶ
所での就労時間が限定され、収入増のため掛け持
ちせざるをえず、この「ダブルワーク」「トリプル
ワーク」で生計をかろうじて維持しているのであ
る。「子どもの６人に１人が貧困」で、「見えない
貧困」「貧困の世代的連鎖」が問題になっている６。
　同時に、①②の類型も状況によって顕在化する。
非正規の一環にある若者のフリーター化、その中
高年層化の進行という現実、とくに賃金水準の絶
対的低さと賃金自体が上がらないことはこの類型
全体を貧困化させ、①類型②類型の非正規に典型
的なように、結婚や将来の世帯形成の展望を喪失
させる最も重要な要因であろう７。 
　②の類型は、かつて、ある社会学者によって「パ
ラサイトシングル」（親に寄生して豊かな生活を享
受する若者。この用語は定着しているものの、「寄
生」など表現の差別性が顕著である）のイメージ

が提起されたが、現在はその提起者も撤回するほ
どに若者は「社会的弱者」となり、中高年化によ
りますます将来展望を喪失し、「寄生」すべき親の
貧困化で、生活破綻問題、将来不安も顕在化して
いる。少子化はこの層において特徴的で、「少子化」
どころか、その前提である結婚や家族も構成でき
ないでいる。
　再版「アベノミクス」が「希望出生率」1.8 を本
当に実現させる気があるならば、本稿の後半で展
開する最賃制の抜本改革、非正規雇用の正規化や
賃金などの待遇改善、人件費を拡大する均等待遇
をすぐさま実行すべきなのである。賃金水準の問
題以外では、単身でも自立できることが可能な住
宅政策８、また、各種社会保障政策も重要である。
　以上、この節では、貧困の発現として非正規の「貧
困賃金」に注目した。ただし正規雇用でも「貧困
賃金」はある。運輸業（トラック、バス、タクシー
など）、飲食サービス業、医療、介護、保育などの
福祉業などでは正規であっても低賃金層がいる。
企業自体の低賃金体質や、収入不足を補うために
労働時間の延長や深夜業を余儀なくする層、また、
一時金（賞与）がないか、あっても乏しい労働者、
社会保険を付けない、健康診断をしない企業があ
ることにも留意する必要がある。正規でも貧困賃
金が存在している。
　「貧困」は賃金（所得）が大きな要素であること
は疑いないが、それ以外の要素もある。図表６「忙
しすぎる」にあるように、労働基準に沿わない過
重な「働かせ方」は、労働時間決定や企業内労使
関係・人事管理における資本の優位性、専制性、
賃金体系における過重なノルマ · 成果主義賃金化な
ど多面的要素が複合している。とくに「過労死予
備軍」「ブラック企業」の発生は、法定労働時間・
労働基準を遵守しない企業の特徴である。しかも
近年増加している社内における「いじめ」「パワハ
ラ · セクハラ」という悪質なハラスメントは労働者
を「奴隷状態」にさせ、「過労死」「過労自殺」と
いう労働力の破壊すら招来させる。経済的要因だ
けでなく、労働者の精神的・文化的・社会的要素
も含めて現代日本の労働における貧困が造りださ
れているのである。
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〈１〉 日本の最賃制の特徴＝「貧困最賃」・
「格差最賃」・「社会的標準の欠如」

　賃金と貧困に関連して、それを許容しているの
は日本の「貧困最賃」である。
　日本の最低賃金法では、「賃金の低廉な労働者に
ついて、賃金の最低額を保障することにより、労
働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、
労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に
資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与す
ることを目的とする」（最賃法第１条）と、その目
的・理念は立派だが、事実をみればその現実の制度・
運用が「労働者の生活の安定」「労働力の質的向上」

「事業の公正競争」「国民経済の健全な発展」には
全くなっていないことである。以下から日本の最
賃制の特徴を列記したい。
　第１は、最賃制の水準はまともな生活ができな
い水準、生きるギリギリの水準という「貧困
最賃」であることである。これは最賃におけ
る決定的な難点である。その絶対的に低い水
準のために、単身労働者はまともな生活がで
きない。
　第２に、最賃決定において「事業の賃金支
払い能力」が幅をきかせていることである。
これは社会政策的視点からの最賃制の役割を
大いに歪める要因である。
　第３に、全国一律制の排除、全地域を A ～
D ランクの細分化して分断していることであ
る。これは、最賃において不可欠の一国の賃
金の最低限の明示という「社会的標準」を作
らせないという意味もある。諸外国では全国
一律制が常識である。それに反して、日本で
は雇用や労働時間における「非標準化、多様化」
政策９と同様に、最賃の「社会的標準」の欠如
から、最賃水準の全国的・社会的コンセンサ
スが成立せず、労働者・国民の要求や運動へ
の結集の目標を曖昧にさせてきたのである。
　第４は、それに関連して、最賃の地域間格
差が大きく、低いランクほど「貧困最賃」の
特徴が顕著になる。

　図表７は 2016 年度の最賃額を示す。同時に
2015 年度の水準も挙げた。表示のように、北海
道から沖縄まで地域別ランクごとに、金額がバラ
バラである。加重平均時給 823 円。これを 150 時
間での月額換算では 12 万 3450 円となる。最高は
東京 932 円であり神奈川は東京に近い 930 円であ
る。労働組合が当面要求する最賃時給 1000 円以
上にはなっていない。D ランク最低額（沖縄、宮崎）
では時給 714 円でしかない。月額（150 時間換算）
では東京で 13 万 9800 円、沖縄、宮崎では 10 万
7100 円でしかない。
　OECD が掲げる「相対的貧困率」（等価可処分所
得の中位値の 2 分の１未満）は 2012 年で 122 万
円（中位値 244 万円）である。現行最賃制の加重
平均値（年額 148 万 1400 円）や C ランクの地域
の最賃を可処分所得にすれば相対的貧困率に接近
する。D ランク地域では名目でもそれ未満である。
なお、大都市部で多少時給が上がっても、東京で

低賃金問題を解決しない「貧困最賃」低賃金問題を解決しない「貧困最賃」

図表７　地域別最低賃金額（2015年度対比 2016年度）

（資料）厚生労働省発表「地域別最低賃金改定状況」による。
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さえも年収 168 万円未満程度、「ワーキング・プア」
の水準である。現行最賃制は、その理念・目的と
背馳していること、「貧困最賃」であること、かつ、
格差最賃であることである。

〈２〉 日本の最賃制の国際比較上の位置

　47 都道府県別の最賃は一国の標準にもならな
い。だから日本の最賃水準の国際比較では加重平
均値を使用せざるを得ない。図表８はユーロ基準
での最低賃金の国際比較である。各国の最賃の現
実の機能を見る場合、中位値賃金、または平均賃
金対比の最賃の比率の比較が有効である。総じて
平均賃金と比べて中位値賃金対比の比率は高く出
る。また、これは最賃額の絶対値の高低ではなく、
最賃が各国の賃金に占める位置、あるいはその役
割・機能の高さを示している、と言ってよい。なお、
この表は最近の各国のデータとして信ぴょう性が
高いと筆者は考えている。
　図表８をみると、日本の最賃は中位値賃金の
38％しかなく、アメリカと同じ先進国中最下位で
ある。フランス 62％、ニュージーランドは 60％で
ある。ドイツは労働協約優先主義であったが 2015
年１月１日から発効した法定全国一律制は時給 8.5

ユーロ（１ユーロ 132 円として 1122 円、１ユー
ロ 112 円として 952 円）は、中位値賃金比較で
51％である。
　アメリカでは連邦最低賃金は共和党の抵抗に
よって時給 7.5 ドルで凍結されたままであるが、オ
バマ大統領は連邦政府契約業者、再契約業者には
2015 年１月１日から時給 10.10 ドルに改定されて
いる 10。また、連邦最賃の不備により、州最賃の
改定、あるいは市、郡レベルでのリビングウェイ
ジ運動の高まりで、ロサンゼルス市、郡、サンフ
ランシスコ市などでの 2019 年～ 2020 年までに時
給 15 ドル（１ドル＝ 120 円として 1800 円、１
ドル＝ 100 円で 1500 円）が実現している。すで
に全国一律最賃制を実現したイギリスでは、中位
値賃金比較では 47％であるが、物価が高いロンド
ンおよび近郊地域への生活賃金条例によって一律
最賃制の補強が行われている。日本は韓国（42％）
よりも低い。最賃の位置がこれほど低い国は先進
国にはない。国際比較上も日本の最賃は「貧困最賃」
であることは銘記すべきであろう。

〈３〉 地域最賃の地域格差の一層の拡大と
若年層の流出

　図表９は 1987 年～ 2016 年の地域別最低賃金の
最高地域（東京）と最低地域（D ランク）の地域
格差推移を示している。表示のように、1990 年を
100 として地域格差は拡大を続け 2008 年～ 2009
年以降、地域格差の拡大のテンポは高まっている。
また直近（2016 年）には 218 円にもなっている。
　それを月額換算すれば、政府基準（173.8 時間）
で３万 7888 円。月 150 時間換算では３万 2700
円、１日８時間 22 日就労としても３万 8368 円に
もなる。このような過大な地域格差がある最賃の
現実は、「地域別」という枠組みの妥当性を問い、
その弊害をもたらすものとなっている。近年、大
企業、大商社系列のスーパー、コンビニ、チェー
ンの飲食店、量販店、居酒屋などが地域を超えて
増えている。そこではごく少数の正規労働者（店
長）と多数の「パート・アルバイト」を主たる労
働力構成とし、後者は地域別最賃の主要対象となっ
ている。だが、部分的に存在する技能や専門能力
が必要なものを除けば、難しい職務分析、職務評
価をしなくても、「パート・アルバイト」について

Schulten 論文（WSI-Mitteilungen	2014/3）より
（資料）大重光太郎「最賃制度をめぐる国際的動向」『月刊
全労連』No208.	2014 年 6月号による

図表８　法定最低賃金額（時給 /ユーロ）
と中位値との対比（2014年）
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は、これら非正規の仕事が地域によってその労働
の質量が大きく異ならない。これはわれわれの常
識、感覚でも分かるであろう。しかし大手企業や
その系列企業は最賃の地域格差を利用してその低
廉な地域最賃レベルで使用し、利潤を一層増大し
ている。現在の地域別最賃額決定は憲法が規定す
る法の下の平等の原則や同一労働同一賃金原則に
反するのである。
　安倍首相は正規・非正規の賃金格差是正、同一
労働同一賃金を行うと発言したが、それならば、
この最賃の膨大な賃金の地域格差の解消を直ちに
行うべきではないか。
　同一労働 · 同一賃金は女性の差別賃金撤廃の原
則であるが、日本には膨大な企業規模別賃金格差、
地域別賃金格差がある中で、低賃金女性の多くが
適用対象であり、その改善に寄与する最賃引上げ
は同一労働同一賃金をサポートする。だが、最賃
に膨大な地域格差があれば、同じ（類似の）仕事
をする女性が地域ごとに差別賃金の適用を受ける
ということになる。
　近年地域に有効な雇用が不足している点と関連
して、若い労働力（女性が多い）が大都市部に移
動し、最賃の低い県に若者や働き盛りの労働者が
残らない、つまり当該地域最賃の低額⇒地域最賃
の高い地域への若者の流出⇔人口の社会減少⇒地
域経済活性化の妨げという回路での悪循環が発生
している。
　一例を静岡県でみれば、湖

こ  さ い

西市
し

三
み

上
かみ

元
はじめ

市長の言

を聞きたい。「静岡県は県民所得が東京、愛知に次
ぐ第３位であるが、2015 年度の最賃は 783 円で
愛知県の 820 円と神奈川県 905 円と隣県と大きな
格差がある。県東部は、熱海（静岡）と湯河原（神
奈川）がわずか１駅だけで時給が 122 円も違う。
最賃水準に張り付いているコンビニ、スーパーは
湖西市から豊橋（愛知）に流れ、10 歳代、20 歳
代の人口流失が深刻である、最賃は国際基準に沿っ
て引き上げよ」と 11。 
　三上氏は国際基準への最賃の脱皮のために、最
賃の中央値を OECD 基準の現在の 38％からせめて
OECD 平均の 49％（約 1000 円）に早急に引き上
げることを提唱する。前述のように、日本の最賃
は国際比較上でも最賃の地位は低く、且つ「貧困
最賃」である。
　筆者は最賃の中位値賃金対比では 60％をめざす
とすべきであり、当面その 50％を実現すべき、と
主張したい。
　現行最賃の膨大な地域格差に起因する低賃金地
域からの若い労働力の大都市圏への流入の事例は
まだまだある。
　愛媛県の最賃（2014 年４月当時 666 円）では
稼げないとして地元の大学生 N さん（19 歳女性）
は大学が休みになる年末年始、５月の大型連休、
夏休み、冬休みに上京し、昼間は工場現場の作業員、
夜間は飲食店従業員として３つの仕事を掛け持ち
している 12。 
　生きるためには若い労働者は相対的高賃金地域
に労働力を移動したいし、するのは当然であろう。
これは貧困生活から脱却するための、最賃の低い
地域から高い地域への若い女性大学生の新型の「出
稼ぎ」労働であるとみなせよう。
　加えるならば、筆者が宮城県仙台市でヒヤリン
グした事例では（2015 年１月）、高校生が大学受
験先決定のさい、最賃の低い岩手県、山形県の国
立大学を諦め、地元仙台市に決めた事例があった。
親の収入の低下、学費の高騰、奨学金のサラ金へ
の近似化において、「学生アルバイト」の収入は現
在の大学生活にとって必要不可欠である。最賃の
地域格差は高校生の大学選びにも影響している（ち
なみに 2016 年度、岩手県、山形県はいずれも D
ランクで時給はそれぞれ 716 円と 717 円、宮城県
は C ランクで 748 円。時給格差は 31 ～ 32 円もあ
る）。

	（資料）　最賃の最高・最低の地域格差の推移（1987 〜 2016 年）の概念図。金額は 2016
年度のみを表示	 	 	 	 	
	 	

図表９　地域別最賃額の地域格差の推移
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　同じ仕事、アルバイトをするならば、時給の高
い大都市部で働きたいというのは、しごく当然で
ある。一般に、若者の流出に悩む地域・県がこれ
を防止するには最賃の地域格差や低賃金地域を造
らないことである。平均賃金に格差があっても最
賃だけは地域格差のない全国一律最賃制にすべき、
ということである。このことを無視した「地方創生」
などはありえないし、成立しないであろう。

〈４〉 生計費の地域格差はない
―全労連・労働総研の調査結果

　首都圏や大都市部と比較して、地方は生計費が
安いから賃金も低い――このような主張がまこと
しやかに語られた。この「常識」を覆したのは、
全労連・労働総研の生計費調査である。その実態
調査を監修した金澤誠一氏によれば、25 歳単身男
性モデルで、マーケット・バスケット方式による
衣食住の項目を積み上げると、首都圏に属するさ
いたま市と岩手県に属する北上市では生計費に格
差がない、という結論になった。すなわち、さい
たま市は月 23 万 3801 円、北上市は 23 万 1421
円であった。政府基準（173.8 時間）で時給に置き
換えれば、それぞれ 1345 円、1332 円となる。最
賃については、埼玉は B ランク、岩手県は D ラン
クである。生計費の細項目の内部では食費、保険 ·
医療、教養 · 娯楽などには違いはない。他方で、首
都圏の高家賃は東北地方では交通・通信、光熱・
水道費と相殺されて類似の生計費になるという結
果である 13。生計費が地域間で類似であるという
ことは、運動の側の全国一律制の重要な根拠となっ
た。
　だが、日本の最賃制が生計費原則で決まらない
有力な理由は、最賃法「改正法９条２項」にある「通
常の事業の賃金支払能力」にある。ＩＬＯ条約に
もないこの決定基準が、最賃審議会における労使
対等原則にももとる企業優位の最賃の決め方、そ
れを体現する官僚機構（厚生労働省）の運営が最
賃制のゆがみをもたらした、と言えよう。

〈５〉 賃金決定機構・低賃金地域を利用した
政策
―中賃「目安」の役割と変貌

　「賃金決定機構」とは高度成長期に定着した日本
の賃金水準決定の制度的メカニズムのことである。
①春闘における大幅賃上げが基軸となり、②公務
員（人事院勧告 · 人事委員会勧告）に波及する。（「官
民格差」の是正）。春闘賃上げ率（いわゆる春闘相場）
は賃金率ではなく、引上げ率の相場化とその波及
であったが、大幅賃上げ時代は中小企業・零細企
業労働者・未組織労働者にも波及し、自営業者の
単価改定の目安にさえなった。③最低賃金制は春
闘期から遅れて零細企業賃上げ率を参考に改定す
る。こうした賃金水準決定メカニズムが「賃金決
定機構」と呼ばれる。留意すべきは、高度成長期は、
大幅賃上げとその社会的波及効果が大きかったこ
とである。つまり、「経済の好循環」には賃金の継
続的上昇と他産業への波及効果があり、実質賃金
は上昇した。
　高度成長期に機能したこのメカニズムは、今日
ではどうか。春闘自体が企業内に埋没し、実質賃
金の維持すら困難ななかで、社会的相場を形成す
る機能が大きく減退した。そもそも自動車、鉄鋼、
電機、造船など民間大企業の主要労働組合は資本
と協調し、ストライキなしの「一発回答」を選択
し「管理春闘」と呼ばれる低賃上げの原因となった。
公務の部隊には「公務員バッシング」による意図
的な公務賃金の削減がおこなわれ、これまでの「官
民比較」の賃金決定機構を狂わせている。

１） 春闘の低迷
　図表 10 は 2000 年から 2015 年までの春闘賃
上げ率と地域別最賃の上昇率を筆者が整理したも
のである。春闘賃上げ率は主要企業であり、資本
金 10 億円以上、従業員数 1000 人以上で、かつ労
働組合がある企業であり、大企業のみの集計であ
る。表示のように、この時期において春闘賃上げ
率も地域最賃の上昇率も３％台に乗ったことはな
い。春闘賃上げ率は１％台、せいぜい２％台であり、
2000 年～ 2007 年は輸出主導型の「好景気」と言
われたが、賃上げ率は１桁台で、実質賃金は低迷
した。とくに消費税が８％になって以降の賃金が
多少は上がっても、相変わらず２％台である。相
場形成に影響力のあるトヨタは 2016 年春闘のベア
要求を 3000 円以上とした。2015 年では 6000 円
以上要求で、なんとその半額である。（「連合」は
ベア２％程度の基準を正式決定）。空前の利益を謳
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歌していたトヨタ
の実際の賃上げ回
答 は わ ず か 1500
円でしかない。そ
の影響の下で多く
の企業が 1500 円
前後の低額回答と
なり、名目賃金自
体が停滞した。同
時に、安倍内閣が
行った消費税増税
８％の景気へのマ
イナスの影響は大
きく、日本銀行が
進めてきた「異次
元の金融緩和」政
策が消費者物価を
上昇させ、実質賃
金の低下に影響し
た。勤労者世帯の
実 質 賃 金 が 2015
年段階で５年間連
続低下し、５％も
減った。

　以上は春闘の低迷と「アベノミクス」が原因で
ある。要するに大幅賃上げなし、波及効果なしで、

「好循環」論、「トリクルダウン」論はそろってノッ
クダウンしたのである。

２） 「中賃目安」の役割
　最賃については、非正規・未組織労働者の増大
によって、その位置はますます重要になり、労働者、
市民の関心も大きくなっている。だが、現実には
大手春闘相場に連動させることなく、それよりも
かなり低い零細企業賃上げ率にガイドされた。表
示のように、2000 年～ 2006 年までは大手の低賃
上げとも大幅にかい離し、引上げ率は惨憺たるも
のであった。それが多少改善されたのは後述する
2007 年の「最低賃金法の改正」以降である。
　筆者は今日的にみれば中央最低賃金審議会（中
賃）の「目安」が最賃抑制に一役買った、とみている。

中賃「目安」は 1975 年の労働組合の全国一律最
賃制確立闘争、四野党（社会・共産・公明・民社）
の共同法案提出、それに対する政権側の対応であっ
た。
　それは、当時の公益会長金子義雄氏が行った処
理であり、地方の最低賃金審議会（地賃）の前に、
引上げ額の「目安」を出す仕組みで、これは現行
最賃法に規定はない。最賃審議はあくまで都道府
県の地賃である。その審議を拘束せず、最賃の「全
国的整合性」を図るというタテマエ、「運用」によっ
て編み出したものである。
　当時の労働組合（総評）は、目安の引き上げ、
下位ランクの上位ランクへの引き上げ、ランク間
格差の縮小等で全国一律に近づける主張をしてい
たが、総評解体によってその条件闘争さえ、現実
化しなかった。2016 年時点で「目安」方式はなん
と 38 年間も続いている。この間、全国一律への対
応などは記憶から薄れ、このシステムは全国一律
制の否定、地域間最賃格差の固定化の手段、とく
に D ランクという低賃金地域を固定化、最賃の生
計費からの離反、貧困化容認、大きな地域格差など、
現在の最賃の低水準決定機構として「定着」して
しまった。「目安」は日本の最賃制の「地域別設定」
を公認し、しかも A から D ランクに都道府県県が
バラバラに押し込められ、そのランク間でも県別
に最賃額が違うという複雑な制度になった。
　そのため、一律最賃のように、誰でも金額が分
る最賃ではなく、「社会的標準」の欠如により一国
の最賃水準が曖昧にされた。また、「目安」の誘導
指標は零細企業賃上げ率とされ、支払能力が幅を
きかせた。他方で、地賃の審議の参考となる引上
げ額の「目安」であっても拘束性が強く、事実上
中央で最賃水準を決定する仕組みに変貌している。
この制度においては、大都市部と地方・農村部の
格差が拡大し、とくに最賃が極端に低い D ランク
地域は固定化された。同時に公務員の地域手当は、
この最賃 D ランクと同様の低賃金地域をベースと
して設定された。その意味で低賃金地域を媒介に、
最賃と公務員賃金は賃金抑制機構として、同根と
なった 14。 
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〈１〉 2007年改正法について

　2007 年に最賃法が改正された。その第 9 条は以
下の条文である。

　改正最低賃金法　第 9 条　
　賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額
を保障するため、地域別最低賃金はあまねく全
国各地域について決定されなければならない。 
２　地域別最低賃金は、地域における労働者の

生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払
能力を考慮して定められなければならない。 

３　前項の労働者の生計費を考慮するに当たっ
ては、労働者が健康で文化的な最低限度の生
活を営むことができるよう、生活保護に係る
施策との整合性に配慮するものとする。

　第２項は従来の最賃法にある条文で、３項は新
設されたものである。
　2007 年の最賃法改正で「最賃と生活保護との整
合性」が入った発端の経緯をいえば、働いている
最低賃金が生活保護より低いのは問題と主張した
京都総評、全労連の運動があり、また、筆者らの
東京都の事例による具体的例証を「格差社会」論
で名を成した橘木俊詔氏が引用し広めたことなど
もある 15。この条文は最賃と生活保護が憲法第 25
条の生存権保障において共通であることを公認し、
かつ最賃は働く労働者のミニマムであるから、生
活保護より高くあるべきこと、という含意がある
と筆者は解釈した。また、当然ながら、この条文
の２項と３項の関係は３項が優先されるべきであ
る、ということである。
　現行の制度では、最賃は個人単位で A ～ D ラン
クの都道府県別に時間給のみで表示されている。
他方、生活保護は世帯単位であり、その生活扶助
額は、月額表示であり、全国を６つの級地区分と
して、年齢別（１類費）、世帯別（２類費）に定め
ている。また、住宅扶助にも地域別の格差がある。
両者を「整合」させるには、時間額と月額の関係、
最賃の４ランクと生活保護の６段階の級地区分の

調整が必要であった。
　神奈川では日本初の「最賃裁判」が行われ、そ
の判決が下された。そこでの最大論点は①時給
1000 円以上にすること、②「最賃と生活保護の整
合性」において、2007 年の「改正最賃法」の趣旨
に沿って当局の恣意的算定式を改めさせ、正しい
計算式にすることである。
　時給 1000 円以上は、当面神奈川の最賃を時給
1000 円以上に変えることであるが、この水準を全
国一律に適用することの含意がある、と筆者は解
釈している。行政当局は、①最賃は 1 年 365 日を
週 40 時間制で働いた、として月 173.8 時間就労の
モデルを採用した。②可処分所得比率に２年遅れ
の沖縄県の基準を恒常的に採用した。③生活保護
について、当局提示は生活扶助（12 ～ 19 歳単身）
の（１類費＋２類費）＋冬季加算＋期末一時扶助
＋住宅扶助 の算定式において、ア）生活扶助額は
生活保護を受けた者の「人口加重平均」を採用し、
イ）住宅扶助額は「実績値」を採り、ウ）「勤労控除」
を除外した。
　筆者の作成した表には政府基準に沿って最賃計
算を 173.8 時間として表示してきたものもある。
この数字は労働者の実際の労働時間表示には該当
しない、架空のものである。

〈２〉 「最賃と生活保護との整合性」の　
算定式について

　政府側の算定式は、最賃と生活保護の両側面か
ら問題点がある。

１） 最賃計算について
　第１は、政府の最賃表示の数字は、最賃は１年
365 日を週 40 時間制で働いた、として月 173.8
時間就労のモデルを採用したことにある。これは
労働基準法の週 40 時間制を祝祭日や有給休暇に関
係なく１年に換算して割り出した数字である。（①

（365 日）を週単位にして 365 日÷７≒ 52.143 週
② 52.143 週×週 40 時間≒ 2085.7 時間③　②を
月単位に換算して 2085.7 時間÷ 12 ＝ 173.8 時間）
厚生労働省「毎月勤労統計調査」では１ケ月の労

「最賃と生活保護との整合性」の論点と最賃裁判判決「最賃と生活保護との整合性」の論点と最賃裁判判決
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働時間は通常 150 ～ 155 時間である（「毎月勤労
統計調査」では 1 ケ月の労働時間は通常 155 時間
程度である。30 人以上規模では月 150 時間）16。 
　日本の慣行、暦では、祝祭日年 15 日、夏季休暇（盆
休み）、暮れ・正月の休みなど、通常は休日である。
さらに法律上は、労働者には勤続年数に応じて上
限 20 日の有給休暇もある。この休日さえも含めて
週 40 時間働き、強引に割り出した労働時間が政府
の労働時間である。以上のように、労働者の実際の
労働時間表示には該当しない作為的な数字である。
　第２は、生活保護では財政は全額公費負担、対
象者は非課税、医療費も負担なしであるが、最賃
は賃金だから税・社会保険料がかかるとして、可処
分所得比率を沖縄県の指標を使用したことである。
　図表 11 は 2008 年～ 2012 年における沖縄県を
利用した「可処分所得比率」（最賃から税・社会保
険料を差し引く率）を示している。
　2009 年での 0.859（沖縄県）について、2008
年の「目安委員会」において労働者側委員が厚労
省に数字を出させたところ、東京は 0.844 であっ
たという。両者には約２％の違いがあり、東京で
は可処分所得では 2499 円過小に表示されていた
わけである。
　公租公課は、税だけでなく年金など社会保険料
率の継続的上昇があり、所得により増える。最賃
の地域格差がある中では、低賃金地域の方は賃金
が低いため可処分所得比率は率としては高く表示

される（控除額が低く算定される）。
　2012 年の比率 0.849 は目安時給 642 円となっ
ているが、この時給額は沖縄県における 2010 年
改定最賃である。つまり最賃最下限地域の金額が
２年遅れで公租公課率の計算の基になっている。
また、「目安として可処分所得比率が 0.01 上がると、
最低賃金水準は時給換算で約７～ 10 円程度高く積
算される」17 と言われる。１％で７～ 10 円は月額

（８時間× 22 日として）1332 円～ 1760 円の違い
がある。２％では月 3520 円も違う。総じて大都
市部の最賃の手取りは低く表示されることになる。
　原告側は最賃について、ア）150 時間で計算す
ること、イ）可処分所得の換算率を沖縄県ではな
く都道府県ごとに改めること、を主張した。

２） 生活保護表示について
　第１は、生活扶助額（12 ～ 19 歳）１類（年齢
による）Ⅱ類（世帯人員）について、「人口加重平均」
を選択したことである。
　桜井啓太氏は、生活扶助の「人口加重平均」の
方式では、級地のランクの高い地域に住む対象世
帯は生活保護以下になる 、として神奈川県の例を
紹介している。
　図表 12 は 2010 年における神奈川県の生活扶助
基準の級地別員金額および人口分布を示している。
生活扶助の「加重平均値」（８万 6321 円）は１級
地―１の基準（８万 7980 円）より低く、加重平
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均値と１級地―１では金額の差は 1659 円と大き
な差がないようにみえる。だが神奈川県では１級
地―１に人口の総人口対比の 66.5% が集中してい
る。東京都では地域の生活扶助額が「人口加重平均」
以下となる比率は 96.7％である。
　この加重平均値を選択することは、とくに最賃
が低い級地区分を含めた「加重平均値」との比較
となる。近年生活保護世帯は都市部で増加してい
る。とくに大都市部門（１級地―１）では最賃額
が低くなる。
　改正最低賃金法がいう「最低賃金と生活保護と
の整合性」とは、どの級地でも「最賃が生活保護
を下回らないように配慮する」ことであるから、
原告が主張するように、最賃は県庁所在地の生活
扶助額と比較すべきなのである。
　第２は、住宅扶助額について「実績値」を採用
したことである。
　住宅扶助の「実績値」とは「被保護世帯の最低
生活費における住宅扶助相当分を集計し、その平
均をとる方法」である。住宅扶助額は級地ごとに
異なり、通常一般基準と特別基準がある。東京の
１級地では一般基準は１万 3000 円以内となって
いるが、それでは住宅がないから、当局は別途「特
別基準」として単身世帯の限度額５万 3700 円を
設定している。（２人世帯などは６万 9800 円）。今
回の「整合性」ではこの特別基準ではなく、「実績値」
を採用した。
　桜井啓太氏によれば、その計算方法は「家賃が
必要ない世帯を分母に入れること（「持ち家」世帯
と「長期入院・入所世帯」）。結論として「地方の
生活保護世帯は、都市部に比べて高齢者世帯の割
合が高く、持ち家世帯の割合が大きい」（３級地の
高齢者「持ち家・施設入所」38.3%）のであるが、
逆に大都市部では「持ち家比率」が低い。①家賃
が必要のない世帯を入れる方式は「実績値」を大
幅に薄める効果 があること、同時に、②「全国の
借家世帯の実質家賃の７割（69.8％）は各地域の
実績値では家賃をカバーできない」 こと、③「生活
保護世帯の実質家賃が（住宅扶助の）特別基準の
90 ～ 99% に集中している」として具体的例を挙げ
ている。要するに「実績値」は特別基準の４割～
７割にすぎない（図表 12 の資料による）。
　第３は、生活保護に「勤労控除」を除いて算定
したことである。生活保護を低める作用としてこ

れは上記 2 点以上に簡明な問題点であり、当局が
説明できない計算式の難点・基本的問題点である。
どの人々でも、働く際には、通勤、仕事に関連す
るさまざまな費用（複数の衣服・履物、バッグ、傘、
書籍、筆記用具、携帯電話、外食代、交際費など）
が最低限必要である。技能の向上には講習参加や
資格取得のための学習費用などの能力開発の費用
も必要となる。生活保護法の第１条は「この法律は、
日本国憲法第 25 条に規定する理念に基づき、国が
生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の
度に応じ、必要な保護を行いその最低限度の生活
を保障するとともに、その自立を助長することを
目的とする」とある。見られる通り、生活保護は
最低限度の生活保障だけでなく、「自立の助長」も
ある。換言すれば、自ら労働による稼得収入により、
生活保護から抜けることを奨励している。そのた
めに、「勤労控除」は「勤労に伴う必要経費の補填」

「勤労意欲の増進・自立の助長」として、現在収入
に応じて「基礎控除」がある。
　すでにふれた全労連・労働総研の 25 歳単身者の
最低生計費を参考に、最近改定された「基礎控除額」
を見ると、上限１人 22 万 7000 円～ 23 万 999 円
までは３万 6400 円、23 万 1000 円以上は収入が
4000 円増加するごとに１人目 400 円、２人目ご
とに 340 円控除とある 18。なお、控除には通勤費、
社会保険料などの「実費控除」もある。この額が
算定式に計上されていない。
　これは極めて不合理である。そもそも最賃適用
の労働者は日常的に事業場に行き日常的に勤労す
ることが絶対条件であり、そのために必要な経費
を自らの賃金で負担している。労働のミニマムは、
生活のミニマムより高い必然性はこの点からも理
解されよう。
　最賃制は古くは労働基準法（第 28 条～ 31 条）
に規定されていた。その後 1959 年成立の最賃法
として別個の法律となったが、労基法 · 労働条件の
理念（「労働者が人たるに値する生活を営むための
必要を充たすべきもの」（第１条）を踏襲している。
新憲法の下で、憲法第 25 条と第 27 条（勤労権、
および労働基準）は当初から密接な関係があった
が、2007 年の最賃法改正は（厚生労働省当局は否
定するが、）両者の連動関係が公認されたことと解
釈すべきであろう。そうであれば、両者の生存権
保障を共有しつつも、勤労権に基づく労働のミニ
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マムは社会保障の最低基準より高くなる必然性が
ある 19。 
　この当局の比較方法は最賃を高くみせ（実際に
は使用者側委員は最賃をできるだけ高くしないこ
とでこの案に賛成した）、生活保護も実態から離れ
た低い数字を採用し、「逆転現象」を解消しようと
意図したといえる。最賃額の月額は祝祭日や盆暮
れの休暇もなしで、365 日週 40 時間制で働くモデ
ルであり、現実ばなれしている。沖縄県基準も「可
処分所得」や生活扶助の「人口加重平均」、住宅扶
助の「実績値」の採用はとくに大都市部の実態に
適合しない。「勤労控除」の除外は論外中の論外で
ある。
　原告は、ア）生活保護の生活扶助額は各県の県
庁所在地の額を取ること、（厚生労働省方式では都
市部の労働者に保護すべき水準を適用できない。
神奈川県では1級地－１の水準の選択をすること）、
イ）生活保護を受けた者の住宅扶助額は都道府県
ごとの「特別基準」を採用すること、ウ）「勤労控除」
加えることを主張した。これを最賃計算の労働時
間、可処分所得の控除率と合わせ、その算定式の
問題点を裁判の場で追及してきた。
　当局のスタンスは最賃―生保基準比較の技法が
多義的であるとし「広範な裁量的判断」が行政に
委ねられているとし、現行の比較方法が「著しく
不合理であるなどとはいえない」と主張している。
そしてこのような算定式で 2014 年に「全都道府
県で最賃と生活保護の逆転現象は解消した」（2015
年７月 15 日 15 年度の最低賃金に関する小委員会）
などと抗弁していた。正しい計算式では逆転は一
向に解消していない。最賃を上げず、生活保護を
低くさせて両者の「整合性」を図る、という計算
式になっているのである。

〈３〉 最賃裁判とその地裁判決について

　神奈川では日本の歴史上初の裁判が取り組まれ
た。神奈川県内の労働者たち（133 人）が 2011
年６月 30 日、神奈川県の最低賃金時給 1000 円以
上を実現することと、上記の政府の「最低賃金と
生活保護の整合性」の「算定式」の問題点を正す
ことを目的として国を相手に訴えた 20。すなわち、
神奈川県の地域最賃の水準（2015 年改定は 905 円）
は生活保護の水準を下回り、神奈川県労働基準局

長が１時間 1000 円以上にしないことは、その「裁
量権の逸脱濫用」に当たるとして、被告に対して
時給 1000 円以上に改正決定をすべきとする訴訟
である。

１） 最賃訴訟における「処分性」について
　この裁判には、神奈川県労働基準局長の決定が

「公権力の行使に不服を訴える裁判の対象となる行
政処分」に該当するか否か、という論点があった。
　原告側は、最低賃金の決定という行政行為は、
最賃ギリギリで働く多くの労働者・国民の具体的
権利義務に直接影響を及ぼす行為であり、これが
訴訟の対象となる行政行為（処分）にあたること
は当然であると、最高裁の判例等に触れて主張し
た。
　また、最賃法第９条３項「前項の労働者の生計
費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化
的な最低限度の生活を営むことができるよう、生
活保護に係る施策との整合性に配慮するものとす
る」という条文の挿入された経緯において、政府
当局の計算式は最賃が生活保護を下回る「不合理」
なものであり、「一定の処分が行われないことによ
る重大な損害を生じる」とした。すなわち、「超低
額の最賃放置は、事後的金銭賠償では贖えない、
重大な損害」が生じること、を強く主張した。
　2016 年２月 24 日、横浜地裁判決（石井浩裁判長）
はこの訴訟を「却下」した。
　その理由は、原告の主張した「処分性」21 の有
無について「最低賃金を定める決定は不特定多数
に適用されるものであり、限られた特定の者の権
利や義務を形成する行政処分とは異なる」と否定
した。「神奈川労働局長が最低賃金法 12 条に基づ
き本件改正決定をしないことが裁量権の逸脱濫用
となるか」については本来最も争点になるべき論
点であった。だが、この重大な論点には一切立ち
入らなかった。とくに筆者がすでに述べた最賃と
生活保護の「整合性」に係る不当な算定式につい
ては一切不問とされた。

２） 時給1000円以上にさせないことによる　
「重大な損害」の否定の論理

　判決は、最賃制そのものではなく、生存権保障
は生活保護などを総合した種々の施策によって総
合的に実現されるという論理を展開した。
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　すなわち、地裁判決は、最賃をただちに 1000
円に引上げなくても「重大な損害が生じる恐れは
ない」とし、その理由として、訴訟の名簿に児童
扶養手当を受けているシングルマザーや、学童保
育などダブルワークに従事する青年、（この青年は
体調のよくない妻と未就学児２人と４人で生活し、
生活保護を受給している）、パート就労の女性がそ
の賃金だけでは生活できず、生活保護を受給して
いる事例などを取り上げ、「個々の国民の健康で文
化的な生活は、現在の法制度上は、勤労収入だけ
でなく、生活保護による保護、国民年金等の公的
年金、国民健康保険等の医療保険、老人福祉法や
児童福祉法等に基づく社会福祉施策等、種々の施
策によって総合的に実現されることが前提されて
いる」（判決文 19 頁）として最低賃金が 1000 円
に引き上げられなくても、「直ちに原告に重大損害
が生じる恐れはない」と断じた。
　
３） 横浜地裁の判決批判

　この判決は原告が強調した最低賃金と生活保護
の「整合性」に配慮すべき計算式の問題点には一
切入らず、いわばそれ以前の入り口で訴訟要件が
ない、と門前払いしたのである。
　厚生労働省当局は最賃決定、改定の「行政処分」
は適用対象が不特定多数で、労働基準局長に 1000
円に改定せよと命令する訴訟はできない（行政訴
訟の「処分性なし」、つまり不服の訴訟ができない）
という主張を繰り返したが、この判決は司法の判
断が行政当局の主張と同じレベルであること、「権
力へのゴマすり判決」と批判されるゆえんである。
　筆者によれば、この裁判長は「最低賃金と生活
保護の整合性」が挿入された経緯、その含意を全
く理解していない、と言わざるを得ない。労働者
の生計費に中での「生活保護との整合性」がなぜ
挿入されたのかについては、当局の公式文書でも

「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むこ
とができるよう」に、「最低賃金は生活保護を下回
らない水準となるように配慮すべきだという趣旨」
と解釈している 22。この裁判は神奈川の最賃を時
給 1000 円以上にすること、計算式が法の趣旨に
沿っているのか、という訴訟である。
　原告にはさまざまな層がいるとしても、その人々
は大元には、就労している賃金水準が低く、ダブ
ルワーク、トリプルワークを余儀なくされ、それ

によって辛うじて生活を維持しつつも、低賃金で
あるが故の長時間労働、過重労働から健康を害す
などの理由で、一部は補完的に生活保護受給を余
儀なくされた人々である。つまり、彼ら、彼女ら
の貧困状態は、現役労働者では非正規職が多く、
正規職でも賃金が著しく低い。その低い水準は現
行地域別最賃の「貧困賃金」に起因している。原
告中の生活保護受給の人々は、安易に公的扶助に
頼るのではなく、働くことへの強い意欲・動機が
ある。それにも拘わらず、労働者に「健康で文化
的な最低限度の生活を保障」すべき最賃があまり
にも低いために、やむなく生活保護を受けてきた、
というのが実態である。この判決は、原因（最賃
の低さ）と結果（生活保護受給）の因果関係を取
り違えている 23。 
　さらに、「個々の国民の健康で文化的な生活は、
種々の施策によって総合的に実現されることが前
提されている」ということについては、「何をかい
わんや」である。憲法第 25 条はすべての国民への
生存権保障（ナショナル・ミニマム保障）を謳っ
ている。「ナショナル・ミニマム保障」について当
局はこの適用を公的扶助＝生活保護制度に限定し
てきた。生存権規定において、それと最賃とを関
連づけたということは、働く労働のミニマム（法
定最低賃金水準）の保障が問題になり、勤労によ
る生存の権利の保障とこれまでの生活保護を関連
させたことであり、最賃決定の一評価要素に生活
保護を位置づけたこととは異なる（当局はこのよ
うな評価をするが、そうであれば、改正最賃法で
わざわざ 9 条 3 項を設定した意義は薄れる）。
　労働者はすでに日常的に就労しているのである。
そのための日々労働能力の発揮のためにそれを再
生産する必要性から、必要経費の確保が不可欠で
ある。また、賃金収入は公租・公課（税・社会保
険料支出）負担によってさまざまな社会保障・社
会的給付の財源になる。横浜地裁判決において最
賃制が「法定の賃金の最低限」という社会的位置
を曖昧にさせ、他の社会的給付と「総合的」に判
断するなどとする主張は、現行の最賃が「貧困最賃」
であることを不問にし、そのために生活保護受給
が必要なことを逆手にとった判決である。
　この判決は労働者の「労働という尊厳」を軽視
し、極端に言えば今後「労働の貧困」には公費を
財源とする公的扶助給付に頼る人々がいくらでも
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増加してもよい、と宣言しているようなものであ
る。だが、この裁判官は生活保護受給指導の実態
にも無知であろう。「水際作戦」と称し、申請時に
働くことを優先させ、窓口から厳格に適用該当者
さえも締め出している生活保護受給のきわめて困
難な現実をも無視しているのだ。
　今回の最賃裁判の主要な論点は、生活保護の水
準というより、極端に低い現在の労働のミニマム

（最賃制）の水準にこそある。
　一国の最低賃金水準のあり方が社会保障水準を
規定するという考えこそが必要であろう。しかも
判決は原告が提起した計算式の問題点に一切立ち
入らない（立ち入らせない）。そのこと自体は、判
決では判断していないが、そこ立ち入らないこと
は、厚生労働省当局の「裁量」だけに委ねる手法

を司法の場が間接的にせよ是認したことを意味す
る。下山房雄氏は「国側の当初からの『門前払い・
裁判即時終結』の要求を容れない訴訟指揮を行い
ながら、４年半・23 回の裁判を重ねてのうえでの
門前払い判決には全く納得できない」「結局、三権
分立が形骸化して行政の優位という形で処理される
現代国家の弊害を擁護する議論としか思えない」24

と断じている。
　原告はこの判決を不服として高裁に控訴してい
る。高裁での判断が注目される。ただし、これま
での経緯からして、当局は最賃における労働者の
生計費の重要性、計算式の問題を無視し、「裁量」
に逃げ込む可能性、司法がそれに追随する可能性、
を軽視できない。原告側の奮闘だけでなく、世論
の喚起、その監視体制も重要である。

　この章では非正規労働者を中心として、そこで
の雇用形態の問題、また賃金水準について世帯の
視点も入れてそこでの非正規雇用を軸とした「貧
困」の実相にアプローチしてきた。同時にその状
況から脱却する手段の有力要因として最低賃金制
の問題を取り上げ、そこでの目的と実態の乖離、
最賃引上げの緩慢さ、増大する膨大な地域格差に
よる若者の流出問題、2007 年最賃法の改正によ
る「最低賃金と生活保護との『整合性』」の計算式、
さらに神奈川県の最賃裁判の不当判決の問題点な
どについて述べてきた。
　ここで、次の西谷敏氏の指摘は最賃裁判判決や
賃金・最賃水準と公的扶助の関係を改めて捉え直
すためにも重要な指摘であろう。
　「いまやワーキング・プアの解消や労働者生活の
安定のために、賃金問題だけに視野を限ることは
できないのである。しかし、社会保障その他の公
的制度がいかに重要であるとしても、就労する労
働者の生活保障を過度に公的制度に依存させるこ
とは適当とは思われない。国家財政が膨大な赤字
を抱えているという現実的な問題だけではない。
賃金というものは、本来それによってはじめて労
働者が生活できるだけの金額でなければならない
という原理的な問題である。また、人は自らの労
働に対して正当な賃金が支払われることによって
はじめて、自分が適正に扱われていると感じ、勤

労の意欲をもつことができる。あまりに低い賃金
は労働に対する侮辱であり、勤労の意欲を喪失さ
せる。生活保護基準以下の賃金をなくすことは、
その意味でも緊急の課題である」25。
　本稿では「貧困」というテーマ設定と紙数の関
係で主として最賃制のみの記述となっているが、
ほかの手段においても非正規雇用の待遇改善を追
求すべきであろう。非正規労働者の「貧困賃金」
の解決法は、非正規の正規化、非正規の組織化に
よる協約最賃の適用、均等待遇、欧米で進行して
いるリビングウエイジ（生活賃金条例）の日本で
の具体化、あるいは社会保障・公共サービスによ
る諸手当や給付のあり方もある。安倍首相が「同
一労働同一賃金」を主張したことを契機にこの問
題が運動の側で注目されているが、これらを含め
た総合的分析、検討は他日を期したいが、個人的
には日本の現状では非正規・女性の低賃金の解決
には、最賃制の抜本改革の方が適用対象の広範囲
さ、賃金水準の引き上げの影響度において、はる
かに有効だと思っている。
　最賃制をめぐる運動の側面では、日本における
国民的最低限保障（ナショナル・ミニマム保障）
の意義がまだ十分浸透していない。当局がいう最
賃を地域（県段階）での労働市場の価格というレ
ベルや認識ではナショナル・ミニマム最賃制の発
想は出てこない。多くの諸外国がなぜ全国一律制

むすび むすび ――非正規雇用の雇用条件・待遇の抜本的改革をめざして――非正規雇用の雇用条件・待遇の抜本的改革をめざして
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を選択してきたか、についての認識を深める必要
がある。その中で全労連が全国一律最賃制確立の
署名に取り組み、若者の運動による現状打開の取
り組み（時給 1500 円要求）なども登場している。
全国一律最賃制時給 1000 円以上は当面の達成目

標ではあるが、この程度では労働者は現実には生
活できない。春闘における賃金闘争の強化ととも
に、まずどの地域でも当面時給 1000 円以上の達成、
さらに時給 1500 円をめざし、今後労働者・市民
との連携による現状打破が期待される情勢である。

【注釈】 

１　全労連が実施した「2016 年働くみんなの要求アンケート」（中間集計）では、職場での不安・不満「3 つ回答」の上位項目は①「賃
金が安い」（38.5％）②「人手が足りない」（18.4％）③「休暇が取れない」（18.0％）④「労働時間が長い」（13.6％）であった。（斎
藤寛生「大幅賃上げ・底上げは待ったなしの要求」『月刊全労連』No.229、2016 年 3 月号）

２　伍賀一道『「非正規大国」日本の雇用と労働』2014 年、新日本出版社、242 頁、および「非正規雇用による日本の貧困と『資本論』」
『経済』第 244 号、2016 年 1 月号、32 ～ 33 頁。

３　雨宮処凛氏が相対した 40 歳半ばの男性は日雇派遣原則禁止後もなんら変わらず日雇派遣（引越業務）を継続する事例を紹介して
いる。雨宮処凛、菅野稔人、赤城智弘、安部　彩、池上正樹、加藤順子『下流中年―一億総貧困化の行方』2016 年、SB 新書、17 頁。

４　河添誠「非正規労働者の組織化と労働運動の課題」中村浩爾・寺間誠治編著『労働運動の新たな地平』2015 年 8 月、かもがわ出
版 100 頁。

５　金澤誠一『憲法第 25 条「健康で文化的な最低限度の生活」実現をめざす労働者「生活実態調査報告書」』2014 年、神奈川労連、95 頁。

６　ＮＨＫスペシャル「子どもの未来を救え」2014 年 12 月 28 日放映。

７　「週刊東洋経済」2015 年 10 月 17 日号 ( 特集「絶望の非正規」) を参照。

８　家賃補助など若者への高家賃緩和政策の重要性については、藤田孝典『貧困世代』2016 年、講談社新書、稲葉　剛「若年 · 未婚 ·
低所得層の住宅事情調査から見えてきたもの」稲葉剛ほか共著『ここまで進んだ！格差と貧困』2016 年、新日本出版社、が指摘
している。

９　森岡孝二氏は現在の市場原理主義が個人の自由な選択を強調し、雇用・労働の規制緩和を推進し、「労働時間の非標準化と多様化
をはかろうとする流れ」と位置づける（森岡孝二『過労死は何を告発しているか』岩波現代文庫 64 頁）。

10　岩澤　聡「アメリカにおける最低賃金引上げをめぐる動向」『外国の立法』第 261 号、2014 年 9 月。

11　「連合通信」隔日版 2015 年 10 月 29 日発言。その趣旨は筆者の整理である。なお、「人口の社会減少ワースト 2」となり、最賃・
全国一律最賃を重視する地域運動については、林克「人口社会減ストップ、だれでも希望の持てる静岡県にー最賃、公契約で賃
金底上げを」『月刊全労連』No.217 ,2015 年 3 月号。

12　NHK 女性の貧困取材班『女性たちの貧困』2014 年、幻冬舎 177 ～ 178 頁。

13　全労連・労働総研「東北で働き、暮らす世帯に必要な最低生計費はいくらか」2009 年７月 27 日、首都圏最低生計費試調査作業チー
ム『首都圏最低生計費試算調査報告書』。なお、併せて、金澤誠一『最低生計費調査とナショナル・ミニマム』労働総研ブックレッ
No.6．2012 年、本の泉社を参照。

14　最賃と公務員賃金の関係については拙稿「賃金『底上げ』と労働組合の役割」『月刊全労連』No.229.2016 年 3 月号で触れてみた。

15　黒川俊雄、小越洋之助『ナショナル・ミニマムの軸となる最賃制』大月書店、2002 年、大月書店、橘木俊詔著『家計からみる日本経済』
2004 年、岩波書店。

16　労働基準局政策課賃金時間室が作成した「地域別最低賃金と賃金水準の関係（就業形態別）」によれば、「毎月勤労統計調査」に
おける産業計 · 事業所規模 30 人以上での一般労働者の所定労働時間は平成 21 年～平成 26 年（2009 年～ 2014 年）において 1 ケ
月 149.9 時間から 152.7 時間の幅であり、150 時間程度で推移している。また、パートの所定内給与は 2006 年～ 2014 年において
すべて 1000 円～ 1069 円に収まっている。

17　桜井啓太（大阪市立大学）「最低賃金と生活保護の逆転現象発生のメカニズムとその効果」・『大原社会問題研究所雑誌』」N0．
663．2014 年 1 月、7 頁。桜井氏はこの算定式自体に「逆転現象が発生する要因がある」としている。

18　『生活保護手帳』（2015 年版）中央法規、による。

19　「就業時の『最低生活』を確保するのに十分な賃金水準が成立しえないところでは＂生存権 ” 保障に値する内実を備えた真の社会
保障を実現することは不可能である。効果的な最低賃金制度の確立は、社会保障が機能しうるための前提条件となるのである」
工藤恒夫『資本制社会保障の一般理論』2003 年、新日本出版社、109 頁。

20　本稿では原告の詳細な労働と生活の実態にはほとんどふれていない。原告の要求に即したより平易な説明は福田裕行「最低賃金
裁判が明らかにした低賃金労働の実態」『季論 21』第 32 号、2016 年春号，136 ～ 149 頁を参照。

21　 「処分性」あり、とは行政事件訴訟法における「抗告訴訟の対象性」を認めることである。「抗告訴訟」とは「公権力の行使に関
する不服の訴訟」。

22　労働調査会出版局編『最低賃金法の詳解』平成 21 年、労働調査会 49 頁。

23　「原告らの主張した 2013 年時点で、神奈川の最低賃金時給 868 円，時給 1000 円，時給 1200 円で働いて勤労収入を得ている者が
生活保護の支給を受けられることを被告国が認めたということは，時給にして 500 円以上，月収換算で 8 万円以上という金額で
最低賃金と生活保護との「乖離」が存在することを認めたということである。この点について，被告（である国）は原告らの主
張を認め，明確かつ具体的な反論は全く行っていない。それにもかかわらず，被告は，最低賃金が生活保護を大幅に下回る「乖離」
の存在を否定し、神奈川県では 868 円の最低賃金によって逆転現象は解消されたと宣言している」『最賃裁判ニュース』No.21．
2014 年 8 月 6 日号の田淵弁護士の発言。

24　下山房雄「最賃裁判傍聴記」第 23 回かながわ総研所報『研究と資料』2016 年 4 月号。

25　西谷敏『人権としてのディーセントワークー働きがいのある人間らしい仕事』2011 年、旬報社、151 ～ 152 頁。
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１） 日本郵便の新一般職
  日本郵便は、2014 年４月から総合職、地域基幹職、
新一般職なるコース制を導入し、従来の一般職は
地域基幹職となり、新一般職は有期雇用の非正規
雇用労働者から試験により内部登用される（１図）。
　新一般職は業務範囲、転勤範囲が限定され、業
務は標準（定型）業務を中心に補助業務が中心と
なる（２図）。新一般職は役職登用は無し、転居を
伴う転勤も無いが、勤務先が閉局になっても、近
隣局に配置転換するという「約束」があるという。
この意味では、職務限定型（ジョブ型）正社員と
いうもので、有期雇用と比較すれば、雇用は安定
している。
　しかし賃金を見れば、低賃金雇用であることが
わかる。新一般職の基本給は「役割基本給」と「役
割等級」からなるが、「役割等級」は役職登用がな
いので、平社員水準の 39,000 円のまま据え置きと
なる。「役割基本給」は査定昇給である。給与水準

は、期待役割等を踏まえ現行一般職（担当者クラ
ス）と月給制契約社員（期間雇用社員）の中位程
度で設計され、上限は 204,100 円であり、従来型
一般職の上限 281,400 円と比べると、かなり低く
設定されている。新一般職のモデル年収をみると
31 歳で役割基本給 125,200 円・成果給 39,000 円
で合わせて 164,200 円が基本給で、これに諸手当
99,526 円が付いて月例給与は 263,726 円、賞与 4.3
月として年収は 396 万円である。一方、地域基幹
職の標準だと 32 歳あたりで年収 500 万円である
から、年収ベースでは 100 万円ほど低い。地域基
幹職の標準モデルは昇給がストップする 50 代なか
ばには年収 750 万程度になるが、新一般職は 54
歳の 482 万円が最高値で、55 歳では 467 万円に
下がって定年まで変わらない（１表）。このように
中高年層をみると地域基幹職と新一般職では大き
な格差が生じている１。
　新一般職導入後の日本郵便の労働力構成をみる
と、従来の主任・一般職（地域基幹職）は大幅に

安倍雇用改革と賃金水準
　―「限定正社員」の賃金実態

事例
分析 藤 田 　  実

出所：日本郵便「コース制の導入について」

出所：１図に同じ

【２表】　日本郵便の労働力構成
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減少し、現場の主力は新一般職となる（２
表）。つまり低賃金の一般職が現場の主流
になるのである。このように考えると、
新一般職制度は従来より低賃金の「正社
員」を創り出したということである。

２） 三越伊勢丹の「メイト社員」
　三越伊勢丹の社員制度は、社員—メイ
ト社員—フェロー社員という雇用形態に
おいても、人事処遇制度においても格差
的な制度となっている（３・４図）。
　三越伊勢丹の社員制度のうち、ここで
検討すべきはメイト社員制度である。三
越伊勢丹は、2010 年度からメイト社員と
呼ばれる非正規社員を無期雇用の社員に
する人事制度を導入した。これは、経験
を積んだメイト社員が他社の社員として
採用されることが相次いだことがきっか
けだという。非正規社員の処遇を「改善」
することで、囲い込むことを目的として
いるようだ。
　メイト社員は、月給制のフルタイム勤
務で、入社してから３年目までは有期雇
用であるが、４年目に自動的に無期雇用
となる。
　社員とメイト社員の違いは、社員はマ
ネージャークラスまで昇格できるのに対
し、メイト社員はメイト社員のままでは
担当リーダーまでと昇格と役割に限界が

【１表】　（新）一般職モデル年収〈グループ全国平均〉

出所：１図に同じ

出所：１図に同じ
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設けられていることである（５図）。また異動は、
社員の場合は、出向も含む全国異動が課せられてい
るのに対し、メイト社員はエリア間異動は無い。エ

リア間異動がないということは、自分の所属してい
る店舗が閉鎖されれば、「解雇」されるということ
になるのか、この点について明確な説明はない。

　メイト社員の給与制度は緩やかな役
割成果給で、評価に応じて担当職レベ
ルでも「緩やかに昇給」する制度となっ
ている。評価は目標管理制度で、中期・
年度計画に基づいて、部門・役割ごと
の目標計画が立てられ、それが個人目
標に具体化され、その目標達成度は評
価される。
　社員は評価と昇格に応じて昇給する
が、メイト社員の場合は評価による昇
給のみとなっている。ただし、社員と
メイト社員はリーダークラスまでは、
基本給の上限は同じになるように設定
されているが、社員とメイト社員の間
では、賞与では格差が設けられている。
　三越伊勢丹のメイト社員制度は、
コース制と同じで、採用時から給与制
度も処遇も異なるもので、社員は総合
職、メイト社員は一般職といった、金
融機関などに見られるコース制に類似
している。それは、メイト社員の大
部分が女性であり、男性はほとんど
いないこと、大学新卒採用もありで、
大卒社員初任給（2014 年４月）は
207,000 円であるのに対し、メイト
社員は 177,000 円と異なることから、
総合職・一般職というコース制と類似
していると言うことができる。

【３図】三越伊勢丹の労働力構成

【4図】格差的な従業員構成

【5図】社員種別ごとの昇格テーブル

出所：「三越伊勢丹「メイト社員」人事処遇制度の概要」2014 年 3月

出所：３図に同じ

出所：３図に同じ
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出所：ファーストリテイリングHP

３） ユニクロのＲ社員
　ユニクロのブランドで有名なファーストリテイ
リングは従来からの地域限定社員制度をＲ社員と
する制度を 2014 年から導入し、募集を始めた。
それと同時に、社員をＮ社員（国内）、Ｇ社員（グロー
バル）に分けることにした。
　ユニクロの 2015 年 8 月期の国内従業員数は
27648 人で、うち社員は 11424 人、準社員・アル
バイトが 16224 人である。この数字を 2014 年 8
月期と比べると、社員が 7242 人増加する一方で、
準社員・アルバイトは 1484 人減少している。ファー
ストリテイリングでは 16000 人いる準社員・アル
バイトの相当部分を地域限定正社員へ転換し、最
終的には 18000 人程度をＲ社員にする方針だとい
う（「日経ビジネスオンライン」2014 年 3 月 24 日）。
職務は単なる販売だけではなく、商品管理、新入
社員やアルバイトの教育も担わせ、能力次第では
店長や店長代理の職務まで担うことを想定してい
る。最終的には、繁忙期以外は、店舗は店長（Ｎ
社員あるいはＲ社員）—店長代理 1 ～ 2 名（Ｎ社
員あるいはＲ社員）—販売員（Ｒ社員）で運営す
ることを目指している。柳井社長は販売員に対し
て「今の効率の２倍を求める」と 2014 年 3 月 11
日の店長や幹部など 4000 人が参加するＦＲコン
ベンションで述べた。

　Ｒ社員は異動のない地域限定ということだけで、
福利厚生や社会保険などは正社員と同じとされて
いるが、賃金はＲ社員用賃金体系が適用される。
その場合、Ｒ社員の賃金水準はＮ社員の賃金に近
づいていくという。そうすると、現在の販売員の
最高グレード（Ｊ 3）の平均年収は 454 万程度（但
し同じＪ 3 でも格差は大きく、最低の 362 万円か
ら最高の 618 万円まで 250 万円以上の差がある）
であるから、Ｒ社員の賃金も 450 万円程度になる

（６図）。店長代理や店長に昇格しなければ、ユニ
クロのＲ社員は（Ｎ社員も）最高でも 400 万円台
にとどまるということである。現在の時給制に比
べれば給与は上がるが、誰もがＲ社員になれるわ
けではなく、試験や条件も明確にして移行を進め
るという。
　以上からわかるのは、ファーストリテイリング
は店舗の第一線にたつ販売員はＲ社員中心にして、
無限定のＮ社員は店長などとして店舗運営に携わ
るようにすることを企図しているということであ
る。時給制のアルバイトからＲ社員への転換を進
めるので、人件費は上がるが、それはＲ社員の生
産性を 2 倍程度に高めることで吸収するというこ
とで、労働者の側からはより一層過重労働に追い
込まれる可能性がある２。同時にＮ社員もＲ社員も
店長以上への昇格は自ずと限定されるから、販売
職にとどまる限り賃金水準としては 400 万円程度

になり、その金額で生計を賄えということで
もある。

　限定正社員制度の賃金実態を見ると、雇用
は事業所の存続を前提に一定程度保障されて
いるが、全国転勤がないことや職務の違いな
どを理由に、日本郵便の新一般職や三越伊勢
丹のメイト社員は従来型正社員と比べれば低
賃金である。またファーストリテイリングの
ように、限定正社員の賃金は従来型正社員の
賃金に近づく場合、従来型正社員の賃金低下
と非正規社員の限定正社員化による賃金上昇
がパラレルに進む場合も見られる。
　また雇用の安定という点では、限定正社員
制度は非正規雇用よりも安定しているとはい
え、この制度を導入しているのはユニクロの
ような流通産業やすき家のような外食産業で
あることからわかるように、出店と閉店が多

【6図】　ユニクロのグレード別年収　
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い産業でもある。自分が勤務している店舗が閉鎖
される場合、近隣店舗に配転される可能性はある
が、退職に追い込まれる労働者も出てくると思わ
れる。この意味では、「今後、不況の波に襲われ
ることがあれば、非正規と同様に雇用の『調整弁』

になりうる存在と言えそうだ」（（『週刊東洋経済』
2015 年 10 月 17 日号、P82）ということもできる。
　このように見てくると、限定正社員制度は、「不
安定さ」をもつ低賃金雇用という側面も有すると
いうことに注意しなければならない。

【注釈】

１　従来型正社員の地域基幹職と大きな賃金格差があるだけでなく、期間雇用社員と比べても「時給換算で 400 円以上下がる」（『週
刊東洋経済』2015 年 10 月 17 日号、P87）ということもあり、期間雇用社員から一般職への応募は思ったよりも少ないという。

２　ユニクロは過酷な労働実態と残業の多さで離職率が高く、ブラック企業と批判された過去がある。「12 年入社社員でもすでに３割
が退職」（『週刊東洋経済』2015 年 10 月 17 日号、P80）しているとされ、現在でも離職率は高い。したがって仕事の効率を２倍
に高めるとすれば、かなりの過重労働になる危険性がある。
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よれば、年収 200 万円以下の女性労働者は女性労
働者全体の 42.9％（男性は 10.8％）であり、年収
200 万円以下の労働者の 73.6％は女性が占めてい
る。300 万円以下にひろげれば、女性は 65.0％、
男性は 24.0％になる（図表 1 参照）。男性の平均年

女性の貧困と女性の貧困と
政府・財界の「女性の活用論」　政府・財界の「女性の活用論」　

上 田  裕 子 　 中 嶋  晴 代

第５章

　日本の相対的貧困率は 16.1％（2012 年）に高
まり、６人に１人が貧困であるが、とりわけ女性
の貧困率の高さが突出している。2012 年の 20 ～
64 歳の女性単身世帯の相対的貧困率は 33.3％にも
および、３人に１人は貧困ライン以下で生活して
いる。65 歳以上の高齢女性単身世帯では半数に近
い 44.6％が貧困に陥っている（阿部彩（2014）「相
対的貧困率の動向 :2006、2009、2012 年」貧困
統計ホームページ）。母子世帯の実態はまさに貧困
の縮図であり、貧困の連鎖と子どもの貧困が深刻
である。
　財界・政府は「安上がりな労働力」として女性を
ターゲットにしてきた。いまや女性労働者の６割
は低賃金で不安定雇用の非正規労働者であり、年
収 200 万円以下の労働者の４分の３は女性である。

貧困層の大半を占めている女性労働者の劣悪な実
態は、女性から若者や高齢者へとひろがり、さら
に労働者全体の労働条件を引き下げる重石の役割
を果たしている。
　ＩＬＯは 1999 年に貧困と格差の拡大を解決する
にはその根底にある雇用破壊をなくして、すべて
の労働者、とりわけ女性や若年労働者等に「ディー
セント・ワーク（人間らしいまともな労働）を実
現することが重要である」と提起した。そして

「ディーセント・ワークの実現にはジェンダー平等
が不可欠である」としている。
　ジェンダー平等を実現し、労働者全体の状態悪
化のテコにされている女性労働者の劣悪な状況を
改善することは、女性のみならず、すべての労働
者の貧困を克服する重要なカギなのである。

はじめに はじめに ――女性の貧困が全労働者の貧困化の重石に女性の貧困が全労働者の貧困化の重石に

女性労働者の貧困の実態女性労働者の貧困の実態

〈１〉 賃金と雇用

１） 低い女性の賃金と大きい男女賃金格差
　国税庁「2014 年分民間給与実態統計調査」に
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間給与は 514 万円、女性 272 万円で、女性は男性
の 52.9％にすぎない。正規の男性の平均は 532 万
円、女性は 359 万円であり、非正規の男性は 222
万円、女性は 148 万円である。
　男女の賃金格差および正規と非正規の賃金格差
は大きい（図表２参照）。とくに、非正規女性の賃
金は性差別と雇用形態差別を複合的に受けて、年
収 100 万 円 未 満 が 45.0 ％、100 ～ 199 万 円 が
39.6％で、200 万円未満が 84.6％となっている（総
務省「労働力調査」2015 年）。
　また、図表３から明らかなように、年齢別に見
ても、男女および正規と非正規の賃金カーブは大
きく異なる。男性は 54 歳未満までは年齢とともに
賃金が高くなるが、女性は年齢や勤続年数があがっ
ても昇給幅は小さい。非正規労働者の賃金は寝た
きりの状態の低賃金である。
　年金は勤務期間や在職中の低賃金がそのまま跳
ね返り、生涯にわたりマイナスの影響を受ける。
厚生年金受給額は男性の平均受給月額が約 17 万円

（18 ～ 19 万円がピーク）なのに対し、女性は約
10 万円である。月額 10 万円未満が 52.7％と過半
数で、15 万円以上は 9.0％にすぎない。基礎年金
のみの女性高齢者の半数近くは月額５万円未満で
ある（厚生労働省「厚生年金保険・国民年金保険
事業年報」2014 年）。それゆえに高齢女性の大半
はひとりでは生活できない。

２） 非正規労働の「担い手」としての女性
　女性が貧困層に集中している最大の要因は女性
労働者の６割近くが非正規労働者であることであ
る。2015 年の女性の雇用者は 2473 万人に増え、
雇用者の 43.9％を占めている。ところが、1985
年に役員を除く女性労働者の 67.9％を占めてい
た正規労働者は、2015 年には 43.7％に減ってい
る（男性は同年 92.6％から 78.1％へ）。パート・
アルバイト・派遣社員・契約社員・嘱託などさま
ざまな非正規労働者は女性労働者の 56.3％（男性
21.9％）に増えた。非正規労働者の約７割が女性
である。女性非正規労働者のうちパート・アルバ
イトが 78.3％で、最も多い（総務省「労働力調査」
2015 年）。（図表４参照）
　1990 年代の景気後退以降、とりわけ若年層の非
正規雇用化がすすんだ。新規学卒の女性や単身女
性、シングルマザー等がフルタイムで働くことを

のぞんでも、正規雇用での採用は少なく、パート
をはじめ非正規雇用を余儀なくされている。非正
規の女性は低賃金かつ一時金や退職金もゼロない
しは少額で、年休や産休すらとれないなど無権利
な実態がある。
　「非正規労働で得られる低賃金」で自らの生計
を維持しなければならない単身女性・シングルマ
ザー・男性非正規労働者などが増えており、長時
間残業しても、ダブルワークしても最低生活水準
に達しない非正規労働者の増大は少子化や税・社
会保険料の担い手の減少などの要因にもなり、大
きな社会問題になっている。

〈２〉 シングルマザーの実態と
　　 「貧困の連鎖」

　もっとも貧困が深刻なのはシングルマザーで
ある。厚生労働省「全国母子世帯等調査」（2011
年）から現状を見ると、母子世帯は 123.8 万世帯
で、ひとり親家庭の 85％を占めている（理由は離
婚 80.8％、未婚 7.8％、死別 7.5％）。母子世帯の
母は 80.6％が働いているが、パート・アルバイト
等（47.4％）が正規職員・従業員（39.4％）を上
回っている。母自身の平均年間就労収入は、正規
で 270 万円、非正規は 125 万円、平均 181 万円
であり、200 万円未満が 64.0％となっている。養
育費（受けとっているのはわずか 19.7％）や児童
扶養手当を含めても年間収入は 223 万円にすぎな
い。
　非正規の母と子の生活は困窮を極めている。少
ない児童扶養手当・児童手当、生活保護基準の切
り下げやそれに連動した子どもの就学援助の切り
下げなど、低い収入を補う社会的な手当や子ども
への支援策が薄いことが貧困を加速させている。
また、日本の教育費負担は大変重く、経済上の理
由から退学や進学を断念する者が多い。公共住宅
政策の乏しさのなかで、民間住宅の重い家賃負担
が母子世帯の家計を圧迫している。
　ひとり親世帯の相対的貧困率は 54.6％（2012 年）
とＯＥＣＤ諸国で最悪である。とりわけ専業主婦
やパートの女性がひとり親になると、正規の仕事
に就くことは非常に厳しく、貧困に陥る。低賃金
のパートをダブル・トリプルワークして深夜まで
働いている親も多い。幼い子どもを抱えて離婚し
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た若い女性は、生きていくためにやむなく性・風
俗産業に足を踏み入れるケースが少なくない。国
の貧困対策が脆弱ななかで、すぐに入れる託児所
を用意し、住む場所のない女性に寮をつくってい
る風俗産業の店があるという（ＮＨＫ「女性の貧
困取材班」2014 年『女性たちの貧困』幻冬舎）。
　母親の貧困は同時に子どもの貧困である。「まと
もな食事は給食だけでいつも空腹」「健康保険料の
滞納で病気でも医者にかかれない」「貧困が子ども
の低学力を生む」「親が夜中まで働いており、寂し
さから非行グループに入る」「お金のために出会い
系サイトで知り合った男性と交際し、妊娠した」「幼
児虐待」「母子の無理心中」など、くらしも命も脅
かされている子どもたちの深刻な事例が報告され
ている（樋田敦子著　2015 年『女性と子どもの貧
困』大和書房、その他）。親から子へと ｢貧困の連
鎖｣ が大きな問題となっている。まじめに働けば
子育てができる雇用と賃金、公的な保育所や住居
は、シングルマザーが生きていく上で重要である。

〈３〉 女性パートタイム労働者の実態

　週 35 時間未満の女性短時間雇用労働者は 1111
万人で、女性労働者の 47.5％を占めており、正
規女性労働者よりも多い。（総務省「労働力調査」
2014 年。割合は厚生労働省雇用均等・児童家庭
局作成）。厚生労働省「パートタイム労働者実態調
査」（2011 年）によれば、女性パート労働者のう
ち 73.1％は配偶者がおり、「主婦パート」が男女非
正規労働者のなかで最も多数となっている。「家事・
育児・介護等とのかかわりからフルタイムで働け
ない」「残業や会社都合による配転に応ずることが
できず正社員として働くことは困難」として、パー
トを選ばざるを得ない女性が少なくない。女性パー
トの 79.3％は正社員の経験があるが、結婚や子育
て後の主婦の再就職はパートなどしかないのが実
態である。家族的責任が重く、時間や地域限定で
しか働けないことから、低賃金や不安定な雇用な
ど正社員とは異なる労働条件にされている。
　雇用の多様化が推し進められ、主婦のみならず、
少なくない女性がパート就労を余儀なくされてい
るが、その労働条件は「主婦パート」の家計補助
的低賃金・不安定雇用が引き継がれている。女性
パートの賃金は年収 100 万円未満が 47.8％、100

万円～ 200 万円未満が 42.5％で、200 万円未満
が 90.3％にも及んでいる（総務省「労働力調査」
2015 年）。
　女性が「パートで働いている理由」は「家計の主
たる稼ぎ手として生活を維持するため」が 15.0％
である。「主たる稼ぎ手ではないが何らかの家計の
足しにするため」が 70.9％と最多だが、うち半数
は「生活を維持するには不可欠」としている（厚
生労働省「パートタイム労働者実態調査」2011 年）。

「主たる生計維持者である男性」の賃金が引き下げ
られるもとで、「夫に扶養される主婦の家計補助的
労働」とされてきたパート労働は「生活維持のた
めの家計の重要な収入源」として不可欠なものに
変わってきている。
　2014 年４月に施行された改正パートタイム労働
法（正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善
等に関する法律」）では、わずかな改正の一方、「正
社員と差別的取扱いが禁止されるパート労働者」
の対象は、「無期労働契約の締結」の要件は削除さ
れたものの、①仕事の内容や責任が同じ、②人事
異動の有無や範囲が同じという条件を満たしてい
なければならず、この厳しい条件を満たせる人は
ほとんどいない。
　また、「主婦パート」を低賃金にとどめている大
きな理由のひとつは「被扶養配偶者であることで
優遇される税制や社会保障制度」にもある（これ
については「 女性の貧困のおもな要因の〈５〉」
を参照のこと）。

〈４〉 正規女性労働者の実態

　正規労働者であっても女性の実態は厳しい。年
収 200 万円未満の正規女性労働者は 22.3％であり、
300 万円未満まで含めると 50.5％にもなる（総務
省「労働力調査」2015 年。図表２参照）。
　労働基準法第４条は性による賃金差別を禁止し、
男女雇用機会均等法（以下、均等法という）は募
集、採用、配置、昇進などで性別を理由にした差
別的な扱いを禁止している。それにもかかわらず、
正規女性労働者の賃金が低い原因の一つに就業の

「水平的分離」といわれる女性と男性が異なる産業
や職業に集中する性別職業分離がある。女性が多
く就業している職種の賃金はおしなべて低い。女
性の就業が多い分野である「医療・福祉」「卸売業・
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小売業」「宿泊業・飲食サービス業」等では賃金が
きわめて低く抑えられている。
　二つ目は「垂直的分離」といわれるもので、指
導的立場すなわち管理職への登用が少ないことで
ある。管理職の女性は増えたとはいえ 11.3％（総
務省「労働力調査」2014 年）にすぎない。家族
的責任を担う女性労働者にとっては、残業が多く、
無限定の転勤が要求される管理職への昇格は多く
の困難をもたらす。また、職能資格給制度等のも
とで、母性保護や家族的責任にかかわる権利の取
得がマイナス査定される結果、昇進・昇格できず、
低賃金に置かれていることも少なくない。
　三つ目は、雇用形態あるいは雇用管理区分によ
る賃金格差である。1985 年に均等法が制定され、
多くの職場で「コース別雇用管理」が導入された
が、制定後 30 年を経ても「総合職」の女性はわず
か 9.1％にとどまっている（厚生労働省「2014 年
度コース別雇用管理制度の実施・指導状況」）。長
時間労働や転居をともなう転勤が困難な多くの女
性は、やむなく「一般職」を「自発的に選択」す
ることになる。一般職の賃金は職務内容にかかわ

らず低賃金に抑えられ、管理職への道も閉ざされ
ている。
　性別を理由とした直接差別は減ってきているが、
こうした間接差別が横行している。間接差別は形
式上では性による差別とみえない制度や基準でも、
一方の性に不利益な影響を与えるものである。Ｅ
Ｕ指令やＥＵ加盟国・アメリカ・カナダなどでは、
間接差別の定義を明確化し、間接差別の禁止が法
律に明記されている。しかし、日本では 2006 年の
均等法の改正において、性別以外の事由を要件と
する差別の禁止については「実質的に性別を理由
とする差別となるおそれがある措置として厚生労
働省令で定めるものについては……講じてはなら
ない」とし、極めて不十分なものであった。省令
では、①募集・採用での労働者の身長・体重・体
力等、②募集・採用、昇進、職種の変更にあたり
転居を伴う転勤への応諾、③昇進にあたり転勤の
経験があるというわずか３要件を限定列挙しただ
けなので、多くの間接差別が見逃されている。そ
のために間接差別にたいする異議申し立てが多く
みられ、裁判などで争う例も少なくない。

〈１〉 貧困の底流にある性別役割分担

　女性はずっと貧困状態にあったが、女性の貧困
は見えにくく、問題視されなかった。それは、女
性は「男性に扶養される者」とみなされ、ひとり
の人間として女性の人権は認められなかったから
である。今日なお、「男性が一家の生計を担って妻
子を養い、家事・育児・介護等は女性の役割」と
いう性別役割分担が根深く残存しており、女性の
自立は重視されていない。1960 年代頃まで女性労
働者は「若年で未婚の間の安価な労働力」であり、
同時に「結婚退職して家事・育児を担い、男性の
労働を支える存在」とされて、企業は結婚・出産
退職制や若年定年制などを強めた。
　高度経済成長期になると、財界・政府は労働力
不足を補うために、サラリーマン世帯の中高年の
専業主婦をパート労働者として職場に引き出す戦
略を展開した。主婦パートはあくまでも「主婦が
本業」であり、「家事・育児・介護等に影響しない

短時間労働」で、主たる生計維持者は夫であるか
ら「家計補助的低賃金」「不安定雇用」という企業
に都合のよいものであった。主婦だけでなく、「パー
トは女性のニーズにあった働き方」「男は仕事、女
は家庭＋パート労働」とされ、「安い労働力」「雇
用の調整弁」として女性パートの本格的な「活用」
がひろがった。
　さらに財界・政府は、1985 年に雇用における
男女差別の禁止を定めた均等法を制定する一方で、
男性並み労働が困難な女性のためとして労働者派
遣法を制定した。「企業に縛られず、都合のよいと
きに自由に働くことができ、女性のニーズに応え
るもの」といわれたが、派遣労働は実際には雇用
形態の違いを利用して女性差別を隠蔽し、性差別
を温存するものであった。金融等では、真っ先に
女性事務職を派遣に置き換えた。派遣法はその後
相次いで改悪され、派遣労働は原則自由化されて
男性派遣労働者が増えたが、今も派遣労働者の６
割は女性である。
　女性の非正規労働者は 1985 年には女性労働者

女性の貧困のおもな要因女性の貧困のおもな要因
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の３割を超えており、2003 年には過半数となった
が、急増したパートをはじめとする女性非正規労
働者は「男性に扶養されて家計補助的に働く労働
者」とみなされて、増加し続けても、自立して生
活できない低賃金でも、社会問題にされなかった。
　新自由主義、経済のグローバル化のもとで、財界・
政府が雇用の多様化・非正規労働者化、人件費の
削減、規制緩和などを推し進め、非正規雇用が若
年男性にひろがった。そして男性非正規労働者に
も女性非正規の家計補助的低賃金・不安定雇用と
いう劣悪な労働条件が引き継がれた。｢家計の主た
る担い手である男性｣ が非正規労働者になるに及
んで、今世紀初めごろから「非正規の増加と貧困
の拡大」がはじめて大きな社会問題となった。
　均等法の制定から 30 年余が経過したが、女性労
働者の６割は非正規労働者であり、女性の賃金は
男性の半分にすぎない。賃金、教育訓練、昇進・
昇格、セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・
ハラスメントなどの女性差別が後を絶たず、長時
間労働のもとで家族的責任を担う女性は仕事と家
庭生活の両立が困難である。性別役割分担は単な
る家父長制の残滓としてではなく、ジェンダー差
別を利用して全労働者の雇用を悪化させ、資本の
利潤追求の手段として「活用」されている。男性
に扶養されない母子世帯や女性単身世帯等が増え
て、働いても、働いても生活できない実態が明ら
かになり、最近、「女性の貧困」が注目されるよう
になった。

〈２〉 ワーク・ライフ・バランスを破壊する
長時間労働

１） 家事・育児等にかかわれない男性
　日本は「家事・育児等の責任を負っていない者（主
として男性）」しかできない長時間労働が横行して
いる。男性の長時間労働が働き方の基軸とされ、
それは家事・育児等を女性がもっぱら担うことに
よって成り立っている。
　日本の一般労働者は年 2000 時間以上もの長時
間労働をしている。とりわけ、子育て期の 30 ～
40 歳台の男性の６分の１以上の労働時間は過労死
が懸念される週 60 時間以上になっている。共働
きの夫婦と子ども世帯の１日あたりの「家事・育
児・看護・買い物の時間」は、妻４時間 53 分に対

し、夫は 39 分と極めて少ない（欧米の夫は３時
間前後）。６歳未満の子をもつ共働き世帯の夫の１
日あたりの行動をみると、家事は８割、育児は約
７割が行っていない（総務省「社会生活基本調査」
2011 年）。男性の育児休業取得率はわずか２％ほ
どにすぎず、しかも極めて短期間である。「家事・
育児等を担う主婦がいる男性」を前提にして、深
夜に及ぶ時間外労働や企業の一方的な配転の受諾
などを当然とする働き方は、男性からも女性から
も人間らしい労働と生活を奪っており、改善が急
務である。

２） 仕事の継続が困難な女性
　長時間労働は女性労働者の母性と健康・くらし
も破壊している。全労連女性部の ｢女性労働者の
労働実態及び男女平等・健康実態調査 2015 年｣
には、「人手不足で残業が当たり前の職場実態」「女
性労働者の 95％が疲れを感じており、６割以上は
慢性疲労で健康に不安がある」「育児や介護のため
の制度はあっても、多忙や代替者がいない等で請
求できない」などの実態が明らかにされている。

「『お前たち女性は甘えている。突然の残業だろう
と深夜までだろうと男と同じくやって当たり前だ。
子どもだのなんのと言うならそれなりの選択をし
ろ』といわれた」「小さな子どものいる女性は一度
家に帰って家事・育児をし、夫の帰宅後、再度出
勤して深夜まで仕事をすることがある」「男性は子
どもがいようがいまいが同じように働けるが、女
性は子育てに支障が出るのでパートしかできない」
など深刻な声がよせられている。
　均等法と引き換えに労働基準法の「女子保護規
定」が改悪される以前の女性の時間外労働は１日
２時間・１週６時間・１年 150 時間以内、休日労
働の禁止、深夜業は看護婦（当時）など一部を除
き禁止であった。「男女共通の上限規制を設けよ」
という要求が拒否されてきたもとで、男性に伍し
て働こうとすれば男性並み長時間労働や家庭状況
を配慮しない転勤を余儀なくされる実態がある。
子育て中でも残業を強いられる職場状況や保育所
の入所もままならず、長時間労働が常態化してい
る夫はあてにならない現状のもとで、仕事を持っ
ていた女性の 6 割以上が出産退職している。第一
子出産後の継続就業率は 30 年余も前の均等法制定
時と変わらない。介護・看護を理由とした離職者
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は女性が 12 万人で男性の 4 倍である（総務省「労
働力調査詳細集計」2014 年）。家族的責任を担っ
ている女性は働く上での困難が多い。
　日本の重い教育費負担や低家賃の公共住宅の不
足は貧困を加速している。

〈３〉 母性・妊娠・出産、子育て、介護等への
ハラスメント

　人員削減が進み、職場環境が悪化するなかで、
母性をもつ女性が働くことがいっそう困難になっ
ている。生理休暇はほとんど行使できず、「妊産婦
の時間外労働・休日労働・深夜業の免除や妊娠中
の軽易な業務への転換」などの権利は「多忙や代
替者がいない等で請求しなかった」「免除されるこ
とを知らなかった」という労働者が少なくないな
かで、妊婦の４人に１人が流産を経験している。「産
育休者が出た時『これだから女は嫌なんだ。周り
の迷惑を考えろ』『お前は産休とるな』といわれた」

「仕事をやめるか、子どもをあきらめろと言われて
いる気がする」「妊娠は病気ではないといわれて休
めず、深夜勤務中に流産した」「派遣だと妊娠＝退
職になってしまう」など、妊娠・出産・子育て中
の労働者に対するハラスメントも深刻化している

（全労連女性部 ｢妊娠・出産・育児に関する実態調
査｣ 2015 年）。

〈４〉 脆弱なソーシャル・ネットワーク

　産休や育休が終わるのに保育所に入れない、介
護施設・在宅介護支援体制の不備等によって親が
倒れたら退職しなければならないという事態が後
を絶たない。子育てや高齢者介護の支援などの社
会的基盤が脆弱なことが、女性が働き続けること
を困難にしている。保育や介護を金儲けの場とし
たい財界の要望を受けて、政府は株式会社も含む
民間企業の参入、施設・職員配置等の最低基準の
引き下げなどを推し進めた。それによって、いま、
保育や介護の質の低下が社会問題になっている。
保育・介護労働者の大半は女性であり、パート・
有期雇用が多い。保育や介護労働は専門性が必要
であり、命を預かるだいじな仕事でありながら、「女
性職」とされてきたことから、その労働条件は劣
悪で、自立して生活できない低賃金である。その

ため保育・介護労働者の離職・人員不足が深刻で
ある。

〈５〉 女性を低賃金に誘導する税制や
　　 社会保障制度の問題

　税制では 1961 年にサラリーマン世帯の妻の「内
助の功」に対するものという立法趣旨の下につく
られた「所得税における配偶者控除制度」がある。
1960 年代は労働力不足を補うために既婚女性に
パート就労を促進した時期であり、妻が一定額以
下で働く場合には夫が減税される制度は妻の就労
を促すと同時に「パート所得を低水準に抑える」
役割を果たした。
　他方、均等法が制定された 1985 年に労働者派遣
法の制定の一方で、「国民年金第３号被保険者制度」
の創設がなされた。第３号被保険者制度はサラリー
マンの被扶養配偶者（年間収入 130 万円未満、ほ
とんどは妻）に保険料負担なしで基礎年金を給付
し、それに必要な費用はその被用者年金制度に加
入する労働者全体で負担するものである。健康保
険の被扶養者制度（年間収入 130 万円未満は保険
料免除）とあいまって、「非正規や低賃金でも、被
扶養配偶者になって保険料負担がない範囲内で働
くほうがトク」として、家族的責任を担う女性を
低賃金労働者として使うための財界・政府の巧妙
な戦略といえる。
　「配偶者控除」は「103 万円の壁」、「国民年金第
３号被保険者制度」などは「130 万円の壁」とい
われ、既婚女性の賃金要求を抑え、家計補助の低
賃金に誘導する役割を果たしている。既婚の女性
パート労働者の多くがこれらの制度の年収上限以
下の低賃金で働き、年末に賃金や労働時間の就労
調整をしている者もいる。企業はこうした制度を
利用して、低賃金で社会保険料負担のない安上が
りな労働者としてパート労働者を「活用」している。
　非正規最多の「主婦パート」の家計補助的低賃
金は、主たる生計維持者であるシングルマザーや
単身のパート賃金も引き下げている。また、「あな
たの賃金でパートなら３人以上雇える」とされ、
正規女性や男性もいっそうの労働強化と低賃金化
が強いられている。
　税制や社会保障の制度設計ではサラリーマンの
夫が妻と子ども２人を扶養する世帯を「標準モデ
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ル世帯」としてきた。しかし、いまや雇用者の共
働き（1077 万世帯）が片働き（720 万世帯）を
大きく超え（総務省「労働力調査」2014 年）、単
身者やひとり親世帯の割合も増えており、もはや
これを「標準」とはいえず、矛盾が顕著になった。
また、自らが主たる生計維持者である低賃金労働
者が増え、大幅賃上げや社会保険への加入などの

要求が強まっているが、被扶養者の既婚女性労働
者と要求が一致できない等の問題も生じている。
ジェンダー平等要求の高まり、女性の自立の観点
から「被扶養配偶者を優遇する制度」への批判と
制度改正のうごきが強まってきた。あわせて労働
者から基礎控除額引き上げ要求が出されている。

政府・財界の「女性の活躍推進」・女性労働力政策政府・財界の「女性の活躍推進」・女性労働力政策

〈１〉 女性労働力「活用」政策のねらい

１） 日本経済の成長戦略としての｢女性活躍｣
　安倍政権は、「女性の活躍が成長戦略の中核であ
る」として「女性の活躍推進」を声高に唱えてい
る。2014 年６月に閣議決定された「『日本再興戦
略』改訂 2014」は「改訂戦略における鍵となる施
策」として「日本の『稼ぐ力』を取り戻す」「担い
手を生み出す～女性の活躍促進と働き方改革」等
を掲げた。その総論部分を読むだけで、安倍政権
の「女性活躍」とは、少子化による来たるべき労
働力不足を見越して、日本経済の生産性を維持・
向上するために必要な労働力としての「女性活用」
であることが明らかになる。経済成長のための「日
本の最大の潜在力は『女性の力』である」として、
これを最大限発揮できるようにすることが不可欠
としている。
　そのために、これまでの「待機児童解消加速プ
ラン」「Ｍ字カーブの解消」「2020 年に指導的地位
に占める女性の割合 30％」に加えて、「女性のさ
らなる活躍の促進に向け、新たに講ずるべき具体
的施策」を提起した。新たな施策では、「育児・家
事支援環境の拡充（待機児童解消や保育士確保の
一方、保育基準を引き下げ、一定の研修を受講し
た主婦を『子育て支援員』として活用、女性の活
躍推進・家事支援ニーズの対応のための外国人家
事支援人材の活用など）」が出され、「国家戦略特区」
を利用した外国人活用などが具体化されている。
また、「企業等における女性の登用を促進するため
の環境整備（『女性活躍推進法』の制定、キャリア
教育の推進）」「働き方に中立的な税・社会保障制
度等への見直し」などがすすめられている。しかし、
これらの施策の推進は、安倍政権が推し進める福

祉削減政策や保守的家族主義と矛盾が生じること
となる。
　政府の政策は財界の労働力政策を見事に反映し
ている。日本経団連の「女性活躍アクション・プ
ラン～企業競争力の向上と経済の持続的成長のた
めに～」（2014 年４月）は、「女性の活躍の推進は
単なる女性の権利保護や女性のための福利厚生を
目的とするものではなく、企業価値の向上、日本
の経済社会の持続的成長を実現するための成長戦
略である」としている。「女性活躍の意義と効果」は、
①性別を問わず優秀な人材の確保、②画一的な男
性主体の企業の制度や考え方でなく、組織のダイ
バーシティーを高める、③日本経済社会の持続的
成長とし、「働き方の見直し、多様で柔軟な働き方
の推進」も提唱している。これをみれば、安倍政
権の「女性活躍」の骨格が浮き彫りになる。政府・
財界の ｢女性活躍｣ には人権としてのジェンダー
平等や働く女性の権利保障の観点はない。

２） 女性活躍、女性の自立に逆行する　　　　
安倍「雇用改革」

　一方、「働き方改革」として労働者派遣法の改定、
有期労働契約の無期転換ルールの適用除外等に加
え、改訂戦略の「働き方改革―柔軟で多様な働き
方の実現」では、「労働時間規制を適用除外にし、
成果で評価される働き方への改革」「裁量労働制・
フレックスタイム制の見直し」｢職務等を限定した

『多様な正社員』の普及・拡大」「解雇の金銭解決」
などを新たに挙げ、推進している。これは、雇用
の流動化と労働時間の規制緩和を柱とする「雇用
改革」をすすめ、働くルールを根底から破壊して「日
本を世界で一番企業が活動しやすい国」にしよう
とするものである。
　「子育てや介護をしながら自らの裁量で働くこと
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ができる」「ライフスタイルに合わせて多様な雇用
形態を選択できる」「長時間残業や転勤ができない
ために正社員になるのをためらう非正規労働者の
雇用が安定する」など、女性のニーズに応えるか
のような説明はまやかしである。「柔軟で多様な働
き方」や労働時間の規制緩和を推し進めることは、
家事・育児等を担う女性ばかりでなく、男性も含
めて、低賃金と貧困を拡大することになる。
　「日本はジェンダー平等が遅れている」という
国際的な批判をうけ、「指導的地位につく女性を
2020 年に 30％にする」として一握りの女性には
光を当てている。しかし、財界・政府のねらいは、

「女性のニーズにあった多様で柔軟な働き方」を推
し進め、多くの女性労働者を低賃金・不安定雇用
の非正規労働者として「活用」して、労働力不足
を補うことにある。「高度専門女性労働力」として
の一部キャリア女性の活躍の一方、多くの女性は

「働いても自立して生活できない低賃金労働力」の
供給源とされることになる。
　「真の女性活躍」をめざすならば、非正規労働者
の正社員化や労働時間の短縮、配偶者の仕事や育
児・介護等に配慮しない一方的な遠距離配転等の
規制など、男性も女性も人間らしく働けるルール
を確立することこそが必要である。

３） 子育てと介護への施策　
　「女性活躍」には働き続けられる環境づくりが大
切である。その第一条件として保育所の整備があ
る。安倍首相は 2016 年は「一億総活躍」社会へ
の挑戦の年だとした。そのための「新３本の矢」
のひとつとして、少子化克服にむけ、「夢を紡ぐ子
育て支援（希望出生率 1.8 の達成）」を掲げた。し
かし、子育てどころか結婚もできない非正規労働
者の増加や出産しても保育所不足で働けないなど
深刻な実態がある。妊娠中から「保活」に奔走す
る親の苦悩が高まっているなかで、「保育所落ちた。
日本死ね !!!　私活躍出来ねーじゃねーか」という
ブログが物議を醸すと同時に共感の輪がひろがっ
た。「落ちたのは私だ」のプラカードを掲げた若い
父母が国会前に集まり、各地で新たな保育運動が
ひろがっている。厚生労働省は待機児童数を 2 万
3167 人（2015 年４月時点）と公表してきたが、「保
育所落ちた」のブログを契機にして、保育所問題
が国会で取り上げられた結果、2016 年３月 28 日

に育児休業中などを理由に待機児童とみなされて
いない子どもが 2015 年４月時点で６万 207 人お
り、実際の待機児童数は８万 3375 人になること
を明らかにした。
　待機児童の発生は、希望者数に見合う受け入れ
施設がないことによるが、施設はあっても保育士
の不足により受け入れられない実態もある。2015
年１月の保育士の有効求人倍率は全国平均で 2.18
倍、東京都は 5.13 倍であり、保育士不足の背景に
は保育士の待遇の低さがある。厚生労働省による
2013 年の調査では、保育士の平均賃金は月額 20
万 7400 円（公立・私立を含む）で、全産業の月
額平均 29 万 5700 円を大きく下回る。株式会社が
設立した私立保育所の賃金はさらに低い。保育士
の資格を有し、労働意欲のある人が、保育士とし
て働ける労働条件、環境整備が急務である。
　同じ状況が介護の現場にもある。「新３本の矢」
として、「安心につながる社会保障（介護離職ゼロ）」
を掲げたにもかかわらず、５野党（当時）が共同
提案した、介護や障がい者福祉分野で働く人たち
の賃金を平均で月１万円～６千円引き上げる処遇
改善法案が、2016 年に衆議院で与党の反対により
否決された。低賃金による慢性的な人手不足を解
消するための同法案は、介護や障がい者福祉の事
業者が職員の賃上げに充てる費用を政府が助成す
るというものであった。このままの処遇を放置し
ていたら「介護職がゼロ」になると法案の意義が
訴えられたが、否決された。
　保育や介護にたいする国の施策が不十分であれ
ば、政府や財界がいう出産・子育て・介護による
離職の減少、少子化克服もできない。安心して働
き続けることのできる環境整備がなされてこそ、

「女性が輝き」、働き続けつづけ、活躍することが
できるのである。

〈２〉 「女性の活躍推進法」で女性は　　
輝けるか？

　2016 年４月１日から「女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法律」（いわゆる「女性活躍
推進法」）が施行された。この法律は枠組みだけを
定め、その具体化は省令等に委ねられているので、
これをもって「女性活躍推進法」と銘打つのは、
いささか過大広告の感がする。とはいえ、国会で
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の論戦をとおして、若干、修正され、衆議院で 14 本、
参議院で 16 本の附帯決議が付けられ、当初の提案
趣旨以上にかなりの要素が盛り込まれたのは事実
である。
　この法律の目的は「女性の職業生活における活
躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権
が尊重され、かつ急速な少子高齢化の進展、国民
の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対
応できる豊かで活力ある社会を実現すること」（第
１条）とされている。この法の対象は「自らの意
志によって職業生活を営み、または営もうとする
女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活
において活躍する」（下線は筆者）女性である。「自
らの意志」を法文上にあえて挿入していることに、

「 女性労働者の貧困の実態」で述べた女性労働者
の状況が「自らの意志」で選んだ「非正規雇用」
あるいは「短時間労働」であることを含意とする
のではないか、自公政権が好んで使う「自己責任」
に結びつくのではないかと思われる。この法律は
非正規労働者を含めたすべての働く女性の活躍推
進よりも一部の女性管理職の登用推進の側面が強
い。ここにはＩＬＯ第 100 号男女同一価値労働同
一報酬条約や女性差別撤廃条約などに規定されて
いるジェンダー平等の視点はない。
　女性活躍推進法の施行によって「常時雇用する
労働者の数が 300 名を超える」企業（300 名以下
は努力義務）は数値目標を設定して女性の採用比
率、男女の勤続年数差、労働時間の状況、管理職
に占める女性比率を含む「事業主行動計画」を策
定し、それを公表することが義務付けられた。し
かし、男女賃金格差等は義務付けられず、とりく
みの実施・目標達成は努力義務であり、情報の公
開は事業主が任意に選択した１項目以上を行えば
よいとしている。これから社会に出ようとする女
子学生にとっては一定の手掛かりとなる情報にな
るとしても、これによって、いま働いている女性
が抱えている課題を解決できるとは考えられない。
しかし、衆参両院で採択された合計 30 本の附帯決
議には、男女賃金格差の是正、非正規雇用者の待
遇改善、派遣労働者の実態把握、男女雇用機会均
等法の改正など多くの課題が含まれている。この
法律によって女性労働者が「真に輝く」ためには、
企業が自ら定めた数値目標の完全実施、附帯決議
によって盛り込まれた諸項目が実行に移されるか

どうかによる。その実現を求める労働者側の運動
がなければ、この法律は毒にも薬にもならない法
となってしまうであろう。

〈３〉 政府・財界の戦略と女性の生き方・
働き方

　政府・財界が ｢女性の活躍｣ を強く打ち出した
のは、「少子化により労働力人口が減り、日本経済
の成長を維持できない」という危機感からである。
そこで「女性の力の活用」や「出生率 1.8 の達成」
などが提起された。しかし、少子化社会は歴代政
府の労働時間・雇用の規制緩和や社会保障切り捨
て政策等によるものであり、「日本経済の成長のた
めに女性はもっと働き、もっと子どもを産め」と
いうのは、女性の人権を無視している。労働者は

「しっかり働きたいのに非正規でしか働けない」「過
労死寸前の長時間労働」「子どもはほしいけれど産
めない」という実態なのである。これからの日本
にとって、少子化は大きな問題であるが、労働政
策の抜本的な転換をはからなければ、克服するこ
とはできない。人間らしく働くルールの確立や社
会保障の拡充、ジェンダー平等などを実現し、女
性が働くことができ、希望する者は結婚・出産・
子育てができる条件整備こそが求められている。
　性別役割分担が根強い日本だが、女性の自立志
向は徐々に強まってきていた。内閣府「男女共同
参画に関する世論調査」によれば、「夫は外で働き、
妻は家庭を守るべき」という考え方に「賛成」と「ど
ちらかといえば賛成」が 1979 年調査では女性の
70.0％、男性 75.6％であった。しかし、「反対」と「ど
ちらかといえば反対」が徐々に増え、女性は 2009
年調査では 58.6％になった。ところが、2012 年
には女性の「反対等」が 10％も低下し、その後、
若干回復したが 51.6％（2014 年）である。性別
役割分担に「賛成等」はどの年の調査でも男性の
ほうが多いが、最近、若い女性の専業主婦志向が
復活してきているという指摘もある（博報堂生活
統合研究所 2012 調査等）。
　「能力を発揮して働くことができるのは男性並み
労働が可能なごく一部のキャリア女性にすぎず、
家庭生活を一定犠牲にしなければならない」「家庭
もだいじにしようとすれば、やりがいのある仕事
をセーブしたり、一般職や非正規雇用を選択した
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りせざるを得ない」「自立して生活できない低賃金
におかれ、仕事にやりがいを見いだせない」とい
う現実のなかで、少なくない若年未婚女性は、困
難な現実と理想の生き方との乖離に苦悩している。
専業主婦志向は女性が自立したいと願ってもでき
ない状況の反映かもしれない。
　既婚者のみならず、若年未婚女性にも非正規が
増え、いま、一人暮らしの若年未婚女性の貧困が
問題になっている。かつては結婚して、一定の経
済力のある夫に扶養されることが当然とされてい
たが、男性の賃金低下や若年男性の非正規化がす
すみ、妻子を養える状況でない者が少なくない。

非正規労働者の未婚率は高い。女性が貧困や不安
から「高所得男性との結婚」を求めても、その対
象は限られている。また、近年、離婚が増えており、
夫の失業や死別もあるが、経済的基盤のない女性
はすぐに貧困に陥る。生活できないために、夫の
暴力や破綻した結婚生活に耐えている女性も少な
くない。
　貧困を改善し、女性が人間らしく生活するには、
女性が経済的に自立できるようにすることが必要
である。そのための課題と対策については以下で
述べる。

　世界経済フォーラム（通称：ダボス会議）は、
毎年各国の男女格差（ジェンダー・ギャップ）を
指数化し順位で示している。2015 年の日本は 145
カ国中 101 位であり、また日本の女性労働者の実
態は国際基準（グローバル・スタンダード）から
程遠いことが国連の各機関からも指摘されている。
　2016 年２月に開催された国連女性差別撤廃委員
会は、日本政府の第７次・第８次定期報告を審議し、
３月に総括所見を公表した。総括所見には日本政
府に対し 51 項目にわたる懸念事項と勧告が示され
ている。雇用の分野では、賃金格差の拡大、労働
市場における水平および垂直的職業分離、女性の
パートタイム労働への集中、セクハラに対する制
裁の欠如などについての懸念が述べられ、そのう
えで同一価値労働同一賃金原則の実施により賃金
格差を縮小すること、男性の育児責任への平等な
参加を促すために育児のための両親休暇を導入す
ること、および十分な保育施設の確保などを勧告
している。そのほか職場におけるセクシュアル・
ハラスメントやマタニティ・ハラスメントの抑止、
差別があった場合の司法へのアクセスの確保、雇
用および職業における差別に関するＩＬＯ第 111
号条約等の批准の検討にも触れている。この総括
所見が指摘している課題および勧告の実施を政府
に働きかけ、ジェンダー平等の社会実現へ歩を進
めなければならない。
　国内での運動の強化とともに、条約違反の不当
な労働者への権利侵害、女性差別などについて労
働者・労働組合がＩＬＯをはじめ国際機関を積極

的に活用することもだいじである。また、裁判な
どを含め国内での手立てを尽くしても解決しない
場合に個人や集団が女性差別撤廃委員会に条約違
反として申し立てることができることを定めた「女
性差別撤廃条約選択議定書」を日本は批准してお
らず、これを批准させることが重要である。
　女性も男性も人間らしく働くことができ、経済
的に自立して、家庭・社会生活を豊かに営むこと
ができる社会を実現するためには、安倍「雇用改革」
による労働法制改悪、規制緩和を許さず、「男は仕
事、女は家庭＋パート」という性別役割分担を前
提にした雇用・労働時間・賃金・社会保障などす
べての分野での社会制度を変革することが求めら
れている。あらゆる政策にジェンダー平等原則を
貫き、ディーセント・ワークを実現することは女
性のみならず男性にとっても重要である。当面す
る政策課題がすでに各章で提起されているが、女
性の視点から重要な課題についてみてみよう。

〈１〉 仕事と家庭生活を両立させて　　
働くために

１） 労働時間短縮と家族的責任に関する権利
　これまでの性別役割分担を前提にした「家事・
育児・介護等を担わない男性」の働き方は抜本的
に変えなければならない。男女労働者がともに仕
事と家庭生活を両立させるには長時間労働を是正
し、労働時間を短縮することが急務である。８時
間労働を働き方の基本として時間外労働が不可避

女性の貧困克服への課題と対策女性の貧困克服への課題と対策



- 98 - 

報告書「現代日本の労働と貧困―その現状・原因・対抗策」

な場合は本人の同意を得ることとし、当面、少な
くとも、大臣告示の「時間外労働の限度の基準」
の早急な法制化と遵守、時間外労働の「特別条項
付き協定」の廃止とともに、労働時間の短縮、勤
務間のインターバル時間の確立、深夜・休日労働
や変則労働・裁量労働の規制などの労働基準法の
抜本的改正が必要である。
　また、2016 年３月に若干の育児介護休業法の改
正が行われたが、不十分である。非正規労働者を
含めて行使できる取得条件、代替要員の配置、中
小企業への支援、転勤は職務遂行や経営上、必要
なものに限定し家族的責任への配慮と本人の同意
を原則とするなどの抜本的改正が必要である。ま
た、労働者への周知徹底、職場環境の整備、男性
の行使の促進が求められている。

２） 母性保護とマタニティー・ハラスメント等の
禁止

　母性が保護されることは平等への前提条件であ
り、母性が守られ、女性が働きやすい職場は男性
にとっても働きやすい職場となる。しかし、人員
不足で仕事に追われている職場では、妊娠・出産・
子育てなどへの配慮が失われ、露骨なハラスメン
トも少なくない。多忙や代替者がいない等で母性
保護の諸権利の行使が困難になり、母性破壊が深
刻になっている。母性破壊やハラスメントを根絶
するために、マタニティー・ハラスメントの禁止
とともに人員増が急務である。母性が尊重され、
諸権利がしっかり行使できる職場環境をつくるこ
とは使用者にとっても、労働組合にとっても重要
である。
　均等法の施行と同時に労働基準法の女性保護規
定が大幅に緩和されたが、母性保護規定は残され
た。未批准のＩＬＯ第 183 号母性保護条約を日本
は早期に批准し、条約の内容に即して、休暇中の
所得保障を改善し、「いかなる差別もなく、すべて
の女性」と条約に明記されているように、パート
タイム労働者をはじめ、女性労働者の６割を占め
る非正規雇用の女性労働者にも適用されるように
改善することが必要である。

３） 保育・介護などの公的拡充
　すべての希望者が入所できるよう公的な保育・
福祉制度等を拡充し、保育所待機児や介護サービ

スの待機者をなくすことが急務である。国・自治
体の責任で認可保育所や学童保育所の増設、公的
介護施設の増設や在宅介護支援サービスの内容改
善、最低基準等の引き上げ、保育士・介護士・ホー
ムヘルパー等の賃金をはじめとする労働条件改善
と増員などを行う。貧困を加速する社会保障の大
改悪をやめさせ、子育てや教育・医療・介護・住
宅等の社会的サービスは国や社会全体で整備し、
保障することが重要である。

〈２〉 間接差別を含むあらゆる差別の禁止

　雇用におけるあらゆる差別を禁止して、均等待
遇を実現することが重要である。労働基準法第４
条や均等法により法的には性別を理由にした差別
的な扱いは禁止された。しかし、均等法における
間接差別は３つに限定列挙されたため、女性およ
び非正規労働者への間接差別が横行している。
　また、日本では正規労働者と非正規労働者との
間で異なる処遇が常態化している。雇用形態の違
いによる差別を禁止することができないのは、労
働法のなかに全面的な差別禁止規定がないことに
よる。これが間接差別が横行する一因である。
　すべての雇用差別をなくすためには、差別禁止
法のような基本立法を行うことが最善であるが、
当面は労働基準法に「あらゆる差別を禁止する」
条文をいれる、あるいは均等法に「すべての間接
差別を禁止する」ことを明記することが必要であ
る。これは国連女性差別撤廃委員会・ＩＬＯから
も勧告されているところである。日本は、人種、
皮膚の色、性、宗教、政治的意見、国民的出身、
社会的出身などによる、あらゆる差別を禁止する
ＩＬＯ第 111 号雇用と職場における差別に関する
条約を批准していない。この条約を早急に批准し、
国内法を整備すべきである。

〈３〉 女性が自立できるまともな賃金

　女性や非正規労働者が自立できるまともな賃金
を獲得するためには、男女間や正規と非正規労働
者間の賃金格差の是正、均等待遇の実現、極めて
低水準なわが国の最低賃金の引き上げが必要不可
欠である。最低賃金については第４章で触れられ
ているので、ここでは賃金格差の是正について検
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討する。
　間接差別を可視化するうえで、同一労働同一賃
金および同一価値労働同一賃金原則は有効なツー
ルである。ＥＵ各国をはじめ国際社会では同一労
働同一賃金はもとより、同一価値労働同一賃金原
則を国際基準とし、賃金の格差是正がすすんでい
る。同一価値労働同一賃金は、ＩＬＯ第 100 号男
女同一価値労働同一報酬条約（日本は 1967 年に
批准）が規定している原則であり、同じ仕事をし
ている場合だけでなく、異なる仕事であっても、
職務の価値を客観的に評価して、同一価値の仕事
の場合には同一の報酬を受け取るという原則であ
る。国連はこの原則は男女間だけでなく、正規と
非正規間の賃金差別にも適用できる原則であると
提起している。同一価値労働同一賃金原則は、労
働組合の団体交渉や男女賃金差別裁判などで、間
接差別を立証するうえでは役立つことは過去の実
践から明らかである。日本でも、同一労働同一賃金・
同一価値労働同一賃金原則を労働基準法に明記す
ることが求められる。
　しかし、財界や政府の主張するところは「同一
価値労働」ではなく、「同一付加価値労働」と表現
しており、ＩＬＯの規定とはまったく異なる。労
働者を「個人の能力」や「企業利益への貢献度」
を基本に評価し、性や雇用形態等による賃金差別
を温存・合理化するものに変質させようとしてい
ることに注意をはらう必要がある。
　同一労働同一賃金・同一価値労働同一賃金原則
は差別の可視化と解消を求めるために有効なツー
ルであるが、これだけで自立できる賃金が確保で
きるのではないことを銘記する必要がある。あく
までも健康で文化的な生活のできる賃金を要求す
る運動のなかでこそ、本原則の目的が実現し、原
則のもつ価値が認められる。
　安倍首相が 2016 年の施政方針で言及した「同
一労働同一賃金」は、同年６月２日に閣議決定さ
れた「ニッポン一億総活躍社会プラン」に盛り込
まれた。「同一労働同一賃金」については「ガイド
ラインの策定等を通じ、不合理な待遇差として是
正すべきものを明らかにする。（中略）…労働契約
法、パートタイム労働法及び労働者派遣法の一括
改正等を検討し、関連法案を国会に提出する」と
している。しかし、安倍政権は雇用の規制緩和を
強力に推し進めているだけに、この内容は労働者・

労働組合が要求している同一労働同一賃金原則と
同じ内容なのか否かについて大きな疑問が残る。
使用者側にとって都合のよいまやかしの「同一労
働同一賃金」とならないように、これからの展開
を労働者側は注視しつつ、必要な運動をとりくむ
べきである。そして、なによりも賃金引き下げ（不
利益変更）を伴わない賃金格差縮小に繋げること
ができるかどうかがカギである。そのためには男
女間や雇用形態間の賃金差別の解消と並行して、
最低賃金の大幅な引き上げ、生活のできる賃金制
度の確立に向けて運動を強化することが必要であ
る。

〈４〉 有期・派遣労働等の規制、均等待遇
の実現

　女性の貧困の大きな要因は、家事・育児等を女
性が担うことを前提に、「パート・派遣・限定正
社員などの柔軟で多様な働き方は女性のニーズに
あったもの」として、低賃金・不安定雇用労働者
を拡大してきたことである。有期雇用労働者は常
に雇用不安に脅かされており、雇い止めされるこ
とを懸念して、低賃金や不当な労働条件に声を上
げられない実態がある。改悪された労働者派遣法
は派遣労働者をずっと派遣で働かせることを可能
にした。限定正社員制度は、職域・地域・勤務時
間などを限定することで賃金を正社員より低く抑
え、その職務の廃止や事業所の閉鎖があれば解雇
が可能となる制度である。労働者を低賃金・不安
定雇用に固定化するこれらの制度は「女性の活躍」
どころか貧困を拡大するものである。
　有期雇用・派遣労働はあくまでも合理的な理由
がある場合の一時的・臨時的業務に限定し、正規
労働者との均等待遇など労働契約法・労働者派遣
法の抜本的改正が必要である。
　また、パートタイム労働は働き方の一つの選択
肢であるが、ＩＬＯ第 175 号パートタイム労働条
約を早期に批准し、実効性のあるパート労働法へ
の抜本的な改正（期間の定めのない雇用を原則と
し、ほぼ同じ仕事を行っている労働者には均等待
遇の実現、労働者の希望によりフルタイムとパー
トタイムを相互に移行できるようにすることなど）
が必要である。
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〈５〉 ジェンダー平等の税制や社会保障
制度などの確立

　政府は女性の平等要求に応えるかのようなポー
ズをとって、税制の配偶者控除や国民年金第３号
被保険者制度等の見直しをすすめているが、労働
者・国民に負担増のみを課す一方的な見直しは問
題である。しかし、これらの制度の矛盾や弊害が
明白なもとで、性や雇用形態、婚姻の有無等によ
る差別のない新たな制度をめざし、必要な条件整
備を具体的にすすめることが必要である。税制の

「配偶者控除・配偶者特別控除」の廃止には、男性
も女性も仕事と家庭を両立できる労働条件の整備
等とともに、「最低生計費は非課税」として基礎控
除を大幅に引き上げることと当該世帯に負担増と
ならない移行措置が必要である。保護が必要な子
どもや障がい者等に対しては、その生活権を保障
する社会的な手当の充実、教育や医療の無償化等、
社会が全体で担う社会の仕組み・制度の確立をめ
ざす。
　中小企業や低所得者への支援を行い、雇用労働
者であれば、だれでも厚生年金・被用者健康保険
などの社会保険に加入することを原則とする。全
額国庫負担の最低保障年金制度を確立すれば、「第
３号被保険者」制度のさまざまな矛盾も解消する。
　また、税制や社会保険料負担の累進性を強め、
先進国と比べて再分配効果が低い日本の税・社会
保障制度の改善を進める。

〈６〉 ジェンダー平等実現に向けた
　　 労働者教育

　母性が尊重され、出産・育児・介護をしつつ働
くことができる、差別がない職場環境の整備を人
員増要求と合わせてすすめることが重要である。
事業主に対して役員・男性を含めた企業内でのジェ
ンダー平等意識の啓発や母性保護・両立支援の権
利などの周知徹底と行使をすすめる研修機会など
の開催を要求し、実行する。また、労働組合とし
ても男女労働者を対象にしたジェンダー平等問題
を組み込んだ学習会や要求アンケートの実施、機
関紙誌でのキャンペーンなどを意識的に強める。
　労働基準法や労働組合法、均等法、育児介護休

業法など労働者の権利を男女労働者に周知徹底す
るとともに、学校教育でもしっかりと教えること
が重要である。
　幼い時から「男の子だから…」「女の子なのに…」
と固定化された男女の特性やジェンダーへの偏見
が刷り込まれており、家事はすべて母親が行う等、
性別役割分担の素地がある。社会教育で親への学
習を強めつつ、子どもたちに家庭や学校でジェン
ダー平等教育を強化することが必要である。

〈７〉 労働運動におけるジェンダー平等
の確立

　労働者の半数近くは女性であり、雇用も賃金も
劣悪な非正規労働者の７割は女性である。その大
半は無権利な未組織労働者であり、労働組合の力
を必要としている。労働組合が女性や非正規労働
者の不満や悩みを要求に組織し、それを労働組合
の重要な要求・課題としてとりあげて団体交渉の
場に的確に反映し、解決にむけてとりくみを強め
ることがだいじである。それによって、これらの
労働者に組合が身近な存在となり、組織拡大・強
化にもつながる。「ジェンダー平等の実現は女性だ
けでなくすべての労働者が人間らしく働くために
不可欠な男女共通の課題」とし、労働組合の中心
課題に位置づけて、とりくみを強めることが重要
になっている。
　しかし、ジェンダー平等が労働組合の中心課題
になかなかならないのは組合活動が男性中心で、
主な機関の役員に女性が極めて少なく、女性の声
が組合活動に十分反映されないことにも起因して
いる。職場・地域では多くの女性が組合活動を担っ
ているが、中央単産などの女性役員は少ない。様々
な困難があるが、すべての単産や支部等でも女性
が参加しやすい活動のあり方を工夫するとともに、
ポジティブ・アクション（暫定的な積極的差別是
正措置）を作成して、女性の参加を積極的に粘り
強く働きかけることが重要である。「2020 年に指
導的地位にある女性の割合 30％」の目標にむけ、
労働組合もすべての組合機関の役員や代議員の女
性比率を高め、団体交渉をはじめあらゆるレベル
の活動で女性の積極的参加を進めることが必要で
ある。
　いま、少なくない労組女性部は「仕事の多忙化
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等により役員の引き受け手がなく、女性部活動ま
で手がまわらない」という問題を抱えている。し
かし、職場が厳しくなっているからこそ、女性労
働者ひとりひとりの悩みや不満・グチ、切実な願
いを語り合い、みんなの共通の要求にまとめ上げ
ることがだいじである。それらの要求の実現をめ
ざしてその運動の先頭に立つとともに、周囲の男
性に働きかけ、組合の機関にもちこんで組合全体
の要求に発展させていくという女性部の役割はま
すます重要になっている。女性の切実な要求を基
礎にし、女性が参加しやすい工夫をしている女性
部活動を通して労働組合の大切さを学び、基本組
織の役員になっていく例がたくさんある。活動の
あり方を工夫しつつ、とりくみの強化が求められ
ている。
　女性の貧困解消やジェンダー平等実現は労働運
動だけで実現することはできない。これまで述べ
てきた女性の貧困克服への要求や対策は多くの労

働組合・女性団体・ＮＧＯで基本的に一致している。
日本母親大会やはたらく女性の中央集会、その各
地域集会、「国際婦人年連絡会（全国組織の女性団
体が 1975 年の国際婦人年の目標の実現にむけて
結成。労働部会には連合と全労連もともに参加し
ている）」や「日本女性差別撤廃条約ＮＧＯネット
ワーク（ＪＮＮＣ・45 団体。政府が女性差別撤廃
委員会に日本報告を行う際に、ＮＧＯとしてまと
めた実態・課題などの報告を提出し、現地でも一
緒に委員会や各委員に働きかけをしている）」など
のつながりがすでにある。こうした労組・女性団体・
ＮＧＯを含むつながりをだいじにし、女性の貧困
克服、雇用におけるジェンダー平等の実現や非正
規労働者問題等にむけて、さらに共同を大きくひ
ろげることが求められている。

うえだ　ひろこ・女性労働研究部会
なかじま　はるよ・常任理事
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福祉・介護労働の貧困と福祉・介護労働の貧困と
社会保障の現局面　社会保障の現局面　

日 野  秀 逸

第６章

　「福祉・介護労働の貧困」分析の目的は、社会保
障解体攻撃の矛先が向けられている介護分野にお
いて、①公的制度の下で拡大再生産されている「介
護労働の貧困」の実態を介護サービスの現場から
明らかにすることを通じて、②その原因はどこに
あるのか、介護保険の仕組みと問題点、③その背
景にある政府・財界の社会保障解体戦略が日本の

社会保障をどこに導こうとしているかを分析する
ことである。拡大再生産される「貧困化」が、社
会保障解体攻撃と相まって、日本の近未来を揺る
がす危機的状況をもたらすものになっていること
を明示し、社会保障の当面する改革の方向を提起
することである。

はじめに はじめに ―― 本章の目的本章の目的

社会保障の基本問題と戦後の変遷社会保障の基本問題と戦後の変遷

〈１〉 自助原理と社会的扶養原理の　　
対抗関係

　介護を含め、日本の社会保障の制度的中心をな
している社会保険は、被保険者たちの保険料拠出
による（共同）「自助」的な「保険」負担と、被用
者保険の場合は使用者の保険料負担と、国・自治
体の費用負担とを合わせた「社会的扶養」とを総
合して、被保険者に各種事故の時の保障をおこな
うものである。労働者・被保険者本人の保険料負
担による「自助」的な要素と、使用者及び国家の
費用負担による「社会的扶養」要素の組み合わせは、
社会的、歴史的に形成され、国によっても、時代
によっても異なる。社会保険以外の公的扶助や各
種助成金は、中央・地方の政府が賄うという意味で、
社会的扶養である１。
　社会保障の具体的なあり方は、基本的には、自
助的原理と社会的扶養原理が、どのような状態な
のかによって規定され、それは、生存権をめぐる
社会運動の力量によっても規定される。このこと
を前提として、戦後の社会保障を、今日の位置か
ら概観する。

〈２〉 50年勧告、皆保険、62年勧告

　1950 年の社会保障制度審議会「社会保障制度
に関する勧告」は、社会保障を「すべての国民が
文化的社会の成員たるに値する生活を営むことが
できるようにすること」であり、「このような生活
保障の責任は国家にある」と明記していた。また、
国民皆保険を達成した 1961 年の翌年に出された

「社会保障制度の総合調整に関する基本方針につい
ての答申および社会保障制度の推進に関する勧告」

（62 年答申・勧告）は、政策対象を「貧困階層」「低
所得階層」「一般所得階層」に分け、所得の低い階
層ほど社会保険が機能しにくいので、より多く公
費を投入し、また社会福祉を併用すべきことを強
調した。社会保障の基本にかかわる重要な諸提言
を行ったものである。
　臨調行革以来、歴代政府が社会保障・社会福祉

「構造改革」を唱え、社会保険中心主義の拡張（特
に保険主義の強調）と公費負担削減＝営利企業化・
市場化をセットにして、社会保障・社会福祉の改
悪を推進してきたことからしても、1962 年答申・
勧告の社会保険と公費負担を総合的に行うべきと
いう見解は、改めて重視すべきである。さらに、「で
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きる限り保険料と給付との比例関係を排し、保険
料は能力に、給付は必要に応ずる方向に進むべき
である」と提言し、財政の在り方の基本が応能主
義であることを明示した２。
　なお、「老人医療費」の 1973 年から 82 年まで
の「無料化」は、社会保険における自己負担分を
公費支給として補塡したもので、62 年答申・勧告
の路線に沿うものである。

〈３〉 社会保障長期展望懇談会「社会保
障の将来展望について（提言）」　

（1982年7月23日）

　臨調行革段階の社会保障の考え方を示したのが、
「社会保障の将来展望について（提言）」であり、
「社会保障とは、個人の自助を前提とした上で国民
の連帯による相互扶助を組織化して社会の安定を
図るものである」という定義をうち出した。費用
については、「社会保障は，国民自らが租税と社会
保険料負担により維持するもの」とした。特に医
療については、「自分の健康は自分で守るという心
構えが基本」として、健康の自己責任論を掲げた。
その後の社会保障改悪におけるイデオロギー的な
基本点を提示したものとして重要である。
　この「提言」を具体化したのが「老人保健法」

（1982 年）である。これは、社会保障政策と医療
保険政策の大転換をなすものであった。当事者で
もあった吉原健二等は、「ひたすら適用の拡大、給
付の改善、患者負担の軽減を図ってきたわが国の
社会保障政策、医療保健政策を大きく転換するも
の」であったと記述している３。

〈４〉 1983年「今後の医療政策―視点と
方向」と84年「医療改革」

　第２臨調の社会保障制度改悪方針に本格的に応
える政策構想が、1983 年の「今後の医療政策～視
点と方向－」（林厚生大臣、林メモともいう）である。
これは、医療政策を医療費（保険給付費）削減の
視点と、営利的産業政策の視点から検討し、政府・
財界からの対策案を提示したものであり、その後
の歴代政権の社会保障政策に直接に結びつく、「先
見的」なものであった。
　「社会保障は、個人の自助を前提としつつ、国民

の連帯による相互扶助を組織して、社会の安定を
はかるもの」とした。「生活・健康・疾病自己責任論」
と相互扶助論は、政府・与党・大企業の「社会保
障論」の骨格をなしていった。また、「医療標準概念」
の導入も新しい点である。自己責任を制度的に明
確にするために、社会保険からの給付は、標準的
サービスに限定するという視点である。この視点
は、すでに 1983 年に実施された老人医療制度に
導入されたが、一般的に、社会保険給付だけでは
要求が充足されないことになったのである。この
視点との関連では、介護保険制度は、当初から「国
がきめた標準介護」のみを提供する保険として作
られ、これは 2014 年の「医療・介護総合確保推
進法」、そして 2015 年の「医療保険制度改革関連法」
として、保健・医療・介護全体へ拡大されつつある。
この視点の当然の帰結として、標準以外のサービ
スは営利企業に委ねるという構想が出てきた。こ
の視点は、安倍政権のもとで、「成長戦略」として
大規模かつ公然と、「国家戦略」として動き出して
いる。
　1984 年の「健康保険法」大「改革」は、医療に
関わる全ての公的保険は 10 割給付到達を目指す、
というこれまでの政策戦略を放棄し、「応益負担」
的な一部負担を具体的に導入した。これは、給付
抑制・受診制限への原理的な大転換であった。こ
の改悪は、前年に実施された老人保健法による、
老人医療制度を「口実」に進められた。高齢者と
現役世代を対立させ、順次、改悪を進めるという、
今日まで続く国民を分断し対立させる手口である。
厚生省の原案には、国民皆保険の廃止につながる
高額所得者の適用除外まで盛り込まれていた。
　

〈５〉 「新時代の『日本的経営』」と社会保障
制度審議会「1995年勧告」

　1995 年５月、日本経営者団体連盟は「新時代の
『日本的経営』」を発表、日本型経営から株主利益
重視のアメリカ型経営への転換を図る戦略を打ち
出した。「グローバル化」という新たな条件下での
利潤確保体制を築くために、財界主流は日本社会
の大改造（「構造改革））に乗り出したのである。「新
時代の『日本的経営』」戦略の底にあるのは、不安
定雇用を常態化することであり、人減らしである。
リストラが先行し、賃金は低下し、下請け・孫請
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け企業への単価切り下げや融資中断が横行し、倒
産は急増し、シャッター通りが日本中に広がった。
社会保障にとって重大なことは、幹部社員を想定
した「長期蓄積能力活用型グループ」（３分の１
程度）以外の労働者に対しては、企業は社会保障
の責任を持たないという方針である。第２の特殊
な能力のある技術者などの「高度専門能力活用型
グループ」と、第３の「雇用柔軟型グループ」は、
医療で言えば「国民健康保険」、年金であれば「国
民年金」に加入する。国保の保険料（税）が非常
に高いことは周知の通りであり、このルートから
無保険者（国保資格証明書や短期保険証を発行さ
れた人）が発生し、受診を阻まれている。また、
無年金・低年金者へのルートにもなるのである。
　「新時代の『日本的経営』」が、終身雇用と年功
賃金を基本とする従来の政策を転換して、企業の
社会保障からの撤退姿勢を明確にしたのに呼応し
て、1995 年には社会保障のあり方を大きく転換し
た社会保障制度審議会の勧告「社会保障体制の再
構築に関する勧告――安心して暮らせる 21 世紀の
社会を目指して」が出された。ここでは、「従来、
育児や介護、老親扶養などの家庭機能が、一般的
には家族や親族、身近な地域社会の助け合い（相
互扶助）で支えられてきたことをみれば、社会保
障はこうした私的な相互扶助の社会化ということ
ができる」という、家族や地域の互助に傾いた社
会保障の定義を採用した。これは、社会保障を「み
んなで支える、みんなのための、助け合い制度」
と見なして、国の責任を曖昧にし、憲法 25 条を事
実上、形骸化したのである。

〈６〉 経済同友会「市場主義宣言」と
　　 「自律国家構想」

　現在の日本財界の社会保障および社会保障負担
に関する考え方は、1997 年の経済同友会「市場
主義宣言―21 世紀へのアクション・プログラム」

（1997 年１月９日）でスケッチされている。ここ
では、「市場に委ねるべき問題と市場では解決でき
ない問題を峻別し、個人、企業、政府の役割分担
を再確認する」ことが出発点とされている。社会
保障については「公的保障の役割をナショナル・
ミニマムに限定し、社会保障の分野にも市場原理
を導入する」ことが謳われている。要するに、社

会保障は生きていく上での最小限にとどめよ、し
かも社会保障分野を営利の場にすると宣言したの
である。
　経済同友会「市場主義宣言」を具体化したのが、
同じく経済同友会が 2001 年１月に発表した『「自
律国家」と「国民負担率 30％の小さな政府」――
21 世紀の若者たちに活力ある経済社会を残すため
に――』（「自律国家構想」と略す）である。この「自
律国家構想」が目指しているのは、端的に言えば「憲
法から市場へ」であり、市場に委ねるとは、基本
的には、営利的な売買に委ねるということである。
つまり、「自律国家という新しい概念に基づく小さ
な政府」を日本は目指すべきであり、それは国民
の自助努力と自己責任を前提とする自律ある国民
によって構成される「自律国家」であるとされた。

「自律国家」では、「生産は市場に委ね、再分配と
は峻別」する。「生産」とは「市場メカニズムを活
用できるあらゆる財・サービスの生産を意味する
概念であり、農業、製造業、サービス業から教育、
医療に至るまで」であり、これらは市場メカニズ
ムに委ねる分野とされた。分配、再分配とは、端
的には、税を使って行政がやる仕事であり、「再分
配」とは、「市場メカニズムを通じた資源配分に委
ねることのできない行政サービスを意味」し、「国
防、外交、司法、徴税、公共事業、公的扶助」な
どを含む。
　社会保障領域で「再分配」に入るもの、つまり
行政サービス、行政の責任においてなされる分野
は、公的扶助だけという、およそ世界に類のない
社会保障論である。原理的に公的扶助以外の諸領
域は市場に委ねられるべきであるという主張であ
る。

〈７〉 労働者が社会保険料を全額負担せよ
（奥田ビジョン）

　日本経済団体連合会（日本経団連）は 2002 年５
月に、経済団体連合会（経団連）と日本経営者団
体連盟（日経連）が合併してできた。日本経団連
の最初の基本的文書が 2003 年 1 月の『活力と魅
力溢れる日本をめざして―日本経済団体連合会新
ビジョン』（「奥田ビジョン」と略称）である。こ
こでは、「社会保障制度でカバーするリスクは、働
き方の選択にかかわらず、個々人に均しく生じる



- 105 - 

　第６章　福祉・介護労働の貧困と社会保障の現局面

ものであり、それを社会全体で分かち合う仕組み
になっている以上、企業のガバナンスが働く余地
はきわめて少ない」とし、現在の社会保障の原則
である普遍性を攻撃した。
　普遍性原理に基づいて、企業と関係のない社会
的事故にも社会全体で対応する社会保障制度は、
企業の思惑で動かすことができない（企業のガバ
ナンスが働かない）から、邪魔だというのである。
分かりやすく言えば、企業が勝手に仕切れる「社
会保障特区」を望んでいるのである。また、「働き

方によって負担の仕方が変わることは、個人の選
択を歪めかねない。したがって今後は、個人の働
き方に中立的な保険料賦課方法とすることが望ま
しい。たとえば、企業の従業員についても、自営
業者と同様、保険料は全額本人が負担する方法に
改めることが考えられる」と、あけすけに企業負
担無しの「社会」保険を語った。
　全額本人負担の「社会保険」などは、社会保険
ではなく、私的保険にほかならない。

〈１〉 自民党改憲草案が起点
―家族主義の強調

　2012 年４月 27 日に作られた自民党の日本国憲
法改正草案（以後、改憲草案）は、現行前文を削除し、
新たに「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、
国民統合の象徴である天皇を戴く国家」という規
定を前文冒頭に置いた。また、「家族や社会全体が
互いに助け合って国家を形成する」と規定し、第
24 条に１項を新たに設け、「家族は、社会の自然か
つ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互
いに助け合わなければならない」と規定した。国
家主義と家族主義の強調である。現行憲法が明示
しているように、社会の単位が個人だという近代
的憲法観ではなく、家族を単位として国家が成り
立つという、大日本帝国憲法的な歴史的逆転思考
に立脚している。社会保障との関係では、個人の
責任と家族の助け合いで生活を営めという立場を
鮮明にしている。自助努力、互助努力の強調であ
る。改憲草案では国民の批判を恐れて、第 25 条に
ついては一部の文言を平易にしているだけである。
しかし第 24 条で家族が国の単位、生きる単位とし、
家族は仲良く助け合って生きろとまで書いている
ことと、前文とを合わせると、自助努力、家族の
助け合いを中心に生きていけ、ということになる。
憲法第 25 条に規定されている、社会保障などの増
進に努めなければならないという国の責任は、無
くなってしまうのである。

〈２〉 自民党ペースの3党合意と　　　
「社会保障・税一体改革関連諸法」

　こうした社会保障的含意を有する改憲草案を踏
まえて、自民党の「今後の社会保障に対するわが
党の基本的考え方（骨子案）」（2012 年５月 15 日）
が作られ、民自公３党合意による「税・社会保障
一体改革関連諸法」（合計８本の法律からなってい
る。2012 年８月 10 日成立）の基本となった。３
党合意にもとづく「社会保障・税一体改革法案」
が 2012 年６月 25 日に衆議院で可決された後、自
民党のホームページに「コラム『社会保障と税一
体改革』について」が登場した。「３党合意」が、
従来からの自民党の主張と異なるのではないか、
民主党に譲歩したのではないか、という疑問に対
する釈明である。コラムは、「社会保障制度改革の
基本方針は、民主党のマニフェストや本年 2 月 17
日に閣議決定された『社会保障・税一体改革大綱』
ではなく、自民党の考え方がベースになることが
明記されています」「社会保障分野は、民主党との
間に大きな隔たりがありましたが、わが党の考え
方がほぼ全面的に受け入れられ、法案の見直し、
修正が図られました」と書いていた（最終閲覧日
2012 年 7 月 5 日）。

〈３〉 国民会議・プログラム法・「医療・介護
総合確保推進法」・「医療保険制度改革
関連法」

　自民党ペースで作られた「社会保障・税一体改

最近の社会保障改悪の流れと医療、介護等の現局面最近の社会保障改悪の流れと医療、介護等の現局面
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革関連法」（個別的には社会保障制度改革推進法」）
に基づいて「社会保障改革国民会議」が設置され、
2013 年８月 6 日に報告書が提出され、その具体化
として 2013 年 12 月５日に「プログラム法」（「持
続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の
推進に関する法律」が正式名称）が成立した。そ
の具体化である「医療・介護総合確保推進法」（「地
域における医療及び介護の総合的な確保を推進
するための関係法律の整備等に関する法律」）が、
2014 年６月 18 日に成立した。ここでは、都道府
県が行う医療・介護の改善事業の費用は「消費税
の収入をもって充てるものとする」（７条）とされ
た。「改正医療法」と「改正介護保険法」が、2015
年４月から施行されている。
　「医療・介護総合確保推進法」の具体化でもある、
国民健康保険の都道府県単位化（2018 年度から）
などを定めた「持続可能な医療保険制度を構築す
るための国民健康保険法等の一部を改正する法律」

（以下「医療保険制度改革関連法」）が 2015 年５
月 27 日に成立し、医療と介護の主要な新自由主義
的改革が実現した。
　改めてこの攻撃の特徴を確認しておく。それは

「改憲ベースの総合的攻撃・医療と介護の総合的改
悪」と特徴付けられる。「社会保障・税一体改革関
連法」は、消費税増税と社会保障改悪をセットと
した仕組みを作り、子育て、医療、介護、福祉、
年金、生活保護など、社会保障の全面に及ぶ総合
的な改悪を構想した。「プログラム法」は、総合的
改悪の日程を設定した。「医療・介護総合確保推進
法」は、医療と介護の同時的改悪という点で画期
的なものである。「医療保険制度改革関連法」の最
大の特徴は、医療の基本的場を都道府県に移し、
都道府県を司令塔として、国民健康保険をはじめ
とする公的制度のもとでの医療費削減を都道府県
相互に競わせるという、巨大な医療費抑制構想で
ある。自民党改憲草案に端を発し、それぞれの政
策文書が役割を分担しつつ、重層的・総合的に自
民党・与党の社会保障改悪・解体政策が進められ
ている。

〈４〉 営利化が際だつ安倍政権

　安倍政権が進めている社会保障改悪は、従来の
社会保障改悪路線の延長上にある。しかし、安倍

政権の社会保障改悪で際だつのは、憲法そのもの
を変えようとする根本的特徴を別とすれば、社会
保障を営利的企業活動の場にするという、営利化・
市場化の強化である。林メモなどで、社会保障の
営利化は提言されていたが、基本的には社会保障
の枠外を営利企業に担わせるという構想であった。
しかし、安倍政権では、基本戦略である「世界で
一番企業が活躍しやすい国」の中身として、成長
戦略が重視され、成長産業の一つとして医療・介
護が位置づけられていることである。この点で象
徴的なのが、2015 年 6 月 30 日閣議決定「骨太方
針 2015」である。
　「骨太方針 2015」では、「歳出改革」の項目で、

「今回取り組もうとする歳出改革は公共サービスの
無駄をなくし、質を改善するため、広く国民、企業、
地方自治体等が自ら意欲を持って参加することを
促し、民間の活力を活かしながら歳出を抑制する
社会改革である」とし、具体的には「公的サービ
スの産業化」、「インセンティブ改革」などで、公
的サービスに対する税金からの支出を（国や自治
体の負担、補填等）削減しようとしている。以下、
営利企業化に直接言及した部分を引用しておく。
 　「公共サービス（医療・介護、子育てなどの社会
保障サービスを含む。以下同じ。）及びそれと密接
に関わる周辺サービスについて、民間企業等が公
的主体と協力して担うことにより、選択肢を多様
化するとともに、サービスを効率化する。」「企業
等が医療機関・介護事業者、保険者、保育事業者
等と連携して新たなサービスの提供を拡大するこ
とを促進する。医療、介護と一体的に提供するこ
とが効果的な健康サービスや在宅医療・介護の拡
大に対応した高齢者向け住宅、移送サービスなど
のニーズに応じた新たなサービスの供給を拡大す
る。」
　こうした方針が「骨太方針」に盛り込まれたこ
とについて、甘利明内閣府特命担当大臣は、2015
年６月 30 日の記者会見で「本来、産業としてなじ
まないところを産業化し、新たなエンジンに加え
ているということが極めて斬新」と絶賛した。こ
の文言をあれこれ説明する必要はない。国や自治
体の税・予算を使った「公共サービスの量的抑制」
をはかり、他方で「公共サービス（医療・介護、
子育てなどの社会保障サービスを含む）及びそれ
と密接に関わる周辺サービスについて、民間企業
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等」の関与を拡大しようというのである。「私費・
自己負担で民間の営利企業から提供されるサービ

スを買いなさい」「その部分は国策として大きくし
ましょう」ということである４。

〈１〉 介護労働の役割

　介護保険法第一条は、介護保険の目的について、
「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起
因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排
せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療
養上の管理その他の医療を要する者等について、
これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応
じ自立した日常生活を営むことができるよう、必
要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給
付を行う」と述べている。
　この目的を遂行するためには、介護の質が問わ
れることになるのは自明の理である。介護の質は、
介護労働者の専門性が発揮されることによって、
保障されることになるが、そのためには、介護労
働者が安心して介護に専念できる労働条件の確立
が求められる。しかし、介護の現実は、この目的
から大きくかけ離れたものになっている。介護職
場は、人手不足と低賃金・過酷な労働条件のもと
におかれているからである。
　介護労働者であるホームヘルパーと一般の家政
婦の違いを通して、この問題を考えてみよう。ホー
ムヘルパーは、食事をつくる際に、利用者の心身
の状態やその人がどのように生活してきたのかを
把握して、声かけをしながら食事づくりに参加で
きるか、たとえば、じゃがいもの皮むきであれば
できる、味噌汁の味付けであればできるというよ
うに。その利用者の可能性、できること、あるい
は利用者本人はできないと思い込んでいるが実は
できることもあり、そのような利用者の能力を見
極める能力が、ホームヘルパーの専門性である。
　一方、家政婦は、利用者の言われた通りに食事
をつくることである。したがって、食事をつくる
行為に対して必要とする時間も自ずとホームヘル
パーの方が時間はかかる。主体は利用者であり、
ホームヘルパーは寄り添って食事づくりをするの
である。こうして食事づくり一つをとってみても、
介護労働者の専門的役割を無視した効率化は、介

護労働と本質的に矛盾する５。

〈２〉 他産業と比べても著しく低い介護
労働者の賃金

　介護職場は、よく３Ｋ（きつい、給料が安い、汚い）
職場といわれる。低賃金・過酷な労働条件の下に
置かれているからである。そうしたこともあって、
過酷な労働条件→あとを絶たない退職者→人手不
足の常態化→さらなる労働条件の悪化――という
悪循環の下に置かれている。社会保障研究部会で
は、2015 年春に、部会メンバーが手分けをして、
介護労働者や関連する労働組合に、介護労働の実
態を把握するためにヒアリングを行った。そこか
ら明らかになったことは、第一に介護労働者の驚
くべき低賃金である。
　厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（2014 年）
によれば、全労働者の所定内給与の平均は 29 万
9600 円である。「社会保険・福祉・介護事業所」
に働く福祉労働者の所定内賃金は、22 万 9600 円
で全労働者平均と比べて 7 万円低くなっている。
福祉労働者の中でも、さらに低賃金なのが介護労
働者である。介護労働安定センター「平成 25 年度
　介護労働実態調査」（以下、「介護労働調査」）に
よれば、介護労働者の所定内賃金は、平均 21 万
2972 円である。介護労働者の賃金は、全産業平均
より 8 万 6000 円以上低く、福祉労働者平均より
１万 6600 円低い。
　全労連「介護施設で働く労働者のアンケート」

（2014 年版）によれば、「こんな仕事、もうやめたい」
と思う介護労働者は、「いつも思う」8.7％、「とき
どき思う」48.6％と過半数の介護労働者が仕事を
辞めたいと思うことがあると回答している。その
理由のトップが「賃金が安い」44.7％であり、以
下、「仕事が忙しすぎる」39.6％、「体力が続かない」
30.1％と続いている。介護先から介護先へと移動
するので、コンビニのトイレを借りることが多く、
その場合に、100 円程度の商品を買わないと具合
が悪いが、その 100 円が時給の 1 割以上なので痛

福祉・介護労働の実態分析福祉・介護労働の実態分析（労働環境、雇用・労働時間・賃金）（労働環境、雇用・労働時間・賃金）
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い、という話も出されている。

〈３〉 恒常的な人手不足・組織化が困難な
労働態様

　「介護労働調査」によれば、介護職場の離職率は
16.6％である。つまり、６人に１人が離職してい
ることになる。離職者のうち、「１年未満の者」は
39.2％、「１年以上３年未満の者」は 34.0％に上る。
離職者が後を絶たないため、介護職場は、恒常的
な人手不足に陥っている。同調査によれば、従業
員が「大いに不足」（5.7％）、「不足」（19.8％）、「や
や不足」（31.0％）をあわせると、56.5％に上って
いる。なかでも不足しているのが、「訪問介護員」

（73.6％）、「介護職員」（51.4％）で、介護労働の
担い手不足が際立っている。
　人手不足の理由は、「採用が困難」（68.3％）で、
その原因が「賃金が低い」（55.4％）、「仕事がきつ
い（身体的・精神的）」（48.6％）、「社会的評価が低い」

（34.7％）となっている。
　なお、介護労働者の低賃金と劣悪な労働実態は、
労働組合の組織化が困難であることと連動してい
る。ヘルパーの労働態様は、登録型・直行直帰が
大部分で、年齢は 50 歳から 60 歳、昇給は殆どな
いという状況が一般的である。介護労働者は、勤
務労働時間がまちまちで、直行・直帰型が大部分
のため、職場で会議ができず、組織化には相当な
困難が存在する。宮城県医労連では、「一言メッセー
ジ」を「詰め所」に配布して、会議に代えるなど
の工夫を行っている。
　

〈４〉 介護報酬引き下げと介護事業所　
縮小の危険

　介護労働者の賃金が低い最大の要因は、政府の
社会保障切り捨て策のもとで、介護報酬が切り下
げられてきたことである。2000 年に介護保険制
度が発足した当初は、介護労働者（施設介護職
員・一般労働者）の平均年収（賞与などを含む）
は、348.9 万円、「ホームヘルパー」（一般労働者）
308.9 万円と、それぞれにピークであった。それが、
2003 年、2006 年の介護報酬のマイナス改定を通
じ、低下してきたのである。
　2015 年の介護報酬改定によって、全体平均で

2.27％切り下げられることになった。その影響は
甚大である。介護労働者の低賃金が改善されない
ことだけでない。介護報酬は、小規模デイサービ
ス約 10％、予防通所介護 . 予防通所リハビリに至っ
ては 20％を超えるマイナス改定となった。介護事
業所縮小など「給付サービスの縮減」と介護労働
者の労働条件悪化による介護サービスの質の低下
を招く事態が進行している。
　民間信用調査会社の東京商工リサーチが 2016
年１月 13 日に発表した、2015 年１月から 12 月
までの「老人福祉・介護事業」類型倒産は、過去
最多の 76 件に達した。同社は、2015 年４月から
の介護報酬引き下げが影響したと見ている。
　介護労働の深刻な劣化と利用者に対する人格無
視の虐待が同時進行していることも、注目しなけ
ればならない。川崎市で発生した、介護職員による、
入居高齢者への殺人事件が象徴的であるが、介護
労働者の誇りや自覚をも破壊するほどの、過重労
働と、労働に見合わない低賃金が、事件の背景に
あることは、広く認識されてきている。

〈５〉 本格的営利化の急展開

　２-〈4〉で指摘した安倍政権下の社会保障にお
ける営利的企業化は、介護の分野でも急展開して
いる。最近の特徴は、異業種大企業が、資本力に
ものを言わせて参入していることである。ソニー
は金融持ち株会社を通じて参入し、2016 年４月に
は自社ブランドの有料老人ホームを開業した。損
保ジャパン日本興亜ＨＤは、有料老人ホームや在
宅介護サービスを展開し、売上規模で業界第 2 位
になっている。パナソニックは、デイサービスや
高齢者向け住宅を売りにして、３年後には 750 億
円の売上を目指している。オリックスは、有料老
人ホームを運営するとともに、移乗用リフトや情
報通信機器の開発にも取り組んでいる。イオンは、
総合スーパーの店舗内にデイサービスコーナーを
設置し、2020 年までに 50 ヶ所に広げる計画であ
る。
　これらは、大企業による高齢者福祉・介護事業
への参入の一端に過ぎないが、ターゲットは中・
高所得高齢者層である。他方で、2015 年から、要
支援１と２に対する介護保険の予防的サービス支
給が一部廃止されている（経過中）。また、要介護
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１と２についても、介護保険からの給付を相当程
度削減する案が政府から出されている。国家的詐
欺ともいうべき、公的保険の給付削減を進めつつ、

「買う介護」を進める大企業には、「成長戦略」と
して介護を儲けの場にするのが、安倍政権の特徴
である。
　介護や保育を含む社会保障サービス分野は、高
齢化や少子化、なによりも人間の尊厳に値する生
活を求める国民的要求を背景に、客観的に需要が
増えている。このことは、医療・福祉分野の労働
者が近年、急速に増加していることに端的に表さ
れている。本書第２章で詳細に分析しているとお
りである。なお、平成 27 年国勢調査（抽出速報結
果、2016 年６月 29 日）によれば、平成 22 年か
ら 27 年のあいだに「医療，福祉」が 2.0 ポイント
上昇となり，引き続き上昇を続けている。
　問題は、大きな産業分野に成長している「医療・
福祉」労働者が、これまで見てきたような劣悪な
雇用条件に置かれていることであり、安倍政権は、

「医療・福祉」分野を成長戦略のターゲットとし、「産
業化」の名の下に、営利性を一層強めようとして
いることである。
　憲法 25 条に依拠した、国の責任を土台とする公
的社会保障として、保育・介護を含む社会保障分
野を位置づけ、成長させることが、労働運動や社
会保障運動の緊急の課題というべきであろう。

〈６〉 介護制度改善を介護労働者・介護　
事業所・利用者の共同で

　「ブラック化」する職場環境、介護労働者の高い
離職率、これらの問題の根本には介護制度がある。
介護制度の改善なくして介護労働者の状態改善は
ない。介護保険制度は、利用者への給付が増えれ
ば、被保険者の保険料が上がり、サービス単価が
上がれば、これまた保険料が上がる仕組みである。

つまり、「利用すれば負担が上がる」「制度を充実
すれば負担が上がる」という財政の仕組みになっ
ている。ところが、安倍政権は、「医療・介護を中
心に社会保障給付については、いわゆる『自然増』
も含め聖域なく見直し、徹底的に効率化・適正化
していく」（骨太方針 2014）としている。「給付サー
ビスの縮減」と「サービス単価の切り下げ」によっ
て、介護サービスの質・量ともに後退する深刻な
状況になっている。何よりも、国の財政支出を増
やし、保険料と利用料を上げずに、給付を確保・
改善し、介護報酬を引き上げ、介護労働者の賃金
と労働条件を大幅に改善することが、国民的課題
である。
　この問題の展望を切り開くには、介護労働者、
利用者、施設経営者の共同運動が不可欠である。
福祉保育労や医労連や生協労連等の、介護関連労
働組合では、こうしたスタンスが広がりを見せて
いる。北海道厚岸町では、社会福祉協議会が経営
する介護施設の民間委託が発覚し、労働条件が大
幅に切り下げられることがわかり、そこで働く介
護労働者が共産党町議に相談し、北海道労連と連
絡を取り、新たに労働組合を作り、民間委託計画
を撤回させた。
　同じ北海道石狩市厚田でも民間委託の計画が浮
上したが、厚岸町の経験を学び、労働組合を結成し、
計画の撤回を実現している。こうした介護労働者
の組織化では、産別の枠を超えて、医労連、福祉
保育労などの関連労組が一体となって支援を行っ
た。介護労働者の組織化のために、道労連が中心
になり、介護対策チームを作り地域労連と一緒に
組織化に取り組んでいる。介護対策チームは組織
化とともに自治体要請、事業所訪問を行い、事業
所アンケートに取り組んでいる。また、事業経営
者との共同も重視した。民医連が経営する施設の
施設長を代表にし、労働組合も加わり、より良い
介護を目指す共同を進めている。

〈１〉 戦後の社会保障運動の高揚と　　
労働組合

　戦後、1945 年の労働組合法の制定、46 年の日

本国憲法の成立、50 年の社会保障制度審議会の勧
告などを受け、また、52 年・55 年の日米安保条約、
日米相互防衛援助協定（ＭＳＡ協定）による社会
保障予算の削減攻撃に対して国民的な規模での社
会保障運動が展開された。朝日訴訟の全国的な支

労働組合の社会保障闘争労働組合の社会保障闘争
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援運動を経て、55 年には労働組合の「春闘」が始
まり、58 年には中央社会保障推進協議会（中央社
保協）が結成された。これらの国民的な運動の発
展には、49 年に組織率が 55.8％にも達した労働組
合運動の高揚、労医共闘など広範な分野の運動団
体が参加する社会保障の共同闘争があり、当時の
ナショナルセンターの一つである総評が大きな役
割をはたしていた。
　戦後初期の労働組合の中央組織は、46 年の産別
会議と労働総同盟、50 年の総評、51 年の総同盟（の
ちの同盟）などの分立や合流を経た。産別会議に
よる、レーニンの労働者保険綱領を軸とし、また
1953 年の国際社会保障会議におけるアンリー・レ
イノー報告の「国民全階層を含む労働者階級」と
いう視点に対し、総同盟は企業内福祉に力点を置
くという社会保障運動の考え方の違いがあったが、
それでも「最低賃金」「全国民の生活向上」「戦争
反対」の三点セットを要求の主軸にするという意
識が労働組合全体にあり、地域での労働者の生活
実態、職場からの要求にもとづく労働組合の企業
主・自治体に向けてのたたかいを中央組織と社会
党、共産党などを通じて政治に反映させるという
方向づけが、総評を中心にして発展し、73 年・74
年の国民春闘の高揚をもたらした６。

〈２〉 社会運動の分断と新自由主義的　
構造改革への対応

　89 年に労働組合の中央組織は連合と全労連に再
編され、中央社保協を支えていた総評の解散によっ
て、社会保障運動は大きな困難を余儀なくされた
が、医療関係団体などとともに全労連が支え役に

なり、また、社保協の地方組織が再建されて中央
社保協の運動が引き継がれた。
　95 年の社会保障審議会勧告と当時の日経連によ
る「新時代の『日本的経営』」にもとづく財界の労
働力流動化戦略、そして新自由主義的構造改革の
進行は、2012 年の自公民の「三党合意」による税・
社会保障一体改革と社会保障改革推進法にいきつ
いた。
　こうした流れに対して、全労連は中央社保協と
ともに、憲法 25 条にもとづく社会保障の拡充をめ
ざしたが、連合は「三党合意」を支持し、社会保
障改革推進法を支える立場をとった。
　労働法制の改革に対しては、しばしば連合と全
労連の事実上の共同行動などが見られるが、社会
保障運動については、今日の２つの労働組合中央
組織が政策的に異なる立場をとり、さらに、全労
連が様々な分野・階層の諸団体が参加する中央社
保協とともに国民的な共同による運動をめざすの
に対して、連合は「連合 21 世紀社会保障ビジョン」
による政策提起と労働者福祉協議会による労働者
福祉運動にとどまっている。
　大企業労組の影響の強い連合が 700 万人、国民
的な共同と地域共闘を重視する全労連は 120 万人、
全体としての労働組合の組織率は 17％にまで低下
した。多数派である連合が、消費税増税を容認し、
社会保障要求での大衆運動に消極的な姿勢にある
ことが、労働組合運動全体の社会的な影響力を弱
めている。こうした労働組合運動の現状は、大局
的に見れば、支配層による社会保障の解体路線に
反対する国民的な運動に否定的な影響をもたらし
ている７。

　社会保障制度と財源の方向性についての詳細は、
この間発表した労働総研の諸提言を参照してもら
うことにして、ここでは、基本的な方向性を示す
に止める８。

〈１〉 必要に応じた給付と能力に応じた
負担　

　いま必要な改革の基本は、「できる限り保険料と

給付との比例関係を排し、保険料は能力に、給付
は必要に応ずる方向に進むべきである」（62 年答申・
勧告）ということである。
　旧厚生省や厚生労働省と関わりの深い社会保険
研究所から、『社会保険のてびき』が 1963 年以来
刊行されていた。そこでは「社会保険の特色」と
いう項目が設けられ、日本の社会保険の特色とし
て、次の 5 点を挙げてきた。①勤労者の相互扶助
を目的。「健康保険や厚生年金などの社会保険は、

社会保障の制度と財源の方向性社会保障の制度と財源の方向性
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この相互扶助の精神を社会的に制度化したもので
す」②勤労者の福祉をはかる。「社会保険は、企業
内福祉のワクをこえて、大多数の企業に強制適用
されており、事業主は、従業員とともに保険料を
負担し、その納付・加入手続などの義務を負って
います」③国が責任をもって運営「国民の生活を
保護し、福祉をはかるために、国は法律で社会保
険制度をつくり、保険者となって、費用の一部を
負担し責任をもって運営しています。健康保険組
合・厚生年金基金なども、国が最終的な責任を負っ
ています」④法律で加入義務「社会保険は民間の
保険とちがい、勤労者個人や事業主が自由に契約
し加入するものではなく、法律で加入を義務づけ
られており、その意志に関係なく、事業所単位に
加入しなければなりません」⑤所得に応じて負担、
必要に応じて給付する。「社会保険は、民間の生命
保険・損害保険などと異なり、所得に応じて保険
料を負担し、必要に応じて給付をうけるのが原則
です」（『社会保険のてびき』2008 年版、10 ページ）。
　特に③国の責任と⑤応能負担・必要に応じた給
付の原則は、これからの社会保険のあり方を示す
積極的な原則であり、国民健康保険や国民年金等
の公的保険にも適用されるべき原則である。この
観点から言えば、社会保険は「自助の共同化」と
する主張は、従来からの政府側の説明とも矛盾す
るものである。

〈２〉 財源は社会的扶養原理の強化に
よって

　資本主義社会において、社会保障財源は、基本
的には、労賃（可変資本 V）と、剰余価値（M）で
ある。産業資本主義段階では、「自助」原則の補完
するものとしての「救貧制度」（税が財源なので、
V と M）や「共済活動」（V）が主なものである。
社会保障財源をめぐる運動・たたかいは、独占資
本主義段階では、労働者（V）と国（V と M）と資
本家（M）が負担する各種の「労働者保険」を生み
出した。国家独占資本主義段階では、「人間らしい
生活」を全国民に保障すること（生存権の具体化）
をめざす社会保障制度へと発展した。
　現在の社会保障再生にとって必要な財源構想は、
第一には M を増やすことである。資本主義国にお
いては、社会保障財源はⅤと M が源泉であるが、

基本的に負担能力があるのは M 部分および大企業
幹部社員などの高額なⅤ（この場合は V に加えて
M も含まれている）である。社会保障制度は、賃
金（Ⅴ）だけでは生命・生活を維持できない労働
者階級が、剰余価値（M）の一部分を資本家階級か
ら出させる制度にほかならない。要するに、一旦
資本家側が手にした剰余価値 M から、追加的に労
働者側へ再分配させることが基本である。労働者
側から言えば、一旦、搾取された M を取り戻すこ
とが、基本になる。この意味で、大企業の内部留
保を社会に還元させること、その相当部分を社会
保障の基金とすることは、正当性と緊急性がある
要求である。
　具体的には、結局のところ、企業と政府の負担
を増やすことである。政府の負担には税としての
労働者負担 V があるので、実質賃金上昇なしに税
の投入を増やすことには慎重でなければならない。
また、税を財源にすると言っても、消費税は、V に
よる負担が M による負担よりも大きい（逆進性に
つながる）ので、これを財源にしてはならない９。

〈３〉 危機的状態を突破するには　　　
国の負担を増やすこと

　国民健康保険も、年金保険も、介護保険も、社
会保険か公費負担かという議論がある。実践的に
いえば社会的扶養を強めることである。国保の保
険料が非常に高いことは周知の通りであり、この
ルートから無保険者（国保資格証明書や短期保険
証を発行された人）が発生し、受診を阻まれている。
国保も、1980 年代には国が５割負担をしていたの
で、そこに戻せばよい。非正規雇用労働者が国保
の対象になって、未納分が増えているが、社会保
険に入れるようにする。年金も厚生年金に入れる
ようにする。そうした運動が大事である。
　国保も介護保険も後期高齢者医療制度も、当面、
国の負担を大幅に増やすことが、唯一の展望であ
る。後期高齢者医療制度は、可及的速やかに廃止
すべき高齢者差別の制度である。政権に就いた時
点の民主党の政策では廃止であった。生活の党も
民主党からできた党である。共産党は一貫して廃
止を要求している。現在の野党共闘の展開からみ
ても、後期高齢者制度廃止は、現実性がある。

（ひの　しゅういつ・常任理事・東北大学名誉教授）



- 112 - 

報告書「現代日本の労働と貧困―その現状・原因・対抗策」

【注釈】

１　工藤恒夫は、社会保障の歩みを、個人的扶養原理と社会的扶養原理との対立と把握している（『資本制社会保障の一般理論』、新
日本出版社、2003 年）。第 6 章「社会保障の制度化原則と財政面の改革」、第 7 章「社会保障『財政』のあり方」参照。および相
澤與一、『社会保障の基本問題－「自助」と社会的保障－』（未来社、1991 年、39 頁）参照。

２　相澤與一、『医療費窓口負担と後期高齢者医療制度の全廃――医療保障のルネッサンス』（創風社、2010 年）、112 頁参照。

３　吉原健二・和田勝、『日本医療制度史』（東洋経済新報社，1999 年）、313 頁。

４　1 と 2 については、全体として、三成一郎、「財界と安倍政権が企む社会保障解体の行方」『労働総研クォータリー　2015 秋季号』
および日野秀逸、「『営利企業化』ではなく生存権保障を――政府・財界の社会保障政策を批判する」『前衛』（2015 年 12 月号）参照。

５　社会保障研究部会メンバー宮崎牧子氏の示唆による。

６　公文昭夫「戦後・労働組合の社会保障運動の教訓」『労働総研ニュース』248 号（2010 年 11 月）参照。

７　社会保障研究部会メンバーの原冨悟が執筆した。原冨悟「社会保障再生と労働組合」『労働総研クォータリー』（2015 年秋号）参照。

８　社会保障全体への具体的な政策提言は、労働運動総合研究所『提言　ディーセントワークの実現へ』（新日本出版社、2013 年）の
第７章「『人間に値する生活』を保障するための具体的提言」と第８章「“ 安定した雇用 ” 実現こそ財源確保の確かな道」を参照。また、
日野秀逸監修・労働運動総合研究所編『社会保障再生への改革提言』（新日本出版社、2013 年）の第３章「『人間的な労働と生活』
を基盤とした社会保障再生提言」と第４章「『安定した雇用』の実現で確かな財源の確保を」を参照。

９　社会保障財源の理論的検討として、橋本正二郎「社会保障の財源はどこに求めるべきか――橋本内閣の『財政構造改革』『社会保
障構造改革』とも関連して――」（『経済』1997 年 12 月号）と、工藤恒夫『資本制社会保障の一般理論』（新日本出版社、2003 年）
の第 7 章「社会保障『財政』のあり方」および日野秀逸「社会保障改悪の現段階―営利性強化がきわだつ安倍政権」（『月刊全労連』
2015 年 11 月号）参照。
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貧困に対抗する労働運動の課題　貧困に対抗する労働運動の課題　
熊 谷  金 道

第７章

　働く労働者の貧困化の実態とそれが 90 年代半ば
以降に急速に進行・拡大した背景についてはすで
に前章までが詳細を明らかにしているように、そ
れは基本的には労働者・国民の雇用や生活の安定
よりも企業利益至上主義の財界・大企業の横暴と
その財界の要請にこたえて労働政策の財界本位へ
の転換や労働諸法制の規制緩和を積極的に推進し
てきた自公政権による悪政などにある。
　同時に重要なことは、こうした財界・大企業の
横暴や悪政と対抗してこれらの攻撃を跳ね返し、

労働者の雇用や権利、生活を守るべき労働組合が、
社会的影響力を喪失して、本来果たすべきその責
任と役割を十分に担いきれていない現状、さらに
は他の先進国と比較しても立ち遅れているわが国
労働者の権利や働くルールの後進性も今日の働く
労働者の貧困拡大と無縁でないばかりか密接不可
分な関係にあるといわなければならない。本章で
は、労働組合の現状と問題点などを明らかにする
とともに貧困に対抗する労働運動の課題について
一定の問題提起を行うものである。

はじめにはじめに

貧困化拡大の背景に労働運動の社会的な影響力喪失も貧困化拡大の背景に労働運動の社会的な影響力喪失も

〈１〉 年間100万件以上の「労働相談」も
氷山の一角

　労働者を低賃金・無権利で使い捨ての消耗品扱
いして長時間・過密労働を強要する「ブラック企業」
や「ブラックバイト」問題が社会的にも大きな問
題となったが、働き方や労働条件をめぐる労働者
と企業間のトラブルは依然として後を絶たない。
　厚生労働省が 2016 年６月に公表した「個別労
働紛争解決制度施行状況」によれば、2015 年度に
都道府県労働局や各労働基準監督署などへ寄せら
れた労働相談件数は８年連続で 100 万件を超えて
いる。その主な内容は会社や上役による「いじめ、
嫌がらせ」（22.4%）が４年連続でトップを占め、
本人が納得できない「解雇」（12.7%）や「自己都
合退職」（12.7%）、「労働条件の引き下げ」（8.9%）、

「雇止め」（4.0%）などとなっている。また、被相
談者の内訳は「正社員」37.8%、「パート・アルバ
イト」16.3%、「契約社員」10.5%、「派遣労働者」4.3%
などとなっている。なお、労働組合が全国的に行っ

ている労働相談も全労連、連合がそれぞれ年間 2
万件弱と公表しているが、その内容は被相談者の
うちの「正社員」比率が行政のそれよりは高いほ
かは相談内容などもほぼ同様の特徴となっている。
　連合が 2014 年 10 月に現在就業中の 18 歳～ 25
歳の男女を対象に行った「学校教育における『労
働者教育』に関する調査」１によれば、就業者の約
６割が「働いていて困った経験がある」と回答し
ている。そして、「困ったこと」の内訳としては「募
集時の労働条件と実際の違い」27.2％、「所定の労
働時間が守られてない」23.7％、「嫌がらせを受け
た」15.6％、「残業代の未払い」15.1％等々とされ
ている。さらに「困った際の対応」としては、「同
僚に相談」30.7％、「親など家族に相談」21.9％、

「友人に相談」21.6％、「上司に相談」20.2％、「ネッ
トで調べた」15.0％、「会社と掛け合った」8.6％
等となっているが、「労働組合に相談した」はわ
ずか 1.9％にすぎない。さらに、「労働局や行政の
窓口に相談した」というのは 1.0％とさらに低い
数値となっており、労働組合や行政の窓口は個々
の労働者にとってはハードルが極めて高いところ
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と受け止められているということである。これら
に対して「何もしなかった」との回答が最も多く
36.4％となっているが、その理由としては、「面倒
だから」44.5％、「改善されると思わなかったか
ら」39.8％、「みんなガマンしていると思ったから」
29.4％、「会社に居づらくなるから」27.5％、「ど
うすればいいかわからなかったから」20.4％など
となっている。
　このようにみるなら、年間 100 万件を超える行
政や労働組合への労働相談も労働現場の実態から
するならそれは氷山の一角に過ぎないということ
である。こうした実態は労働者の職場の労働組合
への関心の度合いや労働組合の現状、さらには労
働者の基本的な権利や労働法などへの理解の度合
いなどが大きく反映している。

〈２〉 後退する労働者の闘争性と　　　
「団結権」への国民的理解

　ＮＨＫの放送文化研究所は 1973 年以降、５年
毎に「定点観測」的に「現代日本人の意識調査」２

をおこなっている。この調査項目のなかに「結社・
闘争性（職場）」について、「かりにあなたが、新
しくできた会社に雇われたとします。しばらくし
てから、雇われた人々の間で、給料とか働く時間
などの労働条件について、強い不満が起きたとし
たら、あなたはどうしますか」という設問がある。
その時系列的な回答結果は次表のようになってい
る。
　これらの結果は、「労働組合をつくって」という
行動派がこの 20 年間に半減し、がまんして「事態
を見守る」が大幅に増加・過半数を超えているよ

うに、労働者・国民のなかの「闘争性」が大きく
後退していることを明らかにしている。
　また、それは労働組合をつくることは労働者の
権利であるという認識・理解の希薄化とも深くか
かわっている。この調査には、「権利についての意
識」ということで、「思っていることを世間に発表
する」とか「道路の右側を歩く」など、いくつか
の選択肢を上げてその中から「憲法が国民の権利
としているもの」はどれか、という設問もある。
その結果は「労働組合をつくること（団結権）は
国民の権利」と理解しているとの回答は、73 年調
査時の 39.4% から 13 年調査では 21.7% とほぼ半
減し、労働者が団結して労働組合をつくることに
ついては、憲法が「勤労者」に保障する権利であ
ると理解している労働者・国民がいまや数人に１
人に過ぎないという驚くべき事態となっているこ
とを明らかにしている。
　賃金や労働条件などの改善のために労働者が企
業と対等に渡り合うために、労働組合をつくる、
あるいは労働組合に加入して団体交渉権を行使す
る、そして時には団体行動権の行使としてストラ
イキをも構えることなどは、労働基本権として憲
法が勤労者に保障している。にもかかわらず、労
働者の「闘争性」が後退し、「団結権」への理解が
社会的に極めて希薄化しているのは、既存の労働
組合やその運動が形骸化していることの反映であ
り、この現状を打開することは労働組合運動にとっ
ての大きな課題である。

〈３〉 社会的影響力喪失の背景に　　　
労働組合組織率の低下

　労働者のなかに労働組
合 が ど れ だ け 影 響 力 を
持っているかを示すバロ
メーターの一つである労
働組合組織率の低下が「社
会的」にも問題視され始
めて久しいが、一部の労
働組合組織を除いて多く
の労働組合が組織率低下
になかなか歯止めをかけ
られずにいる。
　わが国の労働組合組織
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率は終戦後間もない 1940 年代後半の 50％前後
という高組織率をピークに、今日では全産業平均
で 17.4％（民間は 16.3%）にまで低下の一途をた
どっている。労働組合は勤労国民の中における唯
一の組織された社会的勢力であるが、今日のよう
に５千数百万人を超える雇用労働者に対し労働組
合員は官民合わせて１千万人弱、６人に１人程度
では、「労働組合はすべての労働者を社会的に代表
する勢力」とは言い難い状況であるといわなけれ
ばならない。
　労働組合の組織率の歴史的な推移をみると、朝
鮮戦争後の 50 年代前半からの電産争議（52 年）
や日産争議（53 年）、鉄鋼争議（57 年）、王子製
紙争議（58 年）など民間大企業争議の相次ぐ敗北
や組織分裂などで 50 年代には組織率は 46.2％か
ら 32.1％まで低下を余儀なくされている。しかし、
60 年の三池・安保闘争を契機に 70 年には 35.4％

にまで回復させている。とはいえ、国民春闘が大
きく前進した 74 年前後を除いて、労働戦線の右翼
再編の動きの進行とともに組織率は 70 年代後半以
降一貫して低下を続け、08 年のリーマンショック
時に派遣切りが社会問題化し、労働組合がクロー
ズアップされた極一時期を除いて組織率の低下傾
向に歯止めがかからず今日に至っている。
労働組合組織率の特徴を企業規模別に見るなら、
企業規模が大きいほど組織率が高くなっているが
これは大企業労組の多くがユニオンショップ協定
などで労働者を囲い込んでいるからと思われる。
他方、民間労働者の５割弱を占めている 100 人未
満企業の組織率はわずか 0.9% にすぎない。このこ
とは、わが国経済の土台を支え、企業数でも圧倒
的多数を占めている中小・零細企業に働く労働者
のほとんどが労働組合に組織されていないという
ことである。
 　また、労働組合の組織率を産業別にみるなら、
組織率が高いのは企業規模が比較的大きい「金融・
保険業」49.4% や「公務」38% で、次いで「製造
業」26.9%、「運輸業」26.8% などとなっている。
なかでも、非正規労働者比率が極めて高い「飲食
店・宿泊業」や雇用者数が数百万人以上もいる「医
療・福祉」「サービス業」などではわずか６% 台の
極めて低い組織率で、これらの産業では膨大な労
働者が未組織状態に置かれているということであ
る。これらの産業の低組織率は、一面では企業や
経営側・業界団体にたいする労働組合の影響力の
弱さをも示すものであり、看護師や介護士などこ
れらの産業の多くの労働者が他産業の労働者に比
較しても低賃金・長時間の過酷な労働条件を強い
られており、他産業労働者に比較しても離職率が
比較的高いことと深くかかわっているといわなけ
ればならない。

〈４〉 国際的にも異常に低いわが国の労
働争議件数と労働者への分断攻撃

　こうした組織率の低下以上にわが国の労働組合
の闘争力の低下を示しているのが、労働争議（半
日以上のストライキ）件数が国際的に見ても異常
なほど少ないことである。わが国の労働争議件数
は厚生労働省の調査によれば、春闘が開始された
55 年以降増加して 60 年代には年間１千件台、70
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年代には２千件台になっている。そして国民春闘
が本格化した 73 年（年金スト）3,320 件、74 年

（官民ゼネスト）5,197 件、75 年（最賃スト）3,365
件がピークであった。しかし、75 年の日経連によ
る賃金抑制攻撃の本格的開始とこれに迎合した鉄
鋼労連の賃金自粛など労使協調路線の大企業労組
主導の労働戦線の右翼的再編への胎動とともに労
働争議も減少の一途をたどり、81 年には 1,000 件
を切り、最新の 14 年には 27 件にまで激減してい
る。なお、先に触れた組織率の動向との関係でみ
るなら、争議件数に象徴される労働組合の戦闘力
の強弱と組織率の動向は密接に関連していること
がわかる。
　また、さきに紹介したＮＨＫ放送文化研究所の
調査による「団結権」についての理解度の推移も
既存の労働組合の組織率や争議件数と深くかか
わっているといえる。
　要するに、労働争議の減少や労働組合の組織率
低下は、労働組合の戦闘性の後退を示しているだ
けでなく、労働組合やそのたたかいを労働者や国
民に見えにくい存在とし、社会的に身近なものと
しての労働組合を受け止めにくい状況をつくりだ
している。同時にそれは、労働組合の社会的影響
力の喪失にもつながり、企業の横暴を横行させ、
労働者や国民の権利意識にも否定的・消極的な影
響を与えているなど、今日の働く労働者の貧困拡
大の一因になっているといわなければならない。
　いまやストライキが極めて希少な「絶滅危惧」
にまで労働組合の戦闘性がなぜ後退したのか。そ

れは戦後労働運動のなかで国民春闘や平和・民主
主義擁護などのたたかいで積極的な役割を果たし
てきた総評が解散に追い込まれ、それに代わって
連合が結成されたことと密接に関わっている。
　わが国の労働組合運動は、大企業労組の多くが
50 年代に反共・労資協調路線の潮流の影響下に組
み込まれて以降、その中心を担ってきたのは官公
労を中心とした総評であった。しかし、高度成長
政策が破綻した 70 年代の国民春闘の高揚に本格的
に反撃を開始した日経連や財界は、マスコミをも
動員して官公労への違法スト攻撃や公務員バッシ
ングと官民分断、さらには第二臨調による国鉄・
電電など三公社の民営化攻撃、とりわけ分割・民
営化を利用して総評運動の中核を担ってきた国労
解体の攻撃などで総評や官公労のたたかいを国民
と分断し、徹底的に抑え込んだ。そしてその多く
の労働者・労働組合を反共・労資協調路線の代名
詞である「自由にして民主的な労働運動」を踏み
絵とする連合に組み込んだのである。
　しかも、これにくみせずたたかう労働組合で結
成された全労連などには政府やマスコミが徹底し
た無視・排除の姿勢をとり、労働委員会や各種審
議会委員から締めだすなどしてその存在と社会的
影響力の拡大を抑え込んでいる。その結果、大企
業労組を中心に賃金自粛どころか人減らし「合理
化」攻撃ともたたかわず、労使関係を「運命共同体」
とする労働組合の影響力が広くわが国に蔓延して
いる。
　しかも、新自由主義的構造改革路線の強まりの
もとで、労働法制などの「規制緩和」や構造改革
に反対する労働組合は正社員・本工中心の既得権
擁護組織であるとして、労働組合を社会から孤立
させるマスコミ、一部の学者をも巻きこんだ攻撃
や労働者と国民、組織労働者と未組織労働者、民
間と公務、正規と非正規、高齢者と青年、男性と
女性等々、労働者へのさまざまな分断攻撃が展開
されている。
　これらの結果が労働組合の社会的影響力を喪失
させ、労働組合への信頼とたたかいへの期待を労
働者から奪い、労働者の権利意識をも後退させて
いるのである。
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〈１〉 労働者の権利・働くルールを公教育
の必須課題として内容の充実を

　「ブラック企業」や「ブラックバイト」を許さず、
働く労働者の貧困拡大を阻止し、賃金引上げや労
働条件の改善などＩＬＯが提唱している「ディー
セントワーク」、いうなら「人間らしく生き、働く
ことができる」企業や社会を実現するためには、
働く者の権利・労働のルールを労働者自身がしっ
かりと身に着けることが不可欠であり、公教育の
場でそれを必須課題として内容の充実を図ること
が重要である。
　先にふれた連合の「学校教育における『労働者
教育』に関する調査」の「働く上での権利や義
務の認知状況」によれば、認知率が半数以上で
あったのは「有給休暇」64.9％、「雇用・労働契
約」63.4％、「最低賃金制度」61.7％、「育児休業」
50.8％であった。他方で、「割増賃金」については
38.9％、「36 協定」は 36.1％、「労働組合」35.5％
と３割台にとどまっている。さらに、「困ったこと」
があった時の「相談窓口」については 19.1％と非
常に低い結果となっており、このことが「困った
こと」があっても「何もしなかった」という労働
者が多いことと深くかかわっている。
　また、学校教育において、労働に関する知識を
身に着けるために必要なこととしては、「社会科の
授業で労働に関する内容をもっと取り上げる」が
46.7％と最も多く、「企業の人事・労務担当者から
学ぶ機会を増やす」32.7％、「学校の先生が労働に
関する知識をもっと身に着ける」32.4％、「教育現
場に労働に関する知識を身につけることの大切さ
を浸透させる」32.0％、「就職指導の先生や職員が
労働に関する知識をもっと身につける」29.7％な
どと、授業での重視と同時に「教える側」の教職
員自身が労働に関する知識を身に着けることの重
要性が指摘されている。
　これらの背景には、文部科学省の「高等学校学
習指導要領（2009 年３月）」による学校教育にお
ける「労働に関する知識」の取り上げ方の問題点

がある。これによれば、労働や労働者の権利等に
ついては「公民」のなかの「現代社会」の授業で
取り上げることになっているが、それは「現代の
経済社会と経済活動の在り方」のなかで「雇用・
労働問題」等について「理解を深めさせる」とさ
れている。しかし、その取り上げ方は「市場経済
の機能」など「経済社会の内容」に関連しての付
随的ものにとどまっている。これでは、経済社会
の土台を支える労働者の基本的な権利や働くルー
ルとして憲法のもとに定められた労働基準法や労
働組合法、労働安全衛生法などを学校教育の場で
未来の労働者（あるいは経営者）にしっかりと身
に着けさせるには極めて不十分といわなければな
らない。また、前述の調査結果でも指摘されてい
るように、教える側の教職員自身が労働者として
の権利や働くルールを身につけるためには、長時
間過密労働を強いられている現状の改善など教職
員の労働者として働く権利確立と労働組合への結
集も不可欠の課題となっている。
　このような、学校教育等における働く者の権利
問題等については、厚生労働省も無視できず研究
会を立ち上げ、リーマンショック後の派遣切りな
どが社会問題となった時期の 2009 年２月に「今
後の労働関係法をめぐる教育の在り方に関する研
究会報告書」を公表している。それによれば、現
状については「労働者自身が自らの権利を守って
いく必要性の認識が高まっている状況にも関わら
ず、必要なものに必要な労働関係法制度に関する
知識が十分に行き渡っていない」として、今後の
方向性として「雇用者の割合が８割を超える我が
国においては、労働者・使用者双方のあらゆる層
が労働関係法制度に関する知識等を身に付けるこ
とが不可欠。そのためには、学校、職場、産業界、
労働界、行政など各主体が連携したうえで継続的
かつ効果的な教育・情報提供等の枠組みを再構築
することが急務」としている。そのうえで、様々
な具体的課題を問題提起しているが、とりわけ高
校や大学など学校教育の場で労働者の権利や働く
ルールを重視することは今日の日本社会における
必須の課題となっている。

貧困に対抗する規制力を労働者・労働組合が取り戻すために貧困に対抗する規制力を労働者・労働組合が取り戻すために
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〈２〉 労働組合の闘争力強化と未組織　
労働者の組織化

　労働者の貧困とその拡大を阻止するためには、
労働者自身が自らの権利や働くルールを身につけ
ると同時に、賃金や労働条件の改善、職場での様々
なトラブル解決等のために労働者が団結して企業
とたたかうこと、そのためにも労働組合に加入す
るか、労働組合を結成することが不可欠である。
このことを多くの労働者の共通の認識とし労働組
合への加入を促進するためには、労働者にとって
既存の労働組合が信頼に値する頼りがいのある組
織であること、そして労働組合の組織率の低下に
歯止めをかけ、労働組合の組織拡大でその社会的
影響力をとりもどすことが極めて重要である。働
く労働者の貧困拡大に対抗する労働組合の直面す
る主要な課題は次の通りである。

１） 要求闘争の強化で労働者に信頼・期待される
労働組合に

　労働組合活動の現状について大変ショッキング
な調査結果がある。労働調査協議会の「次代のユ
ニオンリーダー調査」３によれば、労働組合役員の
39.4% が「組合員は組合運動に何も期待していな
いと思う」と回答し、会社との労使関係について
も過半数を超える 54.4% が「組合が経営に譲って
いる」と回答し、「経営が組合に譲っている」との
回答はわずか 7.6％にすぎないとしている。このこ
とは、職場の労働組合役員自身が労働組合の企業
への影響力が喪失し、労働者の労働組合への期待
や信頼が薄れていると思っていることを明らかに
している。すべての労働組合について労働者や労
働組合役員が同様に受け止めている訳ではないに
しても同趣旨のアンケート結果は他にも存在して
おり、争議件数の異常なまでの激減や組織率の低
下等々の客観的なデータからしても、まったく的
を外れたものとは言い切れないところに今日の労
働組合の現状があるといわなければならない。
　しかも、労働者の貧困拡大の背景にある非正規
労働者拡大を促進する労働者派遣法など労働諸法
制の改悪などと真正面からたたかわない労働組合
や、最近の電機産業などに見られる大掛かりな人
減らし「合理化」攻撃の横行にも反対闘争を展開

しない労資一体の大企業労組の存在なども労働者
の労働組合への信頼喪失を社会的に拡大している
要因になっているといえる。
　こうした労働組合の現状が働く労働者の状態悪
化と貧困拡大の今日的な一因になっているともい
える。したがって、既存の労働組合が職場や地域
でその本来の役割と機能を発揮し、労働者の目に
見える運動を通じて労働組合への信頼・期待を取
り戻すことは、わが国の労働組合が追求すべき極
めて重要な今日的課題となっている。そのために
以下の取り組みを改めて重視する必要がある。
　その第一は、職場の労働者の最も切実な要求を
取り上げ、思想・信条の違いを超えて要求で団結し、
要求実現のためにたたかうという労働組合の原点
にもとづく活動の重要性を再確認し、その取り組
みを職場から強化することである。労働者向けの
様々なアンケートの結果は、労働者が労働組合と
して最も重視すべき課題として第一に挙げている
のは、所属労働組合の違いを超えて「賃金・一時
金引上げ」であることを明らかにしている。労働
組合の賃金闘争が全国的にも集中する春闘でどれ
だけ多くの職場の労働者とともに奮闘するかが労
働者の労働組合への評価に直結しているというこ
とである。また、経営者の横暴から労働者の雇用
を守るたたかいも賃金闘争と並んで労働組合の初
歩的活動の一つであり、労働者から信頼され頼り
がいのある労働組合となるためにも人減らし「合
理化」とは断固としてたたかうことが重要である。
さらに、不払い残業の解消や年次有給休暇の積極
的な取得などが労働者の当然の権利として行使で
きるよう職場の民主化闘争をすすめることや職場
でのセクハラやパワハラを許さない日常的な活動
なども労働者の労働組合への信頼をより強固なも
のとしていくうえで重要な活動である。
　第二には、上部組織からの「指令・指示」による「動
員」型の労働組合運動や逆に上部組織からの「指
令・指示」がないと動かない労働組合から脱却し、
組合民主主義の徹底で文字通り「組合員を主人公」
に一人ひとりの組合員のたたかうエネルギーに依
拠した労働組合活動を追求することである。労働
組合加入に否定的な意見の中で比較的強いのは「労
働組合に入ると組織に縛られる」ということであ
り、「労働組合離れに関する労働者向けの調査」４

では「建前的な話が多い」とか「活動がパターン化」
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「組合が何をしているかわからない」「力量不足で
頼りがいがない」「職場の意見が反映されていない」
などが指摘されている。これらの結果は多くの労
働者・労働組合に共通しており、その改革は労働
者から信頼され、頼りがいのある未来につながる
労働組合を職場に確立するための重要な課題とも
なっている。
　そのためには、産業別統一闘争や全国的な統一
闘争への結集を基軸に、組合民主主義の徹底で文
字通り「組合員を主人公」に、要求組織の段階か
ら一人ひとりの組合員が要求実現のために自らが
職場や地域でどのような行動に参加するのかを含
め、そのたたかうエネルギーに依拠した運動を練
り上げ、「（職場の）みんなで決めて、みんなで実
践する」労働組合活動の追求が不可欠である。い
うなら「組合員が主人公」を単なるスローガンと
してではなく、労働組合の再生・活性化のための
課題として文字通り具体的に実践するということ
である。

２） 組織拡大をすべての労働組合と労働者が
追求すべき課題に

　労働者が持つ唯一の社会的な力は、要求で団結
してたたかう「多数の力」である。そして、この「力」
を発揮するためには、職場や産業ごとに多数派を
形成するたたかう労働組合の存在が決定的に重要
である。今や民間レベルでは 16.3％にまで減少し
ている労働組合の組織率を引き上げ、労働組合の
社会的影響力を回復する必要がある。そのために、
以下の取り組みなどが重要になっている。
　第一は、正規・非正規を問わず職場の未加入者
や未組織労働者の組織化は労働組合の企業への影
響力を拡大して組合員の要求を前進させるうえで
の不可欠の課題であり、組織拡大は一部役員まか
せの活動ではなく、組合員自身が力を合わせて取
り組むべき課題であることを職場で徹底して議論
し、合意形成を図ることである。そして職場のす
べての未組織・未加入労働者に春闘をはじめとし
た要求闘争への結集、労働組合へ加入して要求実
現をめざして共にたたかうことを繰り返し積極的
に働きかけることが重要である。とりわけ、職場
に増大する非正規労働者の存在は時に正規労働者
の賃金・労働条件改善の「重石」とされているこ
とからも、その組織化は労働組合にとって今日的

に不可欠な課題となっている。また、その取り組
み強化のためにも職場の既存の労働組合の核をな
している正規労働者の組織拡大を同時に強化する
ことが重要である。
　地方・地域における同一産業の中立労働組合に
共同行動への参加や産業別全国組織への結集を働
きかけることも産業別労働組合の社会的影響力の
拡大と要求闘争の前進にとってきわめて重要であ
る。
　第二は、地方・地域における膨大な無権利・低
賃金の未組織労働者の組織化に努力することであ
り、それは現に組織されている労働者の賃金・労
働条件引き上げにとって不可欠の課題である。現
に組織されている労働者や労働組合の社会的責務
として、また、すべての労働組合が共同して追求
すべき課題としてナショナルセンターやローカル
センター、産業別全国組織が連携して具体的な戦
略・戦術を練り上げ、目的意識的・計画的にその
組織化を追求することが重要である。さらには、
地方・地域、とりわけ中小・零細企業労働者の組
織化には、ナショナルセンターや全国単産による
財政援助（職場の組合員からの財政拠出を追求す
る）とローカルセンターの協力でオルグ配置や大
量宣伝行動の具体化を図ること、さらには労働者
が「一人でも加入」できる地域労組の活動強化を
産業の枠を超えたすべての労働組合の共同の課題
としてとりくむことも重要な課題となっている。
　第三は、「医療・福祉」や「サービス業」「飲食店・
宿泊業」などのように膨大な雇用労働者がいなが
らも労働組合組織率が極めて低く、労働条件も劣
悪で非正規労働者比率や離職率が高く、「ブラック
企業」といわれる企業も多く、労働者の貧困化が
深刻なこれらの産業の労働者の組織化を今日的に
は特別に重視することである。これらの産業・業
種の労働者の賃金などは、地域最賃を横睨みに地
域の同一産業・業種と横並び的に水準が決められ
ており、地域からその底上げを図るたたかいが決
定的に重要になっている。特に重視すべきは、非
正規労働者の賃金やパート・アルバイト時給など
の引き上げを地域最賃の大幅な引き上げと結合し
て「○○地域から 1000 円以下の時給をなくせ」
などの運動を関係単産とも連携しながら地方・地
域から全国各地で展開することである。
　日本医労連の調査でも、全国一律の診療報酬を



- 120 - 

報告書「現代日本の労働と貧困―その現状・原因・対抗策」

財政基盤とした医療機関でかつ国家資格をもつ看
護師の初任給でさえそれぞれの地方の地域最賃と
リンクしていることが明らかにされている。看護
師や介護士・保育士などの賃金・労働条件の改善
と雇用の安定を図ることはわが国の社会的課題と
もなっており、未組織労働者の組織化の運動とも
結合しながら、これらの労働者の賃金引上げや労
働条件改善をめざすたたかいを地域春闘の最重点
課題とするなど地域の労働者の目に見える運動と
して強化することは特別に重視すべき今日的課題
である。

〈３〉 最賃制度や労働基準法の抜本改正
など働くルールの確立を

　働く労働者の貧困拡大の背景には、「ルールなき
資本主義」といわれるわが国の労働のルール、国
際的にも立ち遅れている労働者の権利の後進性も
重要な一因として指摘できる。

１） 全国一律最賃制確立や差別禁止・　　　
格差縮小へ法的規制を

　労働者の生活の貧困化拡大の最も重要な要因と
なっているのは、わが国の最低賃金制度が最低賃
金法第１条に謳われている「労働条件の改善」に
も「労働者の生活の安定」にも程遠いものとなっ
ていることにある。現行最低賃金を生計費原則に
もとづき「人たるに値する生活を営むための必要
を充たす」（労働基準法第１条）水準に大幅に引き
上げることや最低（沖縄）714 円と最高（東京）
932 円まで 218 円もの格差のある現行制度を全国
一律最低賃金制度などへ抜本改善することは働く
労働者の貧困拡大を阻止するための最大かつ喫緊
の課題であり、それは労働者の生活改善にとどま
らず、地域からの雇用流出に歯止めをかけ地域経
済を活性化させるためにも重要な課題となってい
る。
　また、高齢化社会とも関連して膨大な雇用需要
が見込まれながらも低賃金で離職率が高く、雇用
の安定的確保が社会的課題となっている医療・福
祉分野に働く労働者の賃金の最低保証を社会的に
確立することも極めて重要である。これらの労働
者は全国共通の国家資格を持ち、国の基準により
人員が配置され、全国一律の診療・介護報酬、公

的助成などを原資に賃金が支払われているにもか
かわらず、現状では施設毎に賃金や労働条件に大
きな格差があり、それが雇用不安の大きな要因と
もされている。安倍政権もこれらの分野の賃金を
引き上げるとしているが、圧倒的多数の労働者が
未組織に置かれているこの分野の労働者の賃金水
準引上げを実効あるものとするためには、これら
の分野の労働者の賃金水準の最低基準等を公的に
規制することが重要であり、それは当該労働者の
生活と雇用の安定につながるだけでなく福祉の充
実を求める国民の要請にこたえるうえでも重要で
ある。
　さらに、大企業や中小零細企業など企業規模に
よる賃金格差や男女などの性別、正規や非正規な
ど雇用形態などによる差別的とも言える賃金格差
が国際的に見ても極めて大きいこともわが国の働
くルールの後進性を示している。たとえば、わが
国の非正規労働者の大多数を占めているのはパー
ト労働者であるが、ＩＬＯのパート条約などによ
れば短時間労働者といえども、その（時間当たり）
賃金は、「比較可能なフルタイム労働者の基本賃
金より低いものを受領することのないことを確保」
すべきことを謳っている。これに対し日本政府は

「均衡待遇」に固執、フルタイム労働者との「均等
待遇」追求を拒否しているが、安倍政権は「一億
総活躍プラン」の中でその思惑は不明だが「同一
労働同一賃金」をめざすことをうちだした。これ
を真に実効あるものとして格差や差別を本格的に
解消するためには、下請け単価に適正な人件費保
障を義務付ける「下請け二法」等の改正や、男女
平等・均等待遇を実現するため労働基準法や労働
契約法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、パー
ト法などへ差別禁止や均等待遇、同一労働同一賃
金原則を明記する等々、働くルール確立への労働
諸法制等の改正、社会的規制力強化が重要である。

２） 時間外労働規制など労働時間短縮で　　
人間らしい労働と生活を

　労働生活をめぐる貧困との関係でわが国の労働
者の権利や働くルールで国際的に最も立ち遅れて
いるのは、関連のＩＬＯ条約を一つも批准してい
ないことが象徴している労働時間関連の「働くルー
ル」である。わが国の労働基準法は週 40 時間制
を建前としているが時間外労働の法的規制がない。
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その結果、裁量労働制の拡大などで労働時間管理
の弾力化が拡大し、「名ばかり管理職」による不払
い残業の拡大や労働者を過労死や過労自殺に追い
やる長時間・過密労働がまかり通っている。とり
わけ、時間外労働については「36 協定」の特別条
項により年間 1 千時間もの時間外労働が大企業を
中心に広くまかり通っているのである。安倍政権
はこれを規制するどころか、「残業代ゼロ」法案の
成立すら策動しているのである。こうした日本の
労働時間管理の異常さは、ＥＵの「労働時間管理
指令」が、「週最長労働時間は、時間外労働を含め
48 時間を超えてはならない」と比べても明らかで
ある。年次有給休暇についてもＩＬＯ 132 号条約
では「年最低 3 週間、うち 2 週間は連続取得、最
低単位は 1 日、病気や怪我に使用禁止」などを謳い、
ＥＵ指令も「すべての労働者に最低４週間の年次
有給休暇を得る権利を保障」しており、ヨーロッ
パの主要国では年間 30 日の休暇がほぼ 100％取
得されている。これに対し、わが国は勤続６ヵ月
で 10 日、その後は勤続年数で増加するが 14 年の
平均で 18.5 日となっており、取得日数は半数以下
の 47.3％にとどまっている。こうした、労働時間
管理をめぐる後進性が国際語になった「カローシ」
を生み出す、苛酷で異常な長時間・過密労働がま
かり通る企業や社会をつくりだしているのである。
　財界や大企業は国際競争力強化を口実に総額人
件費の削減など徹底したコスト削減のために、正
規労働者の非正規への置き替えなど雇用破壊や賃
金抑制を労働者に押し付け、「常用代替の禁止」原
則を蹂躙して生涯派遣を労働者に強いることを可
能とする労働者派遣法改悪などを強行し、「ブラッ
ク企業」などといわれる「ルールなき社会」をつ
くりだしている。しかし、わが国の政府や財界が
国際競争をいうのであれば、今日もっとも追求す
べきなのは労働者の権利や働くルールについても
ＩＬＯ条約の批准や国際的な労働基準に到達する
ようなジエンダー平等の確立や労働基準法・最賃
法など現行労働諸法制の抜本改正を行うことであ
る。

〈４〉 共同の力で「戦争と貧困・格差をな
くし」「労働者が一番暮らしやすい
国」へ

　安倍政権は「世界で一番企業が活躍しやすい国」
をめざすとして、過去の政策でもすでに破綻済み
となっているトリクルダウン論に依拠したアベノ
ミクスと称する経済政策を掲げ、企業利益拡大至
上主義で岩盤規制を打ち砕くとして労働者派遣法
改悪の強行など労働諸法制の改悪を強行し、さら
に「残業代ゼロ法案」や解雇の自由化に道を開く「解
雇の金銭解決」、「限定正社員」制度の導入などを
策動している。しかし、デフレ脱却を掲げて法人
税の引き下げや日銀による「異次元」の金融緩和
で膨大な日銀券の発行や「マイナス金利」まで導入、
大企業の利益と内部留保は拡大したものの、個人
消費の伸び悩みなどでデフレ脱却どころか経済成
長は依然として低迷している。また、安倍政権の
財界への賃上げ要請にもかかわらず企業は日本の
みならず国際的にも経済の先行き不安が広がって
いることから 16 春闘でも賃金抑制の姿勢を貫いて
おり、いまやアベノミクスの行き詰まりは誰の目
にも明らかになっている。
　一方、集団的自衛権の行使に道を開いた安保法
制に反対する国民のたたかいは法案成立後も終息
することなく、「総がかり実行委員会」などによる
共同行動や安保法の廃止を求める 2000 万署名な
どとして「安倍政治を許さない」広範な国民諸階
層と野党の共同行動として継続している。そして、
これらの国民的な運動を背景に五野党による戦争
法廃止法案の国会への共同提出、さらには参議院
選挙に向けての「戦争法廃止」の一致点で共同候
補の擁立というこれまでにない国政レベルでの政
党間の共同にまで発展し、実際に一定の成果をあ
げた。安倍政権が進めているＴＰＰや原発再稼働、

「一億総活躍社会」等々を巡っても広範な市民や団
体によるこれらに反対する運動が継続発展し、「ア
ベ政治は許さない」国民的な大きな共同の流れが
全国各地に広がり、米軍普天間基地の辺野古移転
を許さず基地撤去を求めるオール沖縄のたたかい
も揺るぎないたたかいが継続されている。他方、
安倍政権は自らの任期内での憲法改悪を公然と打
ち出しており、まさにわが国の進路をめぐる重大
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な岐路での真正面からのたたかいの正念場を迎え
ている。
　こうした局面をわが国の政治を「大企業本位、
世界で戦争のできる国」から「戦争と貧困・格差
をなくし」「国民が世界で一番働きやすく、暮らし
やすい国」へと大きく転換するチャンスとして、
全国津々浦々から労働者や市民、民主団体、さら
には要求の一致する政党などが総がかりで共同の
運動を発展させるなら、これまでの日本の政治や
経済とは違った未来を切り開く可能性が多いに広
がっている。
　労働組合が社会的影響力を回復するためには、
対企業との労使関係での要求闘争のみにとどまら
ず、暮らしの不安を深刻にしている消費税増税な
ど重税、さらには将来への不安を拡大している年
金制度など社会保障にかかわる分野のたたかいに
積極的に参加していくことが労働者の生活擁護に
とって不可欠の課題となっている。また、日本を
世界のどこでも戦争のできる国とする戦争法や民
主主義を国家管理する秘密保護法などに反対する
ことは、労働者の生活や社会の最も基本的な土台
を支える日本の民主主義や平和、国民の平和的生
存権を守るたたかいであり、それは勤労国民の中
で唯一団結権や団体行動権が憲法で保障されてい

る労働者・労働組合の社会的な責務である。
　労働組合がこの分野でたたかうことは、わが国
の労働組合運動の積極的、戦闘的伝統を引き継ぐ
ものであり、憲法に先駆けて日本の民主化のため
に労働組合法が制定されたことや国際労働機関（Ｉ
ＬＯ）の設けられた世界の歴史からもその重要性
は明らかである。
　同時に重要なことは、労働組合は思想・信条の
違いを超えて要求で団結する大衆組織であり、職
場にはさまざまな思想・信条の労働者がいるとい
うことである。したがって、たたかいを進めるに
あたっては、上部団体からの指令・指示の押し付
けや一方的な動員型の運動としてではなく、労働
者の自主性・主体性を尊重し、職場での徹底した
討議と民主的な合意形成を何よりも大切にするこ
とが重要である。
　たたかいの統一・共同にこそ勝利の展望がある、
勤労国民の多数を占める雇用労働者、そしてその
組織された部隊である労働組合と労働者がいまこ
そ持てる力を最大限に発揮し、広範な国民諸階層
との共同のなかで積極的な役割を果たすことが求
められている。

（くまがい　かねみち・代表理事）

【注釈】

１　インターネット調査で有効回答数は男女均等で 1,000 人。

２　「現代日本人の意識構造」（ＮＨＫ放送文化研究所、全国の 16 歳以上の国民を対象に個人面接で５年毎に調査、有効回答数は三千
数百から四千数百人）。

３　調査は 6 ～ 7 年おきに実施、今回は 14 年 10 月～ 15 年３月に調査。44 歳以下の単組・支部執行委員、職場委員など約２千人対
象で民間８割、公務２割。

４　電機連合「第 14 回組合員意識調査」2005 年６～７月　組合員１万人対象、回収率 86.8%
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生活の貧困化と
ナショナル・ミニマムの課題

浜 岡  政 好

第８章

　生活保護の受給者数、世帯数が過去最高を更新
し続けているように、現代日本の勤労者生活は悪
化の一途をたどっている。ところで、「生活の貧困
化」とは何かは必ずしも自明のことではない。物
差しの当て方によっては違う状況が見えてくる。
多くの勤労者にとって生活の悪化は日に日に迫っ
てはきているが、貧困が自らの生活状況であると
は必ずしも受け止められてはいない。したがって、
ここでは貧困の定義を再吟味し、その物差しで生

活の貧困化を「見える」化し、誰が貧困の当事者
なのか、どのような生活状態が貧困なのかを明ら
かにして、貧困の当事者たちの状況認識を共通化
し、共通する生活悪化を防ぐためにはどのような
社会運動や社会的保障が必要なのか、つまり「国
民生活の最低限保障」（ナショナルミニマム）の必
然性とその具体化と実現に向けての課題を明らか
にする。

はじめにはじめに

生活の貧困化とは何か生活の貧困化とは何か
　資本主義の下での貧困を把握するには、「資本論」
の第１巻第 23 章で示されているように、資本主義
的蓄積の一般的法則との関連でまず論理的に貧困
を押さえておく必要がある。それは貧困をいわゆ
る貧困層の問題として理解し、「普通の暮らし」を
している普通の労働者には直接関係がないという
受け止め方を転換し、貧困を「労働者階級の運命
におよぼす影響」との関連で捉える必要があると
考えるからである。
　マルクスの「資本論」第 23 章では、資本主義
的蓄積⇒相対的過剰人口・産業予備軍の不可避的
増大⇒貧困の拡大という論理で貧困を説明してい
る。労働者階級に貧困をもたらす相対的過剰人口
は、流動的、潜在的、停滞的の３つの形態をとる
が、この潜在的、停滞的形態が、今日、問題になっ
ている非正規などのワーキング・プアである。そ
して産業予備軍が現役労働者に比べて大きくなる
ほど、固定的過剰人口、貧困な労働者が大量になり、
労働者の中の貧困者と産業予備軍が大きくなれば
なるほど、最下層の「受救貧民」がそれだけ大き
くなるとしている。マルクスは「資本の蓄積に照
応する貧困の蓄積」を、労働者状態の悪化＝「貧困、

労働苦、奴隷状態、無知、野蛮化、および道徳的堕落」
の蓄積として捉えている。そして状態悪化の指標
の１つとして労働苦等と区別された「貧困」、つま
り「生活資源の物資的欠乏」を取りあげている。
　このように資本主義下において労働者が被る貧
困は、上記のように生活苦、労働苦、奴隷状態、無知、
野蛮化、道徳的堕落の総計として理解する必要が
ある。ここで生活苦、労働苦とともに貧困状態の
指標としてあげられている「奴隷状態、無知、野
蛮化、道徳的堕落」は何を示しているのであろう
か。これらはいずれも人間の社会性の破壊（社会苦）
を示しているものと思われる。つまり、資本蓄積
に照応する貧困は、生活苦、労働苦、社会苦の形
をとって蓄積されることになることを示している。
頭川博氏は、生活苦を「労働者の受け取る労働成
果が労働力の回復にようする消費財分量に限定さ
れるため生まれる社会的産物」であり、労働苦は「必
要労働を超える労働日の延長作用」によって不可
避的にもたらされるとしている。（頭川博『資本と
貧困』八朔社、2010 年）このとらえ方を援用する
と、社会苦は生活苦や労働苦によってもたらされ
るとともに、賃労働という生存の仕方そのものに
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起因しているということができる。
　そこでここでは生活の貧困化を消費生活過程に
おける生活苦と労働生活過程における労働苦、そ

して社会生活過程における社会苦の３つのフェー
ズで捉えることにする。

〈１〉 消費生活過程における生活苦
　　 ＝狭義の貧困

　生活苦（狭義の貧困）をどのような方法で、客
観的に把握し、具体的に測定するか。ここでの生
活苦は「人間の再生産」が「労働力の再生産」に
限定されることによってもたらされる生活困難で
ある。生活苦という言葉は、一般に「労働力の再
生産」ができない状態、つまり、賃金が労働力の
価値どおりに支払われていない状況での貧困を想
起させるが、しかし、「労働力の再生産」費用にみ
あう価値どおりに支払われていても、「人間の再生
産」が困難な状態に陥っていかざるをえないこと
を生活苦と呼ぶ。とすれば「人間の再生産」が「労
働力の回復にようする消費財分量」＝賃金に限定
されることからどのような困難が生じるかを明ら
かにする必要がある。現実の賃金水準は相対的過
剰人口の圧力によって「労働力の回復にようする
消費財分量」を下回ることも少なくない。その結果、
健康破壊などいわゆる「絶対的貧困」がもたらさ
れたりもする。

１） 生活苦を抱えた人びとの拡がり
　「人間らしい生活」＝最低生活とは何か、「人間
らしい生活」が満たせない状態＝生活苦とは何か

については、これまで多くの実証的研究が積み重
ねられてきている。金澤誠一氏は、アマルティア・
センの貧困論を用いて、「人間らしい生活」に必要
な２つの「生活の質」（基本的な健康・生命を維持
するための「生活の質」、社会・文化的な「生活
の質」）を設定し、これらを達成するために必要な

「最低生計費」を算定している。この「最低生計費」
の算定にあたっては、人間存在の多様性や「個々
人が自分の価値や目的あるいは人生設計を選択し、
それに向かって活動する自由」に配慮している。
またここでの「最低生活費」は現行の社会保障・
社会福祉制度や生活基盤の制度（住宅、教育など）、
人権保障や平和などが前提となっている。
　こうした方針に基づいて、首都圏の労働者を対
象にマーケットバスケット方式によって最低生計
費が算定（2008 年時点）されている（『季刊労働
総研』No.73・74、2009 年）。下表で示されてい
る「人間らしい生活」のための生活資材やサービ
スの購入額は、現実に首都圏で暮らす普通の労働
者生活・ライフサイクルを想定して算定されたも
のであり、望ましい「人間らしい生活」を想定し
たものではない。「人間らしい生活」のぎりぎりの
状態を切り取った試算であり、この水準を下回る
ことは今日の日本社会で生活の再生産が不可能に
なるという水準である。したがって、公認の「人
間らしい生活」の最下限である生活保護基準との

生活の貧困化はどのような形で現れているのか？生活の貧困化はどのような形で現れているのか？
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比較が行われている。モデル世帯の最低生計費の
指数は、最も低い 20 歳代単身世帯の 102.2 ～最も
高い 70 歳代夫婦のみ世帯の 136.8 の閒に収まって
いる。生活保護基準の 1.0 ～ 1.4 倍の水準は、生活
保護世帯で免除されている非消費支出等を勘案す
れば、ほぼ生活保護と同等な生活水準と思われる。
　また「国民生活基礎調査」（2005 年）の世帯所
得を用いて、この「最低生計費」未満で暮らして
いる世帯の試算も行われている（図表１）。それに
よると、「最低生計費」未満比率が最も高いのは、
70 歳代単身世帯の 82.5％、次いで 30 歳代母親
と未婚子 1 人世帯の 76.1％、20 歳代単身世帯の

74.6％となっており、他方、比率が低いのは 30 歳
代夫婦のみ世帯の 27.4％、50 歳代夫婦のみ世帯の
31.2％などとなっている。このモデル世帯の構成
は、今日における労働者家族の標準的ライフサイ
クルを示しており、それぞれのライフステージご
とに大量の「最低生計費」未満の世帯を排出して
いることを明らかにしている。

２） 生活苦は労働者家計にどのような形で　
現れているか

　家計調査の勤労者家計の長期トレンドからは次
のようなことが見えてくる。１つは高度成長期を
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経て、1985 年頃までには家計支出・収入の戦後型
の標準形のようなものができあがってくる。その
後、1998 年頃を境にこの戦後型の標準形が解体期
に入り、現在に至っている。この標準化された勤
労者家計の特徴は、家計支出規模の異常な大きさ
である。その解体の様は 1955 年から 1985 年の
30 年間に勤労者家計の支出規模が 18 倍に膨張し、
他方、1985 年～ 2014 年の 29 年間の支出の伸び
はわずか 1.3 倍であり、特に 1998 年のピーク時以
降はピーク時の 9 割程度に減少していることに示
されている。1985 年の総支出 753,309 円の内訳は、
実支出が半分以下の 360,642 円、消費支出は総支
出の 38.4％の 289,489 円であった。
　消費支出を上回る「実支出以外支出」の中身は
預貯金、民間保険の掛け金、ローン等の借金返済
であったが、これは生活基盤や社会保障・社会福
祉制度の未整備や不備のなかで子どもの教育費
用、住宅取得費用、老後費用などが個々の家計の
私的努力にゆだねられた結果、このような形をとっ
たのである。そしてこのくらし方がその後標準的
生活様式として労働者家計を枠付けることになっ
たが、そのため固定的な生活維持費を膨張させ、

1985 年以降の支出の推移にみられるごとく家計の
硬直化を招いた。これへの対応は比較的弾力性の
ある食費や被服費、教養娯楽費、交際費を含むそ
の他の消費支出の節約となって現れている。「人間
らしい生活」としての健康や文化性、社会的交流
を犠牲にしての生活の維持となっているのである。
この先には江口英一氏たちが指摘したように「社
会からの脱落・孤独」や「自主的・自立的な生活
の喪失」が待ち受けている。
　２つはこうした膨張する家計支出をまかなって
いた収入構造の特徴から見えてくるものである。
実収入も 1998 年以降急速に下降し、1998 年比で
2014 年には 88.3％に減少している。世帯主収入
で実支出をどこまで賄えるかについては、1998 年
の 107.5 ％、2005 年 103.1 ％、2010 年 102.0 ％
と低下し、2014 年には 99.9％とついにマイナス
になっている。もちろん世帯主の定期収入では既
に 1998 年時点でもマイナスになっていたが、そ
れをカバ－してきたのが妻の収入であり、社会保
障収入などのその他収入であった。しかし、近年
はそれでも収入の低下に追いつかず、月賦・掛け
買いの比率が上昇している。賃金の減少等収入の
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低下に対応すべく、労働者家計ではこの 30 年間
実支出を切り詰めてきているが、ついに世帯主収
入＋家計補充的な妻の収入という標準的対応では、
戦後型の生活様式の維持が難しくなったことを示
している。

〈２〉 労働生活過程における労働苦

　労働生活過程における労働苦は二重である。一
つは賃金と引き替えに主体的活動力を他者へ売り
渡した非主体的活動であることからくる苦痛であ
る。もう一つは「必要労働を超える労働日の延長
作用」からくる苦痛である。いずれも労働者であ
ることからくる苦痛であるが、まずは「必要労働
を超える労働日の延長作用」と直接関わる労働時
間をめぐる労働苦からみることにする。

１） 労働時間をめぐる労働苦
　「毎月勤労統計」や「労働力調査」の長期トレン
ドで見ると年間総実労働時間は減少している。「毎
月勤労統計」ではピーク時の 1960 年前後は 2400
時間を超えており、1992 年から 2000 時間を下回
り、1998 年以降は 1900 時間を、そして 2009 年
からは 1800 時間を切ってきている。「毎月勤労統
計」より実労働時間が長い「労働力調査」でも同
様の傾向を示している。「労働力調査」の週 60 時
間以上働く雇用者の比率は 2004 年の 12.2％から
2014 年には 8.6％に低下している。
　しかし、ほんとうに労働時間は短縮されてきた
のか。見かけ上の労働時間短縮の背後にあるのは

非正規の短時間労働者の増加である。したがって
労働時間の実相をみるには、フルタイム労働者の
１人当たりの労働時間をみなければならない。通
常の就業状態を把握する「就業構造基本調査」に
よる年間 200 日以上働いている非農林業雇用者の
週就業時間は、図表４のようになっている。1988
年の労働基準法改正（週 40 時間労働制）以降、
1990 年代には週 49 時間以上働く男性雇用者数は
減少しているが、2002 年、2007 年には再び 49
時間以上就業の比率が 40％を越え、1980 年代
の水準に近づいている。特に 60 時間超の割合は
2007 年に過去最高の比率になっている。
　「社会生活基本調査」を用いた山本勲・黒田祥子
氏の研究（山本勲・黒田祥子『労働時間の経済分析、
日本経済新聞社、2014 年』）によると、週 35 時間
以上働くフルタイム労働者の週当たり労働時間は、
1976 年～ 1986 年かけて 3 時間程度増加して 50
時間程度となり、その後 2001 年にかけて２時間
程度減少し、その後は 2011 年までに再度２時間
程度上昇して、週休二日制や時短が行われる前の
1980 年代の水準に戻っていることを明らかにし
ている。また週休二日制にともなって 2011 年の
平日のフルタイム雇用者の労働時間は 8.67 時間と
1976 年当時と比べて 0.92 時間増加している。そ
の結果、10 時間以上働くフルタイム男性雇用者の
割合は 2011 年には 43.7％と驚異的な比率に上昇
している。こうした労働時間の膨張に加えて、こ
の間、深夜や早朝の時間帯での労働も増えている。
まさにフレキシブルな労働へと変化したのである。
　そしてこれらにさらに通勤時間が付け加わる。
ＮＨＫ放送文化研究所の「国民生活時間調査」で
は男性勤め人の平日往復の通勤時間は１時間 27
分、東京圏では１時間 42 分となっている。こうし
た労働時間＋労働のための移動時間の膨張は、当
然、他の生活時間に大きな影響をもたらすことに
なる。その一つは睡眠時間である。「社会生活基本
調査」では、1976 年～ 2011 年の 35 年間でフル
タイム雇用者の週睡眠時間は４時間程度減少して
いる。平日の睡眠時間はこの間 0.37 時間減少して
いる。このように長期にわたって睡眠時間を減少
させている国は世界でも希有である。
　ちなみに前記ＮＨＫ調査でも国民の睡眠時間減
少傾向が長期にわたって続いていたが、2015 年調
査では下げ止まったとされている。それでも有職
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者の平日の睡眠時間は６時間 56 分と低下したまま
である。さらに興味深いのは睡眠時間と併せて「会
話・交際」の行為者比率、時間量が長期にわたっ
て低下し続けていることである。2015 年の平日の

「会話・交際」比率は 15％、時間量は１時間 34 分
になっている。つまり、長時間労働が生理的再生
産時間や関係性維持時間をそぎ落としてきている
のである。
　労働時間の延長と併せて労働密度や労働強度の
強化が進められてきた。ＩＴ化と人員削減等によ
り時間当たりの労働負荷が強められ、また失業者
増や非正規労働者増の圧力が労働者間の競争を高
め、過度労働を促進させた結果、労働生活過程に
おける労働苦はいっそう募ることとなった。2000
年以降、高い水準で続く「過労死」や「過労自殺」、
メンタルクライシスがこうした労働苦の必然的帰
結であった。厚労省「労働者健康状況調査」（2012
年）によると、仕事や職業生活で「強い不安や悩み、
ストレス」があるとする労働者は 60.9％にものぼ
り、正社員ではさらに高く 64.1％になっている。
現実に１割弱の事業所ではメンタルヘルス不調で

「連続１ヵ月以上休業又は退職した労働者」がいる。

２） 「奴隷状態」の深化
　「過労死」や「過労自殺」を多発させるような
労働苦はなぜ引き起こされるのか。労働者は喜ん
で過重労働を引き受けている訳ではない。連合総
研「第 30 回勤労者の仕事と暮らしについてのアン
ケート」（2015 年 11 月）によれば、所定外労働を
行った人の 37.5％は「仕事をやりたくない」と感
じていた。また月 80 時間超の残業者では 53.6％
が拒否感を感じている。残業の直接的理由は「人
手が足りない」「突発的な仕事がある」「残業を組
み込んだ業務運営」などさまざまであるが、いず
れにせよ残業を拒否する自由がないのである。要
するに一人一人の労働者の事情などお構いなしの
職場運営が行われているのである。
　職場で労働者がどのように扱われているかの一
端を示すデータに「個別労働紛争解決制度の施行
状況」報告がある。総合労働相談件数は、2002 年
度の 62 万 5,572 件から 2009 年度の 114 万 1,006
件に増加し、その後若干減少はしているが、100
万件以上が続いている。うち民事上の個別労働紛争
相談件数も 2002 年度の 10 万 3,104 件から 2011

年度には 25 万 6,343 件とピークになり、2014 年
度も 23 万 8,806 件と高水準が続いている。2014
年度の閒の相談内容は、「いじめ・嫌がらせ」が最
も増えて６万 2,191 件、次いで「解雇」はピーク
の 2009 年度の６万 9,121 件から減って３万 8,966
件、「自己都合退職」をめぐる紛争は３万 4,626 件
に増加、その他「労働条件の引き下げ」「退職勧奨」
が２万件台で続いている。これは氷山の一角であ
る。こうしたなかで労働者の権利を全く剥奪した

「ブラック企業」や「ブラックバイト」が横行する
状況が生み出された。
　今日の労働者が置かれている「奴隷状態」を象
徴するのが「いじめ・嫌がらせ」といったハラス
メントである。厚労省「職場のパワーハラスメン
トに関する実態調査」（2012 年）によると、パワ
ハラ相談のあった企業比率は 45.2％、実際に過去
３年間にパワハラのあった企業は 32.0％、また従
業員調査では 25.3％がパワハラを受けているとし
ている。労働者の４分の１が「上司」「先輩」「正社員」
など立場の上の者からハラスメントを日常的に受
けている状況は深刻である。この「上司」「先輩」

「正社員」の背後には有無を言わせぬ資本の専制が
あり、「部下」「後輩」「正社員以外」の「奴隷状態」
がある。そして物言えぬ労働者の増大は重大事故
や企業犯罪を頻発させている。

〈３〉 社会生活過程における社会苦

　資本蓄積は上記のような生活苦や労働苦を加重
させるだけではなく、労働者の社会生活の再生産
を困難化する。ここでは資本主義化がもたらす家
族・地域の再生産困難や「無知、野蛮化、および
道徳的堕落」を社会苦として捉えることにする。

１） 資本主義下の家族・地域と生活の個人化
　家族が資本蓄積の下におかれると、つまり労働
者家族化すると、賃金の範囲で維持できる家族の
形、規模に変化し、小核家族化が進むことになる。
賃金で賄える生活単位が限りなく縮小すれば、家
族としての再生産が不可能になり、個人化する。
第２次大戦後の「高度成長」期を経て、日本では
上記のドラスティックな家族変動が急速に進み、
少子・超高齢社会が将来している。１世帯当たり
人員は 1960 年の 4.18 人から 2010 年には 2.46
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人へと縮小し、同期間に単独世帯は 358 万世帯か
ら 1679 万世帯に増加している。合計特殊出生率
も同期間に 2.00 から 1.39 へと低下している。１
人当たり月間現金給与額が 1980 年代末の水準に
まで下降し、特に家族形成期の若い世代でのワー
キング・プア化が進むなかで、家族の解体、未形
成が一段と進行している。そして現在、「子どもの
貧困」「若者の貧困」「高齢者の貧困」「女性の貧困」
と全世代、性別を問わず生活の貧困化が表出して
いる。
　それは地域生活の維持・再生産の困難と結びつ
いて、地域社会の衰退を引き起こしている。「高度
成長」期の強蓄積はそれに必要な若い労働力を全
国から大都市圏へと吸引し、併せて非大都市圏で
の産業を破壊したことも重なり、人口減少や少子
超高齢化が進行し、「地方消滅」が取りざたされる
事態を生み出してきた。同じ事態は大都市圏の周
辺部のニュータウンなど「新興住宅地域」でも起
こっている。地域の生活インフラの解体、地域互
助活動の維持困難、社会的孤立などの増大である。
こうした今日の社会苦の一つの典型が「孤独死」
や自殺の多発である。東京都監察医務院「事業概
要」や都市再生機構のデータ 2000 年以降「孤独死」
は増え続け、自殺件数も高止まりのままである。
　また社会苦としての各種虐待件数も増大してい
る。児童相談所が対応した 2014 年度の児童虐待件
数は８万 8,931 件で、24 年連続で過去最多を更新
している。2014 年度の家族等養護者による高齢者
への虐待件数も１万 5,739 件と増加している。ま
た要介護施設での虐待件数も増えている。さらに
ＤＶや子どもによる親への暴力事件も増えている。
このように追い詰められた者同士での傷つけあう
行為が増えている。柳田國男は昭和初期の日本の
貧困状況を自殺の増大などを手がかりに「孤立貧
と社会病」として捉えたが、今日、グローバル化
の下での資本蓄積の拡大を通していっそう拡大さ
れた形で荒々しく再現されてきているのである。

２） 社会的排除と貧困の固定化
　一方の極における富の蓄積がその対極における
生活の貧困を蓄積するとすれば、資本主義社会は
基本的に不平等を促進する「格差社会」であるが、
問題はその「格差社会」化が現在どのような特徴
をもって現れているかである。二宮厚美氏は現代

日本の「格差社会」化は「複合的・連動的な構造」
をもち、経済的格差が能力格差を呼び起こし、最
終的には「人格格差」を招くと分析している（二
宮厚美『格差社会の克服』、山吹書店、2007 年）。
これは勤労諸階級の貧困化が階層差を持って進行
し、その下層部分に最も厳しく表出することを示
している。
　二宮氏の言う「人格格差」をここでの社会生活
過程における社会苦に関連させれば、生活主体の
社会関係を破壊したり、またその社会関係維持力
や関係形成力を傷つけたり、未形成のまま放置さ
れることである。こうした社会とのつながる力の
破壊は、生活苦や労働苦などの貧困化とも相まっ
て社会的排除を促進させる。その結果、特定の「不
利な人々」（岩田正美『現代の貧困』、ちくま新書、
2007 年）において、極貧化が固定化し、世代的
にも再生産されやすくなるのである。貧困の固定
化は、「不利な人々」を社会のメンバーとして異質
視する傾向を強め、バッシングの対象にするなど、
貧困からの脱出をいっそう困難化させる（青木紀
編著『現代日本の「見えない」貧困』、明石書店、
2003 年）。

〈４〉 相対的過剰人口の増大と貧困の　
加重化

１） 相対的過剰人口の増大
　労働者階級の貧困を増大させる相対的過剰人口
が現在どのような形態をとり、どのような規模に
なっているかについては既に多くの論考もあるの
でここではその詳細には立ち入らない。いわゆ
る「完全失業者」数や「完全失業率」は 2009 年、
2010 年をピークにこの間下がり続けている。反対
に「非正規雇用」労働者数は増加している。した
がって、相対的過剰人口の大きさは、半失業状態
にある「非正規雇用」労働者を含めて把握する必
要がある。伍賀一道氏の労働力調査を用いた、非
正規雇用のうち「正社員に変わりたい」比率等か
ら推計した試算によると、相対的過剰人口の大き
さ（半失業＋顕在的失業＋潜在的失業）は、2003
年の 730 万人～ 848 万人から 2014 年の 797 万
人～ 878 万人へと増加している（２つの数値のう
ち小さい数値は潜在的失業のうちすぐ仕事に就け
るによる試算値）。
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　就業構造基本調査（2012 年）の無業者で就業希
望の求職者（顕在的失業者）数は 469 万人で同年
の労働力調査の完全失業者数 285 万人より 184 万
人も多くなっている。また同年の非正規雇用労働
者数も 2043 万人と労働力調査より 230 万人も多
くなっている。さらに求職活動をしていない就業
希望の無業者（潜在的失業者）が 618 万人もいる。
したがって相対的過剰人口は労働力調査での推計
よりもさらに大きくなると思われる。このうち就
業希望の求職者と非正規雇用労働者の合計 2512
万人は同年の役員を除く雇用者総数の 46.9％を占
めている。これらの膨大な顕在失業者と低賃金不
安定雇用労働者の存在が、この間に正規労働者の
賃金や労働条件悪化の重りとして作用してきたこ
とは否めない。

２） 相対的過剰人口と生活の貧困の加重化
　こうした相対的過剰人口の増大が勤労諸階級の
生活の貧困をいかに強めているかの一端を、就業
構造基本調査からうかがうことにする。上記顕在
的失業者の主な収入の種類は、収入なし 50.1％、
社会保障給付 21.9％、賃金・給料 13.6％、仕送り
5.0％などとなっている。半数は無収入、生活の維
持ができない状況にあるなかでの求職活動となっ
ている。他方、非正規雇用労働者の所得水準は、
249 万円以下が 87.4％を占めている。この水準は
前記の首都圏調査の最低生計費水準（20 歳代単身
世帯）を下回るものであるが、生活保護と同水準
以下で多くの非正規雇用者が働いていることが分
かる。相対的過剰人口に組み入れられている労働
者の劣悪な状態が、労働者階級全体の生活苦、労
働苦、社会苦を加重化させているのである。

　なぜ生活の貧困化が今日のように大量化し、深
刻化してきたのか。ここではその原因を 1980 年
代以降に進行した４つの社会事象との関わりでみ
ることにする。それは第１に、生活の貧困を生み
出す資本主義的蓄積に対するさまざまな経済的・
社会的規制の撤廃、第２に生み出される貧困の抑
制・緩和装置としての社会保障・社会福祉など制
度的な生活保障機能の低下、第３に資本蓄積によ
る貧困化に歯止めをかける社会的強制力の弱体化、
そして第 4 に市場主義的イデオロギーを受容する
生活意識・生活規範の変容である。

〈１〉 資本蓄積への規制撤廃

１） グローバル化と経済的規制の撤廃
　日本におけるグローバル資本と連携した大企業
の経済活動への規制撤廃の動きは 1980 年代の臨
調行革として進められた。財政赤字の解消などを
口実にまずは公共的活動分野の「民営化」から始
まり、大企業等の活動に加えられた各種規制を次々
と撤廃していったが、そのなかでの最大の眼目は
国鉄など公営企業等での戦闘的労働組合の解体で

生活の貧困化はなぜ大量化してきたのか？生活の貧困化はなぜ大量化してきたのか？
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あった。臨調答申で示された規制撤廃項目は 1350
項目に及んだが、その後、規制撤廃の進行管理の
ために３次にわたる行革審が設けられ、流通、物
流、情報通信、金融、エネルギー、農産物、ニュー
ビジネス（金融、自動車リース、労働派遣等）の
7 分野での規制撤廃、検査検定・資格制度の見直し
が行われた。
　1990 年代入ると、規制撤廃はさらに加速し、
1993 年の細川首相の私的諮問機関「経済改革研究
会」中間報告（「平岩レポート」）では、基本原則
として「経済的規制は『原則自由』に」、「社会的
規制は『自己責任』を原則に最小限に」を掲げる
までになった。1995 年からは３年ごとの「規制緩
和推進計画」をたて、2005 年からは規制撤廃の実
施を監視するための規制緩和小委員会が設けられ、
その後さまざまな名称で監視・審議組織が続いて
いる。このように勤労国民のいのちと暮らしを守
るための規制が次々と撤廃され、資本の自由な蓄
積活動の前に差し出されてきたのである。空前の
勤労国民の貧困化はその必然的結果であり、現在
のアベノミクスはその総仕上げとも言えるもので
ある。

２） 労働規制の撤廃
　1990 年代後半以降は本格的な社会的規制の撤廃
に踏み込んでいく。その中心が労働の規制撤廃で
あり、そのシナリオとなったのが日経連の 21 世紀
雇用戦略構想「新時代の『日本的経営』」（1995 年）
であった。そしてこのシナリオにもとづいてその
後怒濤のような労働規制の撤廃が進められた。資
本が労働力を自由に売り買いし、自由に使用する、
他方で労働者は自己責任で自らの労働能力を「開
発」し、いつでも労働市場の要請に応えられる準
備をするという資本にとって夢のような仕組みづ
くりへと動き出した。これは横山政敏氏がいうよ
うに、「労働契約の個別契約関係への転換」であり、

「社会法としての労働法の私法化」あり、「契約自
由の原則を労働分野においてよりストレートに貫
徹させようとする」ものであった（横山政敏「労
働の規制緩和と労働市場」、『立命館経済学』第 45
巻・第６号）。
　その後、今日に至るまで労働時間、労働者派遣、
雇用形態の多様化、職業紹介、解雇規制、能力開発、
雇用保険などにおいて労働規制がどのように撤廃

されてきたか、さらに新たに撤廃されようとして
いるかについては他の章で取りあげられているの
でここではふれない。いずれも労働に対する資本
の自由度をあげ、しかも安価にという方向であり、
労働者の犠牲の下で安倍首相が言う「世界で一番
企業が活躍しやすい国」（2013 年 2 月）づくりが
進められているのである。この間のこうした労働
に対する規制の撤廃が大量貧困の元凶であること
は言うまでもないだろう。

３） 医療、福祉、教育等への社会的規制の撤廃
　労働規制の撤廃とあわせて医療、福祉、教育な
ど社会サービス領域での社会的規制の撤廃も 2000
年前後から急速に進められた。この領域での規制
撤廃は、サービスの各種基準（施設基準、人員配
置基準、資格基準など）の緩和・撤廃、参入規制
の撤廃、公的責任の縮小・限定などとして展開さ
れた。もともとこの領域は人びとの長期的な生活
の再生産を維持するための基盤的社会サービスで
あり、所得格差でサービスの享受に差が出ること
を防止するために公的に直接供給するか、非営利
原則に基づいて、公益法人等によって公共的にサー
ビスが提供されてきた。ここでの社会的規制の撤
廃はこの基盤的社会サービスの領域を資本蓄積の
場に開放するということである。株式会社等の営
利事業体がこの領域で活動しやすいように上記の
規制撤廃が行われたのである。
　その口実とされたのは、財政赤字や供給不足、
事業運営の非効率などさまざまであるが、規制撤
廃を通して進められたのは、基盤的社会サービス
の「商品化」、「脱公共化」であった。そしてこの
分野での社会的規制の撤廃は、このサービスの担
い手の生活苦、労働苦の増大として現れた。その
象徴的事象が介護保険制度導入後の高齢者福祉領
域にみられる労働者の生活苦と労働苦である。超
高齢化によって高齢者ケアの必要度は急速に高
まってきたが、これへの社会的対応を規制撤廃と
セットになった社会保険方式で行ったのが介護保
険制度であった。
　2000 年の制度導入後介護労働者は飛躍的に増大
したがその大半は非正規労働者で埋められ、「３Ｋ
労働」として忌避され、深刻な人手不足を招くま
でになっている。そして制度開始から 15 年が経過
した今日、介護保険下の事業形態は株式会社が多
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数を占めるまでになっている。こうした高齢者福
祉領域の「商品化」、「脱公共化」は、福祉労働者
の貧困化を押し進めただけではない。労働者の貧
困化と並行して、サービスの「商品化」や制度維
持費の高騰が進んだために、保険料や利用料の高
額化が高齢者や高齢者を抱えた世帯の暮らしを圧
迫し、サービス利用からの排除や抑制が広がって
いる。このように社会的規制の撤廃による非営利
性の希釈化、「商品化」の進展は、その領域で働く
労働者の貧困とともにそのサービス利用を不可欠
とする勤労者の生命と生活の再生産を困難化させ、
その貧困化を増幅させてきているのである。

〈２〉 社会保障・社会福祉など生活保障　
機能の低下

１） 社会保障制度「改革」―公的責任の放棄、
給付削減と負担増、自助・互助への転嫁

　1997 年の第２次橋本内閣以来、20 年近く社会
保障「改革」と称する社会保障・社会福祉制度の
リストラが遂行され、勤労国民の生活保障機能は
長期にわたって低下し続けた。もともと日本の「福
祉国家」の生活保障機能は企業福利や保障水準の
低さを長期雇用保障慣行下での過度労働による自
助努力での対応を前提にするなど不十分なもので
あったが、グローバル化や高齢化を口実に、90 年
代後半以降企業福利や長期雇用保障慣行を廃止し、
併せて不十分な公的生活保障である社会保障・社
会福祉の縮減を行ってきた。このことが前述の規
制廃止と相まって 2000 年以降の生活の貧困化を
高進させたのである。
　橋本内閣の「社会保障構造改革」では、日本の
社会保障水準は「諸外国と比較しても遜色のない
水準」にあり、今後高齢化が進行しても、「国民負
担率」が 50％を超えないようにするために制度の

「構造改革」が必要であるとし、「改革」の中身と
しては全体としての「効率化・適正化」、「制度を
通じた給付と負担の公平・公正」、「在宅医療・在
宅介護を重視したサービス提供体制」の整備、「公
私の適切な役割分担と民活促進」などが打ち出さ
れた。そしてその「社会保障構造改革の第一歩と
して介護保険」が創設され、引き続き小泉内閣で
の医療・年金等の大リストラ「聖域なき構造改革」
へと受け継がれるのである。

　小泉内閣の社会保障制度「改革」ではこの大リ
ストラが強引に進められた。小泉内閣の「社会保
障の在り方に関する懇談会」では「今後の社会保
障の在り方について」という報告をまとめ年金、
介護、医療等の「改革」の内容と将来の方向性を
具体化している。それによると、年金「改革」は
保険料を 2017 年度まで段階的に 18.3％まで引き
上げ、その後固定し、他方で給付の伸びを抑制す
るマクロ経済スライドの導入が打ち出されている。
介護保険「改革」では予防重視のシステムへの転
換や施設給付の見直しが示され、実際に 2006 年
度にはマイナス 2.4％の介護報酬の減額が実施され
た。また医療制度「改革」では「予防重視の保健
医療体系」への転換として、「医療費適正化」、「患
者負担引き上げ」、「新後期高齢者医療制度」創設、
療養病床の再編などが示され、2006 年度からマイ
ナス 3.16％の診療報酬の減額が実施された。さら
に制度間の重複等の排除として、介護保険や医療
保険の食費・居住費の範囲の見直しなどが盛り込
まれている。
　これらの「改革」によって、給付は年金の給付
の伸びが抑制され、介護保険も 2015 年度の給付
を約 17％抑制し、医療もまた給付を約８％抑制す
ることができるとしている。この結果、2015 年度
の負担は「改革」前より 1.5 ポイントの減になると
見通している。そして、社会保障の「基本的考え方」
として「福祉社会は、自助、共助、公助の適切な
組み合わせによって形つくられるべき」としたう
えで、今後は高齢者、女性、若者、障がい者の就
業を促進し、制度の担い手を拡大するとしている。
これはアベノミクス第二弾の「一億総活躍社会」
の原型である。また税制については「消費税を含
む税制全体の改革を検討し、世代内及び世代間の
負担の公平を図ることが重要」としている。
　こうした社会保障のリストラはその後の自公政
権で粛々と実行され、民主党・野田内閣の「社会
保障と税の一体改革」を経て、自公政権の安倍内
閣へと引き継がれている。「社会保障制度改革推進」
法（2012.8）、「社会保障制度改革プログラム法」

（2013.12）、「医療介護総合確保推進法」（2014.6）
などとして具体化された社会保障制度のリストラ
は、公の役割をいっそう縮減したうえで「受益と
負担の均衡」を図るとして給付の抑制と負担の増
加を一段と進めるものとなった。その結果、社会
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保障制度からの排除、脱落、利用抑制などが進み、
制度から排除された人びとは市場での「商品」と
して提供されるサービスを購入するか、最後のセー
フティネットとしての生活保護へと向かうことを
余儀なくされた。
　かくして生活保護の受給者数は、保護基準の引
き下げや利用抑制のための規制強化や受給者に対
する社会的バッシングの組織化にもかかわらず、
増え続け、過去最高水準を更新し続けている。そ
の中心は年金など所得保障の欠如による高齢者で
ある。この最後にセーフティネットからも見放さ
れた高齢者等は先の述べたような孤独死や自殺に
追い込まれるか、または犯罪の「加害者」として
現れる。窃盗や無銭飲食等の微罪で収容されてい
る高齢犯罪者の増加は、今日の日本の社会保障の
行き着いた状況を象徴している。

２） アベノミクス下の社会保障・社会福祉　
　　―「産業化」と「再家族化」

　安倍内閣の「骨太の方針 2015」や「日本再興戦
略 改訂 2015」によって進められている「安心に
つながる社会保障」の中身は、成長戦略に資する
社会保障であり、「社会保障関連分野の産業化」で
ある。この産業化路線は、前述の社会保障の縮減
とワンセットであり、公的給付の範囲や水準の縮
小・低下による「公的保険外サービスの産業化」
や事業経営の規模拡大、ＩＣＴ・介護ロボットの
活用等による「介護の生産性向上」で推進しよう
としている。そしてこれらの取り組みを通して「医
療・介護の基幹産業化」がもくろまれている。そ
の内容は、ⅰヘルスケア産業の創出支援、ⅱ医療・
介護等分野におけるＩＣＴ化の徹底、ⅲ医療の国
際展開（アウトバウンド・インバウンド）の促進、
ⅳ介護サービスの質の評価に向けた仕組み作り、
ⅴ国際薬事規制調和戦略に基づく国際規制調和・
国際協力の推進、ⅵ地域医療連携推進などである。
　ここで推進されようとしている施策は、資本蓄
積の結果、社会問題として増幅する生活の貧困化
への社会的対応としての社会保障・社会福祉では
なく、生活困難や生活不安をビジネス化しようと
するものであり、医療・介護等の「基幹産業化」
が進めば進むほど、「安心につながる社会保障」が
遠のいていくことになる。
　そしてこの対極には公が退いた後を埋めるもの

としての社会保障・社会福祉の「再家族化」がある。
この「再家族化」とは商品として社会保障・社会
福祉を購入できない人びとは苦境にあっても放置
されると言うことの別言である。改めて自民党憲
法改正草案第 24 条 1 項に盛り込まれた「家族は ,
互いに助け合わなければならない」の意味が迫っ
てくる。安倍内閣の下での立憲制の否定は憲法の
平和条項にとどまらず、社会権の否定、生存権の
否定にまで進んできているのである。

〈３〉 資本蓄積に歯止めをかける社会的
強制力の弱体化

　では何故生活の貧困化を食い止めるための、資
本蓄積への規制や社会保障・社会福祉などの後退
がもたらされたのであろうか。その要因の一つに
社会運動など社会的強制力の弱体化の影響がある。
資本が蓄積への規制を受け入れたり、社会保障・
社会福祉などの負担を受容するのは、戦時のよう
な危機の時代における「国民統合」の必要性から
の譲歩か、敗戦後の日本のように社会運動が一定
の強制力を発揮している場合だけである。したがっ
て社会的強制力が弱まると、資本への規制撤廃や
社会保障・社会福祉等の負担から逃れる動きが活
発化する。

１） 個人主義化・消費主義化と社会運動の衰退
　60 年「安保闘争」をピークに日本の社会運動は
後退局面に入る。それは「安保闘争」後の「所得
倍増計画」による消費主義の開花と軌を一にして
いる。もちろん 1980 年代に本格化する資本蓄積
への規制撤廃に至る迄には無数の抵抗運動があり、
資本はそれらを「力の行使」によって抑制しながら、
他方では、「選挙に勝利するための、かなり広範囲
にわたる民衆の政治的な同意を形成する」準備を
してきた。それは社会的公正を追求する社会運動
が前提にしている社会的連帯を弱めることであり、
社会運動が前提としている「個人の欲求やニーズ
や願望を二の次にする覚悟」を動揺させ、個人の
自由という価値観のなかに回収することであった。
　そしてそのために、デヴィッド・ハーヴェイが
言うように「消費者の選択の自由」が強調された。
日本においては 60 年代以降「消費革命」とも言わ
れる空前の消費ブームが起こっていた。高度成長
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期に日本社会に定着するライフスタイルは「あら
ゆる生活手段を個人的に所有しようというもので、
個人主義的生活様式」であった。高度成長末期に
は公害など大量消費社会のひずみが拡大する中で

「異議申し立ての時代」が到来し、住民運動などの
社会運動が高揚するが、石油ショックを経て、「個
人主義的生活様式」はさらに深化し、「文化の産業
化」、すなわちモノを売る時代から精神あるいは文
化を売る時代へと進んだ。こうしたなかで労働者
文化運動の中心を担っていた労音や労演は急速に
衰退した（デヴィッド・ハーヴェイ『新自由主義』
作品社、2007 年）。
　こうして個人的自由を前提にした消費主義が人
びとの「常識」化していくなかで、この「消費者
の選択の自由」による「豊かな社会」化を妨害し、
既得権を擁護する敵役として各種の経済的・社会
的規制が登場することになった。併せて集団的な
行動様式や社会運動の官僚的運営は個人の自由を
制限するものとして攻撃対象となった。社会問題
を社会運動によって解決するという行動様式は衰
退し、資本蓄積に伴うさまざまな問題は、消費者
モデルを援用した個人の行うクレーム活動になっ
た。ここから各種の規制撤廃の「同意」までは後
一歩である。これにバブル破綻による経済危機が
加わり、前述のように 1990 年代後半から規制撤
廃が一気に進むことになった。

２） 資本蓄積への労働組合等の社会的規制力
の弱化

　戦後日本の社会運動で最も大きな力をもったの
は資本蓄積と最前列で対峙する労働運動であった。
その労働運動も資本の側の「力の行使」による「三
井三池における炭鉱労組の敗北以後、…経済主義
の傘の下に統合されはじめ、政治や文化に対する
力を喪失しはじめ」、社会的規制力を弱化させて
いった（宮本憲一『昭和の歴史 10　経済大国〈増
補版〉』小学館、1989 年）。戦後直後の 1947 ～
1948 年には労働者の 5 割以上を組織していた労
働組合も高度成長期を経て労働者数が増加するに
つれて組織率を低下させ、2015 年には組織率を
17％台に低下させている。他方、組合員数は 1973
年～ 1998 年まで 1200 万人台を維持し、2000 年
頃から減少しはじめ、2015 年には 988 万人になっ
ている。また争議件数も争議参加人数も 1970 年

代後半以降激減している。
　こうした労働運動の社会的規制力の弱化は、日
本の労働組合の組織形態上の問題とともに、高度
成長期以降の産業構造や労働形態、そして労働者
管理の仕方の変化に労働組合が十分に対応できな
かったことの結果でもある。すなわち、非製造業
分野のウエイトの高まりや労働形態の多様化、そ
して個人処遇化などである。このため労働者間の
競争が激しくなり、「連帯的抵抗」は困難になった。
労働組合による「平等を通じての保障」という機
能は発揮されにくくなり、労働組合への結集も弱
まった。組合は「私のしんどさ」に何もできない
というシラケが広がったのである。（熊沢誠『格差
社会ニッポンで働くということ―雇用と労働のゆ
くえをみつめて』（岩波書店、2007 年）そのこと
を如実に示しているのが先に示した「個別労働紛
争解決制度の施行状況」報告である。運動を通じ
てではなく、個別的に解決する志向が高まってい
るのである。

〈４〉 生活意識・生活規範の変容と個人　
主義的自助イデオロギーの蔓延

　1980 年代の「１億総中流社会」はバブル経済の
破綻を経て、1990 年代に入ると「自己責任」と個
人間の競争によって「危機」に対処し、その結果
としての不平等を受け入れる「格差社会」へと舵
を切り始めた。その背景となったのは、バブル経
済の破綻とともに、急激に進展する経済のグロー
バル化のもたらす経済危機による企業倒産、失業
の恐怖、巨額の財政赤字による財政破綻の危機、
そして迫り来る超高齢社会の下での社会保障破綻
の危機であった。危機と恐怖が煽られ、これまで
のやり方では危機に対応できないとして、規制撤
廃や社会保障の縮減を柱とする新自由主義的処方
箋が、サッチャー流の「これしかない」という言
説として巷にあふれた。また危機のなかで出され
た社会保障制度審議会 95 年勧告は、社会保障を「み
んなのためにみんなでつくり、みんなで支えてい
くもの」「社会連帯のあかし」という言い方で国家
責任を稀釈化させた。
　こうした状況を受け、勤労者の閒にも生活リス
クへの個人主義的対応が進んだ。新自由主義によ
る個人主義的自助イデオロギーのキャッチフレー
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ズは「努力したものが報われる社会」であった。
この言葉は努力したものが他人より果実を多く受
け取るのは当然であるという格差を容認するとと
もに、報われないのは努力が足りないのだから厳
しい状況を受忍せよというメッセージである。こ
の言葉はやがて 2002 年の小泉内閣の公式文書「構
造改革と経済財政の中期展望」のなかに、めざす
べき社会像として盛り込まれた。
　2011 度「国民意識調査」によると、この「努力
すれば報われる社会」の肯定比率は 41.1％、男性
でやや高く 45.0％、最も高いのは経営者・役員の
59.4％、逆に低いのは会社員（事務系、技術系以
外）37.4％、パート・アルバイト 37.5％、専業主
婦 38.5％などである。

　問題は報われることの少ない人びとの閒でも４
割近い支持があることである。しかし、統計数理
研究所の「日本人の国民性調査」（2013 年）によ
ると「努力しても報われない」の比率が増加して
おり、この間の状況の悪化のなかでこの個人主義
的自助イデオロギーも効力を失いつつあることを
示している。これと対照的に 1958 年以降一貫し
て上昇しているのが「一番大切なもの」としての
家族の比率である。2013 年調査では 44％と、第
２位の「愛情・精神」と「生命・健康・自分」の」
18％を大きく凌駕している。家族の脆弱さの進行
と家族への期待の高まりが反比例している。こう
した家族主義的心情の高まりが、貧困の隠蔽と家
族問題の深刻化の背景にあるのである。

　ではこれまでみてきたような生活の貧困化はど
うすれば防ぐことができるのか。それには、生活
の貧困化をもたらしてきたさまざまな経済・社会
的な原因を取り除くことが必要である。そのため
には生活の貧困化の原因としての資本蓄積への規
制によってその発現を抑制するための社会制度と
発現した貧困を緩和する社会保障・社会福祉が一
体となった「国民生活の最低限保障」（ナショナル・
ミニマム）の確立が必要である。それには資本へ
の規制撤廃と社会保障・社会福祉の縮減が進んだ
1980 年代以降の社会変化を振り返ると、新自由主
義的「構造改革」に「同意」を与えてきた社会の
あり方を変革すること、すなわち「個人の欲求や
ニーズや願望を二の次にする覚悟」や社会問題を
集団的な行動様式によって解決する方法を今日の
状況の下で創造、進化させ、新自由主義下の「常識」
を変革することを併せて粘り強く追究し、追求す
ることが求められている。
　既に労働運動総合研究所では、2003 年～ 2006
年にかけて「ナショナル・ミニマム問題の理論・
政策に関わる整理・検討プロジェクト」を立ち上
げ、2006 年に報告書をまとめている（『季刊労働
総研クォータリー』No62・63、労働運動総合研究
所、2006.12）。このプロジェクト研究は 2000 年
代初期の構造改革への全労連をはじめとする社会
運動体の対抗を反映するものであったが、われわ
れの力量もあってその内容は所得保障が中心とな

り、社会サービス保障や労働への規制などはあま
り取りあげられていない。その後、民主党政権下
で「ナショナルミニマム研究会中間報告」（2010.6）
が出されたり、2014 年には国立社会保障・人口
問題研究所の『社会サービスのナショナル・ミニ
マム報告書』が公表されたりしている。また 2010
年には「グローバル化とナショナル・ミニマムに
関する研究会から増田正人・黒川俊雄・小越洋之助・
真嶋良孝『国民的最低限保障－貧困と停滞からの
脱却』（大月書店）が刊行されている。
　既に見てきたように国民生活の危機がいっそう
深刻化するなかで、改めて「国民生活の最低限保障」

（ナショナル・ミニマム）への関心が拡がり始めて
いる。今回のプロジェクト研究においては、現代
日本の労働と貧困について、各論でそれぞれ現状・
原因・対抗策が論じられているので、ここでは「国
民生活の最低限保障」（ナショナル・ミニマム）の
取りあげるべき課題のアウトラインを示すに止め
る。前述の「ナショナル・ミニマムプロジェクト」
報告書では、ナショナル・ミニマムがカバーすべ
き領域として成瀬龍夫・二宮厚美氏の研究をもと
に、ⅰ現金給付型の所得保障、ⅱ現物給付型の社
会サービス保障、ⅲ人権保障の公的規制・ルール
の３つをあげていた。しかし、同プロジェクトの「ナ
ショナル・ミニマム（国民生活最低基準）大綱案」
では、「実質可処分所得による最低生活の保障」、「生
活費には課税しない」「医療サービスは無償、住

生活の貧困化はいかにして防ぐことができるのか？生活の貧困化はいかにして防ぐことができるのか？
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宅費は公営住宅並み扶助、教育費は無償を原則に」
の３つを構成要素としてあげているだけで、ⅱ社
会サービス保障やⅲ人権保障の公的規制・ルール
についてはあまりふれられていない。
　ここでは国民生活の最低限保障（ナショナル・
ミニマム）の課題として労働生活に関わる領域で
の公的規制・ルール化、社会保障・社会福祉など
所得保障と社会サービス保障、そして地域での人
によるセーフティネットの強化を取りあげること
にする。

〈１〉 生活の貧困化をもたらす資本蓄積
への経済的・社会的規制の強化

　今日の生活の貧困化が資本蓄積による労働苦や
失業や半失業など相対的過剰人口の増大に由来す
るとなれば、まずは労働苦や失業・半失業の拡大
を規制する措置を強化する必要がある。2001 年の
全労連の「ナショナル・ミニマム提言」によると、

「勤労にともなう最低保障水準」として、ⅰ勤労所
得の最低基準（全国一律最賃制の確立、業者・家
内労働、農漁民、自由業の所得保障の最低基準）、
ⅱ労働・就業時間などの基準、ⅲ完全雇用（労働
者の解雇規制・中小企業への賃金補助、職業訓練）
中小商工業者の営業（大店法）などの分野があげ
られている。今日の状況では非正規労働者等半失
業者の増加への規制と賃金労働条件の改善および
このことと密接に関連する最賃制度の改革が緊急
の課題となっている。

〈２〉 社会保障・社会福祉など所得再分配
と社会サービス保障等による生活苦
への対応

　生活苦への対応としては、1990 年代後半より
縮減されてきた社会保障・社会福祉を今日の勤労
者生活の状況に見合うように見直しする必要があ
る。ここでも前記の「ナショナル・ミニマム提言」
の社会保障の最低保障基準であげられているⅰ所
得保障の最低基準（生活保護基準、最低保障年金、
失業給付・失業手当、傷病手当、児童手当、労災・
公害・交通事故等の最低補償）、ⅱ保健医療の最低
基準（定期健診、医療保険、高齢・障碍・子ども
と難病・結核・精神医療は医療保険の全額公費化、

医師・看護師確保）、ⅲ介護保障、ⅳ子どもと高齢者・
障がい者・母子（父子）世帯の社会福祉の最低基
準などを今日の生活状態、要求水準に見合うよう
にこれらの内容を具体化する必要がある。
　提言では、この他に生活困難への対応として、「税
制の課税最低基準」（ⅰ所得課税の最低限、消費課
税、資産課税の最低限）、「国民の食糧確保の最低
保障基準」（ⅰ最低自給率の確立、ⅱ生産体制の最
適基準の確立）、「学校教育の最低基準」（ⅰ教育費
の最低保障、ⅱどの子どもにも学ぶ喜びとわかる
学習基準の確立、ⅲ豊かな成長・発達を保障する
教育条件の確立）、「住宅の最低保障基準」（ⅰ家賃
の最低保障、ⅱ住宅内容の最低基準、ⅲ人権とし
ての居住権の確立）、「文化・体育・スポーツの最
低保障基準」、「生活環境の最低保障基準」「平和的
生存権の確保」などが掲げられている。
　これらの現物給付の社会サービスのうち医療、
介護、保育、教育、住宅などは地域的偏り等によっ
て実際には最低限のサービスにもアクセスできな
い場合が生じており、移動の確保や情報なども今
日の最低限保障を検討する上で重要な課題になっ
ている。

〈３〉 社会苦・「孤立貧」への対応としての
地域での人が介在するセーフティ
ネットの強化

　ここでは貧困の表出形態の一つとして社会生活
過程における社会苦をとりあげ、この貧困が生活
主体としての労働者を傷つけ、孤立化させること
を見てきた。この貧困を防止するためには、情報
リテラシーの形成のための学習支援や労働組合、
協同組合、ＮＰＯ、ボランティア団体など互助・
連帯組織による、地域での孤立防止の活動が重要
になる。居住や職業選択の自由を前提にした資本
主義のもとでは、共同体のような強いつながりは
絶えず破壊され、孤立した上で資本に吸引される
という力が原理的に働く。資本は自由に労働力を
買い、使用するために、労働者が横につながり連
帯することを嫌う。したがって自覚的につながっ
て「社会」をつくって孤立を防止し、情報リテラシー
を身につけて対抗する以外に社会苦としての貧困
を防止することはできない。
　こうした地域での取り組みを「国民生活の最低
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限保障」（ナショナル・ミニマム）のなかにいれる
ことには疑念があるかもしれない。しかし、前述
の制度や政策レベルの「国民生活の最低限保障」
だけでは、社会苦のような貧困を防止することは
できないのである。絶えず分解する危機をはらん
だ多様な個人をつなぎ合わせ、意識的に「社会」
をつくっていく営みを通して、人と人のネットワー
クによる安心・安全な社会的仕組みをつくること
ができるのである。
　制度や政策レベルのナショナル・ミニマム保障
と地域社会におけるさまざまな互助・連帯組織の
活動との関係は、この活動を通じて形成される人
と人を結びつける具体的な連帯によって生み出さ
れた信頼が、制度や政策レベルの公的セーフティ
ネットを底から支えることになる。またこうした
互助・連帯組織の自発的活動・運動は、「孤立貧」
や社会苦を防止するとともに、自治体への参加を
広げ、ローカル・ミニマムづくりと結びついて民
主的な自治体建設につながっていくことが期待さ
れる。さらに民主的な自治体づくりが、国家の新
しいあり方につながり、そこでの「国民生活の最
低限保障」（ナショナル・ミニマム）が確立され、
それが社会領域でのさまざまな共同の事業や活動・
運動に結びつくと、地域社会には強固な社会的セー
フティネットができあがると思われる。

〈４〉 資本蓄積に対抗する社会運動・労働
運動の再興

　以上のように「国民生活の最低限保障」（ナショ
ナル・ミニマム）は資本蓄積との熾烈なたたかい
の結果としてしか実現しないことを示している。

「国民生活の最低限保障」がここ 20 年近くにわたっ
て切り下げられ、生活の貧困化が大量化したのは、
社会運動や労働運動などの社会的規制力が低下し
てきたことの結果である。これは新自由主義的な
考え方・見方が社会の「常識」化するプロセスを
食い止められなかったということであり、イデオ
ロギー闘争の敗北の結果でもある。したがって社
会運動や労働運動がどう社会的な力を取り戻すこ
とができるかということを抜きに「国民生活の最
低限保障」の引き上げを語ることはできない。最
後に社会運動や労働運動などの再興について、い
くつかの課題にふれて稿を閉じることにする。

　社会運動や労働運動の衰退の経過からわかるこ
とは勤労諸階級への消費主義、個人主義の進展の
なかで、それにふさわしい運動の構築に失敗し、
人びとに社会運動の「政治的有効性感覚」を失わ
せてきたことである。1973 年から５年ごとに行わ
れているＮＨＫ「日本人の意識」調査では、政治
に関する有効性感覚（選挙、デモ、世論などが影
響していると思う人の比率）は 1973 年が最も高
く 2000 年にかけて低下し、2000 年以降は若干上
昇している。しかし「投票すること」、「デモや陳情、
請願など」、「国民の意見や希望」のいずれをとっ
ても 2013 年の「有効性感覚」は 1973 年時点に較
べて選挙で 73％、デモなどで 51％、世論で 77％
に低下している（高橋幸市・荒巻央「日本人の意識・
40 年の軌跡（2）『放送研究と調査』ＮＨＫ放送文
化研究所 2014.8）。また 2014 年に実施されたＩ
ＳＳＰ国際比較調査「市民意識」では 2004 年の
調査に比べて日本人の政治的・社会的活動意欲が
さらに低下しているという厳しい結果もある（小
林利行「低下する日本人の政治的・社会的活動意
欲とその背景」『放送研究と調査』ＮＨＫ放送文化
研究所 2015.1）。
　再び「政治的有効感覚」をとりもどし、社会運
動を再活性化させるには、個々の当事者が抱える
個別的困難を社会問題化し、社会的責任で解決す
るそのプロセスを、個人主義をくぐらせた上で再
度「集団的な行動様式」に結びつけるという社会
運動の組織文化の刷新が必要であると思われる。
社会的公正を求める社会運動はなにがしかの「個
人の欲求やニーズや願望を二の次にする覚悟」を
求められることは確かであるが、最初から「一人
は万人のために」というスタイルでは多様で異質
な諸個人を「集団的な行動様式」に誘うことはで
きない。「一点共闘」などに萌芽的に現れてきてい
る社会運動スタイルをさらに磨きをかけることが
求められている。
　もう一つの課題は消費者主義、経済主義への埋
没からの脱却である。高度成長期を経て日本の社
会運動の多くは消費者主義、経済主義へと絡みと
られていった。こうして社会運動体は「経済団体」
化し、「消費者団体」化していった。社会的公正の
実現運動ではなく、市場での経済取引を有利にす
るための交渉活動、基本的人権意識も「消費者と
しての選択の自由」に傾斜していった。このこと



- 138 - 

報告書「現代日本の労働と貧困―その現状・原因・対抗策」

は社会的公正や基本的人権の実現をめざす社会運
動が社会で一定の支持を得るなかで「共益」の追
求に関心が閉じ込められ、本来の公共性の追求が
弱まったこととも関連している。
　そして社会運動は特定の社会層の利益を擁護す
る圧力団体、「業界団体」の一種と見なされるよ
うな社会的ポジションに置かれた。当該の社会運
動に参加していない人の眼にはそのように映った
のである。社会運動の生命線は社会的公正や基本
的人権の擁護の立場から個々の当事者のかかえる
個別的諸困難を社会の問題とし社会の責任で制度
的、集団的に解決することにあった。これは社会
をつくり、社会を変える営みであった。消費者主
義、経済主義から脱却し、社会運動の原点にもう
一度立ち返る必要はないか。「国民生活の最低限保
障」（ナショナル・ミニマム）を機能させ、その水
準を引き上げることは、一国の労働と生活、そし
て社会のセーフティネットを機能させ、その社会
の安全・安心の水準を引き上げることであり、最
大級の公共的活動である。したがって社会運動・
労働運動は、「国民生活の最低限保障」（ナショナル・
ミニマム）の水準引き上げを追求する担い手にふ
さわしく、互助・連帯組織の個性を活かした公共
的存在へと自らを変革しなければならない。

　社会運動・労働運動には孤立する個人を社会に
組み込み、共同行動によって共同の利益を追求し
守って行く側面と、特定の社会集団の利益を超え
て「社会」全体の公共的利益を追求する側面がある。
公共的社会運動は社会の「常識」を変えて、その
新しい「常識」で国家のあり方を変える社会運動
である。これは国家を制御する、公共を担う主体
として自己変革する運動でもある。後者のような
社会運動のあり方を強めることによって、「主権者」

（公民）としての自覚が醸成され、単なる便益の「受
益客体」からの脱却が促される。「国民生活の最低
限保障」（ナショナル・ミニマム）を追求する社会
運動は、「運動・要求主体であり、受益の客体であ
り主体でもある」、「主権者を育成していくプロセ
ス」である。そしてこうした主権者の変化を進め
ることを通して「国民生活の最低限保障」（ナショ
ナル・ミニマム）の引き上げは前進するのである

（真田是『社会保障と社会改革』、かもがわ出版、
2005 年および拙稿「そもそも『社会福祉』とは何
か－その社会性を中心に－」『総合社会福祉研究』、
総合社会福祉研究所、2015.4））。

（はまおか　まさよし・労働総研研究員・佛教大学
名誉教授）
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野党共闘と労働戦線の新展開

　ナショナルセンターの連合、全労連が結成され
た労戦再編から 27 年。戦後最悪の内閣といわれる
安倍政権のアベノミクスと改憲を争点にした先般
の参院選で野党統一候補が共闘効果をみせ、労働
団体の共闘でも新たな前進を見せた。選挙結果は、
自公など改憲勢力が３分の２を占めたとはいえ、
戦後初めて民進、共産など４野党と組織の枠を超
えた労働団体、市民組織の共闘は今後も発展が期
待されている。
　新たな展開を見せる労働戦線と、2017 春闘構想
を含む連合産別大会や労働界と政府の「同一労働
同一賃金」の法制化に焦点を当てた。

■戦後初の市民連合選挙の効果
　歴史をつくりだしている象徴的な新組織は「安
保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合｣
である。構成は総がかり行動実行委員会（全労連系、
平和フォーラム系、学者の会など）と学生のシー
ルズ（８月 15 日解散）、ママの会など５団体である。
　市民連合は参院選の 32 の１人区すべてで野党統
一候補実現の原動力となった。政策協定では違憲
の安保法廃止や立憲主義回復など 24 項目を盛り
込み、今後の政治変革の展望にもつながっている。
共闘効果は 32 選挙区の平均共闘達成率は 120％。
うち 28 選挙区で 4 野党の前回得票数以上の 100％
を上回り、最高は山形の 171％である。当選は１
人区で前回の自民 29 名、野党２名から、今回は自
民 21 名、野党共闘 11 名と前進し共闘効果を発揮
した。
　学者の会の佐藤学 ･ 学習院大学教授は ｢日本の
政治史上で初めての市民連合選挙。市民、労働組
合の共同があったから 32 の１人区すべてで統一候
補が実現し、11 人が当選した。労働団体の共同に
も寄与｣ と評価している。市民連合や総がかり行

動は ｢選挙で一定の成果を上げ、ひきつづき運動
強化」｢次の展望を切り開いた｣ と評価し、今後も
共闘を強める方針だ。

■共闘成果報告相次ぐ
　全労連は野党共闘の躍進を重視し、選挙でも変
化を見せた。政党支持の自由を踏まえつつ、市民
連合の野党統一候補（民進、共産、無所属など）
との協力共同の関係を考慮する複雑さのなかで、
当該地方労連と単産が各候補者を支援した。また
全労連と協力共同関係にある共産党は改選３名を
６名に倍増させた。
　注目されるのは、他のローカルセンターの連合
事務局長が野党統一候補となった鹿児島、福井（い
ずれも無所属）では、全労連組織もチラシ配布な
どで支援。さらに青森、山梨、大分（民進公認 ･
連合推薦）でも統一候補を支援し、これまでにな
い運動の展開となった。宮城（民進公認・連合推薦）
では候補者と全労連県労連が協定書を締結し、１・
26 倍の票を獲得して当選した。
　全労連が７月下旬に開催した大会でも参院選に
ついて、地方労連を中心に初めての国政選挙共闘
について予想以上の効果などが報告された。福井
は「統一候補（無所属）は連合の事務局長。市民
の要求で戦争法廃止を公約し、当初ギクシャクし
ていた関係も、最終的には団体間の垣根を越えた
運動の広がりをつくれた」と、当選には至らなかっ
たものの、選挙を通じて運動の広がりを報告した。
青森は「野党統一候補として民進党公認の候補を
推薦した。６人いた県選出国会議員は全て自民党。
その一角を崩すことができた」と報告。同じく自
民候補に勝利した山形は「候補者と政策協定を締
結し、予想以上の共闘効果」と報告。長野も統一
候補が自民候補に勝利し、「戦争法廃止 2000 万署

▲  

野党共闘と労働戦線の新展開
　─ 2017 春闘へ組合大会と「同一労働同一賃金」の課題

青 山 　 悠
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名が大きな力となった。地域では暮らしや雇用の
課題で国民的共同のチャンスだ」と強調した。石
川は８団体共同で統一候補を実現させている。
　一方、「労働組合としてこれまで政治活動を避け
てきた経緯もあり、特に公務員は困難な状況にあ
る」（岡山）、「労働組合の日常活動の弱さ、地域で
の要求闘争の弱さがあった」（愛媛）との意見もき
かれた。そのうえで「次の衆院選や参院選で労働
組合がどう取り組むのかについての深い議論を」
などの要望もだされている。

■統一戦線的な動きへ
　全労連は選挙結果について ｢市民と野党の共同
をさらに強化し、次ぎの国政選挙で政治の転換実
現を｣ との見解を表明し、今後も共闘を強化する
方針だ。
　全労連の小田川義和議長は大会あいさつで、戦
争法廃止の運動の広がりに触れながら、「市民の共
同も野党の共闘も、平和、立憲主義、民主主義の
危機を共有したものだ。安倍暴走政治に対し、憲
法擁護の一致点での統一戦線的な動きとなってい
る」と運動の前進を強調した。
　大会後の記者会見で小田川議長は統一戦線的な
動きについて、「市民運動のレベル、政治的なレベ
ルでも戦争する国づくり反対、立憲主義回復の一
点で運動が進んでいる。参院選で統一候補が擁立
でき、市民連合は次の衆院選でも野党共闘などの
枠組みをめざしており、そうした流れを発展させ
るため全労連としても力を尽くす」と強調。地方
でのナショナルセンターを超えた共同の新たな流
れなどを指摘しつつ、統一戦線的な運動前進への
抱負を語った。
　産別では自治労連の猿橋均委員長が 8 月の大会
あいさつで、｢市民連合、過去のいきさつを乗り越
えた労働組合の共闘が広がるなか、政治の基本方
向を変える統一戦線づくりに力を注ぐ｣ と強調し
ている。
　組織の枠を超えた共同の広がりは、連合埼玉と
埼労連、埼玉弁護士会などが４野党や総がかり行
動などを含め３回にわたって安保法廃止などを掲
げてオール埼玉集会を開催している。兵庫は、自
治労や日教組が参加している「1000 人委員会」と
一緒に憲法集会を開催し、「かつては考えられな
かったこと」と語る。地域でも連合北海道地域協

議会と平和フォーラム、全労連の道労連北空知の
戦争法廃止集会も開かれ、共同の拡大を見せてい
る。
　全労連など労組、市民 29 団体が取り組んだ「戦
争法廃止 2000 万統一署名」（７月７日現在）も全
体で 1384 万 7000 人に達している。憲法共同セン
ターは 1075 万 4474 人で、うち全労連は 319 万
6142 人（組合員数の２.95 倍）で、組織の枠を越
えた新たな共同も見られる。
　安保法制と労働者 ･ 労働組合についても５月の
集会には、国労、港湾、マスコミ、医療、教育、
公務など全労連、全労協､ 連合加盟組合、中立の
枠を超えたオール・ジャパン ･ ユニオンの結集と
もなっている。
　連合、全労連など労働界の同時多発行動は 98 年
頃に労働法制など個別課題で展開されたが、今回
は暴政阻止を掲げた戦後初の国政選挙共闘。自民
公約の改憲草案は９条を変え、国防軍創設や言論、
集会、労働運動弾圧も予見させる。平和は労働運
動の礎だ。改憲阻止と労働・暮らし擁護へ労働界
と市民、野党の統一戦線を展望した新たな共同の
前進が注目され、山口二郎法政大学教授は「戦後
史で大きな転換点となる」と語っている。

■地方連合で新展開
　連合が支援した民進党は改選前の 47 名のうち、
前回の 17 名を上回ったものの、当選は 32 名と厳
しい結果となった。連合は選挙区で 41 名を推薦し、
当選は 22 名。比例代表で過去最高の組織内候補
12 名を推薦し、当選は８名である。
　選挙結果について連合の神津里季生会長は、「民
進党の政策、党名の浸透の立ち遅れ｣ を指摘する
一方、野党共闘については ｢１人区で３年前とは
大幅に違った姿が実現でき一定の効果があった。
各選挙区を含め全体の総括が必要｣ との見解を示
している。
　地方では新たな展開が見られた。地方連合の事
務局長が４野党統一候補となった鹿児島、福井で
は、連合と全労連組合員、４野党が初めて共同街
頭演説を行っている。
　一方、連合が推薦しなかった香川（共産公認）
の野党統一候補者では、連合の自治労県本部、平
和労組会議が協定を締結。地方連合は ｢自主投票｣
としつつも演説会の案内などを行った。和歌山（無
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所属）では自治労など平和フォーラムが支持決議
をあげ、山口（無所属）では地方連合会長と全労
連参加の集会など新たな変化も見られる。
　鹿児島は前回民主党の１. ８倍の 21. ６万票、福
井も２. ３倍の 13. １万票と共闘効果を見せ、「雰囲
気もよかった｣（連合幹部）という。

■連合産別候補の明暗
　連合の比例産別候補は 12 人のうち、８人が当選
した。産別ではＵＡゼンセン、自治労、自動車、電機、
日教組、ＪＰ労組、情報労連、電力総連。敗れた
産別は私鉄、基幹労連、ＪＡＭ、ＪＲ総連である。
　連合は産別候補として 2010 年に 11 人を推薦し、
10 人が当選。前回は９人推薦し、当選６人。今回
は、過去最高の 12 人で当選は８人となった。12
名の得票数は約 211 万票で、連合組合員 686 万人
の 30. ８％と低い。
　組合と選挙について電機連合の有野正治委員長
は、退任の大会のあいさつで、「民進党と党名を改
めてもなお、国民の信頼は戻らない」と指摘。組
合についても「労働運動が果たすべき責任と役割
が大きくなっていることに反比例して、足元の組
織力は弱くなっている。職場に支持され、共感され、
職場と組合の信頼関係がしっかりした組織強化を」
と呼びかけた。
　連合の神津会長は ｢全員の当選とならず残念だ。
しかし得票数は過去最多の 211 万票｣ と指摘。組
合の集票力の向上へ主権者教育や ｢広く社会から
共感を得られる政治活動 ･ 労働運動の構築｣ を呼
びかけている。

■連合の参院選まとめできしみも
　参院選後の記者会見での連合の神津会長は、過
去の経緯などから共産党や全労連とは「肩を組ま
ない」としつつも、統一候補など野党共闘につい
ては「一強政治に対する政党間での対応」とし、
地方連合も「それぞれの実状を踏まえた対応」と
の見解を表明している。
　その後、連合は８月 25 日に参院選のまとめを確
認した。野党連携については ｢連合も戦術として
容認｣ としつつも、連合のスタンスは結成以来、「共
産党およびその支援団体とは、一線を画すること
が大原則」と、歴史を 27 年前に逆戻りさせた。さ
らに ｢政権選択選挙となる衆院選では基本政策の

合意がなければ進められない｣ と、否定的な立場
を表明している。
　ここには、野党共闘の原動力となった市民連合
の文字も無く、自公など改憲勢力が戦後初めて衆
参で３分に２を占めた危機感も希薄といえよう。
一方では民進の議席減に対し、共産党は議席増と
なり、「存在感を高め、国会の影響力も増し検討が
必要」との見解も示している。
　一方、産別では、自治労の川本淳委員長は記者
会見で野党共闘について「統一候補へ一本化され
なければ、11 人当選より、厳しい結果になったの
ではないか。市民連合は大きな役割を果たした」
と評価し、今後も自治労として平和フォーラム、
総がかり行動などとの運動強化を表明した。また
連合の選挙対応については、「安倍一強政治に対し
ては、もっと連帯して闘う必要があり、胸襟を開
いた議論を」との見解を示した。
　８月の大会でも、各地から ｢共闘効果は立証さ
れた。労働戦線には過去の遺恨があるが、平和を
守ることは労働組合の社会的役割だ｣ との発言が
多く聞かれた。
　地方連合からも連合北海道は衆院 5 区補欠選で
野党統一候補が善戦したと連合の会議で報告して
いる。今回の連合参院選挙まとめと今後の対応は
一枚岩ではないといえる。

■全労連が150万組織拡大方針
　全労連は７月の定期大会で、戦争する国づくり
に反対する国民的な共同に加え、暮らしと雇用を
守る経済的共同の「２つの共同」を重視し、全国
一律最賃制確立への法改正へ向けた「全国最賃ア
クションプラン」の展開や、全労連の社会的影響
力強化へ新たな「組織拡大４ヵ年計画」を策定した。
　組織拡大計画では、日常活動の活性化と組合
員参加の大運動を掲げた。全労連の組織人員は、
1998 年の 153 万人をピークに、現在 106 万人と
約３割減少し、財政も減少傾向だ。拡大では、毎年、
産別と地方で約 10 万人を拡大しているが、約２万
人の純減に陥っている。その背景には、公務職場
の後退傾向や職場活動の停滞から抜け出せない悪
循環があると指摘している。
　新４ヵ年計画では組合員参加の運動を重視し、
各単組で 10 人に１人程度の「組織建設委員」を配
置する。単産、地方は各県１～２人の「総がかり
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推進委員」を選出し、全労連の責任の下に全県に「調
整会議」を設置して地域を含め 2000 ～ 3000 人規
模を配置する。全労連本部に公務、民間、地方の「全
労連専任オルグ」（当初５人、最終８人）を配置し、
全労連幹事 ･ 担当役員とで「４ヵ年計画推進委員会」
を構成し、拡大計画と実践を強化する方針だ。
　拡大目標は全ての組織が毎年１割純増を達成し、
既存組織で毎年 15 万人、４年間で 150 万人達成
を掲げている。財政保障では現行の組織拡大特別
会計（単産正規月額３円など）と同額の会費値上
げ（単産正規 88 円など）を決めた。
　大会では、労働相談ホットラインの通話料金有
料化（来年２月実施予定）を検討している幹事会
付属資料が示されたことで、京都や奈良、神奈川
など地方から反対意見や慎重論が出された。労働
相談件数（2015 年）は地方などで年間１万 2124
件、拡大は 11 件､679 人である。井上久事務局長は、
労働相談の重要性を踏まえつつも、財政事情から
本部での通話料金全額負担の厳しさを強調、「待ち
の拡大から外に出て攻めの組織拡大」などを訴え、
12 月幹事会、来年１月の評議員会で討議すると集
約した。採択では、会費改定案に保留 10 人がでた
が、方針は賛成多数で可決された。

■2017春闘へ連合産別大会
　連合の産別大会の焦点は 2017 春闘構想である。
円高など不透明な経済情勢でトヨタなど大手金属
が４年連続でベア要求を継続するかどうかが問わ
れている。内需産別の交通などはベア要求の方向
であり、連合内での軋みも聞かれる。
　金属大手の電機連合は７月、横浜市内で大会を
開き、経済の好循環実現を掲げて労使が賃上げを
行う「社会的責任型春闘」の継続と、産別統一闘
争の強化を確認した。経済の好循環には、物価上
昇率などの経済指標が十分でなくても、賃上げを
先行させ、社会の要請に応えるのが「社会的責任
型春闘」である。有野委員長はあいさつで、「デフ
レに絶対戻さないためにも政労使それぞれが役割
を果たすことが必要だ」と述べ、ベア春闘の継続
を示唆した。また「同一価値労働同一賃金」につ
いての検討も始め、新賃金政策の策定にも着手す
る方針だ。
　私鉄総連は８月の大会で 2017 春闘の基本的な
考えとして、賃金では、定昇相当分（賃金カーブ

維持分）」「ベア分」を統一要求としている。要員
不足に関しては「地方では路線バスが欠便するな
ど深刻な状況であり、公共交通従事者に対しても
国策としての対応が必要」との考えを明らかにし
た。
　ＪＲ連合は６月の大会で、グループ労組の賃金
改善が進んだ 2016 闘争の結果を踏まえ、17 闘争
でもベア要求とあわせ、関連労働者の底上げ・底
支え・格差是正を従来以上に追求する方針を決め
た。16 闘争ではグループ労組 92 単組のうち、36
単組がベアを獲得し、うち 12 単組が大手の 1000
円以上を獲得している。背景には、協力会社、グルー
プ会社とも人材確保が困難な状況もあり、一層の
労働条件の改善が必要とされている。
　運輸労連も７月の大会で難波委員長があいさつ
し、「賃金引き上げの流れを 2017 春季生活闘争に
引き継いでいけるかがポイントとなる」との見解
を示した。ドライバー不足の解消が急務であるこ
とや、地域別最低賃金の引き上げにより、賃金を
引き上げざるを得ない運輸業界の事情があるとの
見方を示し、2017 春闘の構築を呼びかけた｡ 各産
別とも人手不足と賃上げが労使交渉の焦点となっ
ているのが特徴である。
　ＵＡゼンセンの松浦昭彦書記長は記者会見で「デ
フレ打開のためには賃上げが必要であり、連合は
４年連続のベア春闘を継続すべきだろう」と語り、
連合の 2017 ベア春闘が問われている。

■「同一労働同一賃金｣法制化へ動き
　労働界では、安倍改造内閣の「働き方改革」で
重視されている「同一労働同一賃金」の法制化が
大きな争点となっている。
　政府の「ニッポン 1 億総活躍プラン」に盛り込
まれている法制化は、労働契約法、パート労働法、
労働者派遣法の３法を一括改定するとしている。
正規と非正規との賃金差は欧州諸国に遜色のない
水準とし、正社員の８割程度（日本６割弱）に設定。
厚労省の検討会でも討議され、日本の年功的な職
能給（職務＋キャリア展開）でも同一労働同一賃
金原則の導入は可能とし、法制化を提起している。
　経団連も 7 月 19 日に見解を発表し、「先行する
欧州型の導入は困難」として、日本型同一労働同
一賃金の実現を提唱。職務内容や仕事、役割、貢
献度の期待発揮（人材活用の仕組み）など、さま
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ざまな要素を総合的に勘案し、自社にとって同一
労働と評価される場合に同じ賃金を払うことを基
本にしている。さらに「正規従業員の制度の見直し」
も提起し、正規を賃金水準の低い「地域」「職務」「時
間」限定などに多様化させ、多様な雇用管理と雇
用流動化なども提起している。その結果、正規と
非正規の賃金差を８割にしても、実態は新たな職
務・雇用格差となり全体の賃金水準の低下にもな
りかねない。
　労働側では連合が政府提案を「実効性に疑念」
としつつも、制度法制化では処遇差について合理
的理由（責任、成果など）と、合理的でない理由（学
歴、性別など）の基準を設定。格差の立証責任も
使用者側としている。また格差是正は法制化だけ
では解決されず、正規雇用促進やキャリアアップ、
社会保障、住宅、教育政策の充実もあわせて進め
るとしている。
　全労連は ｢同一労働同一賃金｣ にかかわって、
政府対応については運動と世論の反映であり、｢一
歩前進｣ としつつも、「実効性に大きな疑念」と指摘。
法制化では６月に安倍首相と塩崎厚労相に ｢労基
法、最賃など関連６法改正｣「ガイドラインでＩＬ
Ｏ基準の策定」などを要請した。
　連合と全労連の対応の違いは、連合は「雇用形
態間」の格差解消だが、全労連は「性別、雇用形
態を問わず合理的でないすべての差別禁止」とし
ていること。法改正も連合は労基法をあげてない
が、全労連は労基法、男女雇用機会均等法、労働
契約法、パート労働法、労働者派遣法、最賃法な
ど関連６法の改正を求めている。ガイドラインも
連合は「参考」としているが、全労連は実効性確
保へ I ＬＯの判断基準を基本にした策定を求めてい
ることである。
　産別では、連合の自治労、全労連の生協労連な
どが I ＬＯ 4 基準（知識 ･ 技能、負担など）を踏まえ、
国際的標準の得点要素法で同一価値労働同一賃金
の実現を進めている。

■原則踏まえた法制化へ学識者見解
　国際基準で重要なことは、同一労働同一賃金の
対象はすべての労働者とされ、正規雇用や公務労
働も含むことだ。比較対象は同一労働でなくても、

類似労働でよいこと。「報酬」は賃金や雇用理由の
現金、現物など全ての追加的給与とされ、格差是
正で賃金引下げも禁止している。またＩＬＯは賃
金制度に言及せず、同一価値労働同一賃金を定め
ていることである。
　学識者の対応では、九州大学の下山房雄名誉教
授は、日本の年功賃金は ｢仕事＝職種とも趨勢的
にリンクする一つの職種別賃金｣ としつつ、雇用
形態、女性，中小、若年男性などで賃金格差の拡
大を分析。その改革へ「正規雇用労働者の標準賃
率の年功的趨勢に非正規雇用労働者の賃率をあわ
せることこそ同一労働同一賃金原則の日本的＝生
涯的実現」と提起している。
　明治大学の遠藤公嗣教授は、日本の大企業の
仕事 ･ 役割給は職務給ではないが、「職務＋アル
ファー」であり、非正規は職務給であると指摘。
職務評価を組合として行い、各産別でも職場から
の同一労働同一賃金の実現を提唱している。
　木下武男・元昭和女子大学教授は「欧米でも職
務基準だけで賃金が支払われているわけではない」
と指摘し、｢ジョブ｣（水）と、｢属人的要素｣（油）
との２つがあると分析。基本給はジョブ要素で構
成されており、基本給を職務内容とし、それを「正
社員と非正規社員で同一」として、同一労働同一
賃金は ｢同一労働｣ =「同一ジョブ型基本給」にな
るとしている。
　新刊書籍の『アベノミクス崩壊』では牧野富夫 ･
日本大学名誉教授、藤田宏 ･ 労働総研事務局次長、
生熊茂実ＪＭＩＴＵ委員長ら各筆者が同一労働同
一賃金の原則をふまえ、「生計費原則」「各種の賃
金差別是正の制度・法制」「賃金水準の引き上げ」「団
結強化」「中小支援」「地域最賃 ･ 全国一律最賃制
の確立」などを提起している。
　政党では民進、共産、社民、生活の４野党と市
民連合が同一価値労働同一賃金の実現を掲げてい
る。ＩＬＯは日本政府に 100 号条約の労基法明記
を勧告している。法改正を柱に、全国一律最賃と
特定（産別）最賃や職種別横断賃金の形成など、
日本の分断された低賃金 ･ 格差構造の打開へ労働
運動の奮闘が期待されている。

（あおやま　ゆう・ジャーナリスト）
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■今号では、「現代日本の労働と貧困」を解明するために労働総研がプロジェ

クトとして取り組んできた成果を報告している。

■本プロジェクトの重要な論点であり、それについてかなりの紙幅が割かれて

いるのがアベノミクスを含む安倍政治の分析である。政権側から “ 争点つぶし ” とも取れる政策が次々

と打ち出されるなかで、分かりやすく批判することが難しくなっている状況がある。ここで安倍政

治が総体として何を目論んでいるのかを見失ってはならない。さまざまな分析視点を総合して、安

倍政治がわれわれの労働や生活をどう変えていくのかをきちんと見据えたうえで、今後の対抗策を

練っていかねばならないだろう。

■プロジェクト報告以外では、野党共闘や全労連定期大会・連合産別大会等の解説等を掲載している。

ご一読の上、是非感想をお寄せいただきたい。（S.N.）




